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「……女子の教育以上に
効果的な開発手段は存
在しない」
コフィ・Ａ・アナン



家族のなかでは、ひとりの子どもに他のどの子よりも注意を向けなければならない時期が必ずある。そ
の子どものニーズに応えるからといって、他の子どもへの愛情が薄くなってしまうというわけではない。
というよりも、その特定の時期にはひとりの子どものニーズのほうが差し迫っており、重要だということ
にすぎない。親ならばだれでもそうだとわかっており、どんな子どもも、直感的にそのことを認識してい
る。

家族に当てはまることは国際社会にとっても同様である。世界中の子どもは、男女を問わず、自分たち
が教育に対する権利を享受できるようにするために私たちが全力を尽くすことを期待する権利を持ってい
る。しかし、ほとんどの国では学校の話になると、女子はもっとも不利な立場に置かれているのである。
今年の『世界子供白書』が報告するように、学校に一度も行かない女子は数百万人にのぼっており、最後
まで教育を受けることができない女子はさらに数百万人を数える。さらに、権利であるはずの質の高い教
育をまったく受けることができない女子となると数え切れないほどである。こうした数百万人の女子たち
は容易に社会の周縁へと落ち込んでいき、健康の面でも、スキルの面でも、人生の選択肢の面でも、未来
への希望の面でも、本来可能であるはずの水準に達することができない。成長しておとなの女性になって
も、充分な力が備わっていないためにコミュニティの政治的・社会的・経済的発展に全面的に参加するこ
とができない。彼女たちは――ひいてはその子どもたちは――、貧困、HIV／エイズ、性的搾取、暴力、
虐待の被害を一層受けやすい状況に置かれる。

逆に、女子を教育するということは家族全体を教育するということである。そして家族に当てはまるこ
とはコミュニティにも、最終的には国全体にも当てはまる。研究に次ぐ研究の成果を通じて私たちが学ん
できたのは、女子の教育以上に効果的な開発手段は存在しないということである。経済生産性を高め、乳
児・妊産婦死亡率を低下させ、栄養状態を向上させ、HIV／エイズ蔓延の予防に役立つという意味も含め
て健康を促進するうえで、他のどんな政策も女子教育ほどの効果を期待することはできない。他のどんな
政策も、次世代の教育機会を向上させるうえで女子教育ほど強力にはなりえない。

21世紀の世界をよりよいものにするための青写真として世界のすべての国々が合意した「ミレニアム開
発目標」のうち２つが、女子と男子が同様に教育されるようにすることをめざしたものである。これはそ
れぞれ独立した目標であるというだけではない。２つの目標をどこまで達成できるかは、他のすべての目
標を達成できるようにするために決定的な意味を持つことなのである。この２つの目標を現実のものにす
ることによって初めて、国際社会という私たちの家族はより強く、より健全で、より公正かつ豊かなもの
となりうる。

コフィ・Ａ・アナン
国際連合事務総長

まえがき
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国際連合加盟国は、2000年９月のミレニアム宣言
で、長引く貧困と増加する惨事が世界の多くの地
域からなくならない状況に取り組むという、この
うえなく情熱的な決意を表明した。「われわれは、
現在10億人以上の人々が直面している悲惨かつ非
人間的な極度の貧困状態から、同胞たる男性、女
性および子どもを解放するために、いかなる努力
も惜しまない」（１）ことが確認されたのである。

各国政府はミレニアム開発目標の達成期限を
2015年と定めた。その目標とは、極度の貧困と食
糧危機の根絶、初等教育の完全普及、ジェンダー
の平等の促進と女性のエンパワーメント、乳幼児
死亡率の削減、妊産婦の健康の増進、HIV／エイ
ズ、マラリアその他の疾病との闘い、持続可能な
環境の確保、開発のためのグローバルなパートナー
シップの構築である。いずれの目標の達成も開
発にとってきわめて重要ではあるが、国際社会の
指導者たちは、２つの目標が他のすべての目標
の中心になると考えている。教育の完全普及、
そしてジェンダーの平等の促進と女性のエンパワ
ーメントである（２）。

教育の完全普及というのは比較的容易な目標と
思われるかもしれないが、他の目標と同じぐらい
達成困難であることが明らかになっている。数十
年もの間、すべての子どもに質の高い教育を確保
するという決意が何度も表明されては再確認され
てきたというのに、約１億2,100万人の子どもが今
なおこの権利を否定されているのである。世界中
の国々において、何千ものプロジェクトが成功し
たにも関わらず、教育における――就学し、よい
成績を修め、教育を修了するという面での――ジェ
ンダーの同等な地位もあいかわらず達成できておら
ず、女子は依然として教育が与えてくれる恩恵を制
度的に享受し損ねている。

その結果、母親が教育を受けていれば生命が救
われたであろう子どもたちの死は絶えることがな
い。母親が教育を受けていればもっと健康であれ
たはずの男子・女子は、必要のない苦痛をこうむ
り続けている。すべての子どもが教育を受ければ
自然と実現するであろう貧困、食糧危機、HIV／
エイズの削減も、理想主義者の夢のままである。

このままでいなければならない理由はない。教
育の完全普及と、それによってもたらされるあら

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

/E
sk

in
d

er
 D

eb
eb

e/
20

03



ネパールの２人

の少女。このよ

うな少女たちの

ニーズに具体的

注意が向けられ

るようにならな

ければ、初等教

育の完全普及は

達成できないだ

ろう。
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ゆる利益は実現可能である。女子教育に今日投資
すること――お金だけではなく、エネルギーと熱
意を、決意と関心を、明確な焦点と力強い勢いを
女子教育に注ぐことは、質の高い教育に対するす
べての子どもの権利を保護する戦略であり、他の
すべての開発目標に弾みをつける戦略なのである。

しかし、ミレニアム宣言から最初の３年が過ぎ
た現在でも、教育の完全普及、教育におけるジェ
ンダーの同等の地位、あるいは他のすべてのミレ
ニアム開発目標に関して、心強い兆候を見出すこ
とはできない。世界の報道陣の関心は2001年９月
11日の事件と世界中で繰り広げられるテロリズム
との闘いのほうに多くが向けられ、人間開発に振
り向けることもできたはずの資源もそちらに集中
している。今こそ、世界はミレニアム開発目標で
示した決意を実行するために全力を尽くさなけれ
ばならない。進展のペースが速くならなければ、
生存を脅かすほどの食糧危機が、100年という信じ

がたい長期に渡って世界の一部地域に残り続ける
だろう。その間に、数百万人の５歳未満児がいた
ずらに死を迎え続けていく。サハラ以南のアフリ
カでは、現在のペースのままだと、すべての子ど
もが学校に行き、子どもの死亡率が現在の３分の
１にまで引き下げられ、貧困が半減するのは22世
紀に入ってからになる見込みである（図１「ミレ
ニアム開発目標の見通し」参照）。

最も緊急な目標

2015年の期限よりも早く、初等・中等教育にお
ける男女の同等な地位に関するミレニアム開発目
標は、2005年までに達成することとされている。
他の目標よりも10年早い設定である。2005年まで
に達成されるべきこの目標は、それ自体が目的で
あるだけではなく、万人のための教育という一層
幅広い目標の一環であり、貧困の締めつけを打ち
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砕くという世界の決意が最初に試される機会でも
ある。

しかし、変革のペースを速めるために今何か
がなされなければ、多くの国は、教育における
ジェンダーの同等な地位を2005年までに達成す
るという目標には及ばないだろう。それどころ
か、2015年の目標達成まで脅かされることにな
るはずである。教育におけるジェンダーの同等
な地位は女性の平等のために必要なステップで
あり、その基盤がなければ、2015年までの目標
達成に向けた成果を維持することはできないで
あろう。したがって、初等・中等教育における
ジェンダー格差を2005年までに解消するという
目標は、2015年までにその他の目標を達成する
ことに向けた第一歩であり、そして最も緊急な
目標なのである（ペースを速めるための戦略に
関するパネル参照、３ページ）。

すべての子どもに教育を

教育の完全普及に対する国際社会の決意は1948
年の世界人権宣言で最初に掲げられ、その後、
1989年の子どもの権利条約で再確認されたもので
ある。1990年の子どものための世界サミットで、
世界の指導者たちは、女子も男子も同じように質
の高い基礎教育を受けられるべきであるという決
意を再確認するだけでは終わらなかった。数十年
に渡って存在してきた就学率の格差の縮小を重視
することも誓ったのである。このような決意にも
関わらず、教育の完全普及という理想は実現され
ないままであり、ジェンダー格差は今日に至るま
で根強く残っている。

ジェンダー格差に対する2005年までに達成する
という期限は、ミレニアム開発目標だけに掲げら
れたものではない。1990年にジョムティエン（タイ）
で開かれた万人のための教育に関する世界会議で

ペースを速めるための戦略：
「2005年までに25カ国」
教育が利益をもたらしてくれること
については疑いがない。最近、西ア
フリカ諸国の教育大臣やその他の高
級官僚が会合し、男女の子どもを学
校に行かせるための教育投資のあり
方を話し合ったときにも、それは同
様であった。シエラレオネのある代
表が言うように、「無知が人を殺す
ことは身にしみてわかっている」の
である。

参加した大臣や教育専門家は、ユ
ニセフと世界銀行の招きで、女子を
含むすべての人々を対象とした教育
へのコミットメントを再確認するた
めにワガドゥグ（ブルキナファソ）に
集まったものであった。会議のテー
ブルにつきもしないうちに、多くの
大臣は「ワガドゥグ宣言」への署名
を済ませていた。この宣言は、国の

開発にとって女子教育が重要である
ことを認め、各国政府に対し、でき
るだけ多くの女子・男子を学校に行
かせるための努力を加速するよう約
束させるものである。女子の就学率
が50％に満たず、ジェンダー差別が
社会的・文化的考え方に根強く残っ
ている地域では、これは容易な課題
ではない。さらに悪いことに、同地
域の国々のおよそ半数は近年の紛争
で荒廃しており、社会基盤が破壊さ
れ、教育制度も危機に追い込まれて
いる。

にも関わらず、雰囲気は楽観的だっ
た。この会議で、そして無数のプロ
グラムやコミュニティでの活動を通
して専門的識見の交流が進められる
なかで、投資の選択を誤らなければ
持続可能な真の変革をもたらせるこ

とはわかっていた。大臣のひとりが
閉会発言のなかで述べた言葉は、他
の多くの大臣の気持ちを代弁するも
のでもあった。「やればできる！　宣
言しましょう、私たちは2005年まで
にジェンダー格差をゼロにします」

ミレニアム開発目標では、初等・
中等教育におけるジェンダーの同等
な地位という点については、2005年
までに達成することとされている。
女子のニーズにとくに注意が向けら
れなければ、初等教育の完全普及は
達成不可能である。このことを踏ま
え、ユニセフは「2005年までに25カ
国」イニシアチブを開始した。これは、
従来から進められているイニシアチ
ブや努力にとって代わるのではな
く、それらを補完・増進させながら
女子教育に関する進展のペースを速
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最初に掲げられた諸目標にも含まれており、その
後、ダカール（セネガル）で2000年に開かれた世
界教育フォーラムで再確認されたものである。こ
こでも女子教育が第一に注目された。「最も緊急な
優先課題は、女子・女性に対して教育へのアクセ
スを確保し、かつそのような教育の質を向上させ
ることであり、女子・女性の積極的参加を阻害す
るあらゆる障壁を排除することである。……」（３）

このように、ユネスコが主導する「万人のため
の教育」（Education For All , EFA）キャンペーン
は、すでに10年以上に渡り、アドボカシーと「決
意表明に対する責任感」（４）の両方を含んだ使命を
掲げてきたのである。EFAは、『グローバル・モ
ニタリング・レポート』を通じて各国の毎年の前
進を評価するとともに、就学率や学校における成
功を向上させる教育政策を提唱している。2002年
のレポートでは、86カ国がすでに初等学校への就
学におけるジェンダーの同等の地位を達成し、他に

36カ国がその目標に近づきつつあるとはいえ、2015
年までにこの目標を達成できないおそれが強い国が
31カ国（その大多数はサハラ以南のアフリカに位置
する国々）にのぼることに注意が促された（５）。

ダカール以後、13の機関が合同で「国連女子教
育イニシアチブ」（ボックス１参照）を開始した。
これは、EFAの精神にのっとり、世界規模でも
国レベルでも効果を発揮する、「女子教育の質お
よび利用可能性を高めるための持続的キャンペー
ン」（６）である（エジプトに関するパネル参照、
19ページ）。ユニセフは、このイニシアチブの主
導的機関としての位置づけにもとづき、教育にお
けるジェンダーの格差を2005年までに解消すると
いうミレニアム開発目標の緊急性を自らの課題と
してとらえている。

教育の完全普及に対する決意、また2005年まで
に初等・中等教育におけるジェンダー格差を解消

めようとするものである。この戦略
は、2005年までに教育におけるジェ
ンダー格差を解消できるようにすべ
ての国を援助することをめざすもの
だが、その際、目標を達成できない
危険性がもっとも高いと判断された
国々のうち25カ国（西アフリカ諸国
８カ国も含む）にとくに焦点が当て
られる。選ばれた25カ国のうち、10
カ国は100万人以上の女子が就学し
ていない国、８カ国は女子の純就学
率が40％未満の国、13カ国はジェン
ダー格差が10％以上の国である。

それでは、選ばれた25カ国で何が
行なわれるのか。第１に、ユニセフ
として、ペースを速めることに対す
る賛同の声を国・地方のレベルで獲
得する必要がある。女子教育を国家
の緊急優先課題に位置づけようとす
れば、当然、国の指導者を巻き込ん
で変革の唱道者兼変革者になっても
らわなければならない。同じぐらい
重要なのは、地域コミュニティの指
導者の賛同を得て、その発言を活用
しながら女子の就学・通学を促進し
ていくことである。そのためには、
あらゆる機会をとらえてこの問題を
前面に押し出し、熱意と資源を動員
するとともに、メディア、企業およ

び地域コミュニティを巻き込んで、
通学する権利を否定されている女子
に関する国としての責任感と関心を
促進していかなければならない。

第２に、女子教育は緊急の行動が
―非常事態下においても―必要とさ
れる問題として取り扱われる。各国
の現地事務所は就学していない女子
を積極的に見つけ出し、就学の機会

を提供していくことになろう。そこ
でめざされるのは、通常どおりに活
動するよりもはるかに迅速に成果を
もたらすような集中支援パッケージ
の開発である。地域レベルで成功し
たパイロット・プロジェクトはでき
るかぎり大規模に拡大展開されてい
く。新たにスタッフを採用してアク
ション・チームを結成し、この２年
間、女子の就学を実現するためにあ

開発に弾みをつける

「2005年までに25カ国」イニシアチブの対象に選ばれた25カ国は以下のいず
れかの（または複数の）基準を満たす国々である――女子の就学率が低い
こと、初等教育におけるジェンダーの格差が10％以上であること、就学し
ていない女子が100万人を超えていること、世界銀行の「万人のための教育
ファーストトラック・イニシアチブ」の対象国であること、HIV／エイズや
紛争のように、女子の就学機会に影響を及ぼす危機によって大きな打撃を
受けていること。
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りとあらゆる努力を行なう。

25カ国の出発点は、教育の提供状
況、文化的背景、社会における女
性・女子の立場などの面でそれぞれ
異なっており、ペースを速めるため
のプログラムもそれにあわせて開発
しなければならない。そのまま採用
できる、あるいは事情に応じて調整
しながら活用できる実際的措置は多
種多様に存在する。たとえば、既存
の学校で２交代制の授業をするこ
と。複式学級の授業により、農村部
の小さな学校でもやっていけるよう
にすること。緊急時に用いるために
ユニセフが開発した「箱の中の学校
（school-in-a-box）」キットを活用し
て、テントや木の下で学校を開設す
ること。既存の学校外教育体制を拡
大・改善し、公的承認を獲得するこ
と。そして、遠隔地の住民、移動生
活や遊牧生活を送っている人々を対
象として移動学校を用意することな
どである。

「2005年までに25カ国」イニシアチ
ブの成功は、何よりも、各国政府が
これを好機としてとらえて反応して
くれるかどうかにかかっている。ユ
ニセフの役割は、教育におけるジェ

ンダーの平等への道を、政府に伴走
しながら進んでいくところにある。
これは新しい考え方であり、すでに
確立されたパートナーシップの枠組
みを超えようとするものである。つ
まり、各国政府が主導権を握らなけ
ればならないことが認識されると同
時に、資金の提供や進展の監視に留
まらない支援が必要とされる場合が
あることも認知される。ひとつの国
に伴走するということは、「全体的
な資源パッケージ」による長期的支
援を提供するということである。終
始変わらずにともにいながらも、で
しゃばりすぎたり、すべてを思い通
りにしようとしたりしない。そして、
その国のビジョンと目的を共有・受
容しつつ、必要な場合には建設的に
支援を提供したり変革を唱道したり
することを意味する。すなわち、国
の官僚や地域コミュニティがこの旅
の間じゅう直面せざるをえない、日
常的決定や問題解決上の困難に関わ
っていくということである。ひとつ
の国とともにずっと歩いていき、必
要に応じてさらに歩を進めるという
ことである。

女子教育に今日投資す

ること……は、質の高

い教育に対するすべて

の子どもの権利を保護

する戦略であり……他

のすべての開発目標に

弾みをつける戦略なの

である。

することに対する決意は、国連子ども特別総会
（2002年５月）に参集した国家元首・政府主席によ
ってふたたびはっきりと宣言された。そこでは、
すべての子どもを対象とした教育を、「子どもにふ
さわしい世界」づくりに不可欠な要素として位置
づけることが誓約されたのである。

この問題に対して数十年に渡って注意が向けら
れてきたにも関わらず、約１億2,100万人の子ども
が学校に行っていない。そのうち6,500万人は女子
である（就学していない子どもについてボックス
２参照）。女子が常に基礎教育に対する権利を否定
されるのは、初等教育が国によって無償義務教育
とされておらず、その利用、アクセスおよび受入
れが保障されておらず、そして女子・男子双方に
あわせて柔軟に適合できるようなものとされてい
ないためにほかならない（７）。多くの国々は、この
数百万人の子どもたちが社会の発展に向けて注ぐ
ことのできる才能、エネルギー、創造性を失って

ボックス１

国連女子教育イニシアチブ

１．国際労働機関

２．国連HIV／エイズ合同計画

３．国連難民高等弁務官事務所

４．国連児童基金

５．国連女性開発基金

６．国連開発グループ

７．国連開発計画

８．国連経済社会局・女性増進部

９．国連教育科学文化機関

10．国連人口基金

11．世界銀行

12．世界食糧計画

13．世界保健機関
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図１．ミレニアム開発目標の見通し

進展のペースが速まらなければ、ミレニアム開発目標に掲げられているいくつかの目標につ
いては100年以上経たなければ達成できない地域が出る見込みである。
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a 直近の年に関連の目標に関する人間貧困水準が低い（10％未満）ことから目標を達成したと見なされた地域。 
   　　　　　　　　　　　　　　　  の特集記事2.1にもとづいて計算。 
 
出典：United Nations Development Programme, 　　　　　　　　　　　　　　　（国連開発計画『人間開発報告2003』） 
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しまっているのである。

失敗の影響

ある９歳の少女が、今まさに教育に対する権利を
否定されているとしてみよう。2005年末までの２年
間というのは、そのときまでに男女の同等の地位を
実現しなければならない人々にとって余裕があるよ
うには思えないかもしれない。目標達成は不可能だ
ということを受け入れ、ゆるやかな改善が見られれ
ばよしとするのも合理的かもしれない。

けれどもその少女にとって、その２年間は決定
的に重要であり、かけがえのないものである。いっ

たん失われれば、その時間を取り戻すことはでき
ない。学校に行くことで彼女の人生は変わるだろ
う。学校に行って学ぶことで自分の可能性を信じ
る気持ちが強くなり、自信も、社会力も、交渉の
スキルも、将来の収入も、暴力や不健康から身を
守る力も増すだろう。教育は彼女の前に世界を開
いてくれるはずである。

学校の門がこの年若い少女に対して堅く閉ざされた
ままだったら、今の彼女と、彼女がなりうる女性との
間の溝は月を追うごとに広がっていく。小学校に行く
機会を失えば、中等教育もそれ以降の教育も受けるこ
とができなくなってしまう。学校に２年間行けないこ
との代価はどんな子どもにとっても手痛いものだが、
女子にとってはさらに大きい。そして、その代価を支
払うのは当の女子だけではなく、彼女の家族、彼女の
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ボックス2

最近のいくつかの報告によれば、初等教育相当年齢で就
学していない子どもは世界全体で１億400万人である。
１億1,150万人とも推定されている。ユニセフは、それよ
りも多く、１億2,100万人だと考えている。その半数を超
える子どもが女の子である。

なぜ違いが出るのか？

国によっては、初等教育相当年齢の子どもの総人数か
ら就学者数を引いて未就学児の人数を算出している場合
がある。しかし、直接的に影響すると思われる事情以外
には、以下のような理由がある。

１． 一部の国、とくに出生登録が行なわれていない国で
は、子どもの年齢の決定が不正確にならざるをえない。

２． 一部の国では、とくに資金調達との関係で、就学者
数を過大に推定しようとする誘因が働く場合がある。

３．さらに一部の国、とくに紛争地域に位置する国では、
最近行なわれた正確な人口調査にもとづいて学齢の子ど
ものデータを入手するのが困難である。

４． 最後に、就学した子どもが全員、学校に通い続ける
わけではない。自分自身が病気になったため、病気のき
ょうだいや親の面倒を見るため、あるいは働いて貧しい
家族が生き延びるのを助けなければならないために、中
退する場合もあるからである。

最後に挙げた事情を踏まえ、ユニセフは最近、世帯調
査の活用を開始した。母親または養育者に、子どもが学
校に通っているかどうか尋ねるのである。それでも正確

な数字を得るのはむずかしい。国全体で学齢の子どもが
何人いるのかを把握しにくいという問題もあるし、母親
や養育者がきちんと答えてくれるかどうかにもかかって
いるからである。子どもを学校にやっていないとは言い
にくい人々も少なくない。とはいえ、このような調査の
ほうがより適切であり、しばしば、就学している子ども
の人数を計算するもっとも正確な手段となる。

ユニセフの対応

ユニセフは、ほとんどの国については就学者数データ
を用いているが、就学者数データが入手できない、また
は調査データよりも古いときには調査データを用いてい
る。すなわち、ユニセフの手法は国によって異なる場合
があり、また他の機関・組織の数字とは異なる場合があ
る。未就学児に関するユニセフの数字が他の機関の数字
と異なる主な点は、ユニセフは出席者数データも用いて
いるという点である。

なぜ異なる手法を用いるのか

データ収集の方法はかならずしも統一されていない
し、報告にはむらがあることが多く、子どもたちはいと
も簡単に、それとは気づかれないまま、社会の周縁に落
としこまれてしまう。それゆえにユニセフは、就学児か
未就学児かを問わず、ひとつの方法ですべての子どもを
数えることができるだろうという大胆な試みには出な
い。異なる手法――就学者数と出席数――を用いること
は、教育に対する権利を否定されており、したがってユ
ニセフの支援を必要とするかもしれない子どもの実数を
一層正確に把握する役に立つのである。

就学していない子どもは１億2,100万人：
女子6,500万人、男子5,600万人
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社会、彼女の国でもあるのである。

学校に行かないことの悪影響は、男子よりも女子
にとって一層大きい。そして、その影響は男女を問わ
ず次の世代にも繰り越されるのである。教育を受けたか
否かに関わらず、女子は男子よりもHIV／エイズ、性的
搾取、子どもの人身売買の被害を受けやすい。学校から
得られるかもしれない知識とライフスキルを身につけて
いなければ、その危険は何倍にも高まる。つまり、学校
こそが女子とその家族に何重もの保護を提供してくれる
のであって、学校に行けないということは何倍もの危険
にさらされるということなのである。

排除の理由

なぜ女子は学校から制度的に取り残されるのか。
なぜ女性は政治プロセスから排除されるのか。な

ぜ、開発が前進する場所もそうでない場所もある
なかで、国々は遅れをとってしまうのか。その答
えは、相互に関連するものであり、以下の要約に
加えて白書全体を通じても取り扱われている。

説明責任の不履行 教育は、すべての子どもの
権利として認識されるのではなく、単にほとんど
の子どもにとって「よいこと」であるととらえら
れることがあまりにも多い。その結果、国が費用
を負担できるかぎり多くの子どもを学校に行かせ
ることは望ましいとされながらも、政府が必要な
資源を動員し、すべての子どもが質の高い教育を
修了できるようにすることは、義務であるとも必
要であるとも考えられていないのである。

親は、すべての子どもが教育を利用できるよう
にすることが政府の義務だとは認識せず、子ども
が学校に行かないのは自分自身のせいもあると考
えることが多い。政府に対し、若き市民に対する
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教育：権利を持つ者、
義務を負う者
62歳のマヒモ・キスペ・グティ

エレス（62歳）は、妻を亡くし、
８人の子どもとともにペルーのコ
チャスで暮らしている。小さな畑
を耕し、数頭の家畜を育てるのが
仕事である彼は、なんとしてでも
息子や娘たちに教育を受けさせよ
うと考えている。どんなに大変で
あっても、である。

「みんな、子どもを学校なんかにや
るもんじゃないと言うんだ。とくに
女の子はね」と彼は言う。「学校に
入れるなら小さな男の子だけにし
ろ、とね。私も歳だから、長男には
畑の手伝いをさせろということにな
っとった」
教育省、米国国際開発庁、ユニセ

フが1999年10月に開始した「プンク
クナタ・キチャスパ」（女子教育の

扉を開ける、88ページ参照）プロジ
ェクトのおかげで、子ども全員に教
育を受けさせるというグティエレス
氏の夢はかなえられようとしてい
る。コミュニティに基盤を置いたこ
のプロジェクトは、世界的なコミッ
トメント――教育の完全普及という
ミレニアム目標と「万人のための教
育」に対するコミットメント――を
コミュニティレベルで実現しようと
いうものである。

プンククナタ・キチャスパが村に
やってくるまでは、グティエレス氏
は子どもたちも自分と同じように読
み書きができないままだろうと思っ
ていた。次の世代の人生はすでに決
まっているように見えた。長男のマ
ヒモ（16歳）は家畜の世話をし、他
の３人の息子たちは畑を手伝ってい

た。年長の娘３人は家事担当で、食
事を作ったり、末娘のリザの面倒を
見たりしていた。

「プンククナタ・キチャスパの人た
ちがここにやってきて、女の子を学
校にやることがどれだけ大切か、家
のなかのことだけやらせるのがどん
なに公平ではないかを教えてくれた
んだ」とグティエレス氏。「８人の
子どもをみんな学校にやるつもりだ
よ。年齢は関係ないらしい。みんな
行けるんだよ」

教育に対する人権に基づく
アプローチ

プンククナタ・キチャスパは子ど
もの権利を行動で示すものである。
このプロジェクトは、権利を持つ

基本的義務を履行するよう親が要求する見込みは
薄い。

公的資源と政治的意思に対するさまざまな需要
が競合しあうなか、教育は遅れをとる。財政緊縮
や社会的危機――たとえばHIV／エイズ、暴力的
紛争や天災にともなう激変――の時期には、一部
の子どもを対象とした教育が容易に犠牲にされて
しまう。

そして、ほとんどの社会に根強く残る微妙なジェ
ンダー差別のため、真っ先に犠牲にされるのが女
子である。就学が一番後回しにされる女子は、情
勢が厳しくなれば最初に学校に行けなくなってし
まう。

理解の不足 人権原則は経済開発プログラムに
統合されておらず、そのため開発の究極的目標―
―経済的パフォーマンスではなく人間の幸福――

が失われてしまった。社会の最周縁に追いやられ
た人々――女性、女子、貧困層――がもっとも遅
れをとっている。このような差別は記録の対象と
はならず、周縁に追いやられた人々の権利は開発
政策立案者の思考の彼方に追いやられたままであ
る。

さらに、教育を受けた女性がいかに国の開発
に貢献しているかについてもまだ広く認識され
ていない。科学的証拠があるにも関わらず、女
子教育が社会の進展を確保する手段のひとつと
して政策立案関係者の間で議論されることはあ
まりない。その結果、予算決定の交渉が進めら
れる際、女子教育への投資は素通りされてしま
うことが多い。

理論上の不備 歴史的に、開発とそれにともな
う資金調達のしくみに関する支配的見解では、開
発の原動力としてただひとつの要因に焦点が当て
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者―子どもたち―と義務を負う者―
親、コミュニティ、国・地方の政府、
国際機関―を結集させ、全員から何
かを得ようとする。ひとりひとりに
かけがえのない役割があり、コチャ
スのすべての子どもが学校で成功す
るよう、自分にできることをやると
いう責任を共有しているのである。

しかし、プンククナタ・キチャス
パは単に女子が学校に行けるように
するというだけに留まらない。家庭
やコミュニティでどのような条件を
整えれば、女子も男子も定期的に学
校に通い、一定レベルの教育を身に
つけ、具体的な学習目標を達成でき
るかという点にも焦点を当てるので
ある。

プンククナタ・キチャスパは、子
育てについて家族に教え、早期から
の女子教育を促進するとともに、子
どもが適切な時期に小学校に入学す
ること、教育の質を高めることを奨
励する。コミュニティの参加はプロ
ジェクトの柱である。教育委員会、
幼稚園委員会、青少年委員会、読み
書き委員会といった地域委員会がプ
ロジェクトの進捗状況をモニターし、
学校に行っていない子どもに手を差

し伸べるための行動計画を作る。青
少年、女性、祖父母たち全員の参加
を得て、伝統、祭礼日、物語、料理
法をケチュア語とスペイン語で記録
して近隣のコミュニティと共有する。

責任の段階的配分

どんな人も、どんな政府も、すべ
ての子どもが質の高い小学校教育を
受ける権利を享受できるという結果
を単独でもたらすことはできない。
この権利を全面的に実現しようと思
えば、教育へのアクセス、出席、修
得および達成を妨げるあらゆる障壁
を取り除き、ジェンダー格差をふく
むあらゆる格差をこの４つの分野で
解消しなければならないのである。

しかし、障壁が崩れ、格差が消滅
するようにするためには、２つのグ
ループ――権利を持つ者と義務を負
う者――がそれぞれの役割を果たさ
なければならない。権利を持つ者に
は、子どもであれ、若者であれ、お
となであれ、教育を受けていないす
べての人々が含まれる。教育の権利
が実現されるようにする責任者に
は、国際社会に加え、役割も説明責

任の水準も異なる主体が義務を負う
者が階層をなしている。その階層を
構成する主体は、親、世帯、コミュ
ニティであり、教員や学校管理者で
あり、計画・行政担当者であり、
国・地方の政府であり、そして非政
府組織や市民社会組織である。

各グループが子どもの権利を保護
する役割を果たそうとすれば、それ
ぞれ支援を必要とする。たとえば貧
しい親にとっては、子どもを家事や
お金を稼ぐ仕事から解放して学校に
通えるようにすることはむずかしい
かもしれない。通学・修了に関する
費用をなかなかやりくりできない可
能性もある。このような親が責任を
果たすためには、就学に関わる費用
を全廃するなど、政府の行動を通じ
た支援が必要である。
もうひとつの例として、教員や学

校管理者にはその責任を遂行できる
に足る水準の教育と訓練が必要とさ
れる。生徒に集中できるよう、給与
上のニーズや労働条件も満たされな
ければならない。何よりも、コミュ
ニティの信頼と尊敬を得ること、自
分たちの仕事が評価・尊敬されてい
ると信じることが必要である。

られてきた。経済成長と構造調整である。そこで
は、社会開発、教育一般、そしてとくに女子教育
の価値は過小評価される。このようなアプローチ
で最初に立てられる問いは、子どもを対象とした
教育、保健、影響、住居の資金を拠出するために
どのような資源が必要かというようなものではな
い。マクロ経済変数を不安定化させることなく必
要な資源を調達するにはどうしたらいいかという
問題など、そもそも思い浮かばないのである。マ
クロ経済変数が最初に設定されるのであり、ジェ
ンダーの平等にとりくむための投資を含む人間中
心の投資のための資源は、せいぜいおまけとして
考慮されるにすぎない。

同じぐらい重要なのは、これまでの開発の枠組
みでは、全体としてジェンダーの不平等な関係に
対応できなかったということであり、女性が、民
間・公共セクターにおける国の開発に貢献しうる
ということも、女性の潜在的可能性も考慮にいれ

られてこなかったということである。その結果、
開発理論・政策・実践においては、女性や女子に
影響を及ぼす諸問題は、ほとんど目に見えないも
のとして取り扱われている。

戦略の失敗 「万人のための教育」という目
標にとりくんでいる人々の間にさえ、問題の特
定と解決策の立案にあたって教育部門にしか目
をやらないという伝統的視点がしばしば存在す
る。その結果、政策やプログラムは幅が狭く、
一つの問題にしか焦点が当てられないことが多
い。しかし、女子の就学を阻んでいる障害を克
服するために必要なのは部門横断型アプローチ
なのである。

伝統的視点では、子どもの就学・通学に影響を
及ぼしているジェンダーの問題、女子と男子の
ニーズの違いに関わる問題、両者の役割・責任・ア
イデンティティの不平等が考慮にいれられないこ
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政府の役割

政府の役割は、すべての子どもに
教育を提供するために適切な政策を
定め、部門計画を実施し、必要な資
源を確保することである。政府には、
機会を失わせたり、市民が教育に対
する権利を実現できないようにした
りしている障害や障壁を取り除く義
務もある。

政府にしか果たせない責任は、す
べての子どもに権利を保障するため
に必要な全体的な資源パッケージを
確保することである。このような
パッケージには、典型的に次のよう
な要素が含まれる。教育部門に対す
る充分な国家予算の配分。すべての
市民に基礎教育を提供するための教
育予算内での、優先的予算配分。人
権としての教育を計画・実施するた
めに必要な能力を提供する国内の専
門知識および経験。経済成長によっ
て自己資金でのシステム維持が可能
になるまで教育における資金的空白
を埋める、無償および有償の外部か
らの財政支援（必要な場合）。そし
て、人権としての教育を促進すると
いう困難な課題の遂行にともなって
ついてくる、技術的な専門知識およ

び経験的知識の蓄積である。

引き換えたもの

毎日、グティエレス氏と年長の子
どもたちは日の出前に起きて食事を
作る。８人の子どもたちが全員学校
に行くと、彼は畑を耕しに向かう。
仕事の負担はしばらく重くなるが、
一家の未来は８倍大きくなった。

とが多い。このような違いを認識しない教育政
策・実践は、ジェンダーに配慮しなければいけな
いときにジェンダーを無視してしまう。こうなっ
てしまうと、政策立案者や実務者がどんな行動や
態度をとろうが、うまくいっても男子と女子の特
定のニーズを満たすことはできず、最悪の場合に
は教育に対する子どもの権利を妨害することにな
ってしまう。

現状に挑戦する

6,500万人の女子の権利が充足されず、ミレニ
アム開発目標が危機に瀕している以上、変革が必
要なのは明らかである。しかし変革は多くのレベ
ルで必要とされており、就学率だけを上げようと
しても達成は不可能だろう。女子が教育にアクセ
スし、学校で成功して修了するのを阻んでいる障
壁を見事に取り除くためには、社会はコミュニティ

全体の生活の質にとって、根本的に重要な諸要因
に対処せざるを得ない。女子教育は人間開発の他
の諸相とあまりにもわかちがたく結びついており、
女子教育を優先するということは同時に他の一連
の分野でも変革を起こすということである。その
分野は、健康や女性の地位から乳幼児期のケアに
まで、栄養・水・衛生設備からコミュニティのエン
パワーメントにまで、児童労働その他の形態の搾取
の削減から紛争の平和的解決にまで及んでいる。

ミレニアム開発目標とダカール教育目標を達成
するために――そして、子どもにふさわしい世界
をつくるという国連子ども特別総会のビジョンを
実現するために、今こそ地球規模で協調のとれた
押しの一手が必要である。この努力を回避するこ
とは道徳的にできない。それは同時に実際的な努
力でなければならないし、触媒としての作用を持
たなければならない。
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図２．初等教育におけるジェンダー格差の推移（1990年～1999年）

注：図は、初等教育総就学率におけるジェンダー平等指標（Gender Parity Index , GPI）の変化を地域ごとに示したものである。

※1998／1999年のデータ

出典：Figure 2.18: Trends in gender disparities in GER in primary school education (1990-1998) in EFA Global Monitoring Report 2002, UNESCOを修正。

このような背景から、女子教育に対してユニ
セフが以前から示してきたコミットメントは一
層緊急性を増す。このような背景があってこそ、
われわれは、人権とミレニアム開発目標に関心
を持つすべての人々に次の行動を呼びかけるの
である。

１． 女子・男子に対するジェンダー差別が具体的
かつ顕著に見られる国、とくに男子と女子の
どちらかが学校に行けないまま取り残される
おそれが相当に高い国々で、行動のペースを
速めること。

２． 質の高い初等教育に対する権利を子どもから奪
う複合差別状況を是正するため、開発に対する
人権に基づく部門横断型アプローチ（付録資料
Ｂ、91ページ参照）を採用すること。

すべての女子が教育を受けられるようにするこ
とに対して人権モデルと部門横断型アプローチを
用いることにより、世界は必然的に、問題の根底
にある不平等とジェンダー差別に対応せざるを得
なくなる。このような地球規模のイニシアチブの
成果は幅広い分野をカバーすることになるだろう。
それによって、2005年までに、生活のなかで平等
を学ぶ子どもたちの先駆者となる世代が生み出さ
れる。このことは、学校、カリキュラムおよび教
員が変わり、真の意味で子どもにやさしい存在と
なって、すべての子どもたちを平等にしよりよい
教育を提供するということである。教育が緊急の
優先課題であることをすべての国が認めたという
ことであり、女子も男子も学校に進んで入学し、
そのまま留まるように開発途上国が資源配分の重
点を移したということである。援助国が、開発を
支援するという誓約をきちんと守ったということ
である。そしてそれは、子どもの権利に対するコ
ミットメントが地球規模で力強く表現されたとい
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13

うことである。

教育に対するすべての女子・男子の権利を確保
するために地球規模で重層的に進められている努
力――「万人のための教育」運動、国連女子教育
イニシアチブ、世界銀行のファーストトラック・
イニシアチブ、子どものためのグローバル・ムー
ブメントなど――は、次の段階に踏み出さなけれ
ばならない。国際社会は、何度となく、男子だけ
ではなく女子の教育上の権利を履行するというコ
ミットメントを表明してきた。調査研究に携わる
人々も、次から次へと、女子に教育を提供するこ
との社会的意義を実証してきた。

私たちの行動に、数百万人の子どもたちの運命
がかかっている。多くの男子とともに6,500万人の
女子が学校に行くようになれば――そしてひとり
ひとりが学び、育ち、豊かになっていけば――、
開発に新しい生命が吹き込まれ、私たちが数十年

にわたって努力してきた、一層健康的・公正・民
主的な世界を実現するのに役に立つはずである。

世界子供白書　2004
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貧困
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この地図は、いずれかの国もしくは地域の
法的地位またはいずれかの国境の確定に関
するユニセフの立場を反映するものではな
い。点線は、インドとパキスタンが合意し
たジャンムー・カシミールのおおよその統
治線を表したものである。ジャンムー・カ
シミールの地位の確定については当事者の
合意が得られていない 

30％を超える５歳未満 
児が中度または重度の 
低体重である国々 
（1995年～2000年） 

栄養不良 
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教育はすべての人の人権である。この単純な事
実こそ、女子教育に対するユニセフのコミットメ
ントの核にある。それは、どんなに貧しくても、
どんなに国の状況が絶望的でも、ひとりの女子も
学校から排除されないということである。女子が
最大限可能なまで発達する機会を否定する言い訳
は、どんなものであっても受け入れることはでき
ない。

教育は女子と女性の生命を救い、その人生を向
上させるものである。教育によって、女性は一層
自分の意思に基づいて人生を送れるようになり、
社会に貢献するスキルを身につけることができ
る。自分自身で物事を決め、家族に影響力を及ぼ
せるようになる。この力こそが、その他のあらゆ
る開発上・社会上の利益を生み出すのである。政
府、家族、コミュニティ、経済、サービスの提供
に女性が参加して影響力を行使するのは、だれに
とってもよいことである。それは、一層公平な開
発、家族の強化、サービスの改善、子どもの健康
の増進につながる（インド・ビハールの「カラ
テ・ガール」に関するパネル参照、25ページ）。

好循環

教育は、女子と女性の利益であることに加えて、
社会と人間開発に広範な影響を及ぼす、かけがえ
のない前向きな力である。教育資金について検討
するとき、初等・中等・高等教育のどれを優先さ
せるべきかという議論が続いている。けれども、
それは年齢が低い女子にとって本質的な問題、す
なわち基礎教育に対する権利という問題からそれ
た議論である。基礎教育を受けられなければ中等
教育も受けられず、教育にともなうあらゆる利益
も失ってしまう。

女子教育には多くの長期的利点があるが、いく
つかを挙げるとすれば以下のとおりである。

●経済開発の促進 数十年にわたる調査研究によ
り、基礎教育の拡大と経済開発が関連している
ことを示す相当の証拠が明らかになっている。
そして、女子教育にはさらに一層前向きな効果
があるのである。長期にわたって女子教育に投
資してきた地域は、たとえば東南アジアや、少

ない力
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エジプトのコミュ

ニティ・スクール

で学ぶこれらの

子どもたちの成

功により、遠隔

地のコミュニティ

の目が世界に対

して開かれてき

た。

18

なくとも1980年代に債務危機を迎えるまでのラ
テンアメリカのように、経済開発の水準が一層高
くなる傾向を示してきた。女子の初等教育就学
率が上がるにつれて１人あたり国内総生産も増
える（８）。女性の教育水準を男性と同等の水準に
まで引き上げることができない国は、そのぶん
開発にかける努力のコストが高まり、そのつけ
を成長の鈍化と所得の減少で支払うことになる
のである（９）。同時に、経済開発、すなわち一家
族あたりの所得の向上は、気が進まない親たち
を納得させ、娘を働かせることによる目先の経
済的利益を放棄して代わりに学校に行かせるこ
とにつながり、国の経済にとっての長期的利益
を生み出すことにもなる。

●次世代の教育 教育を受けた女子は母親になった
ときに子どもを学校に通わせる可能性がはるかに
高い。自分自身にとっての利益も社会にとっての
利益も継承され倍化することで、世代を超えた前

向きな影響を及ぼすことができる。55カ国および
インドの２州の世帯調査データをユニセフが最近
分析したところ、もっともはっきりしていた調査
結果のひとつは、教育を受けた女性の子どもは学
校に通っている可能性がはるかに高く、また女性
の就学期間が長いほどその子どもが教育から利益
を受ける確率も高いというものだった（10）。この
最近の研究は、女子が学校で読み書き能力と言葉
のスキルを身につけることにより、自分自身およ
びその子ども、ひいてはその孫の健康状態までも
がどのように向上するかを追跡した調査結果（11）

を裏づけるものである。

●複合的効果 教育の効果は学習の領域だけに留
まるものではなく、子どもの生活におけるほと
んどの側面に前向きな影響を及ぼす。たとえば
学校に通う子どもは、病気からどのように身を
守るかという点も含め、健康的でいるために必
要なことを学習する可能性が高い。女子は男子
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パネル3

エジプト：夢がかなった
アワティフ・モージーは、村に新

しい学校ができると聞いた日のこと
を決して忘れないだろう。

「だれかが家に来て、学校に行って
いない子の名前をきいたんです」と
彼女は回想する。「母は私の名前を
言いました。すごくわくわくしたの」

ベニ・シャラーン村の他の８歳の
子どもと同じように、その日までの
アワティフの生活は、近くの小麦畑
で背中が痛くなるまで働くことと、
家事に終始していた。彼女のような
少女たちにとって、新しい学校――
住宅を改装した１階建て校舎に教室
がひとつあるだけ――は夢の実現だ
ったのである。

「学校ができる場所に行っては、お
となたちが教室の飾りつけをしてい
るのを見ていました。何もかも明る
くてカラフル。それまでは見たこと
もなかった、ゲームや写真もありま

した」

少なくとも最初は、村人全員がこ
れほど熱狂していたわけではない。
農家のなかには、学校のせいで子ど
もの安い労働力が使えなくなるとこ
ぼす人々もいた。アワティフ自身の
義父でさえ納得していなかった。

「女が何のために勉強するんだ？」
と、彼はよく口にしていた。

幸いなことに、ファルーク・アブ
デル・ナイームの意見は違った。説
得を受けて、敷地と建物を学校とし
て使えるように寄贈した年配の商人
である。「女の子の教育は男の子の
教育よりも大切だと考えるようにな
ったんだ」とアブデル・ナイーム氏
は言う。「男はいつだって自分が置
かれた状況から何とかすることがで
きるが、女の子はそうじゃない。う
まく人生を送っていくためには教育
が必要なんだ」

８年が過ぎた今では、ベニ・シャ
ラーン村で意見を異にする人を見つ
けるのはむずかしい。教室が３つに
増えた学校は、今ではコミュニティ
に目に見える収穫をもたらしてくれ
る賢い投資だと考えられている。

小売店主のアフメド・アブデル・
ジャベルの例をとってみよう。自身
は読み書きができない彼は、学校が
開設されるやいなや娘のライワを通
わせた。

「ライワが学校に行くようになるま
で、うちの店の帳簿は支離滅裂だっ
たよ」と彼は回想する。「だけど、
そのうち娘が帳簿を全部管理してく
れるようになった。おまけに、姉が
読み書きを覚えられるよう手伝った
りもしてね」

字が読めないのが当たり前のよう
になっている村では、娘に教育を受
けさせたことで人々の生活や仕事が

よりもHIVに感染しやすい立場に置かれている
が、女子教育は、リスクに直面した女子に必要
な保護を与えることができる。HIVから身を守
る方法を知っている女性はその子どもを学校に
通わせる可能性が高い（12）ので、このような利益
は１世代に留まらない。加えて、教育を受ける
ということは、子どもが労働者として売買・搾
取される可能性や、虐待・暴力を受ける可能性
が低くなるということである。女子のほうがこ
うした攻撃を受ける可能性が高いので、教育は
女子の保護にとってとくに重要であり、その影
響力は教室の中だけに留まらない（第４章参照）。

●家族の健康の増進 女子が教育を受けると、家
族の規模と家族の資源との間でバランスが保た
れるようになる。母親が教育を確実に受けるよ
うに社会がとりくめば、子どもたちは健康にな
り、死亡も少なくなる。子どもは、母親の教育
水準が高いほど栄養状態もよくなり、病気にな

る頻度も少ない傾向がある。母親の教育がその
子どもの健康・栄養状態に及ぼす影響は重要で
ある。開発途上国から得られた膨大なデータを
分析した研究（13）によれば、母親の教育年数が１
年増えるごとに５歳未満児死亡率は５％～10％
低くなる。

●妊産婦の死亡の減少 学校に通ったことのある
女性のほうが出産中に死亡する可能性は低い。
学校に通うことは出産件数を少なくするうえで
も効果的であり、女性の教育年数が１年増える
ごとに1,000人の出産について２件の妊産婦死亡
が防止できる（14）。ある調査によれば、妊産婦死
亡は保健実務の知識の向上、妊娠・出産時の保
健サービスの利用、栄養状態の改善、出産間隔
の拡大を通じても減少することがわかっている。
いずれの要素も、女性が教育を受けることで助
長することが可能なものである（15）。
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開発ギャップ

国際社会は女子教育に人権問題としてコミットメ
ントを示し、女子教育に投資することの利点もはっ
きりしているにも関らず、それは今もなお開発投資
の優先分野になってはいない。その理由は複雑であ
り、教育政策だけではなく、経済的配慮を優先して
人権を無視するという、歴史的にとられてきた開発
への支配的アプローチも問うことにつながる。

成長モデル 開発に関する初期の考え方の多く
は、国内総生産によって測られる経済成長こそ最
も重要であるという考え方に根ざしていた。いず
れかの国が１年間に生産する財と提供するサービ
スの総価値が拡大すれば、貧困と不平等は自動的
に、ほとんど手品のように減少するとされた。経
済成長の恵みは、金持ちか貧しいか、男性か女性
かを問わず、すべての人に行き渡ると考えられて
いた。

国の生産性が発展していくうえで経済成長こそ
中心にあるという見方は、開発途上国の惨憺たる
経験が長年にわたって続いたことにより成長モデ
ルの不充分さが証明されるにつれて、頻繁に洗
練・再定義されてきた。成長はごくわずかな開発
途上国を除いて限られた水準に留まり、この種の
成長によって貧困や不平等が少なくなるという一
貫した証拠はまったく得られなかった。

この時点での開発経済学はジェンダーにもまっ
たく目を向けなかった。女性が男性との関係で置
かれている状況は経済開発への女性の参加に影響
しているのか、しているとすればどのように影響
しているのかについて検討しようという試みはな
かった。また、いわゆる「アンペイド（賃金が支
払われない）・ケア」ワーク、すなわち大部分女
性が引き受け、経済の「生産」部門もそれなしで
は機能しない、家事や育児・介護といった人を育
む労働の分野も無視されていた。世帯に生じた利

どれだけ変わったかという話には事
欠かない。医者の処方箋や農薬の袋
に書かれてある指示が突然わかるよ
うになった。テレビの教育番組が理
解できるようになり始めた。そして、
さらに重要なことは、子どもたちが
模範を示したことで多くのおとなが
励まされ、自分でも識字教室を受講
するようになった。

これらの子どもたちの成功によ
り、遠隔地のコミュニティの目は世
界に対して開かれてきたと言っても
過言ではないだろう。

エジプトの少女たちをもっとた
くさん学校に通わせようという動
きがベニ・シャラーンのような場
所で利益を生み出すつつある一方
で、その勢いが全国的に感じられ
るようになるまでに時間はかから
なかった。2000年、エジプトは
「女子教育イニシアチブ」の開始を
発表した。ダカール（セネガル）で
コフィ・A・アナン国連事務総長が
その国際版の開始を宣言してから数
カ月後のことである。

エジプトのイニシアチブは、ユニ
セフと同国政府が1990年代初頭から

収めてきた成功をさらに拡大しよう
とするものだった。この過程で、コ
ミュニティ・スクール約200校と、
教室がひとつだけの学校3,500校が
開設されていた。イニシアチブの狙
いは、この「女子にやさしい」モデ
ルをもとに、女子教育への抵抗がも
っとも激しい地域に特定された農村
部の７県に導入するところにあっ
た。

フォローアップは迅速であり、同
時に確固たる決意のもとに行われ
た。スザンヌ・ムバラク大統領夫人
が議長となって一連の高級レベル会
議が開かれ、女子教育は以後５年間
のエジプトの最優先開発課題と位置
づけられた。その誓約とあわせて、
2007年までにジェンダー格差を解消
し、その過程で学校に行っていない
女子50万人に手を差し伸べるという
コミットメントも表明された。

国レベルで設置された特別委員会
には、12を超える政府省庁と並んで
非政府組織や国連機関も顔を揃え
た。女子教育に対して統合的アプ
ローチで臨み、多くの部門を巻き
込むとともに政府と市民社会との堅
固なパートナーシップを築き上げる

という、幅広い戦略が採用された。

協議を通じ、対象とされた７県
のそれぞれに地方特別委員会が誕
生した。コミュニティの構成員、
親、学校に通っている女子と通っ
ていない女子、NGO、若干名の政
府職員から構成される、自主的な
組織である。これらの人々が参加
することによって、学校が本当の
意味でコミュニティのものとなる
ことが保障されたのである。

プロセス全体を監督するのは全国
子ども・母親評議会（ムシラ・ハタ
ブ事務局長）であり、国連システム
に属する７つの機関（＊）がそれを支
援している。評議会は参加型の計画
プロセスを提唱し、今では女子にや
さしい学校の実現の調整役を務めて
いる。このような学校は、2003年ま
でに総計3,000校の規模で開設され
る予定である。女子にやさしい最初
の教室の礎石は、2003年５月にムバ
ラク夫人によって置かれた。

ユニセフ教育担当官のマラク・
ザールーク博士によると、鍵となる
優先課題のひとつは、学校は教育機
会を提供するだけには留まらないと
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益が、決まりきった男女の力関係のために不平等
に配分されている可能性についても、ほとんど意
識されていなかった。

1980年代になって成長モデルがつまずくと、世
界銀行と国際通貨基金が構造調整プログラム実施
の先鞭を切った。公共支出を削減し、価格とイン
センティブが市場でおのずから決定される余地を
拡大しようというのがその狙いだった。調整には
しばしば教育、保健、食糧補助金の支出削減がと
もない、それは貧困層に不相応な被害を及ぼした。
支出削減でとくに大きな痛手をこうむったのは貧
困層の女性である。彼女たちは、家族が何とか
やっていけるよう、家のなかでも外でも仕事量を
増やさなければならなかった（16）。調整はそもそも
の目的さえ達成することができず、経済成長はな
いに等しかった。図３が示すように、開発途上国
の１人あたりの成長率は、世界銀行と国際通貨基
金による調整目的融資が急上昇するなかでさえ大

きく落ち込んだのである。世界銀行が2000年に実
施した研究の結論によれば、典型的な開発途上国
における1980年代～1990年代の１人あたり所得の
伸びはゼロだった（17）。

1990年代を迎えるころには、経済成長だけで人
間開発が可能になるという前提は誤っていること
が認識されるようになっていた。そしてその逆が
正しいと思われるようになった。すなわち、人間
開発こそが経済成長を可能にするのである（18）。ユ
ニセフが49カ国を対象として実施した研究による
と、1990年から2000年にかけて最高の平均年間成
長率を達成した国では、子どもの死亡率と所得貧
困が低いという基盤が1980年にできていた。他方、
その10年間に経済が縮小した国々はいずれも、
1980年の段階で子どもの死亡率と所得貧困水準のい
ずれかまたは両方が高い国だったのである（図４
「所得貧困水準別の人間開発と経済成長」参照）（19）。

コミュニティが考えるようにするこ
とである。

「貧困削減はもっと大きな問題なの
です」とザールーク博士は言う。
「たとえば、世界食糧計画と農業省
の支援を受けて学校給食を提供しま
す。次に衛生設備と保健ケアを整え
るとともに、各学校に強力なコミュ
ニティ参加の要素を組み込むので
す。全体的な狙いは、エジプトのな
かでももっとも機会を奪われた地域
の人々が、学校の成功は本当に自分
たちのためになるんだと思えるよう
にするところにあります」

ここ数年、エジプトで進められて
いる活動は国際的にますます認知さ
れるようになってきた。その過程で、
アワティフ・モージーも自分の役割
を果たしてきた。2001年、アワティ
フはエジプトの子ども代表３人のう
ちのひとりとしてカンパラ（ウガン
ダ）に派遣され、国連子ども特別総
会に向けた大規模な準備会合に出席
したのである。

アワティフは、初めての海外旅行
の興奮と、会議のひとつで司会者を
務めたときの責任感をいまだに覚え

ている。「学校に行ってなかったら、
あんなチャンスは絶対なかった」と、
彼女は興奮した口調で語る。

アワティフは地元の中等学校で優
秀な成績を修めるようになった（そ
れに加えて将来有望な短編小説の書
き手でもある）。彼女は、大学進学
に、そしてその後の進路に目を向け
ている。「ベニ・シャラーンの人た
ちは、私に医者になれって言う人が
多いんです」と彼女。「でも、私自
身がなりたいのは教師。私が学んだ
ことを少しでもほかの子どもたちに
伝えられるように」

それはもう始まっている。アワ
ティフはすでに村の他の少女たち
の憧れになっている。11歳のファテ
ンもそのひとりである。「アワティ
フのお話は全部読んでるわ」とファ
テン。「いつかあの人みたいになり
たい」

＊国際労働機関、国連開発計画、国連女性開発
基金、ユネスコ、国連人口基金、世界銀行、
ユニセフ。

学校は教育機会のひと

つというだけには留ま

らない。
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現在では、開発を意味のあるものとするために
は経済学の枠を超えなければならないということ
が、以前よりも受け入れられるようになっている。
また、とくに第４回世界女性会議（北京、1995年）
で行動綱領が採択されて以降は、開発経済学に関
するジェンダーの視点が不可欠であり、女性のエ
ンパワーメントを促進することなくして貧困を実
質的に削減することはできないという理解も広が
ってきた（20）。

教育の完全普及モデル 万人のための教育の成
功にとって女子の通学が根本的に重要であること
は、教育政策のなかでなかなか認識されてこなかっ
た。開発運動の初期、新興独立諸国が多かった時
期には、国が前進する際に決定的に重要な要素で
ある教育に対し、全般的な熱意が見られた。しか
し、すべての子どもを教育するというのは膨大な
課題であった。1960年には、開発途上国の６～11
歳の子どものうち初等教育に就学していたのは半
数に満たず、サハラ以南のアフリカでは20人に１
人の子どもしか中学校に通っていなかった。1980
年には、若干の進歩が見られたとはいえ（全般的
な初等教育就学率はアジアとラテンアメリカで倍
増し、アフリカでは３倍になった（21））、多くの子
どもがいまだに学校に通っておらず、その半数を
超える子どもは女子だった。前進を一貫して妨げ
ていたのは急速な人口の増加であり、学校数の増
加はそれに追いつくことができなかった。

1980年代には構造調整政策のためにますます状
況が悪くなった。1980年から1993年にかけて調整
を実施したサハラ以南のアフリカ諸国の研究によ
れば、調整期間中、１人あたり支出は実質平均で
14％削減されていた（22）。これらの15カ国のうち、
12カ国では１人あたり教育支出が減少していた。

1990年にジョムティエン（タイ）で開かれた万
人のための教育に関する世界会議では、もっとも
貧しい国々で教育に対する子どもたちの権利が慢
性的にないがしろにされていること、とりわけ女
子の権利が軽視されていることが認識された。こ
のような状況は、1980年代の構造調整のもと、国
際的介入・関心によって緩和されるどころかむし
ろ悪化していたのである。この画期的な会議は、
世界の関心の焦点を再度変えることに向けて大き
な一歩を踏み出し、質の高い初等教育を、すべて
の子どもを学校に入れるという新たなる決意の要
として位置づけた。世界会議は、教育をふたたび

開発の中核に据えるという役割を果たしたのであ
る。

女子教育モデル ジョムティエン会議と、そこ
から生まれた「万人のための教育」運動では、ジ
ェンダー格差を縮めること、女子が通学・在学で
きるようにするための特別措置をとることの重要
性が認められた。万人のための教育に向けた意欲
は賞賛されるべきものであったが、そこでは、ジェ
ンダー格差は自動的に小さくなるだろうと考えら
れていた。実際には、必ずしもそうはならなかっ
た。

1990年代を通じて女子教育に一層の関心が払わ
れるようになった理由としては、人権に基づく２
つの重要な動きの交錯を挙げることができる。ひ
とつは、1989年に子どもの権利条約が採択されて
以降、着実に勢いをつけてきた子どもの権利の動
きである。もうひとつは女性運動であり、それは
1995年の第４回世界女性会議（北京）における行
動綱領の採択で最高潮を迎えた。この行動綱領で
は、女子のニーズと権利の問題が具体的に取り上
げられている。

このような意味で、女子教育が正当に重視され
るようになるまでには21世紀を待たなければなら
なかった。女子教育に効果があるという証拠は、
学問的にも諸プログラムの経験からも長年にわたっ
て存在しており、とくに1980年代後半～1990年代
初頭以降はそのことがはっきりしていた。けれど

融資額 成長率 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

20

30

40

50

60

Ｉ
Ｍ
Ｆ
／
世
界
銀
行
の
 

１
年
あ
た
り
調
整
融
資
額
 

60年代 70年代 80年代 90年代 

１
人
あ
た
り
成
長
率
 

図３．IMF／世界銀行の融資額対成長率

出典：Easterly, William, The Elusive Quest for Growth, MIT Press,
Cambridge and London, 2001..
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も、女子教育を推進しなければならないという主
張は、国連ミレニアム・サミットとダカール世界
教育フォーラムが開かれた2000年になってようや
く、教育部門から舞台の中央に踊り出ることがで
きたのである。

抵抗

このような幅広い国際動向以上に、女子教育が
それにふさわしい関心を獲得するのを阻んできた
その他の要因も存在する。教育によって女子が結
婚する可能性は高まるか低まるかといったような、
ジェンダーの役割に対する地域の考え方や文化的
慣行・態度によって女子が学校に行けなくなるこ
とがあるのは間違いない（23）。文化的抵抗はすべて
の国で常に一貫しているというわけではなく、同
じ国内でも特定の地域によって、あるいは特定の
住民集団によって異なる場合がある。それ以上に、
ジェンダーの役割に関する期待というのはライフ
サイクルの段階によっても異なるものである。た

とえば多くのラテンアメリカ･カリブ海諸国では、
小学校の低学年と思春期後期とでは顕著な違いが
存在する。

しかし、娘が学校に行くことに対する親の反対
は、女子は教育を受けるべきではないという考え
方よりも、安全とか家計を理由とすることのほう
が多い。親は、学校が安全ではない、通学路が危
ない、通学に時間がかかりすぎるなどの理由から、
女子が性的暴行などの暴力を受けやすくなるので
はないかと感じる場合がある。そして、その予感
が的を射たものであることがあまりにも多い。

あるいは、娘が家事や畑仕事をしなくなること
で家計や家族の生存が危うくなると考える場合も
ある。貧しい家庭にとっては、女子を学校に行か
せることによる機会費用を負担することは、短期
的に見れば経済的にとても無理だと思えるかもし
れない。女性にも賃金雇用に対する権利があると
いう考え方を支持していない社会や、教育を受け
た女性向けの職がほとんど用意されていない社会
ではなおさらである。娘を学校にやるかどうかと
いう決定は、家族全体にとっての費用と便益を分
析したうえで行なわれることが多い（24）。

このような場合、問題は、家族から教育への需
要がないというよりも供給側に存在する。すなわ
ち、安全で利用しやすく、女子にやさしい学校が
存在するか、女性に雇用の機会はあるか、親に対
して啓発のための情報が提供されているか―に問
題がある。実際、娘が教育を受けることに反対す
る親の割合は、教育の利点が納得のいく形で説明
され、地域・家庭レベルの物理的・経済的障壁が
克服されさえすれば、小さくなるはずである。た
とえばシエラレオネでは、共通の関心事に関して
力をあわせる研修をコミュニティで実施したとこ
ろ、その地域に住む親たちは、非常に貧しい親も
含めて娘を学校に行かせるようになっている（25）。
ケニア政府が2003年に学校関連の料金の廃止を発
表すると、それまで排除されていた130万人の子ど
も・青少年が学校に押し寄せた。そして、その半
数近くは女子だったのである（ケニアと学校料金
に関するパネル参照、35ページ）。

子どもや親の側に教育への需要が存在しないこ
とが主たる問題ではないという理解は、世界中の
世論調査でも強化されている。ピュー・リサー
チ・センターが最近実施した世界規模の調査によ
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教育は女子と女

性の生命を救い、

その人生を向上
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層公平な開発、

家族の強化、

サービスの改善、

子どもの健康の

増進につながる。
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ると、ラテンアメリカの回答者の10人に６人、ア
フリカの回答者の半数以上が、学校の貧弱さを
「国家的な懸念の筆頭」に挙げた（26）。世論調査機
関のギャロップ・インターナショナルが60カ国の
５万人を超える人々を対象として聞き取り調査を
行なったところ、調査対象者の86％が、教育は女
子よりも男子にとって重要であるという考え方を
否定した（27）。同様に、世界銀行が23カ国を対象と
して最近実施した比較研究では、子どもの教育に
投資するか否かという決定に苦悩している貧困家
庭の親たち、そしてそのために大きな犠牲を払う
ことにした親たちの感動的な証言が明らかにされ
ている（28）。

東アジア・太平洋諸国の子ども・青少年を対象
としてユニセフが実施した大規模な調査では、学
校に行っていない子どもたちに対してその理由が
尋ねられた。行きたくないから、または学校が嫌
いだからと答えたのは19％だけだった。約22％は

働くために学校に行くのをやめていた。お金がな
いので学校に行っていないという回答も43％あっ
たが、22％は家の手伝いをしなければならないか
らだと答え、４％は単純に行く学校がないと回答
していた（29）。

さらに、2001年から2002年にかけて世界中のお
とな・子どもたちから9,500万近くの支持の署名を
集めた「セイ・イエス・フォー・チルドレン」キ
ャンペーンでは、最大の支持を集めた優先課題は
「すべての子どもに教育を」だったのである。

草の根からこれほどの需要が表明されているこ
とを考えれば、「文化的抵抗」の最たるものは、
国・国際社会の政策立案担当者が、教育を優先課
題に位置づけること、すでに効果が現場で証明さ
れてきた措置を実施することにためらいを覚えて
いるところにあるのかもしれない。女子と女性の
特別な状況は、男性優位の政策立案担当者にとっ
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ビハール（インド）の
「カラテ・ガール」たち
ビハール州――人間開発指標の面でイ
ンドでも最大の課題に直面している州
のひとつ――で空手と女子教育がどう
つながるのか、すぐにはわからないだ
ろう。けれども18歳のラリータ・クマ
リは、この２つがあわさることで人生
が変わったのである。それは、彼女が
地元のジャギアギ（目覚め）・センター
に通っているときに始まった。９～15
歳の女子と、小学校を修了していない、
または小学校に通ったことがない不利
な立場に置かれたコミュニティ出身の
女性を対象として、昼間に開設されて
いる学校である。センターでは、週６
日、１日４時間、基礎的な読み書き計
算の授業が行なわれる。学習教材はジ
ェンダーに配慮したものであり、地域
の状況や、健康、法的扶助、女性の問
題、環境といった諸問題を具体的に取
り上げている。

ラリータはある日、識字能力をある
程度身につけた女性や思春期の女子向
けの寄宿制教育センター、マヒラ・シ
クサン・ケンドラで行なわれる８カ月
の講座に参加したくないかと聞かれ
た。このセンターでは基礎教育とライ
フスキル・トレーニングが提供され、
場合により中学校に進むこともでき
る。授業は総合教育をめざしており、
前向きな自己イメージの必要性を重視
している。女子は、個人的・社会的状
況に対応するうえで役立つ分析スキル
を伸ばすよう研修を受ける。コースを
修了した女子は自分の村に戻り、生活
のなかで身に付けた技術を応用しよう
と試みながら、その経験を日記に記録
していく。その最大の目的は、農村部
で高いモチベーションを持った女性を
多数養成し、コミュニティのなかで
リーダーとしての役割を担っていける

ようにすることである。

ラリータは目の前のチャンスに飛び
ついたが、父親は、女は家にいるべき
だと言って反対した。講座のなかで空
手が教えられることにも強く反対した。
娘の評判が悪くなると思ったのである。

ラリータは、伝統的に「不浄」と見
下されてきたカーストの出身である。
そこでマヒラ・シクサン・ケンドラの
女性たちは講座に衛生教育の側面があ
ることを強調し、それが家族の汚名を
そそぐ機会になると説得した。父親は
折れ、最終的にラリータは2001年に
第５学年で講座を修了した。もっとも、
彼女としては第10学年まで進みたかっ
たのだが。

「やることといえば、草刈りと薪集め

ては伝統的に「目に見えない」課題であり、女子
教育は最近になってようやく光が当たるようにな
った問題である。一部の有力者層ではいまだに、
露骨な差別と、女子に平等な機会を与えるという
考え方への断固たる抵抗が存在しているだろう。
口ではジェンダーの平等の原則に賛同する多くの
政治家、行政官、援助担当職員の多くも、ジェン
ダーに具体的焦点を当てたプログラムには居心地
の悪い思いを抱えたままであり、妨害はしないま
でもその実施を怠っている。

すべての女子を学校に行かせるための活動は、
地域の状況に常に敏感であらなければならない。
ジェンダー差別の現実が存在するときは、それに
対して正面から向き合わなければならない。「伝統
文化」は、女子教育に関して期待どおりの成果が
達成できない理由を説明する言い訳としてしばし
ば用いられる（30）。このような言い訳は、ますます
吟味に耐えないものになりつつあるのである。

貧困が女子に及ぼす二つの影響

開発途上国における子どもの貧困の規模と深刻
さに関する最近の報告書（31）によれば、教育をまっ
たく受けていない７～18歳の子どもは約１億3,500
万人であり、このように「教育機会を奪われる」
確率は女子のほうが男子よりも60％高い（男子
10％に対して女子16％）（「図５．二重の危険」参
照）。教育を奪われている子どもたちは、実質的に
は全員その他の機会も剥奪されている。したがっ
て、教育に関する著しいジェンダー格差は、食べ
物、安全な飲料水、衛生設備、健康、住居、情報
を奪われるなどの形で、貧困がもたらす他の困難
を耐え忍ばなければならない可能性も、女子のほ
うが男子より高いという結果につながるのである。

さらに、教育におけるジェンダー格差は貧困層
においても非貧困層においても存在するが、貧困
下で暮らしている子どもにとっての格差（男子
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12％・女子17％）のほうが、貧困基準以上の生活
を送っている子どもにとっての格差（男子３％・
女子５％）よりも相当に大きい。したがって女子
は二重の危険にさらされているのである。ジェン
ダーを理由とするものと、貧困を理由とするもの
である。

代替策：人権に基づく統合的開発モデル

従来とは異なる開発アプローチをとることによ
り、教育に対する権利を女子が享受できるように
し、国際社会のコミットメントを実現し、女子教
育への投資の相乗効果を最大限にすることが可能
になる。そのアプローチとは、人権に基づく統合
的開発モデルである。

人権アプローチ

国連にこのようなアプローチを採用させる努力
が成功するにあたっては、ユニセフが主導的役割
を果たした。ユニセフの活動の使命は、２つの基
本的人権条約に基づいている。子どもの権利条約
と、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関
する条約である。1996年以降、ユニセフはこの２
つの条約の諸原則を指針とし、すべての協力プロ
グラムにおいて子どもの権利と女性の権利を結び
つけてきた。

このような文脈においては、あらゆる形態の差
別、とくに女子の具体的状況およびジェンダーに
基づく差別に対応しなければ、子どもの権利を
国内的または国際的に実現することはできないと
いうことが理解される。さらに、開発に対する経
済的アプローチのなかで普遍性、平等、差別がな
いことおよび参加という人権原則を適用すれば、

と掃除と料理だけだったわ」と、ラリ
ータは講座を受ける前の生活を振り返
る。「今では、ビハールとジャルカン
ドにある４カ所のマヒラ・シクサン・
ケンドラで、40人の女の子たちに空手
を教えているの」

このようなエンパワーメントの意識
は、マヒラ・サマクヤ（「女性平等教
育」と訳されるのが一般的）・プログ
ラムの成功にとって不可欠なものであ
る。このプログラムは、1992年以降、
ビハール州教育プロジェクトにとって
切り離せないものとなっている。同プ
ロジェクトが開始されたとき、ビハー
ル州の女性識字率は全国最低（23％）
だったが、それ以来34％にまで伸びて
きた。マヒラ・サマクヤは現在ビハー
ル州の10地区2,063村で実施されてお
り、女性の平等を促進するうえで教育
が果たしうる中心的役割を認めてい
る。このプログラムは、自分自身に関
する女性たちの考え方を変えるだけで
はなく、女性の伝統的役割についての
社会の見方を変えることもめざすもの
である。

ビハール州におけるマヒラ・サマク
ヤ戦略の中核には、地元の女性グルー
プが存在する。今では2,000以上のグ

ループがあり、メンバーは総計５万人
を超える。その活動は、家庭が毎日の
基礎的ニーズを満たすのを援助するこ
とから、政治分野で影響力を行使しよ
うと試みることまで、さまざまである。
この10年間でこれらのグループが収め
てきた成功の例としては、成人女性の
間で識字に対する需要が高まってきた
こと、家庭やコミュニティで女性が一
層認められ、目に見える存在になっ
てきたこと、地方議会であるパンチャ
ヤティ・ラジに数百人の女性が選出さ
れたことなどがある。

女性グループの主たる関心事のひと
つは、子どもたち、とくに娘たちにど
のようにして教育機会を保障するかと
いうことである。センターでは、少女
たち――ほぼ全員が、インド政府から
「指定カースト」または「指定部族」と
して公式に認定されている不利な立場
に置かれたグループの出身――に対し
て、教育だけではなくエンパワーメン
トに至る近道が用意されている。セン
ターに在籍する少女たちは、物事の決
め方、リーダーシップのとり方、自分
たち自身の運命を変えるための共同戦
略を発展させていく方法を学ぶ。セン
ターによっては、総合的なカリキュラ
ムの一環として空手その他のスポーツ

の学習がこれに含まれる場合もある。

ラリータは、空手を教えるのがいか
に楽しいか語る。「最初は、女の子たち
は足を折ったりしないかと不安になっ
ているの。だから、危険はないと言っ
て安心させる。そのうち慣れてきて、
私みたいに強くなりたいと言うわ。そ
んなときはほんとに嬉しい」

ラリータの４人の兄たちは彼女が空
手を教えることに強く反対しており、
そろそろ結婚する時期だと考えてい
る。幸いなことに、今では父親が最大
の支持者であり、彼女なりの人生を
認めてくれている。父親によれば、
ラリータは他の子どもたちよりもは
るかにちゃんとしているというので
ある。今ではラリータは、自分が教え
ている４カ所のマヒラ・シクサン・ケ
ンドラに、ひとりでバスに乗って移動
するまでになっている。

「バスのなかで、男の人が私を席からど
かそうとしたり、脅かしたりすること
まであったわ。私が空手の青帯だとも
知らないで」と彼女。「空手は、私が自
分の席を取り戻すのに役立ったのよ！」

26 教育を受けた女子に開発を前進させるかけがえのない力
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すべての人々を対象とした一層公正な、民主的で
持続可能な成長という成果がもたらされるのであ
る。

部門を横断した統合的アプローチ

教育を修了する権利を女子が享受できないよう
にしている障壁の多く―人によってはほとんどと
言うだろう―は、教室とはほど遠いところに存在
している。水を利用できない街、HIV／エイズに
席巻されたコミュニティ、貧困から逃れられない
家庭では、毎日の食べ物集め、きょうだいの世話、
家事労働などのために女子が家庭に留められるこ
とが多い。課題だらけのこのような現実を前にし
ては、新しいカリキュラムも、ジェンダーに配慮
した授業計画、文化的に適切な教科書をどんなに
用意しても、女子を学校に行かせることはできな
いだろう。

解決策は、教育の標準的枠組みを超えたところ
に見出されなければならない。すなわち、複数の
部門を横断して計画・行動を統合するアプローチ
が必要である。たとえば健康と栄養に関する事業
は、本来は子どもが生存・発達する可能性を高め
ることを狙いとしたものであっても、学校におけ
る成績の向上にもつながるだろう。給食の提供は、
子どもたちの栄養状態を改善するとともに、幼い
子どもたちが入学・在学するインセンティブとも
なる。部門横断型アプローチが女子教育にとって
最大の成果をもたらすのは論理的に考えて当然で
あり、それ以外の可能性は考えられない。

希望

ミレニアム開発目標は、より権利に基づく、多
面的な、人間を中心としたこのような開発観にお
墨付きを与えた。そこでは、諸目標を達成するた
めの主要な基盤として、教育、健康、貧困救援お
よび環境に関する進展が、平等な通学に対する女
子の権利と結びつけられている。この新しいアプ
ローチとこれらの開発目標は、女子の人生と国の
運命に希望を与えてくれるものである。
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出典：Gordon, D., et al., 'The Distribution of Child Poverty in the Developing
World: Report to UNICEF' (final draft), Centre for International Poverty Research,
University of Bristol, Bristol, July 2003.
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ミレニアム開発目標

教育におけるジェンダーの平等と女性の
エンパワーメントは、初等教育の完全普
及を達成するうえで決定的に重要であ
る。学校の門戸が女子に対して開放され
れば、男子も女子もそこをくぐっていく。 
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　この地図は、いずれかの国もしくは地域
の法的地位またはいずれかの国境の確定に
関するユニセフの立場を反映するものでは
ない。点線は、インドとパキスタンが合意
したジャンムー・カシミールのおおよその
統治線を表したものである。ジャンムー・
カシミールの地位の確定については当事者
の合意が得られていない。 

女子の中等教育就学率 
が25％未満の国々 
（1997年～2000年） 

女子の中等教育 

女子 男子 

初等教育 
小学校に就学・通学して 
いる子どもの割合 
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教育におけるジェンダーの同等の地位を2005年
までに確立するというミレニアム開発目標を達成
するためには、どのぐらいの規模の問題に対応し
なければならないのだろうか。

最終目標は、2015年までに、すべての男女が
同じように良質な初等教育を利用・修了できる
ようにすることである。「すべての」という言葉
でわかるとおり、女子も男子も平等に適切な体
制を保障されなければならない。しかし、ミレ
ニアム開発目標のなかには、この点をはっきりさ
せたもうひとつの目標がある。初等・中等教育に
おけるジェンダー格差を2005年までに解消し、
2015年までに教育における完全なジェンダー平
等を達成するというものである。これには、就
学、教育の修了および学習環境の面についての
平等も含まれている。

けれども、こうした目標は気が遠くなるほど彼
方にあるように思える。初等教育への利用度を測
るのにもっとも有用な手段は純就学率である。
1990年代には純就学率がすべての地域で上昇し、
2002年までに世界平均81％に達した。しかし地域
間の格差は非常に大きい。ラテンアメリカ・カリ
ブ海諸国の就学率は先進工業国に近い水準（それ
ぞれ94％・97％）に達しているが、南アジアは
74％とはるかに後れをとっており、サハラ以南の
アフリカはわずか59％という水準である（「図６．
初等教育純就学／出席率」参照）。（32）

初等教育の対象とされる子どもの人数は毎年増
えているが、学齢層の年間人口増に追いつくだけ
の充分な就学先が存在しない。その結果、学校に
行っていない子どもの世界総計はあいかわらず減
っておらず、１億2,100万人である。その過半数が
女子であることも変わらない。

学校に行かない子どもの総人数を減らせていな
いことは、それだけで充分に心配の種となる。学
校に行っていないこれらの子どもたちが、人口比
に照らして不釣り合いなほど、搾取的な児童労働
からHIV／エイズに至るまでのさまざまな害にさ
らされていることを思えばなおさらである。しか
し、国際数値は地域レベルで生じているはるかに
憂慮すべき真実を覆い隠してしまう。たとえばサ
ハラ以南のアフリカには、初等教育相当年齢であ
るにも関わらず就学していない子どもが世界平均
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よりもはるかに多く存在するのである。その人数
は、1990年には4,100万人、2002年には4,500万人で
あった（33）。

重要なのは、学校に行っていない子どもたちの
なかに、教室に一度も足を踏み入れたことのない
子どもだけではなく、学校にそれほど通わずに学
校へ通わなくなった子どもたちも多数存在すると
いうことである。ミレニアム開発目標では、世界
は子どもたちが初等教育を修了できるようにしな
ければならないと、具体的に述べられている。学
校に登録し、１年か２年だけ通学するというので
は不充分なのである。

最近の世界銀行の研究によれば、開発途上国に
おける小学校修了率の人口加重値は1990年代に
73％から81％へと上昇した（34）。ここでも、この
国際数値は地域別・ジェンダー別の大きな格差を
覆い隠してしまう。サハラ以南のアフリカでは、

この10年間に修了率は上昇したものの、それでも
かろうじて50％を超えるに留まっており、上昇率
が今のままであれば2015年までにようやく60％に
達するにすぎない。中東・北アフリカでは全体と
してそれよりも修了率が高く、74％前後となって
いるが、この数字は1990年代を通じてほとんど変
わらなかった（「図７．小学校修了率の進展」参
照）（35）。

多くの場合、学校に行っていない女子は「目に
見えない」存在である。そもそも報告の対象とさ
れないか、過少報告されている。文字どおりの情
報空白に苦しんでいる国は多く、その場合、統計
の対象としにくい地域の人口は勘定に入れられな
いことが多い。加えて、各国はたいてい平均値を
報告するので、国内の地域間や経済的・民族的グ
ループ間に存在する非常に深刻なジェンダー格差
がしばしば覆い隠されてしまう。
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同じ研究によれば、1990年代の前進の速度がこ
のまま2015年まで続いていくと、５人に１人近い
子どもが今なお小学校を修了できないままになる
だろうという（36）。

女子の中途退学

初等教育就学率のジェンダー格差は、1990年代
には確かに縮小した。開発途上国における女子の
総就学率の対男子比は0.86から0.92に上昇してい
る。この10年間に、開発途上国の約３分の２の国
で女子就学率が向上した。最大の向上を示したの
は、ベニン、チャド、ガンビア、ギニア、マリ、
モーリタニア、モロッコ、ネパール、パキスタン、
スーダンである（37）。モロッコでは、農村部の女子
就学率が1997／1998年には44.6％だったのが、
2002／2003年には82.2％と急上昇した（38）。

それでも、女子の小学校修了率はいまだに男子
のそれに追いついておらず、後者が85％であるの
に対して前者は76％である。この大きなジェンダ
ー格差は、毎年学校から中途退学する女子の人数
が男子よりも数百万人多いことを意味する（39）。そ
の結果、学校に行っていない子どもの過半数を女
子が占めているのである（40）。ここでも、もっとも
憂慮すべき統計はサハラ以南のアフリカに見出さ
れる。同地域では、学校に行っていない女子の人
数が2,000万人（1990年）から2,400万人（2002年）
に増加した（41）。学校に行っていない女子は世界中
に存在するが、その83％はサハラ以南のアフリカ、
南アジアおよび東アジア・太平洋地域に暮らして
いる（42）。ユニセフがまとめた最新の国際数値には
女子の出席率・就学率の両方が含まれているが、
それによると、女子の出席率・就学率が85％に達
していない国は70カ国にのぼる。このことは、対
象を明確化した行動を緊急にとる必要性をはっき
りと示すものである（43）。
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1990年代には、中等教育における就学率のジェン
ダー格差はほとんどの国で縮小した。女子の中等教
育就学率がもっとも小さい国々は、ブータンを除け
ばすべてサハラ以南のアフリカ諸国である。ブル
キナファソ、ブルンジ、チャド、エチオピア、ギニ
ア、ニジェール、ソマリア、タンザニアでは、女子
の総就学率が10％に達していない（44）。この地域で
は女性教員もほとんどおらず、国によっては４人に
１人以下という場合もある。しかし、この地域でさ
え女性教員の割合は上昇中である。現在、アラブ諸
国の３分の２では女性が全教員の少なくとも半数を
占めており、ラテンアメリカ・カリブ海地域では教
職員の80％が女性で占められている（45）。

隠れた危機

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、中央・東欧地

域のほかの国々ややラテンアメリカ･カリブ海諸国
全域の国々と同じように、女子教育に関わる問題
は「隠れた危機」である。女子の出席率・就学率
は悪くないため、女子教育も問題としてとらえら
れていない。しかし、とくに農村部で女子の中途
退学者数が増えているという報告は、深刻な問題
の存在を示すものである。この10年間、中央・東
欧地域の一部の国々では、就学前から中等教育に
至るすべての段階で女子就学率が相当に低下した
（「図８．中等教育への女子の参加」参照）。さらに、
就学率が男女同等であっても、修了や成績まで含
む教育そのものも男女同等ということにはならな
い。多くの場合、各国の就学率には男子と女子に
格差がなくても、成績には深刻な格差があること
がある。これは、女子と男子が受ける教育の質に
違いがあることを反映したものである。

セルビア・モンテネグロでは、全体的な統計は心
配するようなものではないものの、貧困、発達障
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さよなら授業料
キベラ（ケニア）のアヤニー小学校。

１年生の教室は大騒ぎだった。明るい
色のじゅうたんが敷き詰められた床に
座る、興奮した様子の子どもたち。壁
の黒板に何か書いている子もいれば、
一心不乱に本を読んでいる子もいる。
そのなかに、新しく身につけたスキル
を黒板上で発揮する、シルビア・アキ
ニ（10歳）の姿があった。

ついこの間までシルビアは学校に
行っていなかった。彼女だけではない。
教育に値札がついていると、もっとも
弱い立場に置かれた子どもたち―貧し
い家庭の子ども、エイズで親を失った
子ども、女子―は教室の外に取り残さ
れてしまう。授業料は、教科書代、制
服代、受験料のような隠れた費用や、
病気の親の世話といった家事責任に関
連する機会費用とともに、開発途上の
多くの国々で、貧しい家庭の子どもが
学校に通うことのができない要因なの
である。

ナイロビ最大のスラムであるキベラ
では、親はこれまで子どもを学校に入
学させることができなかった。単純に、
お金がなかったためである。平均所得
が月27ドル程度で、そのなかから家賃、
食べ物、水、保健のためのお金を出さ
なければならないとなれば、子どもが
学校に行くためのお金をやりくりする
のはむずかしかった。シルビアの父親
は稼ぎの少ない仕事をしており、入学
金の133ドルどころか、制服代の27ド
ルさえ用意できなかった。

「私が学校に行かせてと言うたびに、
両親とけんかになったわ」と、シルビ

アは回想する。「学校はお金持ちのた
めのもので、私たちみたいな貧乏人の
ためじゃないと、いつも言われたの」

通学に費用がかかることは、サハラ
以南のアフリカでは特にさしせまった
問題である。この地域では、エイズで
親をなくす子どもの人数が急増してお
り、貧困だけではなく、エイズにとも
なう偏見や差別の重みにも影響を受け
ている。

しかし、たとえこうした障壁が存在
しても、教育にかかる費用が廃止され
れば女子も男子も学校に来るのであ

害、民族的背景（たとえばロマ民族）によって差
別されている女子は教育へのアクセスの面で二重
の不利益に直面していることが、データで示され
ている。このような女子の中途退学率は、男子の
それよりも80％も高いというのである。

アゼルバイジャンでは、2002年に実施された
調査により、小学校を卒業しようとする子ども
の読み書き・計算やライフスキルの成績にジェ
ンダー格差があることがわかった。読み書きの
試験の場合、男子全員が合格したのに対して女
子の合格率はわずか52％だったのである。計算
の試験にも男子全員が合格したが、女子は52％
しか合格しなかった。男子全員がライフスキル
の試験に合格したのに対し、女子の場合は72％
しか合格していない。教育への参加そのものが
必ずしもエンパワーメントにつながるわけでは
ないことは、はっきりしている。実際には、伝
統的な性別役割分業が教えられる制度に参加す

ることで固定観念が強化され、女子の間で、自
分自身の可能性に対する感覚や成績が低くなる
こともありうるのである。

女子の就学率・修了率が男子より高い場合でも、
女子は初等・中等教育以上には進めず、リーダー
シップを発揮する立場に女性が見当たらないとい
うこともあるし、教育レベルの高い女性でさえ、
往々にして男性より稼ぎは少ない。数字のうえで
ジェンダーの同等な地位を達成した国々にとって
の課題は、女子の能力に関する家族や社会の見方を
広げる方法を見つけ出すことである（「図９．ジェ
ンダーと教育に関する子どもたちの意見」参照）。
たとえば、女子がもっと高等教育に参加し、もっ
とリーダーシップを発揮する立場につくよう推進
することなどが考えられる。これらの国々では、
さらに大きな一歩を踏み出し、女子の社会への参
加を一層前進させるための社会変革の準備はすで
に整っているのである。
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国名

ケニア

マラウイ

タンザニア

ウガンダ

就学者数（授業料等の廃止前）

590万人

190万人

140万人

250万人（1997年）

就学者数（授業料等の廃止後）

720万人（2003年の第１週に
22%、すなわち130万人増加）

300万人

300万人

650万人（2000年）



る。ケニアではまさにそうだった。
2003年１月以降、初等教育の無償化政
策のもと、130万人以上の子どもたち
が初めて学校に入学したのである。こ
れにより、全国の小学校就学者数は
590万人から720万人に増えた。同様の
経験は、マラウイ、ウガンダ、タンザ
ニアでも報告されている。

その後の課題

ケニアでは、就学者数の向上ととも
に課題もあらわになった。アヤニー小
学校では就学者数の伸びが100％を超
え、国中の他の学校と同じように、机
があまりにも少なすぎる、文房具や
ちょっとした設備が足りないなどの問題
を抱えている。生徒数35人を想定して
建設された教室は、今や70人を超える
子どもでごったがえすようになった。

こうした状況に対応するため、ユニ
セフとケニア教育省が2002年に開始した
共同プロジェクト「子どもにやさしい
小学校イニシアチブ」を通じ、学校の
質を向上させることをめざした。目標
は、学校に入学した子どもが、初等教
育レベルの基礎的な力を身につけるま
で通い続けるようにすることである。

世界銀行、英国国際開発省、ユニセ
フが教科書を用意した。他の教材や遊
具も提供された。これにより、2002年
に研修を受けた教師たちは、基礎教育
を行なう１年生の教室を、刺激に満ち
た学習環境に変えることができたので
ある。

「刺激に満ちた教室は、子どもにとっ
ても教師にとってもわくわくするもの

です」と、アヤニー小学校で教えるマ
リー・マチャリアは語る。「今のとこ
ろ、子どもが学校をやめてしまう割合
は低くなりました。親たちが、以前よ
りも子どもに優しく、刺激に満ちた教
室に、どんどん子どもを入れるように
なったからです」

ユニセフは、2002年には約1,000人
の教師の研修を支援し、2003年の前半
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担わなければならない。すでにかつてないほど人
間開発に投資しつつある国も多いが、全体として
は、資源の配分のしかたを大きく変えて教育を重
視するという、必要な対応はとられていないのが
現状である。1999年から2000年の期間中、政府支
出の５分の１以上を教育に振り向けた開発途上国
は、わずか８カ国にすぎない。コートジボワール
（40.8％）、トーゴ（26.2％）、マレーシア（25.2％）、
アゼルバイジャン（24.4％）、コモロ（23.5％）、メ
キシコ（22.6％）、セントルシア（21.3％）、ペルー
（21.1％）である（48）。

また、一部の重要な例外にも関わらず（「パネ
ル：教育目標の達成に近づくアフリカの国々」、
53ページ参照）、これまでのところ先進工業国も
国際金融機関も、自分たちの責任をかなりの部分、
果たしてこなかったのも事実である。1990年には、
ジョムティエン会議と子どものための世界サミッ
トの両方で、援助国は教育のための資金拠出を
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には5,000人以上の教師が研修を受け
た。子どもにやさしい教室は、すでに
ケニアの９地区・70コミュニティに設
けられている。追加資金450万ドルの
提供を求めた国際的アピールが功を奏
すれば、ユニセフは、2003年中にさら
に26地区における子どもにやさしい教
室の設置を支援する予定である。

「教科書、机、チョークを買うために
ユニセフが最近くれたお金のおかげ
で、たくさんの子どもたちが助かって
いますわ」と、アヤニー小学校のエル
シャバ・カニェリ校長は言う。「少な
くとも今のところ、子どもたちが学校
をやめてしまうことはありえません。
〔以前は〕子どもたちを家に帰して練
習帳をもってこさせようとしたら、そ
のまま学校に帰ってこなくなっていた
んですから」

セレスティナ・アドンゴ（15歳）は
４年生である。すでに高校に行ってい
るべき年齢だが、貧しいのと、親がい
ないために遅れてしまった。小学校が
無償になると発表されたとき、彼女は
初めて希望の明かりを見出したのであ
る。けれども、夢はかなわないかもし
れないと思っていた。今の保護者にも、
必要な練習帳や筆記用具を買う余裕は

なかったためである。

「何か悪いことが起きるんじゃないか、
教科書がないせいで追い出されるんじ
ゃないかって思ってたわ」と、セレス
ティナは思い起こす。基本的な教育用
品を受け取ったとき、自分の祈りが届
いたと感じたと言う。

ケニアでの無償初等教育の導入は、
セレスティナだけではなく同国のすべ
ての子どもたちにとって、ふたたびと
もった希望であり、人生の転換なので
ある。

資金不足

世界の豊かな国々のなかで、教育に相当額の投
資を行なわずに発展した国はない。たとえば、日
本が20世紀前半に主要な経済大国として台頭した
のは教育と読み書き能力を重視したからだと、多
くの人々が考えている。1906年から1911年にかけ
て、日本の町村の予算のじつに43％が教育に費や
されていた（46）。もっと最近の例では、20世紀最後
の25年間に東アジアの多くの国々でめざましい経
済成長と貧困削減が達成されたことも、かなりの
部分、教育への投資が継続して行なわれたためと
されている（47）（「図10．東アジア・太平洋地域諸国
の公的教育支出」参照）。

ミレニアム宣言の精神を貫き、ミレニアム開発
目標に定められた目標――教育関連の目標は全体
の一部にすぎない――を達成するためには、当然
のことながら、開発途上国の政府が最大の責任を

「何か悪いことが起き

るんじゃないか、教科

書がないせいで追い出

されるんじゃないかっ

て思ってたわ」
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増やすと約束した。1996年には、2015年までに初
等教育の完全普及を確保するという新たなコミッ
トメントを表明した（49）。

実際には、開発途上国向けの援助資金総額は
1990年代に逆に減少し、最盛期であった1991年の
606億ドルから2000年の496億ドルと、18％の減少
率を示した。この時期にもっとも援助を必要とし
ていたのがサハラ以南のアフリカであることはだ
れの目にも疑う余地がないが、それでも、同地域
への開発援助総額は1990年から2000年の間に実質
で14％落ち込んだ。同時に、東アジアへの援助は
増えたのである（50）。

教育に対する二国間援助はさらに急減し、1990
年代に全体として落ち込んだあと、2000年には劇
的に削減された。そのため2000年現在の援助額は
35億ドルであり、1990年当時に比べて30％も少な
い。世界銀行国際開発協会の教育への融資は、

1990年～1996年には年次平均９億ドルだったもの
が1997年～2001年には年次平均６億ドルにしか
達しなかった（51）。削減率は33％である。

最近になって、開発援助の風向きが変わりつつ
あるという、とりあえずは希望のもてるきざしが
出ている。これは、部分的には、ミレニアム開発
目標が示すコミットメントの直接の結果である。
モンテレー（メキシコ）で2002年に開かれた国際
開発資金会議では教育投資に関する新しいコンセ
ンサスが生まれたし、同じ年の国連子ども特別総
会で採択された「子どもにふさわしい世界」でも、
教育がさまざまなコミットメントの重要な一翼を
構成している。Ｇ８諸国を含む各国の政府は、援
助全体、なかでも基礎教育に対する援助額を増や
すと誓った（もっとも、2001年に援助の５％以上
を基礎教育にあてた国はフランスとオランダだけ
だった（52））。また世界銀行は、「万人のための教育」
の様相を一変させるうえで役立ちうる、「ファース

FTI（ファース
トトラック・
イニシアチブ）
の指標枠組み

万人のための教育を
2015年までに達成する
ための政策基準

ボックス3

初等教育サービスの提供

教員の年間平均給与 † １人あたりGDPの3.5倍

生徒対教員比 † 40：１

給与以外の支出 † 教育経常支出の33％

平均留年率 † 10％以下

制度拡大

教室建設の単位原価 † １万ドル以下

制度資金拠出

政府歳入 † 14～18％（１人あたりGDPによる）
（GDPに占める割合）

教育支出 † 20％
（政府支出に占める割合）

初等教育支出 † 42～65％（初等教育年数による）
（教育支出総額に占める割合）
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ファーストトラック・イニシアチブ：
女子と男子が共有する展望
―世界銀行教育局

2002年に開始された「万人のため
の教育ファーストトラック・イニシ
アチブ」は、初等教育の完全普及と
いうミレニアム開発目標に向かって
低所得国が前進するペースを加速す
るための、ドナーと開発途上国によ
る世界規模の提携事業である。世界
銀行が主導し、ほとんどの援助国、
ユネスコやユネスコを含む主だった
多国間援助機関、それに地域開発銀
行から支援を受けている。ファース
トトラック・イニシアチブは、ドナー
（一層の政策、データ、能力構築お
よび財政支援を提供する国・機関）
と各国（健全な政策を実施し、結果
に対して明確な説明責任を負う国）
との間の協約である。

ファーストトラック・イニシアチ
ブは、各国が「万人のための教育」

の３大目標を達成できるよう援助す
ることをめざしている。３大目標と
は、（１）2015年までにすべての子
どもが初等教育を修了できるように
する、（２）女子・男子の第１学年
純受入率を2010年までに100％にす
る、（３）生徒の学習成果を向上さ
せることである。同イニシアチブで
は、これに加えて、初等教育サービ
スの提供、制度拡大、制度資金拠出
および初等教育支出において資源が
一層効率的に利用されるようにする
ことも狙いとしている。(ボックス
３：FTI（ファーストトラック・イ
ニシアチブ）の指標枠組みを参照)

第１段階として、18カ国―うち11
カ国はアフリカ諸国―がこのイニシ
アチブに加わるよう招かれた。いず
れの国でも貧困削減戦略文書が定め

られており、教育セクター計画につ
いてもドナーと合意している。人口
が多いものの、まだ貧困削減戦略文
書が定められていない他の５カ国に
対しては、資金拠出拡大に関して同
イニシアチブで定められた条件を満
たすべく、政策・能力強化のための
支援を集中的に受けるよう促され
た。

2002年11月、イニシアチブ参加ド
ナーは、ファスートトラック・イニ
シアチブ参加国のうち第１次支援対
象の７カ国（ブルキナファソ、ギニ
ア、ガイアナ、ホンジュラス、モーリ
シャス、ニカラグア、ニジェール）に
対し、2003年～2005年の初等教育支
援のために２億ドル以上を追加拠出
すると宣言した。これだけの金額が
拠出されれば、初等教育向けの開発

女性にはどのような
仕事のほうがふさわ
しいと思いますか 

掃除、洗濯、料理な
どの家事を手伝って
いますか 

家庭ではどちらの親
とたくさん話します
か 

設問 意見 

知的な仕事 

すべてのタイプの仕事 

家のなかの仕事 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

お父さん 

お母さん 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

はい 

いいえ 

ときどき 
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（％） 

男子 

女子 

図９．ジェンダーと教育に関する子どもたちの意見

出典：セアラ州（ブラジル）の市町村立学校でユニセフが2001年に実施した調査



援助資源はおよそ40％増えることに
なり、約400万人の女子・男子を新
たに教育する役に立つはずである。

付加価値

国の積極的関与 イニシアチブに参
加するよう促された国々は、自国の
部門計画が、同イニシアチブの指標
枠組み基準を満たすかどうかの信頼
性と持続可能性の新たな評価を満た
すために、第１年次からめざましい
スピードで行動した。

ドナーの積極的関与 ドナーも積極
的に応えてきた。同イニシアチブに
は20以上の二国間・多国間援助機関
がパートナーとして参加しており、
資金提供に関するドナー間の調和と
調整を強化する場となっている。こ
れまで進められてきたプロセスで
は、各国レベルに存在している資金
ニーズを満たすには不充分であるこ
とがわかっている場合に、そのこと
がとりわけ当てはまる。

パートナーシップの推進 同イニシ
アチブは、開発に関わるさまざまな
機関の間の連携とパートナーシップ
を推進してきた。そのひとつの例は
「持続可能な女子教育戦略に関する
パートナーシップ」である。複数の

ドナーが参加するこのイニシアチブ
は、女子教育に目標を絞ったプログ
ラムの立案・実施を改善するにあた
り、開発途上国に技術的・財政的支
援を行っている。

ファーストトラック・イニシ
アチブの主な貢献

● 共有された具体的目標に対する関
心と行動の集中 各国政府とドナー
が一堂に会し、ミレニアム開発目標
と万人のための教育目標を達成する
ための体系的な計画策定に乗り出し
ている。ギニアでは、同イニシアチ
ブがきっかけとなって、重要なセク
ター改革・予算改革に関する高級レ
ベル協議が始まった。ホンジュラス
とイエメンでは、初等教育に対して
一層の国内財政支援を動員するうえ
で同イニシアチブが役立った。

● 初等教育への一層の資源の動員
ファスートトラック・イニシアチブ
の第１次支援対象となった７カ国で
は、政府開発援助の約束額の増加率
が約40％に達した。

● 改革のきっかけその持続 イニ
シアチブのおかげで、ブルキナファ
ソ、モザンビーク、ニジェールは、
教員給与の調整という政治的に微妙

な――しかし財政的には必要な――
課題を着実に進めることができつつ
ある。他の国々、たとえばベトナム
では、教育に割り振る国内資源の増
強と教員報酬の増額の必要性を政策
課題として浮上させるうえで、同イ
ニシアチブが役に立ってきた。ドナ
ーから提供される資源をさらに増や
すため、教室建設の単位原価と上限
の統一基準の設定も推進している。

● 「ドナーフォーラム」の設置
ドナーフォーラムの設置により、現
場での進展状況を振り返り、政策
上・資金上のギャップが発見された
場合の対応を調整する場が提供され
ている。

● 援助の調整と資金提供に関わる
諸問題に焦点を当てる このイニシ
アチブでは、開発援助の送金コスト
を少なくするための対応をドナーが
とるよう推進してきた。また、経常
コストをまかなえるようにするた
め、各国に対して一層見通しのはっ
きりした長期的資金拠出を行なっ
てはどうかという問題も提起してい
る。同イニシアチブがきっかけとな
り、ドナーが一層柔軟な支援形態を
採用するようにもなってきた。各国
レベルでの資金プールを通じた資金
拠出、経常コストにも使用できる柔
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図10．東アジア・太平洋地域諸国の政府の教育支出

出典：ユニセフ東アジア・太平洋地域事務所（2003年）



トトラック・イニシアチブ」という大胆な事業に
乗り出している（ファーストトラック・イニシア
チブに関するパネル、39ページ参照）。

しかし、誓いや約束が常に果たされるとはかぎ
らない（「ボックス４：教育のためのグローバル・
キャンペーン最新情報」参照）。今や世界中が安全
保障の問題で頭がいっぱいであり、そのため、資
金拠出に関するコミットメントの一部が放棄され
る可能性はある。今のところ、国際援助の水準が
低いことは、女子が学校に行けないままになって
いるという問題の一部である。すべての子どもが
教育に対する権利を享受できるようにするために
は、国際援助が解決の重要な一翼を担わなければ
ならない。
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軟な条件設定などである。

● イニシアチブの枠組みに参加して
いない国々に対し、教育改革のため
の大きな動きを生み出した ケニア
やセネガルがその好例である。

課題

ファーストトラック・イニシアチ
ブのもとで進展があったにも関わら
ず、ドナーの資金提供手続は今なお
調和を見ておらず、資金提供はばら
ばらに進められているままである。
ドナーによる援助の多くは依然とし
て投入額ベースであり、核となる制
度支出のためにもっと柔軟な支援を
提供することにはあまりつながって
いない。援助は往々にして、実績よ
りも、歴史的経緯から好まれている
国々に流れていく。

各ドナーは、ファーストトラッ
ク・イニシアチブ対象国への追加資
金を動員するために臨機応変に奮闘
しているものの、その過程で「ドナ
ー孤児」となる国もいくつか生まれ
てきた。こうした国々に新たな資金
が拠出されなければ、同イニシアチ
ブは、「万人のための教育に向けた
信頼のおける計画を定めたいかなる
国も、外部からの援助がないという

理由で実行を阻まれることはない」
というドナーのコミットメントを果
たすことはできない。ファーストト
ラック・イニシアチブの勢いは、こ
の協約の基本原則――実効的政策を

支える援助の拡大――が尊重されな
ければ、容易に失われてしまいかね
ないのである。

ボックス4

教育のためのグローバル・キャンペーン最新情報
「世界銀行開発委員会は４月に、ドバイでの会議に間に合うようファーストト
ラック・イニシアチブ（FTI）の進展報告を提出するよう要請した。委員会
が報告を受け取ることはないだろう――報告すべき前進はないからである。

この困惑すべき状況を生み出した主たる責任は、豊かな国々にある。
FTIへの参加を最初に促された18カ国の多くは、すべての子どもを学校に
入れるべく、遠大かつ野心的な教育制度改革の決意をすでに示してきた。
けれども援助諸国は、これらの計画を納得のいく形で支援するだけのこと
をしていない。そのかわり、10カ国の計画だけを支持し、次に大規模な予
算削減を強く主張し、最終的には、大幅に減額されてようやく残った資金
要請にさえも応じなかったのである。

豊かな国々は、FTIが開始されて以降、FTIの参加要件（貧困削減戦略に
おける包括的な教育セクター計画）を満たした国々を新たな対象国に含め
ることも拒否してきた。このようにして、新しいグローバル・パートナー
シップの基盤になるものとして構想されたこのイニシアチブは、小規模な
『援助国・機関のお気に入り』クラブに堕してしまう危険にさらされてい
る」

（出典：Global Campaign for Education, 'Education For All Fast Track: The No-Progress Report,' Global
Campaign for Education Briefing Paper, September 2003）



ミレニアム開発目標

子どもの死亡率を削減するうえでは、２
つの目標――初等教育の完全普及の達成、
ジェンダーの平等への促進と女性のエン
パワーメント――が決定的に重要であ
る。女子の教育率が上昇するにつれて、
子どもの死亡率は急速に減少する。 
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中等教育における女子
中学校に在籍する女子の対男子比 
（1995年～2000年） 
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小学校に入学して第５学年に達した子どもの割合 
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42 女子が取り残されれば国が立ち後れる
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子どもの死亡率の削減 

この地図は、いずれかの国もしくは地域の
法的地位またはいずれかの国境の確定に関
するユニセフの立場を反映するものではな
い。点線は、インドとパキスタンが合意し
たジャンムー・カシミールのおおよその統
治線を表したものである。ジャンムー・カ
シミールの地位の確定については当事者の
合意が得られていない。 

15％を超える子どもが 
５歳未満で死亡して 
いる国（2002年） 

子どもの死亡 
 
 

はしか 
１歳未満の子どものうち、 
はしかの予防接種を受け 
た子どもの割合が50％未 
満の国（2002年） 
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4 女子教育の複合的効果



女子教育の利点は以前から立証されている。し
かし、女子教育がなぜ国際開発コミュニティにと
ってもっとも緊急な課題なのか、女子教育がミレ
ニアム開発目標達成のための国際的努力をどのよ
うに進めうるかという点について、新たな理解も
なされるようになった。

女子教育は、人間開発が直面するもっとも根本
的な課題の多くと闘ううえで、もっとも効果的な
手段である。教育は、災害後や武力紛争時の非常
事態でもきわめて重要であり、女子と男子の生活
の安定に寄与するとともに、家族が癒しを得て前
向きになることにも役立つ。コミュニティにとっ
て、教育を修了する機会を女子に提供するための
戦略は、すべての者に利益をもたらすものなので
ある。

子どもが最善の形で人生のスタートを切
れるようにする

世界中の教育制度は、政府が子どもの乳幼児期
への投資を怠ったため、高い代償を払ってきた。
世界中の保健制度が、予防に投資するのではなく
疾病・病気の治療に必死になってきたのと同じよ
うに、教員や教育専門家は、非識字、不登校、成
績の悪さと格闘しながら、終わることのないいた
ちごっこを演じている。子どもが生まれて最初の
数年間に充分な関心が向けられていれば、これら
の問題は相当に少なくなっていたはずである。

子どもの幼少期がないがしろにされているのは、
けっして教育に限られた話ではない。ユニセフの
経験では、幼い子どもの生存と成長、発達は相互
依存的な目標であり、すべての人が幅広いサービ
スにアクセスできるようになって初めて達成可能
である。たとえば、ヨード欠乏症や貧血の予防は
子どもの健康状態・栄養状態の改善につながると
ともに、ひいては幼少期の脳の発達を保護するこ
とにもつながる。暴力や虐待から子どもを保護す
るための努力は、幼少期の健全な認知的発達を確
保するものでもある。女性のエンパワーメントと
健康と充分な教育を確保することは、それ自体よ
いことであると同時に、子どもの福祉に劇的かつ
前向きな影響を及ぼしうる。女性が病気がちであ
ったり、空腹であったり、抑圧されたりしていれ
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アゼルバイジャ

ンの避難民キャ

ンプで、戦争の

傷跡が残るアン

ゴラの諸州で、

そしてラオスの

教室で、研修を

受けた教師たち

は子どもたちの

発達とその国の

発展に貢献して

いる。

46

ば、子どもを適切に育てる可能性は小さいからで
ある。

学習は生まれたときから始まることがわかっ
ている。ということは、赤ん坊と親または養育
者との間にしっかりした絆と打てば響くような
相互作用があれば、学習を促進できるというこ
とである。加えて、子どもが健康的に発達でき
るかどうかは、家庭を超えた場所での相互作用
にかかっている。調査研究の示唆するところに
よれば、家庭外のケアの体制が整っていること
は、子どもが学校に行く準備をするうえでとく
に重要である。ネパールの子どもたちを対象と
した最近の調査では、非公式な就学前施設に通
っていた子どもの90％を超える子どもが小学校
に入学したのに対し、それ以外の子どもの就学
率は約70％に留まった。一層示唆的なのは、前
者の子どもの80％は２年生になってもまだ学校
に通っていたのに対し、就学前のケアを受けな

かったグループではその割合がわずか40％前後
でしかなかったということである（53）。

学校に行くというリズム

ネパールで行なわれた同調査によれば、就学前
教育から利益を受ける度合いは女子のほうが男子
よりもはるかに高い。非公式な就学前のケアを経
験した女子の場合、初等教育就学率は100％であ
り、そのうち85％が２年生になってもまだ通学
していた。女子がとくに就学前プログラムから利
益を受けやすいのには、多くの理由が考えられ
る。これらの利益には、自尊心の育成や、家族の
期待の向上が含まれる。しかし、ほとんど認識さ
れることのない理由としては、このプログラムを
通じて、幼い女子の生活のなかで学校に行くとい
うリズムが確立されることが挙げられる。開発途



パネル7
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希望に満ちあふれた教師
教科書を抱え、赤ん坊を背負った

ドロレス・ジャンバ（18歳）は、都
会風の、明るいオレンジ色の服に身
を包んだアンゴラの未来である。学
生であり、母親であり、今では教師
も務めるドロレスは、新しく研修を
受けた約4,000人のアンゴラ国民の
ひとりとして、教育に復帰する原動
力となる。2002年３月までアンゴラ
を打ちのめした長期の内戦により、
教育制度はがたがたになり、100万
人の子どもたちが初等教育を受けら
れないままであった。

その後、2003年２月、アンゴラ史
上最大の教育キャンペーンである
「バック・トゥ・スクール（学校に
戻ろう）」キャンペーンが開始され
た。この地方当局とユニセフの共同
事業により、25万人の子どもが学校
に通うようになった。最初に集中的
キャンペーンの対象とされたのは、
戦争中にとりわけ被害の大きかった

ビエ州とマランジェ州である。

「学校に戻ろう」キャンペーンは、
アンゴラ政府の大きな方向転換を象
徴している。政府はこれまで、初等
教育の完全普及は全国にきちんとし
た教室が建設され、充分な人数の教
師が万全の研修を受けて資格を取得
するまで待たなければならないとい
う立場だった。「学校に戻ろう」キ
ャンペーンは、対照的に、教師を促
成養成し、時間をかけて質を向上さ
せていこうとするものである。2003
年２月を皮切りにユニセフは5,000
人の教師の緊急養成を実施した。今
年行なわれた3週間の養成に続いて、
来年にも再研修が実施される予定で
ある。けっして充分な研修とは言え
ないものの、ドロレスは、自分にも
仕事ができると自信を持っている。

「今は、子どもを学校に戻すのが一
番重要だと思う」とドロレス。４カ

月の娘は背中で眠っている。「一番
よかった先生がどんなふうにしてい
たかは覚えてるし、いつも新しい教
育方法を勉強してます」。それにし
ても、仕事の初日、活気にあふれた
50人の子どもたちの教室に立ったと
きに彼女はどうするのだろうか。
「ほとんどの子どもたちは学校に来
られてすごく興奮してるし、喜んで
るから、教えるのもすごく簡単なは
ず」と彼女は言う。「でも今週は、
クラスに乱暴な子がひとりいたとき
にどうしたらいいかも勉強しまし
た」

ドロレスの家はクンヒンガにあ
り、ビエ州の州都、クイトから約30
キロ北方である。道幅が広く、親切
な村人の多いクンヒンガは快適なと
ころで、果物、穀物、中古の靴を売
る市場ができている。教科書や筆記
用具も売っているものの、これまで
は生きるか学ぶかどちらかひとつで

上国のほとんどのコミュニティ、とくに農村部
では、女子は非常に幼い時期から、単純な家事
と、ちょっとしたお金を稼ぐための仕事をする
ようになる。これらの仕事はそのうち日課とな
り、子どもの生活のなかで毎日のリズムが確立
されるのである。やがてこれらの仕事が子ども
の１日の大部分を占めるようになる。そうなっ
てしまうと、学校に行くことを日課に組みこむ
のは困難になるのである。

しかし、コミュニティを基盤としたケアに参加
することによってそれとは違ったリズムが確立さ
れ、特定の時間に毎日学校に通うことが、それほ
ど慣れない面倒な行為ではなくなる。祖父母のど
ちらかと１日に数時間を過ごすというだけでさえ、
女子の生活のなかで将来学校に行くリズムをつく
るのに役に立つのである。

乳幼児ケアプログラムは、若い母親にとっても

その娘にとってもきわめて重要な意味をもつ。母
親が育児の責任から解放されるためだけではない。
旧ユーゴスラビア・マケドニアでアルバニア系の
母親たち（その多くは難民）を対象として実施さ
れているプログラムは、参加者の親としてのスキ
ルを向上させ、子どもの身体的・情緒的・認知的
発達を支えられるようにすることに成功した。同
プログラムは、女性たちに対し、子どもにもっと
読み聞かせと話しかけをすること、探索型の遊び
と学習を奨励している。このようなとりくみは、
女性たちが、親としての自分の責任と、子どもの
発達に関して自分たちが果たすきわめて重要な役
割を認識する助けとなる（54）。アルバニアでは、ク
リスチャン・チルドレンズ基金が運営する「母子
の庭」コミュニティ・プロジェクトが、仕事がな
く家で孤立していた少女たちの動員に成功した。
少女たちは、ボランティアで、就学前の子どもを
世話し、楽しませ、教育の手伝いをするのである。
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HIV／エイズとの闘い

毎年500万人を超える人々が新たにHIV／エイズ
に感染している。数世代にわたって苦労しながら
積み重ねられてきた人間開発の成果は、最悪の影
響を受けている国々では数年間で無に帰してしま
った。たとえばボツワナでは、HIV感染水準の上
昇により、平均余命が60歳（1990年）から39歳
（2001年）に急落している（55）。そして、予防のた
めの世界的努力が拡大されないかぎり、2002年か
ら2010年にかけて低所得・中所得諸国126カ国の
4,500万人が感染する見込みである。（56）

HIV／エイズ予防ワクチンが存在しない以上、
社会にとって教育が最大の防御となる。若者がもっ
と教育を受け、スキルを高めるほど、感染から身
を守れる可能性は高まる。また、学校に通う若者
は、リスクの高い状況に身を置く時間が少なくな
る。そして、伝統的に教育の利点を享受しにくい

立場に置かれてきた女子は、教育によって得られ
る保護を、男子よりも一層必要としているのであ
る。

最近の研究により、教育程度の高い人々のほう
が感染率も低いことが確認されている。ザンビア
で15～19歳の年齢層を対象として行なわれた研究
によれば、教育程度が中・高水準にある者の間で
はHIV感染率が目立って下降していたが、それよ
りも教育程度が低い者の間では上昇していた（57）。
ザンビアでは、1990年代、教育を受けた女性の間
ではHIV感染率がほぼ半減したものの、正式な学
校教育を受けていない女性の間ではほとんど減少
が見られなかった（58）。アフリカの17カ国およびラ
テンアメリカの４カ国を対象として実施された研
究では、教育程度の高い女子のほうが初交年齢が
遅くなる傾向にあり、またパートナーにコンドー
ムの使用を求める可能性も高いことがわかってい
る（59）。

あり、家族は当然のことながら食べ
物のほうを選んでいた。けれども
「学校へ戻ろう」キャンペーン月間の
ときは、学校に戻るアンゴラの子ども
たちに、教科書、筆記用具、カバン、
消しゴムなどが入ったユニセフ教育キ
ットが配られた。「２月のクリスマス
だよ」とほほえむルチアナ（８歳）も、
初めて学校を経験しようとしている子
どもたちのひとりである。

平和という機会がやってきたこと
により、アンゴラの人々は教育に対
する意欲を示すようになった。27年間
の内戦が終わったとき、クンヒンガ
郡に残っていた学校はわずか21校にす
ぎなかった。翌年、市民らは地元の
資材とユニセフの支援により新しい
学校41校を建設した。万人のための教
育に向けた新しい動きに対する親た
ちの熱意は、学校にいくためのすべ
ての費用が廃止されたことで、はか
りしれないほど高まった。

ドミンゴス・カインブカも、クン
ヒンガで養成された教師のひとりで
ある。背が高く、自信にあふれ、お
どけた風情の彼はこう語る。「この
研修はとても重要だと思う。だって、
アンゴラで新しい教育の時代が始ま

るってことだからね。僕は、アンゴ
ラ人の新しい世代が成長していく手
助けをしたい。たとえば、今日の午
前中には、優等生ともっと手のかか
る生徒を一緒にさせることがどう
して大切かというのを学んだばか
りなんだ。こういうことを知れて
嬉しいよ」

ドミンゴスも、ドロレスも、そし

て彼らとともに研修を受けた教師た
ちも、チャンスを両手でしっかりと
つかんだらしい。ビエ州とマランジ
ェ州で「学校に戻ろう」キャンペー
ンが成功を収めたので、アンゴラ政
府は2004年にそれを全国展開するつ
もりである。4,000万ドルの予算を
組んでさらに２万9,000人の教師の
研修資金を確保するとともに、第１
学年から第４学年に在籍する子ども
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学校を基盤としたHIV／エイズ予防のなかでも
最善のものは、主流のカリキュラムの中核に位置
づけられた包括的なライフスキル・プログラムの
一環としてこの問題を取り扱うものである。そこ
では、若者たちに対し、HIVと感染拡大を予防す
るためにできることに関する情報が、ジェンダー
に寄り添った形で提供される。若者たちは、状況
を批判的に分析し、ジェンダーに基づく固定観念
に異議を申し立て、効果的にコミュニケーション
し、責任ある決定ができるよう研修を受ける。こ
のようなスキルは、健康的な選択をし、マイナス
の圧力に抵抗し、リスクの高い行動を回避する若
者たちの力を高めるものである（60）。このことは、
セックスのときに男子よりも容易にHIVに感染し
やすい女子にとって、とくに重要となる。

ライフスキル・プログラムには、健康、衛生、
栄養についての授業も繰みこまれている。栄養状
態が悪く、また安全な水や衛生設備へのアクセス

が限られていると、免疫システムが損なわれ、
HIV／エイズその他の病気にかかりやすくなるた
めである（61）。加えて、学校では、自発的で秘密が
守られるHIV検査およびカウンセリングを提供し
てくれる、若者にやさしい、ジェンダーに配慮し
た保健サービスとの実践的つながりも確立される。
そうすると、HIV／エイズとの闘いは女子教育の
ための闘いと同様に複合的なものとなる。ある面
での進展が他の面での進展と切り離せないのであ
る。

HIV／エイズの影響を受ける子どもたち

サハラ以南のアフリカではエイズで親を失った
子どもが1,100万人いると推定されている（62）。この
ような子どもたちは、学校に通うために必要な拡
大家族の支援を真っ先に失ってしまうことが多い。
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の人数を90％増加させるつもりであ
る。計画どおりに進めば、第４学年
までで学校に行っていない子どもの
人数は、来年には110万人から20万
人近くまで少なくなることが期待さ
れている。

これは、初めて教職に就こうとし
ているドロレスの信念と熱意が全面
的に正しいことを示すに足る進展で
ある。「もちろん、鉛筆や教科書や
学校がもっとたくさんないと、アン
ゴラの子どもたち全員に手を差し伸
べることはできないわ。でも、今は
あるものを活用しなきゃ。そして、
今あるものというのは、子どもたち
に新しいスタートを切らせることが
できるチャンスなんです」

別の種類の緊急事態

ラオスでも、子どもたちに新しい
スタートを切らせるチャンスを、教
師たちが手にしようとしている。
1992年には、また別の種類の緊急事
態が存在していた。小学校の教師の
うち80％は教師としての研修を受け
ておらず、その50％以上は中等教育
を修了していなかったのである。生

徒たちの教育に真剣な熱意を燃やす
教師も多かったが、そのための体制
は充分に整っておらず、給料も安く、
遠隔地の学校では教育条件も厳しか
った。戦時であろうが平時であろう
が変わらずに必要とされるものがあ
る。それは、研修を受けた教師の存
在である。

この必要性に応えるため、教育省
はユニセフの支援を得て革新的な現
職教師研修システムを築き上げた。
これは「教員能力向上プロジェクト」
と呼ばれ、財団法人日本ユニセフ協
会の支援を得てさらに拡大された。
プロジェクトの目的は２つある。第
８学年修了に相当する継続教育を教
師らに提供することと、その指導技
術を向上させることである。

2000年には教員能力向上プロジェ
クトの評価が実施され、ラオスで進
められてきた他のすべての教員研修
との比較が行なわれた。それによる
と、指導技術および教室での実践に
関して最大の効果があったのはこの
プロジェクトの研修だった。教師ら
は、この研修を通じて、子どもにや
さしい方法を一層の自信をもって試
すことができるようになり、第４～

５学年の教科を扱うために必要な教
育を受けることができた。

この研修の成功により、アジア開
発銀行やスウェーデン国際開発協力
庁などの他の開発援助機関は、セー
ブ・ザ・チルドレン連盟やカトリッ
ク救援サービスのような国際的非政
府組織とともに、同プロジェクトを
ラオスのすべての州に拡大した。こ
れまでに7,000人を超える教師が研
修を修了している。ラオスにおける
研修を受けた小学校教師の割合は、
2002年には77％近くまで上昇した。



両親を失った子どもは学校に通う可能性がますま
す低くなる（「図11．親を失った子どもは学校に通
う可能性が低い」参照）。女子は、学校に通えなく
なる可能性が男子よりもさらに高い。病気の親戚
を世話する責任が、女子のほうに一層重くかかっ
てくるためである。多くの家庭では、HIVに関連
した病気とそれにともなう所得喪失により、子ど
もを学校にやることは費用がかかりすぎてほぼ不
可能になる。学校も、多くの教師がHIV／エイズ
で病気になったり死亡したりするために被害を受
ける。ザンビアでは、毎年養成された新任教師の
４分の３近くを、エイズで死亡した教師の代替要
員に充てなければならない。一方マラウイでは、
教師のHIV関連疾病のため、一部の学校で生徒対
教員比が96対１にまで急上昇した（63）。

皮肉なのは、HIV／エイズの蔓延をきっかけと
して進められた教育改革により、そうでなくても
教育の質および子どもの権利のために必要とされ

たであろう措置がまさに導入されることが多い点で
ある。このような改革の例としては、次のようなも
のを挙げることができる。学校の時間割をもっと柔
軟なものにすること。子どもをセクシュアル・ハ
ラスメントから守る責任を学校に負わせること。
レイプや性的虐待から女子を保護する法律の執行。
そして、リスクの高い行動を回避できるように子
どものエンパワーメントを図ることである。

成人のHIV／エイズ感染率が世界最高の国のひ
とつであり、女子の感染率が男子の４倍であるボ
ツワナでは、ジェンダーに配慮したHIV／エイズ
予防戦略を政府が策定・実施しつつある。戦略の
なかには、ジェンダーに配慮した予防クラブの運
営方法に関する、小学校・中学校数百校の教師を
対象とした研修も含まれている。また、６～12歳
の男女の子ども数百人に研修を実施し、予防クラ
ブの他の子どもたちにその知識を伝えることも計
画されている。学校向上プログラムというのは、
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図11．親を失った子どもは学校に通う可能性が低い

出典：ユニセフ（2003年）
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ライフスキル教育を強化するとともに、学校を一
層ジェンダーに配慮した、子どもにやさしい、子
どもの心理社会的ニーズに応えられるものにしよ
うというものである（64）。

ウガンダでは、セクシュアリティ、感情、価値
観との関連でHIV／エイズの問題を取り扱う青少
年向け月刊紙『ストレート・トーク』（率直な話）
が、学校、教会、コミュニティ団体などに配布さ
れている。この新聞の郵送先はウガンダ内外の
3,000カ所にのぼるが、そのうちほぼ半数は中学校
である。ナミビアでは、14～21歳の生徒が、妊娠、
HIV／エイズ感染、有害物質濫用、レイプから身
を守るための方法について同世代に教えるための
研修を受けている。その対象とされている学校で
は、妊娠や中途退学の人数が減ってきたとのこと
である。

保護される環境づくり

教育は、家族に続き、子どもが保護される環境
を形づくるものである。学校は、とりわけ、女子
をはじめとして非常に傷つきやすい立場に置かれ
た子どもたちを保護する強力な力になりうる。害
を受ける可能性のある場から、１日の多くの時間、
子どもたちを物理的に隔離しておけるからだけで
はない。子どもたちが自分の身を守れるよう、ス
キルを学び、情報を集める手助けをしてくれるか
らでもある。教育は依然として、児童労働を防止
し、また主に女子にとっての脅威である子どもの
性的搾取・人身売買との闘いを支援する際に鍵と
なる保護手段である。女子は、学校に通うことに
より、家庭の外で行なわれる搾取的形態の労働に
引きこまれにくくなるし、負担が重くなりすぎか
ねない家事の責任からも遠ざかることができる。
読み書きができるようになった女子や、とくにラ
イフスキルの研修を通じて自信を高めた女子は、
極端な形態の家族間暴力、性的搾取、人身売買の
被害を受けにくくなる。

毎年搾取を受けている数百万人の子どもたちは、
世界がもっとも年若い市民を組織的に守りきれて
いないことを、身をもって証明している存在であ
る。国際労働機関によれば、人身売買を通じて強
制労働や買春に引きこまれる子どもたちは毎年120
万人にのぼると推定される（65）。ユニセフが最近、

サハラ以南のアフリカの25カ国を対象として行
なった世帯調査では、５～14歳の子どもの31％が、
無条件に最悪な、撲滅されるべき形態の児童労働
に従事していることが明らかになった。奴隷制、
人身売買、武力紛争のための強制徴募、売春、ポ
ルノグラフィーなどである。また、９％は有害な
労働、すなわち子どもの福祉を脅かす週43時間以
上の労働に従事していた。調査対象国全体では、
推定で3,100万人の子どもが働いており、2,400万人
が本来禁止されるべき児童労働に従事しており、
700万人が有害な仕事をしている。有害な仕事をし
ているのは、男子よりも女子のほうが多い。１日
４時間以上の家事も考慮にいれられているためで
ある（66）。

つまり、子どもたちは以下の条件が満たされて
はじめて、児童労働、人身売買、性的搾取から自
由になることができる。

●政府が子どもの保護を優先課題に位置づけること。

●メディアや市民社会が子どもに対する差別的な
態度・慣行に異議を申し立て、変革すること。

●法律を定め、信頼できるような形で執行すること。

●教師、保健員、親、そして子どもに接するすべ
ての者が、子どもの虐待をどのように認知して
対応すればよいか知っていること。

●子どもたちに、自分の身を守るために必要な情
報と知識が与えられること。

●虐待の発生を記録し、関心を高めるための充分
なモニター制度が整えられること。

●ジェンダーの平等と女性の権利が確保されるこ
と。

バングラデシュでは、1997年以降、BRACのモデ
ルを活用した支援を受けることが難しい子どもの
ための学校が運営されている。週６日、１日２時
間の授業を行なうこれらの学校には、住み込みの
家事労働者として働いている少女たちのように、
これ以外の方法では基礎教育を受ける機会がまっ
たくないと思われる子どもたちが通っている（67）。
モロッコでは、経済対策計画省の調査（2001年）
によると、およそ２万3,000人の少女が大カサブラ
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ンカ地域でメイドとして雇われており、うち約
60％が15歳未満だった。ユニセフは2001年以降、
地元の非政府組織と提携し、またカサブランカ行
政当局の支持を得て、このような少女たちが教育
と基礎的保健ケアを受けられるよう支援している。
この部門横断型プログラムはまた、こうした少女
たちの生活の厳しい現実を広く知らせることによ
り、問題を根本から根絶することもめざしたもの
である（68）。

緊急事態の子どもたちの援助

教育は、緊急事態においては他の要素が整って
から初めて確保されるぜいたく品ではない。優先
課題として位置づけられ、可能なかぎり早く開始
されるべきものである。女子は緊急事態において
はとりわけ権利を侵害されやすい立場に置かれ、

とくに身体的・性的・心理的虐待から保護されな
ければならない。すなわち、女子と男子の双方が
学び、遊び、心理社会的支援を受けることのでき
る安全な環境が確立されなければならないという
ことである。

目標は、子どもにやさしい空間をつくりあげる
ところにある。これは、1999年、コソボ危機、ト
ルコ大地震、そして東ティモールにおける暴力に
対応するなかで発展した考え方である。それ以降、
この考え方は、ギニア、リベリア、シエラレオネ
など他のいくつかの紛争状況でも「学びの樹イニ
シアチブ」を通じて応用されてきた。そのプログ
ラムには職業訓練、心理社会的支援のための教員
研修、教科書や長椅子の供給が含まれており、ギ
ニアの場合には校舎の建設も付け加えられた。

リベリアでは、「戦争の影響を受けた若者への支
援」プロジェクトが、基礎教育と社会サービスへの
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教育目標の達成に近づく
アフリカの国々
ミレニアム開発目標と万人のための

教育の達成は、これまでになく困難な
ように思われる。しかし、アフリカ諸
国、援助国および国連機関の強力なパ
ートナーシップに基づくアフリカ女子
教育イニシアチブは、そのどちらの面
でも顕著な成果をもたらしてきた。こ
の多国間イニシアチブは、1994年に開始
されて以降、女子と男子の双方が一層
学校にアクセスできるようにすること
をめざしてきたものである。1997年から
2001年にかけて女子の初等教育総就学率
が急上昇した国としては、ギニア
（15％増）、セネガル（12％増）、ベニン
（９％増）がある。これは、初等・中
等・高等教育の全段階の合計総就学率
の世界平均が１％しか上がらなかった
ときの成果である（１）。

もっとも劇的な進展の例のひとつは

チャドで見られた。1996年に同イニシ
アチブが開始されたとき、アフリカ西
部に位置するこの国の課題はとほうも
なく大きく思われた。総就学率は51％
であり、女子就学率に至ってはわずか
37％だったのである（２）。ところが、
最初の２年間だけで第１学年の女子就
学者数は４倍になった。中途退学率は
22％から９％に下がった。女性教師の
人数は36人から787人に増えた。そし
て、同イニシアチブに参加した10地域
の女子純就学率は全国平均よりも18％
高かったのである（３）。

2000年～2001年までには、チャド
のすべての子どもの総就学率は75％
まで上がった。今なお子どもの５人
に１人が５歳未満で死亡しており、
人口の４分の３が安全な水を利用で
きない国としては、めざましい成果

である。今や30年以上に及んだ内戦
に代わって相対的平和の時代が訪れ
たのであり、この革新的なイニシア
チブから得られた教訓を参考にし、
模範的実践を応用することで、教育
に対する子どもの権利を充足させる
道は開けつつある。

援助国の政府の支援は不可欠だっ
た。「グローバル女子教育イニシアチ
ブ」のもとで開始されたアフリカ女子
教育イニシアチブには、当初、カナダ
国際開発庁から資金が提供された。
1996年にはノルウェー政府が最大の援
助国となり、他のパートナーとともに
プログラムの強化を援助した。このイ
ニシアチブが焦点を当てたのは、子ど
もと女性が貧困に直面し、困窮した状
態で生活している地域と、女子の通学
率が最も低い地域である。

アクセスを確保することで、１万人の若きリベリア
人がリーダーとしての可能性を発揮するきっかけづ
くりをめざしている。芸術、スポーツ、レクリエー
ションを募集の糸口に活用するこのプログラムに
は、HIV／エイズ予防や、職業訓練プログラムに参
加する10代の母親の子どもを対象とした乳幼児総合
ケアも含まれるようになっている（69）。

緊急事態の混沌とトラウマのなかにあっても、
子どもたちの権利を最優先することは可能である。
状況によっては、そのことが、これまで満たされ
なかったニーズを満たす機会を開くことさえある。
難民居住地のなかには安全区域を設け、テントま
たは他の仮設住宅をおおまかな円形に配置すると
ともに、真ん中には給水場と遊び場を、外側には
教育（就学前・初等教育）、母親の支援、プライマ
リーヘルスケアと心理社会的支援のための区域を
置く、などである（70）。

子どもにやさしい、ジェンダーに配慮した空間
を設けることによって以下のことが可能になる。

●学齢の子ども全員がそれぞれの通学サイクルを
続けること。

●親が、子どもは安全な環境でケアされていると
安心して、自分自身の活動を行なうこと。

●若い母親が乳児と２人だけの時間を過ごし、子
どもの健康的な発達のために必要なカウンセリ
ングを受けること。

●母親と若い女性が自分自身の教育を続けること。

●若者が、子どもたちにサービスを提供する存在
として研修を受けること。
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数十年に及ぶ内戦で荒廃したスーダン南部では、
紛争の終結を待つことは数世代の子どもたちの権
利をないがしろにすることである。ユニセフは、
スーダン人民解放運動／軍の支配地域でこの勢力
と協力しながら、子どもたちの悲惨な教育状況に対
応しようと試みている。南部スーダンでは初等教
育相当年齢の子どものわずか15％しか学校に行っ
ておらず、女子はそのうち４分の１を占めるにす
ぎない。小学校も半ばを過ぎるころには女子はほ
とんど学校に残っておらず、同地域の主要な中学
校であるルンベク校には女子生徒がたったひとり
いるだけである。南部スーダンの教師8,000人のう
ち女性は560人、わずか７％にすぎない（71）。

コミュニティにとっての利益

学校に通う女子を増やすための努力は、コミュ

ニティ全体の発展にとっても利益になる。たとえ
ば、貧困家庭がどの子を学校に行かせてやれるか
という選択を余儀なくされた場合、往々にして女
子が取り残されてしまうことはずっと認識されて
きた。しかし、教育をきっかけとした措置を通じ、
世帯所得を増やすことによってこの格差に対応す
ることをめざせば、家族全体と地域コミュニティ
にとって利益になる。新たな所得が母親のほうに
回されればなおさらである。母親は父親よりも、
子どもや家族のニーズにお金を回す可能性が高い
からである（72）。

同様に、女子は栄養状態の悪さから一層大き
な被害を受ける傾向にある。資源の乏しい家庭
では、女子は男子よりもかなり少ない食べ物し
か与えられないことが多い。そのため、学校給
食プログラムから女子が利益を受ける度合いは
男子よりもはるかに大きいのである。マラウイ
の学校給食プログラムは、女子を学校に通わせ

このイニシアチブは、女子教育の
課題に特有な性質に応じた政策とプ
ログラムの策定の面で各国を援助
し、それが成功したことによりさら
なる資金が集まった。ノルウェー外
務省が1996年～2005年の期間を対象
として4,500万ドル以上の資金を投資
したことにより、アフリカ女子教育
イニシアチブのもとで進められてき
たパイロット・プログラムの規模は
拡大し、サハラ以南のアフリカ全域
の34カ国で、政府が進める万人のた
めの教育に向けた動きの不可欠な一
翼を担うことになった。デンマーク、
フランス、ドイツ、日本といった
国々の政府も、多くの機関（４）と同
様、同イニシアチブの女子教育プロ
グラムに資金を拠出してきた。これ
により、2001年には同イニシアチブ
を新たに16カ国を対象として拡大す
ることが可能になり、当初の対象国
18カ国で積み上げられてきた最近の
経験や模範的実践を活用する機会が
生じている。

模範的実践の応用

チャドで、またアフリカ女子教育
イニシアチブの対象国全体で進めら
れてきた活動のなかでももっとも波

及効果が高いもののひとつは、女子
を学校に入れ、教育を修了させるう
えでうまくいった方法を体系的に振
り返り、模範的実践を他国で応用し
てきたことである。チャドは、教育
に関わる前向きな傾向を強化するた
め、複式制学級を採用する教育に関
する「エスクエラ・ヌエバ」（新し
い学校）のアプローチを応用した。
これは1970年代にコロンビアで発展
し、それ以降ラテンアメリカやアフ
リカの他の国々で広く応用されてき
たアプローチである。このアプロー
チを活用することにより、学習はコ
ミュニティの具体的ニーズに直接関
連したものとなる。このアプローチ
は柔軟性に富み、生徒は自分なりの
ペースで学ぶことが可能である。そ
の結果、留年率や中途退学率は低く
なる見込みがあり、お金を節約でき
るのみならず、子どもたちが初等教
育を修了する可能性を高めることに
もつながる。

女子教育について知られていること
の多くは、チャドのように、アフリカ
で得られた教訓に基づくものであ
る。「万人のための教育」の目標に対
してアフリカの34カ国がコミットメン
トを示していること、そしてドナー諸

国の政府がひとつのアイデアにこのう
えなく良いタイミングで積極的投資を
行なったことで、数万人の少女たちの
生活が、そしてその家族の生活がめざ
ましく変わることになった。

資金

アフリカ女子教育イニシアチブに対
するドナー諸国による支援と国内の
パートナーはともに、開発目標を手の
届く位置まで引き寄せることに多大な
貢献を行なってきた。しかし、これら
の目標を達成するためには、ここ数年
の間にアフリカで尋常ならざる進展が
見られなければならない。最近の推定
によると、進展のペースが速まらなけ
れば、サハラ以南のアフリカが初等教
育の完全普及を達成するには2129年ま
でかかるとされている（５）。

同イニシアチブに対するドナーの支
援は、初等教育の完全普及の達成に向
けた多くの資金拠出のひとつにすぎな
い。それは、ひとつの国というよりも、
排除された子どもたちの主要なグルー
プのひとつ―女子―に焦点を当てた
ものである。他の多くの資金拠出は、
ジェンダーの問題を考慮することなく、
特定の国に対して提供されている。こ
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続けるうえでとくに重要な要因と考えられてお
り、現在８つの地区で約16万人の子どもたちを
対象としている。このようなプログラムは、健
康的な食習慣に関するメッセージを添えること
ともあいまって、家庭内での食習慣改善のきっ
かけともなり、コミュニティ全体の健康と福祉
を向上させることにつながりうる。

安全な水と衛生設備も、教育に「ジェンダーの
レンズ」が適用されればコミュニティ全体が利益
を得られる、もうひとつの主要分野である。安全
な水や男女別のトイレがないことは、女子がまっ
たく学校に行かなかったり、とくに思春期を迎え
て学校を中途退学することの大きな原因となりう
る。そのため、充分な衛生設備を用意することは
女子教育プログラムのなかで非常に高い優先課題
とされてきた。そうすると、学校に通う女子を増
やすためのとりくみが、遠くにある汚い水源でな
んとかしてきた地域コミュニティや、衛生設備が

55世界子供白書　2004

れは、ときとして、女子就学率が最低で
ジェンダー格差が最大の国がドナーから
資金を提供してもらえないということで
ある。

ノルウェー政府は、フィンランドやス
ウェーデンの政府とともに、女子教育に
関係している機関に率先して「分野別」
資金を提供している。このような支援は、
いずれかひとつの国ではなく、ジェン
ダーの対等な地位という目標と万人のた
めの教育を対象とするものである。これ
により、長期計画を容易にする柔軟性が
得られる。それは、「子どもにふさわし
い世界」の創造と、ミレニアム開発目標
のなかでももっとも緊急の目標、すなわ
ち2005年までに教育におけるジェンダー
の同等の地位を達成することに向けて各
国が進んでいくために、必要不可欠なこ
となのである。

まったくなかった地域コミュニティの生活の質を
変容させることにつながりうるのである。

たとえば、ラオスでは、水と衛生設備にアクセ
スできないことが大きな要因となって、出席や学
習に悪影響が及んでいる。全国の女子の５分の１
以上が就学しておらず、一部地域では未就学率が
50％を超えるほどである。問題は学校に設備がな
いということだけではなく、コミュニティそのも
のに設備がないところにある。健康でない子ども
は本来のペースで学校に通うことができず、学校
に行ったとしてもそれほど効果的な学習はできな
い。寄生虫の感染によって栄養を消費され、その
ため栄養不良や発達遅滞が悪化することはラオス
ではとりわけ大きな問題であり、地域によっては
子どもの62％がその影響を受けている。加えて、
水を汲みに行くという家事は主に女子の仕事とい
うことになっており、１日に２時間もその仕事に
費やして、その過程で１日のカロリー摂取量の３
分の１までを消費してしまうという場合もある。
なんとか学校に行っている女子も、教師から水を
汲みに行かされて学習がさらに滞ってしまうこと
がある。

この問題に対応するため、保健教育省は、遠隔
地にある貧しい８州の小学校とそのまわりのコミ
ュニティに焦点を当ててきた。学校とそのまわり
の村に新しい給水場とトイレを建設する。寄生虫
駆除活動を実施する。衛生教育キャンペーンを開
始し、教師だけではなく子どもたちも動員してコ
ミュニティのなかで衛生推進活動を担ってもらう。
このプロジェクトは300校の生徒７万人を対象とし
ており、350カ所あるコミュニティの１万8,000世
帯が安全な水と衛生設備にアクセスできるように
する予定である。

１．UNDP Human Development Reports 1999 and 2003
〔1999年版邦訳／国連開発計画『グローバリゼーシ
ョンと人間開発　UNDP人間開発報告書』国際協力
出版会、1999年〕.

２．ユニセフ・チャド提供の情報（2003年）。
３．同上。
４．たとえば、アフリカ開発銀行、ベルナール・バン・

レール財団、CIDA（カナダ国際開発庁）、フランス
のNGO「デベロップマン・イニチアチブ」、オック
スファム、英国国際開発省、国連開発計画、ユネス
コ、USAID（米国国際開発庁）、世界銀行、世界保
健機関など。

５．UNDP Human Development Reports 2003



ミレニアム開発目標

妊産婦の健康を増進させるためには、２
つの目標―初等教育の完全普及、ジェン
ダーの平等の促進と女性のエンパワーメ
ント―が決定的に重要である。教育は、
母親とその子どもにとっての良薬なので
ある。 

P
ro

d
u

ce
d

 f
o

r 
U

N
IC

E
F 

b
y 

M
yr

ia
d

 E
d

it
io

n
s 

Li
m

it
ed

  
 C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 U

N
IC

E
F,

 2
00

3

中等教育における女子
中学校に在籍する女子の対男子比 
（1995年～2000年） 

100％超 

91～100％ 

81～90％ 

80％以下 

不明 

初等教育の達成
小学校に入学して第５学年に達した子どもの割合 
（1995年～2001年の調査データ、一部の国々） 

40%

55%

65%

72%

92% 94% 96% 97%

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
 

エ
チ
オ
ピ
ア
 

グ
ア
テ
マ
ラ
 

イ
ン
ド
 

ベ
ト
ナ
ム
 

タ
ン
ザ
ニ
ア
 

ペ
ル
ー
 

出産時の付き添い 
専門技術者が付き添う出産 
の割合が25％に満たない国 
（1995年～2000年） 

6%

11%
12%

16%

19%
20%

21%
22%

24%

ブ
ー
タ
ン
、
ハ
イ
チ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
 

イ
エ
メ
ン
 

エ
リ
ト
リ
ア
 

パ
キ
ス
タ
ン
 

ラ
オ
ス
 

チ
ャ
ド
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
 

エ
チ
オ
ピ
ア
 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
 

ネ
パ
ー
ル
 

56 女子教育の複合的効果



2,000

1,900

1,800

1,700

990

880

800

760

750
850

850

880

1,600

1,500

1,400

1,200

1,100

1,100

1,100

1,100

1,000

1,100

1,000

1,000

1,000

1,000

妊産婦の健康の増進 

この地図は、いずれかの国もしくは地域の
法的地位またはいずれかの国境の確定に関
するユニセフの立場を反映するものではな
い。点線は、インドとパキスタンが合意し
たジャンムー・カシミールのおおよその統
治線を表したものである。ジャンムー・カ
シミールの地位の確定については当事者の
合意が得られていない。 

出生件数10万件のうち 
750人以上の女性が妊 
娠関連の原因で死亡 
している国 
（2000年、調整数値） 

妊産婦死亡率 
 
 

出産前のケア 
出産前ケアを受ける女性の 
割合が50％に満たない国 
（1995年～2000年） 

27%
28%

32%
34%

37% 38%
40%

41% 42%
43%

49%

エ
チ
オ
ピ
ア
、
ラ
オ
ス
 

ネ
パ
ー
ル
 

ソ
マ
リ
ア
 

イ
エ
メ
ン
 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
 

ニ
ジ
ェ
ー
ル
 

チ
ャ
ド
、
モ
ロ
ッ
コ
 

パ
キ
ス
タ
ン
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
 

エ
リ
ト
リ
ア
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
 

57世界子供白書　2004



5 男子については？



学校や教育制度をもっとジェンダーに配慮し
た、女子にやさしいものにするといっても、それ
によって男子にとっての魅力や居心地のよさが減
るわけではない。むしろまったく逆である。実際
には、もっと安全で、生活や未来に関連があり、
エンパワーメントにつながるような教育を女子が
経験できるようにするために進められている改革
のほとんどすべては、男子にとっても役に立って
いる。じつのところ、女子教育の促進は、「万人の
ための教育」の目標を達成し、ミレニアム開発目
標を達成するうえで戦略的にも優れたものなので
ある。

たとえば乳幼児総合ケアの拡大・発展によって
利益を得るのはすべての子どもであり、女子には
限られない。同様に、自宅や家の畑で働かなけれ
ばならない子どもたちも学校に来られるよう時間
割を柔軟に組めば、それによってもっとも利益を
得るのは女子かもしれない。しかし、家の内外で
働いており、このような対応がとられなければ機
会を否定されるであろう世界中の男子にとっても、
学校に行くことが可能になる。学校が子どもの家
の近くにあれば、女子がもっと学校に行きやすく
なるし、女子自身にとっても親にとっても通学中
のことをそれほど心配しなくてよくなる。そして、
そのことによって男子も学校に行きやすくなるの
である。

同じことは、学校で水やトイレを用意したり、
校舎をきちんと保全・維持したりすることについ
ても言える。学校環境から暴力がなくなることも、
女子のみならず男子にとっても明らかな利点であ
る。時に校庭は、身体的に弱い者が搾取され、仲
間外れにされた者が被害を受けたりいじめられた
りする、残酷な場所になることがある。学校を安
全な場所にすることは、このような事情を踏まえ、
女子と同じぐらい男子のためにも熱心に追求され
ている目標なのである。

さらに根本的なこととして、女子教育の増進
において鍵となる要素は何かということを考え
て見なければならない。それは、子どもたちひ
とりひとりのニーズに積極的に応えることので
きる、子どもにやさしい、ジェンダーを意識し
た教育方法の開発である。女子のほうが男子よ
りもこのような教育アプローチの変革を必要と
しているかもしれないが、それが実行に移され

59世界子供白書　2004
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たときに生まれてくるのは、すべての子どもに
とってよりよい、一層の配慮に富んだ、子ども
中心の教育であり、男子ももっとすばらしい学
習経験を積むことができるようになるのである。

米国国際開発庁が８カ国で実施した大規模な評
価では、女子教育を向上させるためのプログラム
や政策から、男子も一貫して利益を得ているとい
う結論が出た（73）。学校の質を高めるための取り組
みから女子のみならず男子も利益を得ているとい
うだけではなく、男子の就学率も女子のそれとと
もに上昇したのである。男子が直面する問題は、
女子にとっての問題とそれほど違いがない。アク
セスしにくいこと、教育の質が貧弱なこと、近く
に学校がないこと、親が教育を支持してくれない
ことなどである。女子の就学者数を増やすために
このような問題に対する対策がとられれば、男子
――とくに傷つきやすい立場に置かれた、または
周縁化されたグループの男子――も恩恵を受ける

ことができる。

ジェンダーに配慮した教育制度を世界中で発展
させていこうという目標は、かなりの程度、女子
だけではなく男子にとっても役に立つものである。
にも関わらず、一部の国や地域――先進工業国の
多くも含む――では、男子の成績の低迷や学校か
らの離反こそが懸念の対象とされていることを、
重要な問題として認識しておかなければならない。

取り残される男子

一部の国々では男子の就学者数のほうが女子の
それよりも少ない。ユニセフが55カ国で実施した
最近の世帯調査のデータでは、女子の出席率が男
子のそれよりもはるかに低い国のほうが多いこと
は明らかであるものの、男子が教育制度から取り

教師とコミュニ

ティの指導者た

ちは、演劇、ス

ポーツ、詩のワ

ークショップを

活用し、男女の

子どもたちを分

け隔てなく教育

するとともに、

広くコミュニテ

ィに大切なメッ

セージを伝えた。
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パネル9

トルコ：学校演劇が
国の心を動かす
若い女性が舞台に立ち、観客に直

接話しかける。「嫁入り支度なんて、
したくない。学校に行きたいし、自
分の教科書がほしい」。会場に衝撃が
走る。しかし、チッデム・イルディ
スは、自分の親に数え切れないほど
言ったセリフをそのまま口にしてい
るだけである。彼女は、他の子ども
たちが学校に行くのを見ながら、自
分にも同じようにさせてほしいと懇
願していた。

彼女が住むトルコ東南部のバン州で
は、女子は家の仕事をするとともに、
若くして結婚する準備をするようにと
育てられる。紙に夢を書き出すかわり
に、チッデムや彼女のような少女たち
は、刺繍や、この地域の主要産品であ
る敷物の図案で自己表現することを覚
えるのである。少女たちは沈黙を身に

つけるが、今夜の劇場ではこの沈黙が
打ち破られた。チッデムは役をこなし
ているだけかもしれないが、それは彼
女自身の人生に題材をとった役なので
ある。

チッデムは、自分が学ぶ機会はとっ
くに去ってしまったと思い、妹のギュ
ルベートとエスマには同じ轍を踏ませ
まいと決意していた。ところが、彼女
自身にもチャンスが訪れたのである。
そのチャンスは、2000年にムラディエ
地区に開設された、開かれた小学校学
習センターという形で訪れた。これは、
トルコ開発財団、国際労働機関、国連
開発計画、国連人口基金、ユニセフが
開始したパイロット・プロジェクトの
成功を受けて、５つの州の全域で設置
されたセンターのネットワークのひと
つである。

これらのセンターは、初等義務教
育を修了できなかった少女たちに２
度目の機会を与えることを狙いとし
ている。少女たちを、自分の家での
家事労働の負担から解放することも
目的のひとつである。少女たちは開
かれた小学校に入学するよう奨励さ
れ、家庭学習の支援も受けた。セン
ターには、コンピューター、OHP、
ビデオ再生機、テレビも備えつけら
れていた。

家から出る機会がめったになかった
少女たちにとって、センターは学習セ
ンターであると同時に社交の場であ
り、人生経験や気になっていることを
共有したり、もっと広い世界を探求し
たりすることができた。少女たちは見
学旅行を組織して近隣の州にも出かけ
た。多くの少女にとって、近所の慣れ

残されている国もあることが、確認されている
（「ボックス５．女子に対する男子の純出席率」参
照）。ボツワナ、レソト、モンゴル、ナミビアのよ
うな国では、その主たる原因は、男性が賃労働先
を探している間に男子に家の家畜の世話をさせる
ためである。しかし、ラテンアメリカ･カリブ海地
域のほとんどの国でも、このような牧畜の伝統が
根づいていないにも関わらず、同じように男子の
就学率のほうが低く、男子が学校にひとりもいな
いことさえあることが明らかになっている。

ラテンアメリカ・カリブ海諸国では、男子のほ
うが女子よりも留年率が高く、成績水準も低いの
が一般的であり、一部の国では学校の欠席率も高
い。ブラジル（1996年）では、男子が正式な教育
を受けた平均年数は5.7年だったのに対し、女子は
６年だった（74）。ジェンダー格差が生じるのは男子
が10歳前後のころであり、女子よりも高い割合で
学校を離れ始める。15～17歳になると男子の

ボックス5

女子に対する男子の純出席率

コロンビア …………………………………0.81

ハイチ ………………………………………0.84

レソト ………………………………………0.45

マダガスカル ………………………………0.82

マラウイ ……………………………………0.84

モンゴル ……………………………………0.82

スリナム ……………………………………0.73

タンザニア …………………………………0.81

（７～14歳の子ども）

出典：ユニセフ（2003年）
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19.2％が完全に中途退学するが、それに対して女
子は8.5％が中途退学するにすぎない（75）。

男子の危機は思春期の初期に訪れることが多い。
このころになると、男子の身体や自己感覚は変化し
始め、またおとなの世界やまわりからの期待につき
あうことを余儀なくされる。たとえば、アンダーソ
ンはリオデジャネイロ（ブラジル）のスラム街に住
む10代後半の青年である。なんとか学校を卒業しよ
うと決心はしたものの、10代前半のころを振り返る
と、街で男友達とぶらぶらしたりサッカーをやった
りすることのほうが、学校で経験できるどんなこと
よりもかっこよくて魅力的だったと言う。

「あのころはさ、いろいろ考えたくないんだよね、
ただぶらぶらするだけでさ。おふくろは学校に行
け行けって言ったけど、おれは行かないよって答
えてた。で、家から走って出てくんだ。家には男
がいなかったからね……俺を追っかけてつかまえ

て、学校に行かせられるような男がね。おふくろ
には俺を捕まえられなかった。今は、あのときほ
ど子どもじゃないし……勉強するよ。教育を受け
なきゃ……ただでさえ大変なんだから」（76）

アンダーソンの証言によって浮かび上がるのは、
ラテンアメリカ・カリブ海諸国全域で一層明らか
になりつつあるというだけの問題ではない。西欧
諸国でもますます共通のものとなりつつある問題
――すなわち、思春期を迎えた男子が学校や学業
から離反してしまうという問題である。

立ち遅れる男子

数十年の間、先進工業国における男子の成績不
振は隠れた問題であった。語学や文系教科で男
子よりも女子のほうが成績がよいことは一般的に

親しんだ環境から離れるのはこれが初
めてのことだった。

チッデムが通ったムラディエ・セン
ターは、あらゆる面で期待以上のこと
を可能にしてくれた。少女たち――ア
ダレート、アイペール、チッデム、ギ
ュルベート、ネザケート、イェテルな
ど――は演劇クラブを作り、地域の男
の子たちに声をかけ、自分たち自身の
人生経験をもとに、協力しながら「カ
ルデレン」と題した演劇の脚本を書き、
それを上演した。

「カルデレン」という題名は象徴的で
あり、雪に覆われた山で咲く花（スノ
ードロップ）を指している。この劇は、
トルコ東南部の少女たちの人生を制約
する文化的慣習を調べ、少女たちの実
際の人生経験をコラージュしたもので
あり、早期結婚や伝統的慣習によって、
女性がコミュニティに全面的に参加す
ることをいかに妨げられているかが描
き出される。けれども、この劇は希望
に満ちたものであり、少女たちは逆境
と闘い、カルデレンのように花を咲か
せる。

この劇はまず少女たちの母親の前で
上演され、支持を得た。その後、州都

に舞台を移してもっとおおぜいの観客
の前で上演され、地方テレビのチャン
ネルで少女たちの特集が組まれるほど
の大成功を収めた。その後、首都アン
カラで２度に及ぶ上演の機会を得たの
である。最初は演劇フェスティバルが、
２度目は子どもフォーラムが舞台だっ
た。子どもフォーラムでの上演にはト
ルコ全土から子どもたちが集まってお
り、教育省と文化省の大臣も観劇して
いた。一部のシーンは全国テレビでも
放送された。

この劇を通じて、少女たちは学校に
行けないことの不満を表現することが
できた。また、伝統にどっぷりつかり、
娘を家に押しこめて家事を手伝わせる
親たちの目も開かせた。この劇は、全
国の人々の態度を変えたのである。

何よりも、この劇は少女たち自身を
変えた。「カルデレン」の前は、彼女
たちは小学校の落第生だった。今や彼
女たちは自信にあふれた若い女性であ
り、教師や医師や弁護士になりたいと
考えている。少女たちのひとり、アイ
ペール・サラは、中学校の卒業証書を
手にするだけでは終わらず、高校に、
果ては大学にもチャレンジしたいと言
う。「そうしたいのは―」と彼女。「壁

に卒業証書を飾っておくためじゃな
い。教育を受けて知識を身につけた母
親になって、私たちが失ったものを娘
たちが失わなくていいようにするため
です」

チッデムの妹のギュルベートも学校
に行けなかったが、ムラディエ・セン
ターで、人間はたったひとつの文字を
学ぶことでどのぐらい成長できるかが
わかったと語る。紙や鉛筆のにおいを
かぐことさえ楽しかったと言う。彼女
も「カルデレン」で役を務め、姉とと
もに自分たちの家のなかで扉を開い
た。劇のメッセージは２人の両親にも
届き、末の妹のエスマは今高校に通っ
ているところである。

トルコ教育省も耳を傾けつつある。
教育省は、女子が義務教育を修了で
きるようにするための重点戦略とし
て開かれた小学校モデルを採用した。
チッデムとその仲間たちは、自分た
ち自身の人生から、あきらめという
重荷を投げ捨てただけではない。あ
とに続く少女たちのために、道を切
り開いたのである。
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受け入れられていたものの、数学や科学で男子の成
績のほうがよいかぎり、全体としてはバランスがとれ
ていると考えられていたのである。しかし近年、科学
や数学における女子の参加と成績は相当に向上してき
た。これは学校でのとりくみだけではなく、女性の役
割についての社会的期待が幅広く変化したことによる
ものである。けれども語学系教科における男子の成績
は向上せず、そのため女子のほうが全般的によい成績
を収めるようになった。これは、初等教育段階の全国
テストから学校修了時の公的試験に至るまでのさまざ
まな試験の結果に反映されている。

これにより、政府のレベルで相当の懸念が引き起こ
されることとなった。たとえばオーストラリアでは、
議会の文教委員会が男子の教育について大規模な検討
を行ない、教室レベルから教育・社会政策に至るまで
の24項目の勧告を行なっている。これらの勧告には、
男女のすべての子どもを効果的に参加させるために教
師が活用することのできる方策を促進すること、教師
の養成教育・現職者教育にジェンダーと成績に関する
問題を含めることなどが含まれていた（77）。

英国では、1998年以降、政府がすべての地方教育当
局に対し、男子の成績の低迷に対抗するための長期戦
略を策定すること、その進展を定期的に評価すること
を求めてきた（78）。英国政府は、女子の成績を下げるこ
となく男子の成績を上げることができるような戦略を
見出すために３年間の調査研究プロジェクトを外部委
託するとともに、専門のウェブサイトを設け、男子の
成績の低迷に対応するための方策の定め方に関する事
例研究、資源、指針を学校に提供している（79）。

離反する男子

男子の学業成績の低さに関する研究は増えてお
り、それによってわれわれの理解も深まりつつあ
る。重点分野は研究者によってそれぞれ異なって
いるものの、この現象は複雑であり、さまざまな
原因から生じているというオーストラリア議会の
報告書には、全員がおおむね同意している。はっ
きりしているのは、学校を基盤とした対応策だけ
では不充分であること、この問題は、開発途上国
における女子の成績の低迷の問題と同じように、
ジェンダーと権力という一層幅広い問題と切り離
しては考えられないということである。

ひとつの理由として、家庭における女子の社会
化のありようが、課題から気をそらさずに集中す
る姿勢を育み、したがって女子のほうが教室の環
境になじみやすいということが示唆されてきた。
たとえば、中等・高等教育の段階では女子のほう
が男子よりも成績がよいといわれるジャマイカで
行なわれた調査によると、男子は全体として家の
外でかなり自由に行動することが許されているの
に対し、女子は家から外に出ないことが期待され、
ある特定の課題に時間を費やすよう求められてい
る（80）。ジャマイカ政府が実施したある研究による
と、男女の成績差の原因としてはさまざまな要因
が挙げられることがわかった。その要因には、乳
幼児期の親による社会化のあり方から、社会全
体で発せられるジェンダーの偏見に基づくメッ
セージ、さらには教室における男女の扱い方の違
いまでが含まれている。

調査研究および行動による成果を期待しうるも
うひとつの分野は、学校と、社会的性別役割モデ
ルという一層幅広い問題とを、教師のジェンダー
バランスという観点から結びつけようとするもの
である。サハラ以南のアフリカでは、学校を女子
にとってより魅力的かつ適切なものにするための
主要戦略として、この地域では、教職はほとんど
男性によって占められているので、女性教員の比
率を増やすことが試みられている。先進工業国や
ラテンアメリカ・カリブ海諸国ではその逆が適切
かもしれない。これらの地域では、とくに初等教
育段階では女性教員が圧倒的多数を占めており、
男子にとってのいいお手本が存在しない可能性が
あるためである。

語学や国語といった教科で男子の成績がこれほ
ど際立って悪い理由のひとつは、これらの教科が
「女子のなわばり」ととらえられており、本を読む
ことがあまりにもしばしば「男らしくない」と見
なされているところにあるという主張もある。テ
レビのインタビューで英国の少年（７歳）が言っ
たように、「本を読むのが好きなのは本当の男じゃ
ない」のである（81）。

ジェンダーの役割

以上のことをあわせ考えると、男子が教育から
離反してしまうのは、男性としての伝統的な社会
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とは、女子も男

子も充分に成長

できるような学

校制度、教室、

社会を創造する

ということであ

る。
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化のありようと密接に関係しているのではないか
という考え方が導き出される。これは、子どもが
生まれたときから父親が子どもと関わりを持ち、
乳幼児期の養育と発達に参加すること、教育を支
えることの重要性を裏打ちするものである。ただ
し、学校と教育制度は、家庭のなかでこのような
積極的な模範を示してもらったことがない少年た
ちにも対応せざるをえない。このような少年たち
は、むしろ暴力や、自分自身と女子を危険な状態
にさらす行動を奨励するような、社会の否定的
メッセージに反応するのである。

ナイジェリアでは、1995年以降、「青少年男子向
けの意識向上」プログラムが10代の少年を対象とし
て運営されてきた。このプログラムは、週１回の討
論に１年間参加し続けると約束した男子生徒を対象
としたものである。女性に対するレイプと暴力が懸
念対象となっている社会で実施されているこのプロ
グラムでは、少年たちが、特別研修を受けた教師の

もと、ジェンダーの役割や、それが自分の家庭でど
のように表れているかについて話し合う。カリキュ
ラムは常に更新されている。数年前には、少年たち
が愛と性欲をなかなか区別できないことが明らかに
なったため、「性関係・愛・結婚における男性の責
任」がカリキュラムの単位に加えられた。プログラ
ムを進めるなかでわかってきたのは、男らしさとい
う考え方をあまり抽象的にならずに取り上げる方法
を見つけることが重要だということである。たとえ
ば、スポーツがうまくできなかったときや、仲間の
男子から女子を追っかけまわしたり「男らしい」と
ころを見せたりするようせきたてられたときに、ど
んな気分になるかを話し合う。プログラムへの参加
は、どちらかといえば自分で参加したいという子
どもたちの意思にまかせざるをえない。そもそも、
ディスカッション・グループに参加するための充分
な動機づけができていなければならないからである。
それでも、カラバールとウヨの２都市で行なわれた
プログラムの卒業生は最初の６年間で2,000人にの
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スーダン：コミュニティが
変化をもたらした
チャドとの国境に近いスーダンの西

ダルフール州。エル・ジェネイナを横
切るデコボコしてほこりっぽい小道
を、ほっそりとした、明るい目の11歳
の少女が、３頭のロバによる印象的な
隊列を率いて進んでいる。先頭のロバ
には黄色いワラが満載されており、
ひょろ長い脚と悲しそうな目しか見え
ない。他の２頭は、積荷である薪と水
の重さでつぶれそうになっている。
きゃしゃで内気そうなこの少女は、ウ
ム・ジュマー・アブドラーヒー。毎日
10キロの距離を行き来して市場で売る
ためのワラを集め、家計の足しにして
いる。このワラは垣根やむしろに用い
られるが、２日間かけてそれを集めて
も１ドルにもならない。

驚くような話ではないが、ウム・ジュ
マーは小学校に行けなかった。スーダ

ンは女子の純就学率が世界で最低の国
のひとつ（42％）であり、西ダルフー
ル州は全国平均をさらに大きく下回っ
ている（22％）。彼女が住む地域では
さらに状況が悪く、女子の１％しか学
校に通っていない。

けれども、変化の兆しはある――コ
ミュニティが女子教育にとりくむこと
で、事態がどれだけ一変するかを示すよ
うな変化である。スーダン政府とユニセ
フが開始した「子どもにやさしいコミュ
ニティ」イニシアチブは、これまでにこ
のようなコミュニティ378カ所以上に広
がってきた。対象コミュニティは、もっ
とも不利な立場に置かれた北部９州と、
南部でアクセスが可能な３カ所の都市型
地域に位置しており、このイニシアチブ
の主導で学校の建設、教師の支援、学校
活動のモニタリングが進められている。

この同盟関係におけるユニセフの役
割は、校舎の復旧・新築、教室の家具、
学習教材、教員研修のために若干の支
援を提供することである。世界食糧計
画は調理用具と食料品を提供し、６州
の４万人を超える子どもが毎日学校給
食を食べられるようにしている。また、
学校のトイレや衛生設備の建設にも資
金を拠出している。カリキュラムには
健康と衛生に関する基礎知識が含まれ
ており、それを強化しているのが保健
クラブの活動である。保健クラブは、
予防接種の大切さについてもあらため
て子どもたちに訴えているほか、最近、
HIV／エイズに関する意識啓発活動も
開始した。

このような幅広い教育とともに、ト
イレや、安全な飲み水を提供するため
の手押しポンプが用意される。「昔は、

ぼり2002年にも700人を超える男子が参加登録をし
た。卒業生の少年たちは討論や自己表現の力が相当
高まり、「スター」扱いされるようになっている。
つまり、他の少年たちからお手本として見られる可
能性も高いということである。

ともに闘う味方としての男子

男子自身も、女子の権利を保護・促進するため
のとりくみに参加することでエンパワーされ、社
会的にも教育面でもより大きく成長することがで
きる。それがはっきりと表れたのは、女子教育運
動の立ち上げの段階からともに闘う味方として男
子の参加を得た、ウガンダの例である。たとえば、
キバレ地区やムバララ地区の少女たちは、少年たち
とパートナーを組んで地元クラブや支部を設置し、
おたがいに協力しながら、学校に行っていない子

の名前と住所を調べて接触を試みた。少年たちが
とりわけ貴重な役割を果たしたのは、通学路で、
そして学校のなかで、少女たちの安全に関わる問
題に取り組んだことである（82）。女子に暴力を振る
うのが少年たちであり、おとなの男性であること
を思えば、問題と闘うにあたって男子に積極的な
味方として参加してもらうことは、女子にとって
は明らかなメリットとなる。しかし、暴力に立ち
向かい、なぜ暴力を容認できないかについて理解
するという点で、男子自身の社会的発達の面でも
否定しようのない利益があるのである。

パキスタンでも、思春期の少年たちは、女子・
女性の権利促進における積極的かつ効果的なパー
トナーである（83）。あるプロジェクトは、思春期の
少女のエンパワーメントを目的として６年以上に
わたって運営され、パキスタン全土の500カ所で２
万5,000人の少女たちをその対象としてきた。この
プロジェクトは、少女たちに知識とスキルと新た
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な機会を提供するうえで相当の成功を収めること
ができた。しかし時間がたつにつれて、受益者で
ある少女たちはコミュニティの少年たちが後れを
とり始めていると言い出し、少年たちも参加でき
るようにプロジェクトを開かれたものにすべきだ
と主張した。

その声に応えて、女子を対象とした研修プロ
グラムは男子にもふさわしい形に修正された。ま
た、各対象地でリーダーが指名され、フォロー
アップ活動の指導や進展の報告ができるようス
キル開発が行なわれた。男子を対象に含める目
的は、彼ら自身のエンパワーメントにつながる
だけではなく、自分の新しい役割を認識するう
えで役に立ち、女子の権利の理解・支持を可能
にするような知識を提供するところにあった。
パイロット・プロジェクトがうまくいったため、
このとりくみは４州の45カ所に拡大された。参
加した少年たちの最初の反応は励みになるもの

だった。彼らは以前よりも女子を支える姿勢を
見せるようになり、建設的なコミュニティ開発
活動にも参加し始めたのである。

貧困の役割

カリブ海諸国では、貧しい社会経済的状況に置
かれた少年や若い男性は学校から一層疎外されや
すくなることについて、政府の認識が高まってき
た。このような若い男性をとくに対象とした介入
も、いくつか行なわれてきている。カリキュラム
に問題を抱えている若者を対象としたバハマの
「若者エンパワーメント・スキル研修プログラ
ム」や、学校に行っておらず職にも就いていない
若者に焦点を当てたジャマイカの「青少年向上プ
ロジェクト」などはその例である（84）。

こういうトイレというのは学校のなか
でも一番後回しにされていました」と、
エル・ジェネイナの諸学校を監督する
モハメド・ムーサ・ハッジは語る。
「でも今では、適切な衛生設備は学校
の子どもたちにとってだけではなく家
庭でも大切だということがわかっても
らえています」

各学校にたったひとつの手押しポン
プがあるだけで、家庭にも多大な効果
が及ぶ。11歳のアワティフ・アフメ
ド・ムタラーは、毎日、学校のポンプ
から清潔で安全な飲み水を汲んで何本
ものビンに詰め、家に持ち帰る。それ
ぞれのビンは、飲むため、お茶をいれ
るため、食事の準備中に手を洗うため
といった具合に、家のなかでの具体的
な用途が決まっている。このような小
さな一歩で、予防可能な病気や死亡の
件数を少なくできることは証明されて
きた。生徒たちは親に働きかけて、ポ
リオやその他の予防可能な病気の予防
接種をきょうだいたちに受けさせたり
もしている（西ダルフールは新生児破傷
風の発生率が世界最高の地域である）。

過去の教育との対比がこれほど鮮や
かなところもない。生徒たちはかつて、
ほこりや砂利で覆われた地面にぎゅう

ぎゅう詰めになって座り、ペンも紙も
なく、できるだけたくさんのことを暗
記しようとしていた。長い距離を歩い
て家に帰り着くまで、おなかに食べ物
を入れることもなかった。

学校が復旧されたおかげで親たちは
進んで子どもを学校に通わせるように
なり、女子教育の拡大はコミュニティ
のなかでドミノ効果を発揮しつつあ
る。「隣の家が娘の教育に熱心なのを
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ブラジルでも、男子の教育問題を社会階級から
切り離して考えることはむずかしい。ストリート
の魅力を生き生きと描き出したアンダーソンの証
言を裏づけるのは、国際労働機関が最近実施した、
ブラジルの成年ギャング「コマンドー」への参加
が意味するものを検討した研究である。この類の
仲間集団では、とくに低所得地域においては、平
均的な教室内ではあまりふさわしくないと思われ
がちな行為や振る舞いが尊ばれる。また、所得デー
タを分析したところ、貧しい地域出身の少年は、
学校に行っても充分な金銭的見返りはないという
理由で自己正当化を図っていることがわかった。
リオデジャネイロ全体で計算すればわずか４年間
の就学ですむ平均収入を得られるようになるまで、
低所得地域出身者は11年間の教育を受けなければ
ならないのである（85）。

つまり、ラテンアメリカ･カリブ海諸国の「逆
ジェンダー格差」はけっして単純な現象ではない。

そこではむしろ、ジェンダーに関連した要因が、
個人個人の違いはもとより、階級や人種とも複雑
にからみあっている。すなわち、一方で、多くの
少年たちは学校でよい成績をあげ、楽しくやっ
ているが、他方では著しく困難な思いをしてい
る少女たちも少なくないということである。同
地域の――そして同じような傾向が出ている先進
工業国の――教育研究者や政策立案担当者の課題
は、ジェンダーに基づく固定観念を強化すること
なく、男子の否定的な教育経験に対抗していく方
法を見つけ出すところにある。

ジェンダーに配慮するということは、文字通り
のことを意味する。すなわち、女子と男子の双方
のニーズをはっきりさせ、女子も男子も充分に成
長できるような学校制度、教室、社会を創造する
ということである。それこそが「万人のための教
育」の最終目標にほかならない。
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見ると、自分の家の娘も学校に通わせ
ようとがんばるんです」とは、西ダル
フール州で女子教育部長を務めるマ
カ・アル・ドム・アフメドは言う。

このようなパートナーシップによ
り、教室で経験することの質も向上さ
れつつある。ユニセフは2002年、スー
ダン全土の2,759人の教員（うち1,200
人は女性）を対象として、参加・相互
作用型の教育手法や、男女平等をカリ
キュラムの基本に据えることについて
の研修を実施した。教師とコミュニ
ティの指導者たちは、演劇、スポーツ、
詩のワークショップを活用し、生徒た
ちを教育するとともに、広くコミュニ
ティにも大切なメッセージを伝えるこ
とに成功した。たとえばアル・フマイ
ラ女子学校の生徒たちは、踊りや詩を
盛りこんだパフォーマンスを準備し、
コミュニティのなかで平和と和解を推
し進めようとした。これは、乏しい水
資源と牧草地をめぐる遊牧民と農民と
の衝突が当たり前であり、1999年から
2001年にかけての争いで26校が全焼し
たこの地域では、とくに重要なことで
ある。

このような比較的孤立した村々で、
生徒やおとなたちは周辺の文化につい

ての視野を広げつつある。近くの遊牧
民についての理解を深めるのもその一
環である。調査によれば、子どもたち
の間でこのような理解が深まることに
よって、おとなどうしも対話に踏み切
り、平和にふさわしい環境を作り上げ
ることにつながるとわかっている。

ウム・ジュマー自身にとっても、子
どもにやさしいコミュニティイニシア
チブのもうひとつの側面が役に立とう
としている。もうひとつの側面とは、
子どものころに小学校に行けなかった
人々を対象とした成人教育センターの
設置である。ウム・ジュマーは今ア
ル・ウェーダ・センターに通い、主要
教科とともに、収入の足しになるよう
な実践的スキルを学んでいる。

このような成人教育センターは、コ
ミュニティに及ぼす効果という点では
小学校と同じぐらい重要である。「母
親自身が学校なのです。まわりのコ
ミュニティの人々にもいろいろ教え
てくれるのですから」と、ファティ
ヒヤー・アッバス校長は考えている。
女子教育を熱心に唱道するもうひとり
の人物は、エシャマ・エゼルディー
ン・アブドゥラーである。彼女自身は
読み書きができないが、今では看護師

をしている２人の娘が教育によってい
かに変わったか、目の当たりにしてき
た。「娘たちが学校に行ったおかげで、
家のなかもすごく変わったのよ。娘た
ちは、家の整理のしかた、掃除のしか
た、熱や下痢から身を守る方法を教え
てくれたわ。牛乳にハエがたからない
ように覆いをかぶせるとか、簡単なや
り方をね」

「変化の兆しはあります」と、マカ・
アル・ドム・アフメドは言う。「親た
ちは、娘の役割についての考え方を変
え始めているんです。昔は、女の子は
12歳で子どもを産んで、18になるころ
には３人の子どもがいたんですよ」

今はどうだろうか？　コミュニティ
の指導者、シーク・メッキ・バクヒー
ト・シアムには、ニアラ大学で獣医
学を学んでいる娘がいる。彼女と結
婚させてほしいという者たちが現れ
たとき、彼はこう言った。「とんでも
ない。教育が終わるまで待ってもら
わなきゃ」
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ミレニアム開発目標 
 
HIV／エイズ、マラリアその他の疾病と
闘うにあたっては、２つの目標―初等教
育の完全普及、ジェンダーの平等の促進
と女性のエンパワーメント―が決定的に
重要である。この闘いでは、予防と治療
がもっとも強力な手段となる。女子教育
はその両方を推進するものである。 
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6 正しい行動



女子教育は、政府の長が、開発の問題に対し
て短期的で代わり映えのしない解決策以上のも
のを求めようとするのであれば、まさに夢の投
資となる。女子教育に資金を拠出することによ
り、他の社会開発部門が手薄になるどころか、
その活動に付加価値が加わるのである。それは、
子どもや妊産婦の死亡率を削減し、子どもの健
康状態を良好に保ち、HIV／エイズの発生件数
を少なくすることによって、保健システムにか
かる重圧を緩和する。女性のスキルと生産性を
高めることにより、貧困を少なくし、経済の長
期的強化をもたらす。女子教育とその他の開発
分野に密接な関係があるということは、たとえ
ば、ある学校で安全な水と衛生設備を用意する
ために一度支出するだけで、二重の効果が期待
できるということである。すなわち、一度の支
出によってコミュニティの健康・衛生状態が改
善されるとともに、より多くの女子を学校に来
させることができる。

費用は克服可能な範囲内である。教育に関する
ミレニアム開発目標―2015年までにすべての子ど
もが初等教育を修了できるようにする―を達成す
るための追加費用の見積りには、年間91億ドルか
ら380億ドルまでと幅がある（86）。世界銀行の見積
りは380億ドルであり、そのほとんどは開発途上国
自身が負担することになっているが、そこには50
億～70億ドルの資金不足があり、それは外部から
の援助によって埋められなければならない（87）。と
いうことは、今から2015年までの間に約600億ドル
の追加援助がなければならないということである。
これはかなりの額だが、常に資金が見つかるよう
にみえる大規模な軍事作戦の費用に比べれば、相
当に少ない。

実際的な障壁も克服可能である。教育に関わる
問題で解決策のないものは実質的に存在せず、し
かもその解決策はすでにほかの場所で試行・検証
されている。女子教育にともなう利益には議論の
余地がなく、変化をもたらすことのできる戦略と
具体的措置はよく知られている。このような戦略
と措置は、世界中のプロジェクトやプログラムで
すでに適用されてきたものである（「付録Ａ：ほと
んどすべての問題への解決策」参照）。

長年の経験から、女子教育のイニシアチブのな
かで何がうまくいき、何がうまくいかないのかと

71世界子供白書　2004

B
ea

tr
ic

e 
P

ro
g

id
a/

20
03



開発の課題は万

人のための教育

の課題であり、

万人のための教

育を達成するこ

との課題は女子

教育の課題であ

る。
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いうことについては、一層洗練された形で正確に
理解されるようになっている。たとえばサハラ以
南のアフリカで実施された評価では、既存の教育
プログラムにジェンダーのアプローチを接木する
だけではうまくいかないことがわかった。このよ
うな試みが行なわれたあらゆる場所で、既存のプ
ログラムは変化を受け入れないことが証明されて
いる。女子教育プロジェクトは最初からそれとし
て立案されなければならず、政府とプログラム企
画者の双方からコミットメントを得ていなければ
ならない。

女子教育プログラムには、３つの明確な目標
が必要である。学校に行っていない女子の合計
人数を少なくすること。女子にとっても男子に
とっても教育の質を向上させること。そして、
すべての子どもの学習成績に進歩が見られるよ
うにすることである。アクセスの問題に対応す
る介入を質の問題に対応する介入と組み合わせ

て実施することは、排除された子どもや危険な
状況に置かれた子ども、とくに女子を発見し、
学校に入れるとともに、このような子どもが安
全で生産的な環境に留まり、学習し、成果を収
められるようにするうえで役に立つ。このよう
な介入は、教育制度がすべての子どもに効率的
に成果をもたらせるようにする一助となるので
ある（88）。

アフガニスタンのケースは、国際社会が危機へ
の対応に真剣にとりくんだときに何ができるかを
示すものである。そこでは、複合的な要因――学
びたいという子どもたちの強い思い、子どもたち
にかける親の夢、政府の主導的姿勢、支援しよう
という国際社会の積極的意思――が組み合わさっ
たときに何が可能となるか、劇的な形で証明され
た。数十年に及ぶ紛争中、とくにタリバン時代に
教育を奪われてきたアフガニスタンの家族は、子
どもたちを学校に行かせてやりたいという圧倒的
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アフガニスタン：再来
「どんな気分かなんて、とても説明
できません。タリバンが権力を握っ
た２年後にアフガニスタンを離れ、
タリバン体制が終わってから戻って
きました。この気持ちは言葉では言
えません」と、ナジバ・フォロー＊

は目に涙を浮かべて語る。彼女は、
ナヒーサ・バルバド校の校長に復帰
したところである。

タリバーン統治下では女子の教育
が禁じられていたが、自宅で秘密の
教室を開いていた親や教師も少なく
なかった。祖国を去らねばならない
とついに決心するに至った事件を思
い出すとき、フォロー校長の目には
ふたたび涙が浮かぶ。彼女の学校は、
タリバーンによって通信基地に鞍替
えされた。彼女はブルカに身を包み、
かつて自分の学校だった場所のまわ
りを毎日歩いていた。

ある日、ブルカを着た女性にあい

さつされた。声だけではだれかわか
らなかったので、ブルカをとって顔
を見せてくれるよう頼むと、元生徒
だということがすぐにわかった。数
分間話をしたあと別れたが、その元
生徒が校庭を去る前にタリバンのメ
ンバーが近づいてきて、彼女を殴り
始めた。校長は駆け寄り、体で元
生徒をかばおうとしながら、彼女が
ブルカをとったのは自分が頼んだか
らだと説明した。校長はそのあとす
ぐにパキスタンに移り、アフガニス
タン難民を教育する仕事に就いた。

「教育はすべての社会の基礎です」と、
彼女は付け加える。「学校の門を閉
ざすということは、刑務所をいっぱ
いにするということなんです」

国連が承認した軍事作戦によるタ
リバン追放以降のアフガニスタンの
戦後経験は、学校の門をもう一度開
くことこそ未来の成功、繁栄および

平和の基盤を整える最善の方法であ
ることを示している。

アフガニスタンで2002年に展開さ
れた「学校に戻ろう」キャンペーン
は、国際社会が危機への対応に真剣
にとりくんだときに何ができるかを
示すものである。数十年に及ぶ紛争
中、とくにタリバン時代に教育を奪
われてきたアフガニスタンの子ども
たちは、学校に行きたいという圧倒
的な思いを抱えていた。緊急事態下
にあって子どもたちに教材を提供し
たユニセフの役割は、そのもっとも
誇らしい成果のひとつであり、これ
までにユニセフが実施した活動のな
かでも最大規模のものだった。

2001年末、暫定政権はユニセフの
支援を得て、同国の教育制度を再建
するために全力を尽くした。最初に
焦点が当てられたのは、150万人の
子どもたちが2002年３月末から学校

な思いを抱えていた。緊急事態下にあって子ども
たちに教材を提供したユニセフの役割は、これま
でにユニセフが実施した活動のなかでも最大規模
のものだった（アフガニスタンに関するパネル、
73ページ参照）。

教育の新しいパラダイム

この白書全体を通じて、女子教育と開発の成果
との相互依存関係を分析・議論してきた。女子を学
校に通わせ、学校に留めておくためには、あらゆる
レベル―家族、コミュニティ、地方・中央政府―
で統合的な戦略が必要である。あまりにも長く、
女子が教育を受けられないのは私事であって、
個々の家族で対応すべき問題と考えられてきた。
しかし白書で提示した証拠は、すべての女子を教
育するという課題はあらゆる部門の開発課題であ
ることを実証している。

教育大臣にとっての課題であることは、もちろ
んだが、しかし、それだけではない。

財務大臣は、初等教育に充分な予算を配分しな
ければならないし、費用を廃止し、貧しい家族に
充分な賃金を保障することで、学校を経済的に無
理のないものにしなければならない。

保健大臣は、適切な保健サービス、水および衛
生設備を整えなければならない。

労働大臣は、働く子どもが搾取されたり教育を
否定されたりすることがないよう、保護基準を確
立しなければならない。

法務大臣は、学校を安全な場所にしなければな
らない。

計画大臣は、子どもが生存・成長するために必
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要なサービスを、地域コミュニティや親自身が監
督できるようにしなければならない。

前進のための７つのステップ

世界で6,500万人の女子が学校に行っていないと
いう事実が、戦争と同じように世界の注目を集め
ることは決してないだろう。少女たちを、砂漠に
戦車を走らせることで救うことはできない。彼女
たちの苦境を大見出しで訴えても、視聴率や日刊
紙の部数が急増することはないだろう。少女たち
の失われた可能性が新聞の一面の写真を飾り、快
適な暮らしている人々の良心を痛ませることはな
い。

しかし、少女たちの苦境はそれでも緊急事態な
のである。各国政府、援助機関および国際機関は、
彼女たちを救うために実際的な措置をとらなけれ

ばならない。あたかも、テレビカメラが回るなか、
戦争地帯の上に位置する山々で6,500万人が立ち往
生しているかのような状況と同じぐらい、緊急な
対応が必要とされているのである。
社会のあらゆるレベルの指導者は、手を携えて

次のことをしなければならない。

１．開発努力の不可欠な要素に女子教育を含める
こと。

経済開発や貧困削減プログラム全体で中核的
な人権原則が尊重され、女子の権利が明示的に
保護されなければならない。各国政府、国際金
融機関、二国間・多国間援助機関が社会正義の
原則を開発プログラムに適用すれば、社会のす
べての人々にとって、とりわけもっとも周縁に
追いやられた人にとって、よりよい成果が生み
出されるはずである（「ボックス６：予算と人
権」参照）。

に行き始められるようにすることで
ある。地域内で70万人分の学習教材
が調達され、足りない分はデンマー
クにあるユニセフの第一倉庫から空
輸された。国境を越えてすぐのパキ
スタン領内で梱包作業を何もないと
ころから始め、新たに雇用された地
元職員180人が２交代制で作業を進
めた。２カ月もしないうちに５万箱
の教育キットが作成されたが、これ
は１分で２箱のペースである。タジ
キスタンとウズベキスタンで進めら

れていたもっと小規模なパッケージ
作成班も、１万箱以上の教育キット、
400箱のレクリエーション・キット、
600個の学校テントを作成した。約
7,000トンの教育物資を全国に配布
する作業には、教育行政官だけでは
なく、全国的な予防接種ネットワー
クを構築していた保健員も従事し
た。

キャンペーンのもうひとつの目標
は、教育省の能力構築だった。全体

で600人がデータの収集・普及プロ
セスを手伝う窓口に指定され、地域
ワークショップに参加して技術的・
財政的支援を受けた。

2002年３月23日、アフガニスタン
全域で、約3,000校の学校が男女の
子どもたち数百万人にその門を開い
た。そのときまでに物資の93％は配
送済みだった。2002年９月までには、
同国の南部でさらに多くの子どもた
ちが――パキスタン、イランその他
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アフガニスタンの子どもと若者のみなさんに、私はこう申し上げたいと思います。

……みなさんの親、先生たち、政府のかたがた、そして世界中のたくさんの人々が、

みなさんが心機一転して学校に通い始められるように努力してきました。これは、

おとなである私たちの責任です。そして、今度はみなさんの番です。この機会をせ

いいっぱい活用しましょう。先生の話をよく聞き、学べることはすべて学び、質問

をし、いろいろな考え方に常に心を開いていてください。そして、もうだれにも学

校を取り上げられないようにしてください。それはみなさんの権利です――それは、

男の子と女の子両方の権利なのです。（2002年３月23日、「学校へ戻ろう」キャン

ペーンの開始にあたってキャロル・ベラミーが贈った言葉）



●教育、健康、食糧、安全に対する女子の権利が
侵害されないよう、経済危機や国家政策の変更
のときにも公的サービスは保護されなければな
らない。

●機会均等だけでは不充分である。「結果の平等」
に焦点を当て、すべての子どもが、女子も男子
も同様に、質の高い同じ教育を受けられるよう
にしなければならない。

●自分たちの生活に影響を及ぼす決定に参加する
子どもと家族の権利が尊重されなければならな
い。教育予算の配分や開発についての関連の決
定など、彼らに影響を及ぼす公的問題において
は子どもと家族の意見を考慮にいれる必要があ
る。女子は、民主的統治にとって不可欠な意味
のある参加の機会を平等に保障されるべきであ
るし、そのための準備も平等にできなければな
らない。

２．女子教育を支える国家的精神を創出すること。

「学校に行かない女子をひとりも出さない」という
国家的精神が創り出されなければならない。そう
することによってコミュニティは、女子が学校に
行かずに家庭に押しこめられている状況について、
男女の子どもがもっと目に見える形で労働搾取を
受けている場合と同じぐらい、憤慨・懸念するよ
うになる。このような精神を創り出すためには、
広範な市民教育キャンペーンを実施し、女子教育
が家庭や社会にとってどのぐらい利益となるかを
説明することが必要である。政治家から親まで、
民間セクターからマスメディアまで、社会のあら
ゆる層が参加しなければならない。政府は、女子
を学校に通わせ、中途退学させないことに対する
説明責任を負うべきである。このために以下のよ
うなとりくみが必要となる。

●学校に行っていない女子の人数を定期的に報告
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の周辺諸国から帰還してきた難民の
子どもたちや、キャンプを離れて家
に帰った国内避難民の子どもたちと
ともに――学校に復帰した。これに
より、この年に就学した子どもは当
初見通しの２倍の総計300万人に達
した。そのうち約30％が女子である。
多くの地域では、これは大きな前進
を意味する。タリバン以前でさえ、
初等学校相当年齢の女子のうち５％
しか就学していなかったためであ
る。

2003年の教育キャンペーンの課題
は、国際社会の関心が――というこ
とは資金が――ほかへ移ってしまっ
たときに、この体制を維持・拡大し
ていくことである。教育の質が最重
要課題となった。子どもたちが今、
学校から離れていけば、学校制度が
再建できたときに、連れ戻すのは非
常にむずかしくなるからである。そ
う考えた教育省は、ユニセフに、
2003年度が始まるまで冬季教員研修
ワークショップを実施してほしいと
依頼してきた。生徒中心の授業方法、
授業計画、地雷に関する意識啓発に
焦点を当てた８日間の研修コース
を、１万9,500人の小学校教師が受講
した。

今なお膨大な問題が残るとはい
え、この２年間でアフガニスタンが
収めてきた成果は目覚ましいもので
ある。紛争後の緊急事態で教育が最
優先課題に位置づけられたのは、こ
れが初めてだった。街では男性の姿
しか見かけないという光景にあまり
にも長く慣れてきた社会では、子ど
もたちが肩にカバンをかけて学校に
行く姿を目にすること自体、よりよ
い未来を約束するものだった。

アフガニスタンでは、教育が渇望
されていることは一目瞭然である。
同様に、人々は自分たちに壊れた国
を建て直す力があると信じている。
教師のソラヤ・ハビビは、タリバン
によって禁じられるまで、19年間教
職に従事してきた。家のなかでこっ
そりと授業をしていたが、今では教
壇に戻って一番得意なことができる
ので大喜びである。「この国の未来
に、この子どもたちの未来に貢献で
きて幸せです。いいですか、私はこ
の５年間、何にもしなかったんです
よ。――今は、ただ、子どもたちに
教えたいのです」

この国では、少なくとも今のとこ
ろ、教師が価値ある存在であること

を子どもたちも心からわかってい
る。アブドゥル・ガフール・ナデー
ム校の掲示板には、ある生徒が書い
たこんな詩が掲げられていた。「先
生は私たちの人生の光。先生たちが
いなければ、社会はこわれてしまう」

※このパネル内のいくつかの名前は仮名

です。
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して公開するとともに、この問題を、失業率の
上昇と同じぐらい緊急の国家的懸念の対象とし
てとらえなければならない。

●各国は、ジェンダーの同等の地位が達成される
まで女子または男子を就学させることに使途を
限定した、教育税または資産課徴金の導入を検
討すべきである。

●政府は、国内で成功を収めたプロジェクトを
記録して全国展開するとともに、女子が基礎
教育を修了できるようにするうえで、それら
がどのぐらい効果的だったか、評価を行なう
べきである。

３．学校に関連する料金をいっさい認めないこと。

学校は、経済状態がよくなったときにお金を出
す、選択可能な追加品ではない。人権である。教
育制度がこの原則にもとづいて運営されれば、も
っとも周縁に追いやられ、不利な立場に置かれた
人々――その過半数はほとんど常に女子である―
―に学校教育を保障するための大きな一歩を踏み
出したことになる。初等教育はすべての子どもを
対象とした、無償かつ義務的なものでなければな
らず、親には子どもがどのような教育を受けるか
の選択権が与えられなければならない。小学校の
料金や費用負担はただちに廃止される必要がある。
親が子どもの学校教育にお金を払わなければなら
ないと、万人のための教育は不可能となり、女子
は男子よりもはるかに不利な立場に置かれてしま
う。教育はすべての子どもの権利として支持され
なければならない。

４．「教育という箱」の内側・外側両方から考える
こと。

教育一般―そしてとくに女子教育―が、各国の
貧困削減戦略ないし貧困削減に関連するその他の
国家計画に完全に統合されなければならない。成
功したプログラムは規模の拡大を図る必要があ
る。

女子の学校教育は次のような措置をとることで
促進できるし、そうすべきである。

●女子・女性を保護する、反差別のための法律お
よび政策

●女子・女性に焦点を当てたHIV／エイズ予防プ
ログラム

●男子と女子を平等に扱い、性別役割やジェンダー
の役割の問題も取り扱う乳幼児ケアプログラム

●家庭と学校で水と衛生設備を確保するための投資

●とくに女子の状況に注意を払いながら、コミュ
ニティの暴力を減らし、子どもを搾取や虐待か
ら保護していくための努力

同時に、以下のような条件が整ったときには学
校で積極的な成果が生ずることを示す豊富な証拠
にもとづいて、教育への投資が進められるべきで
ある。

●スポーツ、文化的活動、生徒会活動、学校運営
などに女子が参加する機会が多くなること。

●娘を学校に通わせ続け、成績向上に積極的に寄
与する家庭を対象とした奨励策と財政支援が用
意されていること。

●子どもの権利やジェンダーに配慮した学級運営
方法について教師が研修を受けていること。

●教師が、生計を維持できるだけの賃金を定期的
に支払われていること。

●親に対し、学校の運営や支援をする権限が認
められていること。PTAに親の参加が得られ
ていること。家庭の学習環境を向上させ、子
どもの成績について前向きな期待を表現でき
るようにするための支援が、親に提供されて
いること。

５．学校をコミュニティ開発の中心に位置づける
こと。

学校や公式ではない学習空間は、授業とスキル構
築のための場というだけではなく、コミュニティの
参加と開発の中心になるべきである。紛争状況や緊
急事態におけるユニセフの経験によれば、教育には、
悲劇や混沌を癒しと希望に変容させる力がある。若
者たちの生活を立て直し、精神をふたたび高揚させ、
どんなによくてもその未来は不安定な子どもたち
に、理解を与えてくれるからである。
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ボックス6

開発に対する人権アプローチでは、すべての
権利を漸進的に実現することが要求される。国
は利用可能な資源を最大限に動員するととも
に、市民の人権を充足するための長期的財政計
画を確立しなければならない。

予算策定過程を分析し直すことが必要であ
る。現在は、マクロ経済の枠組みが最初に定め
られ、それとともに成長または安定に関する目
標が設定される。政府支出について言えば、利
用可能な資源が権利を充足するためのプログラ
ムに真っ先に割り当てられることはなく、債務
支払い、国防、成長関連の部門への配分額が決
まったあとで、その残りをもらうというのが現
状である。政府はミレニアム開発目標や「子ど
もにふさわしい世界」の目標に対してコミット
メントを表明したかもしれないが、その実行の
ために配分される資源は必要額にはるかに届か
ないことが多い。このような事態を防止するた
めには、権利充足のためのプログラムに充分な
資金を拠出することが、予算策定における考慮
事項の最後のほうではなく筆頭に位置づけられ
なければならない。

予算の組み直しに政府が奮闘する過程では、
いくつかの現実を考慮する必要がある。

権利は相互依存的である。すべての権利は同
じように大切であり、ひとつの権利をないがし
ろにすることは他の権利の充足を不可能にした
り、阻害したりすることがある。たとえば、保
健、教育、栄養、水の面での進展は相互に強化
しあい、成長の支えともなるものである。この
ような相乗作用は、すべての権利の充足に向け
て行動することの正当性を示している。

後退が禁じられることも、人権に基づくアプ
ローチが有するもうひとつの基本的側面であ
る。いかなる者も、意図的な公的措置の結果と
して、権利の充足の度合いを引き下げられるべ
きではない。多くのマクロ経済改革は、貿易や
税制の変更も含め、一部の人々、通常は貧困層
への否定的影響を尻目に実施されている。この
ような改革そのものは人権原則に逆行していな

いかもしれないが、それによって一部の世帯が
子どもの基本的ニーズを満たせなくなるように
する点で、人権原則に違反している。このよう
な政策転換には、セーフティネットが必要不可
欠である。

人権アプローチはまた、平等なアクセスや機
会均等に留まらず、平等な結果を求めるもので
もある。たとえば、障害児が学校教育から平等
に利益を得るためには、健常児よりも多くの資
源を必要とすることが多い。子どもの権利条約
第23条は、締約国が「障害児の特別なケアへの
権利を認め」るよう求めている。

最後に、このアプローチの根本にあるのは参
加である。市民の自由を守るうえで、また国が
市民の権利の漸進的実現のために利用可能な資
源を最大限に配分することを確保するうえで、
民主的参加は欠かせない。草の根レベルで参加
を進めることにより、いかなる人も差別されず、
または差別を理由として利益を否定されること
がないようになる。草の根レベルでのプログラ
ムの実施は、全員がなるべく最善の結果を得ら
れるようにするため、参加型で、透明な、責任
の明確なものであるべきである。

予算と人権



同様に、HIV／エイズの蔓延によって、緊急事
態においては教育が重要な役割を果たすという教
訓が痛切に感じられている。学校は、子どもや若
者をHIV感染から守る、もっとも効率的で費用対
効果の高い方法であることが証明されてきた。こ
の事実だけでも、HIV／エイズの蔓延と闘い、そ
の影響を緩和するための努力の中心に学校を位置
づけるべきことが、力強く明らかにされている。

学校は、伝統的に教育から排除されてきた女
子であれ、路上で生活している子どもたちであ
れ、すべての子どものニーズを満たせるだけの
柔軟性を備えなければならない。それと同じよ
うに、HIV／エイズによって親をなくしたり権
利侵害を受けやすい立場に置かれた子どもの増
加にも、学校は対応する必要がある。子どもや
若者、とくにHIV／エイズの影響をもっとも受
けやすい孤児や女子にとって、自分自身とコミュ
ニティを守るために必要な知識を身につけること
を通じて最大のエンパワーエントをもたらしてく
れるのは、教育である。教育は、彼らがよりよい
未来の構築のためにに必要な知識とスキルを獲
得するのにも役に立つ。そして、HIV／エイズ
の蔓延を悪化させる差別と無知を解決すること
ができるのも、教育なのである。
このように、子どもと若者の生存を脅かす

HIV／エイズその他の脅威に対応していくにあ
たっては、その活動の中心に教育が位置づけら
れなければならない。

６．諸戦略を統合すること。

女子教育を妨げる複合的な要因に立ち向かうた
めには、統合された戦略が必要である。このような
統合は、３つのレベルで進められなければならない。
３つとは、a) 投資、政策および制度、b) サービス
の提供、そしてc) 概念的枠組み,すなわち、経済学
的アプローチと人権アプローチに関する概念枠組
みの統合である。

ａ．投資、政策および制度面のイニシアチブ
いくつかの目標のために財源を配分しても、

その効果を損なう可能性のある政策に同時に対
応しなければ充分ではない。学校の数を増やし
ても、利用料その他の障壁によってひきつづき
就学が妨げられるのであれば、その効果は限ら
れたものになる。同じように、利用可能な資源
がもっとも高い生産性を発揮するのは、政策

面・制度面でその活用を促すような環境が備わっ
たときである。たとえば地方分権化、法改正、
パートナーシップおよび参加は、いずれも資源
の効果を高めることにつながる。

ｂ．サービスの提供　教育、保健、栄養、水、衛
生に関わるサービスを、とくにそのようなサービ
スの提供の面で効果的に調整することで、プログ
ラムの実効性を高めることができる。たとえばコ
ミュニティ・レベルでは、学校単位の委員会を窓
口として、より直接に教育に関連するサービスだ
けではなく、予防接種、栄養および衛生に関わる
介入の調整も行なうことができるだろう。

ｃ．概念的枠組み　一般的に、投資、政策または
制度面の手段の準備にあたっては経済学の枠組み
が用いられている。これらの手段が完全に経済的
原則にもとづいて策定されるのであれば、もっと
も貧しく、もっとも周縁に追いやられた人々のた
めに、プログラムの目的を実現するうえでは効果
を発揮することはできない。しかし、経済学的ア
プローチにおいて人権の諸原則がきちんと考慮さ
れれば、貧困削減、社会開発、格差の縮小をめざ
したプログラムの実効性ははるかに高まるのであ
る。

７．教育に対する国際資金の拠出を増やすこと。

すべての先進工業国は、政府援助の10％を基礎
教育に配分するとともに、その過程で女子の利益
となるプログラムを優先するべきである。これは、
国民総生産の0.7％以上を援助に、そして0.15％以
上を後発開発途上国向けの援助に振り向けるべく
迅速に行動するという、モンテレー（メキシコ）
で開かれた国際開発資金会議のコミットメントを
誠実に実行すれば可能である。

ファーストトラック・イニシアチブを拡大して
対象国を増やし、そのニーズに応じた迅速な資金
提供を保証することも必要である。「万人のための
教育」を追求しており、ファーストトラック・イ
ニシアチブの支援を受ける資格があるすべての国
に対して、ドナー諸国の政府が約束した財政支援
が緊急に提供されなければならない。同イニシア
チブは、初等教育の完全普及という目標に真剣に
コミットしていることを実証したすべての国の政
府を対象とすべく、拡大が図られるべきである。
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20世紀から持ち越された課題

女子教育についての目標年次である2005年とい
う年に世界が関心を集中させなければ、2015年ま
でに達成すべきミレニアム開発目標は、実現され
ないまま先送りされるだろう。国際社会が今行動
を起こさなければ、さらにもうひとつの世代の少
女たちが無知、虐待、搾取、HIV／エイズの犠牲
になるだろう。そうなれば私たちは、思ったより
も近い将来、数百万人の幼い子どもたちを、なく
てもよい死、避けることのできる栄養不良と病気、
人間の可能性の無駄にしてしまうだろう。

女子教育は、科学的検証を待つ必要のない分野
である。何が必要とされており、どのような対応
が効果的か、私たちは充分に承知している。ミレ
ニアム開発目標の達成は脅かされているが、女子
教育に投資することにより、達成への道を歩むこ
とが可能である。開発はその歩を弱めているが、
女子教育によって新たな勢いを獲得できるだろう。
数百万人の子どもたちがHIV／エイズの影響を受
けているが、ジェンダーに配慮した学校はケアと
癒しの場所になりうる。世界中の子どもの権利が
毎日、組織的に侵害されているが、教育に対する
女子の権利を確保することは、すべての子どもの
安全と保護へのかけ橋である。

20世紀から持ち越されたままのこの課題を解決
せずに、私たちはこれ以上21世紀を歩んでいくこ
とはできない。

世界子供白書　2004 79



46%

ミレニアム開発目標

環境の持続可能性を確保するためには、
２つの目標――初等教育の完全普及、
ジェンダーの平等の促進と女性のエンパ
ワーメント――が重要である。学校で安
全な水と男女別のトイレが用意されてい
れば、女子の出席率は向上し、コミュニ
ティの生活の質も高まる。 
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1993／1994年度は190万人だったのが、1994／
1995年度には320万人に増えたのである（89）。

学級内でとられる戦略

●コミュニティの生活と環境に根ざした、一層
子ども中心でジェンダーに配慮した学級づく
り。グアテマラの「ヌエバ・エスクエラ・ウ
ニタリア・ビリンゲ」（新しい学校・二言語統
合）文化交流プログラムは、参加型の授業・
学習を基盤とし、遊びと勉強を創造的に組み
合わせたものである。教師は、人口の半数に
とって重要でありながらこれまでは周縁に追
いやられていた、マヤの言葉と文化を全面的
に活用する。その結果、修了率は全国平均よ
りも高くなり、女子の就学率も上昇した（90）。

●ジェンダーと子どもの権利に配慮した教員を
採用・養成し、生計を維持するに足る賃金を
定期的に支払う。教員は、女性も男性も、学
級内のジェンダーに関する意識を高めるため
の研修を受けるべきである。ザンビアなどの
いくつかの国では、このような取り組みが行
なわれなかったために、教員が男子の参加ば
かり奨励して女子の参加をそれほど大切にし
なかったり、学校の仕事をあくまでもジェン
ダーの線によって分け、女子には床やトイレ
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ほとんどの
問題を解決する方法

以下の戦略は、学級のなかで用いるものにせよ
外で用いるものにせよ、女子の出席率・修了率を
高める効果があると証明されてきたものである。
いずれも、安全で、健康的で、ジェンダーに配慮
した、子ども中心の環境のなかで効果的な学習を
確保しようとする学校のモデルを、それぞれのや
り方で促進することをめざしている（「ボックス７．
子どもにやさしい学校」参照）。

これらの戦略をすべて一度に実現できる国は存
在しない。政府は、女子がどのような障壁に直面
しているのかを選択の前提条件として分析したう
えで、もっとも適切な介入を選んで組み合わせる
べきである。このような障壁を親や子どもがどの
ようにとらえているか調査することは、このよう
な分析を行なううえで重要な役割を果たしうる。

教育を無償かつ義務的なものとすることは、教
育におけるジェンダー格差を解消し、教育の完全
普及を達成するためのあらゆる国家計画における
基本中の基本である。息子と娘のどちらを学校に
やるか、経済的事情から選択を余儀なくされたと
き、貧しい家庭は息子を学校に行かせることが多
い。費用を廃止したり、娘が学校に行っている家
庭に財政支援を提供したりすることは、女子の学
校教育の利点を説明するとともに、本当の意味で
の変革をもたらしうる。たとえばマラウイでは、
1994年に学校の費用を廃止したことによる初期効
果が、就学者数の約70％増という形で表れた。



の掃除ばかりやらせたりということが生じた（91）

（「パネル：希望に満ちあふれた教師」47ペー
ジ参照）。

女性教員が全員ジェンダーに配慮した授業方法
をとるという前提には無理があるが、地域によっ
ては女性教員の採用人数を増やすことがとくに必
要な場合もある。女性教員は女子のお手本となり
うるし、女子生徒の親も一層安心できる場合があ
るからである。

初等教育の就学率がどちらかというと高い国々
では、女性教員の割合のほうが高くなる傾向にあ
る（92）。ケニアでは、英国国際開発省の資金提供
による「小学校運営強化」プロジェクトにより、
研修を受ける校長の２人に１人は女性でなければ
ならない。その結果、女性校長の割合は10年間で
10％から23％へと急上昇し、小学校段階では全教
員の41％を女性が占めるようになった（93）。同時
期に初等教育修了率も上がっている。1994年から
2001年にかけての修了率は46％（男子48％・女子
43％）だった。それが、2002年には男女とも56％
に向上している。養成教育を受けた小学校教員の
割合は70％（1990年）から97％（2002年）に増
えた。

●学校における健康増進。ミャンマーには、健
康に対する全体的なライフスキル・アプロー
チをとっているプログラムがある。「学校を基
盤とした健康的生活・HIV／エイズ予防」プ
ログラムは、２年生から９年生の子どもを対
象とし、標準カリキュラムの一環として教え
られている。これは、HIV／エイズから身の
まわりの衛生まで、栄養から薬物までに至る
さまざまな健康問題・社会問題に焦点を当て、
コミュニケーション、協力、問題解決といっ
たライフスキルの発達を狙いとした活動を通
じて深く考えていこうとするものである。こ
のプログラムは、いくつかの劇的なサクセ
ス・ストーリーを生み出している。たとえば
タシレイクのある村では、クラスでヨード添
加塩の有用性を学んだ子どもたちからの圧力
で、ヨード添加塩が使用され始めた。1998年
に開始されたこのプログラムは、今では約
9,000校の生徒130万人を対象としており、政
府はこれをライフスキル教育の全国標準とし
て採用しようとしているところである（94）。

●学校におけるスポーツの促進。女子がスポー
ツに参加できるようにすることも、教育で男
女の同等の地位を達成することに寄与しうる。
スポーツは多くの国で伝統的に男子の領域と
されており、そこに女子が参加することは、
ジェンダーに基づく固定観念を問い直し、根
強く残る態度を打ち砕くものである。女性の
運動選手が認知されるようになれば、他の女
子の信頼できる相談相手となる。スポーツを通
じて、女子にはリーダーになる機会、自信と自
尊心を高める機会が与えられる。女子はスポー
ツに参加することで新しい対人スキルを獲得す
るとともに、新たな社会的ネットワークを通じ
てさまざまな機会に接し、学校やコミュニティ
の生活に一層積極的に参加できるようになる。
ルーマニアでは、スポーツを通じてマイノリ
ティであるロマの学校参加が向上した。学校
に通うこと、一定の成績を収めることを条件
として、男女を問わずスポーツチームに参加
する機会を提供したからである（95）。ジンバブ
エで若者が中心となって進めている「スポーツ
を通じた青年教育」プログラムは、参加者に対
し、学校に通い続けること、コミュニティでボ
ランティア活動をすることを求めている。この
プログラムの狙いは、若者たちがライフスキル
を身につけ、他の若者たちにその知識を伝え、
よいお手本としてコミュニティに貢献できるよ
うにすることである。2000年以降、このプログラ
ムは10の州で実施され、２万5,000人の若者が参
加してきた（96）。

●教科書や学習教材からジェンダーに基づく偏
見をなくす。教科書、学級教材、授業計画を
注意深く改訂することは、女子にとっての重要
性もさることながら、その質や、すべての子ど
もの生活との関連性を高めることにもつながり
やすい。ベトナムでは、ジェンダーに配慮した
新しい教員研修プログラムを開発したり、今後
教科書がジェンダーに中立的なものになるよう
にしたり、国の教育管理官や地元のPTAのメ
ンバーを対象としてジェンダーと子どもの権利
に関する研修を提供したりといったとりくみ
を、政府が進めている（97）。ソマリアでは、カ
リキュラム開発および教員養成にあたってジェ
ンダーを基盤としたアプローチをとることで就
学者数が28％増加し、26万人を超えた（ただ
し女子が占める割合は35％から変わっていな
い）。教育を求める親やコミュニティの声は高
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まり、コミュニティ教育委員会に積極的に参加
する女性の人数も増えている（98）。

●柔軟な時間割を組む。子どもが学校から排除さ
れるのは、男子よりも女子に家庭内の責任や家
事が多く割り当てられることが理由であること
も多い。バングラデシュのBRAC学校は女子へ
の配慮を優先課題としており、他の多くの国々
もそのとりくみを参考にしてきた。その時間割
は柔軟である。１日２時間で週６日開設されて
いるが、開設時間を決めるのは地元の親たちで
あり、年間予定も収穫のような地元の事情にあ
わせて調整されている（99）。BRACが運営する学
校はその大成功のおかげでたちまち広がり、現
在の就学者数総計は約120万人である。このプ
ログラムでは女子の就学がとくに重視されてい
るため、非公式な初等教育や年長の子どもに基
礎教育を提供する学校に通う子どもの約70％を
女子が占めている。BRACによる学校の教師の
約97％が女性である。

●地元の言葉で授業をする。授業で用いられる
言葉が子どもの母語ではない場合、女子にとっ
て一層障害となることが多い。女子は、家族
以外の社会的環境に接することが少ない傾向
にあるためである（100）。ペルーでは、女子・男
子ともまず母語のケチュア語で授業を受け、
そのあと第２言語としてスペイン語を学ぶ。
アンデスの貧しい山村地域にある、ケチュア
語を母語とする人々を対象とした複数学年学
級や教員ひとりの学校でも「文化交流バイリ
ンガル教育」を実施しようという提案のおか
げで、子どもの作文やコミュニケーション能力
は男女とも50％向上した。ブルンジで実施さ
れた研究によると、1973年に母語による授業
が導入されて以降、学校のアクセスしやすさ
が大幅に改善され、出席率の全般的向上につ
ながっている。その結果として学校教育への
需要が高まったことに応えるため、特別措置
として二部制が導入された。

学級外でとられる方策

●男女別の教育統計を収集する。これには、初
等・中等・高等教育段階での学習成績に関す
る統計も含まれる。今ではすべての国々が、

男女の子どもの就学率を計算した統計を収集
している。このようなデータは、教育・学習
の質を高め、ミレニアム開発目標に向けた進
展を測定するためにはきわめて重要である。
ジェンダー別のデータに加えて、できるかぎ
り、都市部と農村部の別、世帯の収入、母親
の学歴といった要素別のデータも作成しなけ
ればならない。このようなデータの分析は、
格差のなかに隠れた格差――たとえば、ジェ
ンダーがどのように貧困や民族とからみあっ
て複合的な不利益を生み出しているか――を
顕在化させるうえで貴重な役割を果たす。し
かし、学習成績を充分体系的な形でモニター
している国はほとんど存在せず、モニターの
結果をジェンダー別に明らかにしている国は
さらに少ない。

●乳幼児ケアプログラムを実施する。就学前ケア
によって利益を受ける可能性はすべての子ども
にあるが、学校に備えるという面での効果は男
子よりも女子にとって一層大きいことがわかっ
ている（101）。それはまた、家庭を除けば、ジェ
ンダーに基づく固定観念に対応することができ
る最初の機会である。ボリビアでは、「カル
パ・ワワ」や「クスカマンタ・ウィニャスパ」
というプログラムで、成人女性を対象とした読
み書きの研修と乳幼児ケアが組み合わされて
いる。先住民族であるケチュアの女性たちが、
読み書きを教えられながら、子どものケア、
栄養、健康、教育、保護について学ぶという
ものである。このプログラムの結果、およそ
5,000人の子どもが出生登録されて出生証明書
を交付され、１万1,000世帯以上の家庭が子ど
もの統合ケアに関する研修を受けた。また、
約1,500人の先住民女性が子どものケア推進員
としての研修を受け、貧困指数の高い22の地
域で活動している。

●若い母親が学校に戻ることができるようにす
る。多くの国では、在学中に妊娠した女子生
徒は学業への復帰を認められていない（102）。ア
フリカ女性教育者フォーラムは、このような
政策を変えるためにサハラ以南のアフリカで
とりわけ活発に政府への働きかけを行なって
きた。ザンビアでは、1997年の政策により出
産後の女子生徒の復学が認められたが、偏見
の目で見られたり他の生徒からいじめられた
りするため、復学する女子は今のところきわ
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めて少数である。チリでは、1990年、教育省
が各学校宛に対し、妊娠した女子生徒を退学
させないよう通達した。しかしこの決定をき
ちんと遵守させるのは困難であることがわか
り、政府は議会に法案を提出して2000年に承
認された。この法律は、女子が教育を継続・
修了する権利を保障するとともに、学校に対
し、学習のための必要な便宜を図るよう求め
るものである。

●もっとも不利な立場に置かれた女子に手を差
し伸べるための特別措置をとる。少数民族、
農村部の住民、貧困層が差別と排除に直面し
ているいくつかの国や地域では、女子はジェ
ンダーゆえの複合的不利益をこうむることが
多い。女子が不利な立場に置かれているほど、
教育制度が特別措置を通じて手を差し伸べる
ことが必要である。万人のための教育に向け
た一般的な取り組みを進めておけば、女子も
学校に通うようになるだろうと思ってはなら
ない。ブータンは、人口の80％が自給自足農
業で生活し、街に密集するのではなく山の斜
面に散らばって住んでいる国である。同国で
は、261校ほどのコミュニティ・スクールが、
特別な校舎を建てるのではなく、小屋、寺院、
農家を利用して設置されてきた。その運営と
監督は親と地域コミュニティにゆだねられて
いる（103）。学校はコミュニティのものなので、
自分たちの学校だという自覚が生まれてより
よい形で維持されているし、親も教育に高い
関心を示している。教育省は、初等教育就学
率の男女差を、1990年の24ポイント（女子
38％・男子62％）から2000年には６ポイント
（女子47％・男子53％）に縮めることに成功し
た。中途退学率は、男女とも８％（1995年）
から４％（1999年）に下がっている。

●女子に代替教育を提供する。学校から中途退
学した女子や、働く子どもや紛争下にある子
どものようなその他のグループの子どもたち
に手を差し伸べるひとつの方法は、正式な教
育制度の外に設けられた教育センターを活用
することである。トルコでは、５つの州に設
置された学習センターを通じて、普通なら家
のなかで家事労働に縛りつけられている少女
たちに、「開かれた小学校」への就学が奨励さ
れている。センターは貴重な社会的・教育的機
能を果たしており、少女たちは、見学旅行を組

織して近隣の州に出かけたり、地元の男の子た
ちも巻きこんで演劇クラブまで作ったりという
活動をしてきた。トルコ教育省は、開かれた小
学校を女子教育戦略のモデルに採用した（104）

（トルコに関するパネル、61ページ参照）。

●学齢期を過ぎた子どもに代替教育を提供する。
タンザニアでは、「タンザニア補完基礎教育」
プログラムを通じ、学校に行っていない学齢期
を過ぎた子どもと青少年が推定300万人の規模
で学んでいる。これは、特別に定められた３年
間のコースを通じて基礎教育を提供するもので
あり、それを修了した子どもは主流の教育制度
に編入する資格を得る。プログラムの当初は、
就学率の低い女子に焦点が当てられていた。し
かし、家のなかで働いたり結婚したりしている
ため女子がどこにいるのか特定するのは難し
く、就学手続の過程でジェンダーの問題に充分
対応することができなかった。このプロジェク
トは、両親をなくした子ども、ひとり親の子ど
も、若くして母親になった子どもなど、排除さ
れた、あるいは「隠れた」グループの子どもた
ちに、うまく手を差し伸べることができてきて
いる。このプロジェクトは正規の教育制度に統
合され、学齢を超過した子ども・青少年全員に
対応するようになった。新しい規則で年齢が就
学条件とされたため、このような子どもたちは
そのままでは学校制度を利用する資格を持たな
いためである。

●学校を子どもの家の近くに建てる。必要なら、
農村部の遠隔地に、複式性・異なる年齢が一
緒に受ける授業を行なう小規模な学校を設置
してもよい。家から学校までの距離が長いと、
通学途上の安全に関する懸念などもあって、
女子のほうが学校に通いにくくなる（105）。た
とえば、ブルキナファソは「サテライト・ス
クール」のネットワークを構築してきた。こ
れは３年生までを対象とした小規模な学校
で、低学年の子ども（学校は７歳から始まる）
が自分自身の村で、またはその近くで初めて
学校を体験することを可能にするものであ
る。1995年の開設以来、229カ所のサテライ
ト・スクールで、男女を問わず10万人以上の
子どもが学んできた。通常の学校制度で学ん
できた生徒に比べると、サテライト・スクー
ルを卒業した子どもは、読み書き算数をはじ
めとするすべての教科で1.5倍から２倍高い成
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績を収めている。サテライト・スクールの在
学率も、ほぼ95％と目覚ましい数字である。
このような積極的成果の理由としては、いく
つもの要因を挙げることができる。地元の言
葉が使用されるため学習ペースが速いこと、
親が積極的に関与していること、生徒対教員
比の平均が29対１と通常の学校（48対１）よ
り低いことなどである。

●女子と男子の安全を確保する。これには、学校
を外側から守る――たとえば、学校のまわりに
塀を建てることで女子の安心感が増すという例
は多くの国で見られる――だけではなく、内側
から守ることも含まれる。教育は、その質が高
いときには保護の鍵となるが、子どもの暴力や
虐待に対する必要な保護が学習環境そのものの
なかで提供されない場合、そうはならない。
ジェンダーに基づく性暴力や身体的暴力が学校
につきものということになれば、女子による教
育へのアクセスに悪影響が及ぶ。親は、当然の
ことながら、ジェンダーに基づく身体的・性
的暴力があると思われている学校に、娘を行か
せたいとは思わないだろう（106）。男子も女子も
さまざまな形で心理的・身体的暴力を受けやす
くなることが多く、とりわけ思春期になるとと
くに安全を脅かされやすくなる。学校が安全か
つ安心できる場所でないことは、殴られたりレ
イプされたりという身体的危険が存在するとき
は一目瞭然だろう。教師による女子の虐待――
性的・身体的・情緒的虐待――はどこにでもあ
る問題である。学校での暴力についての沈黙を
打ち破ることは、その診断と防止に向けた重要
なステップとなる。ガンビアは、通知のなかに
セクシュアル・ハラスメントについての方針を
盛りこみ、教員は異性の生徒と２人きりになっ
てはならないと述べることによって沈黙を打ち
破った（107）。暴力に関する国連グローバル研究
（２年間）の開始、人間の安全保障委員会の勧
告、ミレニアム開発目標を背景とした勢い、現
在進行形の万人のための教育の動きはいずれ
も、教育における安全というテーマをめぐって
大規模な実証的研究とアドボカシーを推進する
機会を提供してくれるものである。

●教育推進のための女子の参加と積極的活動を奨
励する。女子は、機会を与えられれば、子ど
もにやさしい教育を唱道する、もっとも効果
的で影響力の大きな主体になりうる。女子教

育運動は、アフリカ女性教育者フォーラムと
ノルウェー・ウガンダ両国政府の支援を受け
た、アフリカ全域を対象とするダイナミック
な女子組織である。2001年に開始されたこの
運動は、万人のための教育に向けた行動を活
気づけるだけではなく、学校制度の性格を変
えて、「多くのものを得られる、子どもにやさ
しい豊かな学習環境をすべての子どもに提供
する」ようにすることもめざしている。学校
地図の作成や地域に根ざした知識の活用を通
じ、女子教育運動のクラブは、学校に行って
いない子どもの家を見つけたり、通学範囲内
で学校に行っていない子ども全員のリストを
作ったり、そういう子どもたちを学校に通わ
せるようにしたりという活動を進めてくるこ
とができた。その結果として女子の就学者数
が増えただけではなく、女子に対する見方も、
受け身の被害者というものから、主体的で、
堂々と主張し、積極的に関わる参加者という
ものへと変わってきた。この運動では、ジェ
ンダーに配慮した万人のための教育を積極的
に唱道する主体として、男子の参加を得るこ
とも重視している（108）。

●地域コミュニティの参加を得る。ヨルダンの
コミュニティ・エンパワーメント・プロジェ
クトの一環として、アル・ラシュディ村であ
るコミュニティ会合が開かれた。女性たちは
そこで、地域に女子向けの中学校がないため
に、娘たちが学業の中止を余儀なくされてい
るという悩みについて話し合った。女性たち
は請願を作成し、アカバの教育局長に訴えに
行った。半年もたたないうちに、設備が充分
に整った女子向けの中等教育学級が３カ所に
設置された（109）。女子教育門戸開放プロジェク
トは、この20年間、極端な貧困と武力紛争の
影響を受け続けてきたペルーのアンデス山村
地域で展開されているものである。540地域の
住民32万4,000人が参加し、女子の社会参加と
良質な教育に対する権利の状況をモニターし
ている。この参加型モニター戦略により、６
万5,000人を超える女子が利益を受けてきた。
スーダンでは、子どもにやさしいコミュニテ
ィプロジェクトを通じ、コミュニティが参加
することで女子の就学者数や男女双方にとっ
ての教育の質がいかに変わるものか、明らか
にされている（スーダンに関するパネル、65
ページ参照）。
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●安全な水とトイレを用意する。生理が始まった
時期に学校から中途退学する女子は少なくな
い。その一因は男女別のトイレがないことで
ある。しかし、単にトイレを用意すればいい
というわけではないこともある。トイレが利
用されるかどうか判断するためには、その場
所やタイプの決定に女子の参加を得ることが
重要である。ユニセフは、パキスタンの学校
1,400校に給水・衛生設備を提供してきたほか、
現在は他の46カ国を対象として学校での衛生
を促進している（110）。

●家事の負担を減らす。家事を手伝うために家に
いさせられている女子は少なくない。製粉器、
脱穀機、台車、水を保管するためのプラスチ
ック樽のような道具をコミュニティや女性団
体に提供することで家事の量を減らすことが
でき、女子が解放されて学校に行けるように
なる。また、女子が学校に行けないのは、伝
統的な井戸や遠くにある給水ポンプまで水を
汲みに行かなければならないからという場合
もある。新たな給水場を作ることで女子の負
担を減らすことができるし、コミュニティ全
体に安全な水を供給することも可能となる。
６歳未満の子どもを対象とした地域保育セン
ターは、女子を妹や弟の世話から解放し、学
校に行けるようにさせられる。

●男性・男子が関わるようにする。子どもの権利
と福祉がもっともよく守られるのは、家庭内
で相互の尊重、平等な権利および責任の共有
を基盤とした男女関係が成立しているときで
ある。男性は子どもたちの生活のなかでかけ
がえのない積極的な役割をしばしば果たしう
るし、男女の不平等を少なくするための努力
を積極的に支えることも多い（第５章「男子
については？」参照）。

国家的努力

女子教育のためのとりくみがもっともうまくい
くのは、以上の側面の多くまたはほとんどを統合
的なプログラムに組みこんだときである。ザンビ
アの「女子教育振興プログラム」がこのことをよ
く示している。その12の「相互作用的介入」が大
成功を収めたので、1990年代中盤にはパイロッ

ト・プロジェクトだったものが現在では全国に拡
大された（111）。1995年には20校で試験的に実施さ
れていたプログラムが、2002年には全72地区の
1,000校以上で実施されている。

教育に対する子どもの権利を守るための国家的
努力の例としてもうひとつ挙げることができるの
は、2001年10月に始まったサルバ・シクシャ・
アビヤンである。これは初等教育の完全普及に関
するインド政府の政策声明で、2010年までに６
～14歳の子どもすべてを教育の対象とするため
の枠組みを定めている。そこで第一義的にめざさ
れているのは、教育をコミュニティのものとして
位置づけ、質の高い教育を促進することである。
コミュニティ・レベルの教育は、子どもの生活に
関連のある有用なものでなければならないことを
認め、そのためにカリキュラムの改善、子ども中
心の活動の重視、効果的かつ革新的な授業補助教
材および授業戦略の開発、質をさらに高めるた
めの教員研修などの措置を政府がとるとしてい
る。たとえばケララ州では、教員研修モジュー
ルの開発のため、168校を対象として、ジェンダ
ーに焦点を当てた学級実践の研究が行なわれた。
学級実践のあり方を変えるための研修を受け、参
考資料を配布された教員はほぼ２万8,000人にの
ぼる。

このイニシアチブでとくに追求されているの
は、社会的・地域的格差やジェンダーによる格差
を埋めることである。そのため、社会的に弱い立
場に置かれ、経済的に周縁に追いやられたグルー
プ――女子、指定カースト・指定部族の子ども、
マイノリティ集団に属する子ども――に的を絞る
とともに、学校運営にはコミュニティの積極的な
参加を得ている。女子および指定カースト・指定
部族の子どもに対しては、第８学年まで教科書が
無償で提供される。乳幼児期ケア・教育のための
介入も行なわれており、妹・弟の世話をしなけれ
ばならない女子の負担を間接的に緩和する役に
立っている。

サルバ・シクシャ・アビヤンが唱道・実施する戦
略を体現しているのは、さまざまな制度の効果的
な地方分権化と関与を通じ、学校を基盤とした介
入がコミュニティ自身の手で行なわれているとい
う点である。これは中央政府・州政府・地方政府
のパートナーシップ事業として位置づけられてお
り、同時に、州には独自の初等教育ビジョンを策
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定する機会が与えられている。このプロセスを
通じ、「母と教師の会」やPTAのような地元組織
を創設・支援し、パンチャヤット・ラジ（村議
会を中心とする地方分権体制）諸組織、学校運
営委員会、村落教育委員会などとともに小学校
の運営に参加させるということも行なわれてい
る（112）。
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ボックス7

子どもにやさしい学校は……

●女子にとっても男子にとっても、ジェンダー
への配慮がなされている。

●子どもを保護している。体罰も、児童労働
も、身体的・性的・精神的いやがらせもな
い。

●子どもが、お説教をされるのではなく、学
べるようにしている。

●すべての子ども、家族、コミュニティの参
加を得ている。とくに、もっとも権利侵害
を受けやすい立場に置かれた子どもに配慮
し、保護を提供している。

●健康的である。安全な水と充分な衛生設備
があり、女子には男子とは別のトイレが用
意されている。

●ライフスキルやHIV／エイズについて子ど
もたちに教えている。

●子どもが参加型の主体的学習に携われるよ
うにしている。

●子どもが、教師や親の偏った見方から解放
されて、自尊心と自信を伸ばせるようにし
ている
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コフィ・Ａ・アナン国連事務総長は、国連の
全機関に対し、それぞれの委任事項の枠組みの
なかで、その活動およびプログラムの主流に人
権を位置づけるよう呼びかけてきた。多くの機
関がすでにこのようなアプローチを採用して実
施の経験を積み重ねてきており、現在ではそれ
が何を意味するかという共通理解を発展させつ
つある。

共通理解声明＊

１． 開発協力、開発政策および技術的援助に関わる
あらゆるプログラムにおいて、世界人権宣言を
はじめとする国際人権文書に掲げられた人権の
一層の実現がめざされるべきである。

人権の実現にたまたま寄与するだけのプログラ
ム活動は、かならずしもプログラミングに対して
人権に基づくアプローチをとっているとはいえな
い。人権に基づくアプローチにおいては、あらゆ
る活動の目的が、ひとつまたは複数の人権の実現
に直接寄与しなければならない。

２． 世界人権宣言をはじめとする国際人権文書
に掲げられた人権とそこから導き出された
諸原則は、すべての部門で、そしてプログ
ラミング過程のすべての段階において、あ

らゆる開発協力およびプログラムの立案・
実施の指針となる。

人権諸原則は、保健、教育、ガバナンス、栄養、
水および衛生、HIV／エイズ、雇用・労働関係、
社会保障、経済安全保障といったすべての部門で、
プログラミングの指針とされなければならない。
そこには、ミレニアム開発目標およびミレニアム
宣言の達成に向けたあらゆる開発協力も含まれる。
すなわち、人権基準と人権諸原則は、コモン・カ
ントリー・アセスメントと国連開発支援フレーム
ワーク双方の指針になるということである。

人権諸原則は、プログラミング過程のすべての
段階において、すべてのプログラミングの指針と
なる。評価・分析、プログラムの計画・立案（達
成目標、目的および戦略の設定も含む）、実施・モ
ニタリング・評価などである。

人権諸原則としては、普遍性および不可譲性、
不可分性、相互依存性および相互関連性、差別の
禁止および平等、参加および包摂、説明責任およ
び法の支配などを挙げることができる。

●人権は普遍的であり、譲り渡すことができない
ものである。世界のすべての人々に、人権を享
受する資格がある。人権は、みずからの意思で
放棄することも、他人が取り上げることもでき
ない。世界人権宣言第１条で述べられているよ
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うに、「すべての人間は、生まれながらにして
自由であり、かつ、尊厳および権利について平
等である」。

●人権はばらばらにすることができない。市民的、
文化的、経済的、政治的または社会的性質のい
ずれを有するかに関わらず、いずれもすべての
人の尊厳にとって固有のものである。したがっ
て、いずれも権利として平等な地位を有してお
り、階層的な優劣はつけられない。

●人権は相互に依存・関連している。ひとつの権
利の実現は、完全にまたは部分的に他の権利の
実現に依拠していることが多い。たとえば健康
に対する権利の実現は、ある状況においては、
教育または情報に対する権利の実現に依拠して
いる場合がある。

●すべての個人は、人間として、またひとりひ
とりの固有の尊厳によって、平等である。す
べての人間に、人種、皮膚の色、性別、民族、
年齢、言語、宗教、政治的その他の意見、国
民的もしくは社会的出身、障害、財産、出生、
または人権条約機関が挙げるその他の地位に
よるいかなる種類の差別も受けることなく、
人権を享受する資格がある。

●すべての人およびすべての人民に、人権と基
本的自由の実現の基盤である市民的、経済的、
社会的、文化的および政治的発展に、積極的
に、自由にかつ意味のある形で参加し、貢献
を行ない、かつこのような発展を享受する資
格がある。

●国またはその他法律上の義務を負う者は、人権
の遵守に関して応答責任を負う。これとの関連
で、国等義務を負う者は人権文書に掲げられた
法規範と基準にしたがわなければならない。国
等の義務を負うものが怠った場合には、人権を
侵害された権利の保有者には、法律で定められ
た規則および手続にしたがって、権限のある裁
判所またはその他の裁定者に対し、適切な救済
を求める訴えを起こす資格がある。

３． 開発協力プログラムは、義務を負う者がその
義務を果たす能力と、権利を保有する者がそ
の権利を主張する能力の発達に寄与するもの
である。

人権に基づくアプローチにおいては、正当な権
利を有する個人および集団（権利の保有者）と、
それに対応した義務を負う国または国以外の主体
（義務を負う者）との関係は人権によって決定され
る。人権に基づくアプローチは、だれがどのよう
な権利を有しているか、それに応じてだれがどの
ような義務を負っているかを特定するとともに、
権利を保有する者がその権利を主張する能力と、
義務を負う者がその義務を果たす能力を強化する
ことに向けて活動する。

人権に基づくアプローチの意味するもの

よいプログラミング実践を行なえば、それだけ
で人権に基づくアプローチをとっているというこ
とにはならない。それに加えて、いくつかの要素
が必要である。

以下の要素は、人権に基づくアプローチにとっ
て必要かつ特有のものである。

a) 評価と分析を通じて、権利のを保有する者によ
る人権の主張、それに対応した義務を負う者の
人権上の義務、ならびに権利が実現されていな
い場合にはその直接的・根本的・構造的原因を
特定すること。

b) プログラムにおいて、権利を保有する者がその
権利を請求する能力と、義務を負う者がその義
務を果たす能力を評価すること。その後、これ
らの能力構築のための戦略を策定すること。

c) プログラムにおいて、人権基準および人権諸原
則を指針としたことの結果およびプロセスの双
方をモニター・評価すること。

d) プログラミングにおいて、国際人権機関・機構
の勧告を充分に反映させること。

これに加えて、以下のことが必要不可欠である。

1． 人々を、物資やサービスを受け取るだけの受
け身の存在ではなく、自分たち自身の開発事
業における最重要な主体として認める。

2． 参加を、手段と目標の両方に位置づける。
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3． エンパワーメントにつながる戦略を用いる。

4． 結果とプロセスの両方をモニター・評価する。

5． すべての関係者が分析に参加する。

6． プログラムにおいて、周縁に追いやられたグ
ループ、不利な立場に置かれたグループ、排
除されたグループに焦点を当てる。

7． 開発プロセスを地元の人々中心のものとする。

8． プログラムにおいて格差の縮小をめざす。

9． トップダウン・アプローチとボトムアップ・
アプローチの両方を相乗的に活用する。

10．開発上の問題の直接的・根本的・基本的原因
を特定するために状況分析を利用する。

11 プログラミングにおいて、測定可能な目標を
重視する。

12．戦略的パートナーシップを構築・維持する。

13．プログラムにおいて、すべての関係者に対す
る説明責任が果たされるようにする。
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統計編の目的は世界の子どもと女性の状況に関する全
体像を示すことにあるので、データについての詳細な
説明や注は別の場所に掲げるのが妥当である。以下の
記号はすべての表に共通するものである。特定の表に
使われた記号は、その表の注に掲載されている。

－ データが存在しないことを示す。

ｘ データが各列の見出しで指定されている年次もしく
は期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、
または国内の一部地域のみに関するものであること
を示す。

＊ データが、各列の見出しで指定されている期間内に
入手できたもっとも最近の年次のものであることを
示す。

以下の各統計表には、データとともに定義、データの
出典、記号の説明をつけた。可能なかぎり、担当の国連
機関のデータを使用してある。国際的に標準化された推
定値がない場合は、他の情報源、とくに適当なユニセフ
現地事務所から受領したデータを用いた。可能な場合に
は各国の包括的または典型的状況を表すデータを用いた。

最近人災または天災の影響を受けた国については、
データの質に悪影響が生じている可能性がある。国の
基本的な社会基盤が破壊されたり、大規模な人口移動
が生じた国についてはとくにその可能性が大きい。

平均余命、合計特殊出生率、粗出生率、粗死亡率など
いくつかの指標は、国連人口局が日常的に行っている推
定・予測作業から得られたものである。これらを含む国
際的な推定値は定期的に改訂されているため、ユニセフ
の過去の刊行物のデータとは異なることもある。

HIV/エイズと子どもの保護という2つの新しい統計表
を今年から掲載している。表４のHIV/エイズの指標は昨
年の白書にある指標の続きであり、今年はすべての国に
ついて掲載されている。子どもの保護についての表９は、
児童労働、出生登録、FGM（女性性器切除）に関するよ
り限定された国々のデータが含まれている。指標につい
ての詳細は各表の注意書きに書かれている。

さらに、表２、３、５、８も大きく変更された。表２
では、低出生体重に関するデータが大きく見直された。
国別世帯調査による最近のデータによると、開発途上国
における乳児の3人に2人の体重は測定されていない。
データをより正確にするために、世帯調査のデータ、特
に人口動態・保健調査（DHS）および複数指標クラス
ター調査（MICS）は、出産時の母親の子どもの体重に
ついての推定値と出生体重の報告の間違いについて500g
単位で修正が可能となっている。表２は、低出生体重に
ついてMICSやDHSのデータがある国々については、こ

の修正が加えられている。その結果、以前に報告された
よりも一般的に高い推定値となっている。

５歳未満の子どもの主な死因である急性呼吸器感染症
（ARI）について初めてデータを掲載した。５歳未満児
死亡率を減少させ子どもの健康状態を向上させるために
は、急性呼吸器感染症の適切な処置が決定的に重要であ
る。表３では、急性呼吸器感染症の有病率および急性呼
吸器感染症にかかった子どもが適切な保健処置を受けら
れたかを示している。表５では、小学校の新入生が５年
生まで在学する割合を示す政府データに加えて、この指
標についての世帯調査データも含められている。

表８には妊産婦死亡率について２種類のデータが掲載
されている。１つは、各国当局の報告に基づくデータを
示している。もう１つは、十分な資料の裏付けのある妊
産婦死亡に関する報告漏れや分類の誤りについて調整さ
れたデータを示すとともに、データのない国々に関する
推定値をも掲載している。

データについての一般的留意事項

記号の説明

100 統計
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284
265
260
257
235
225
222
211
207
205
200
197
192
190
183
183
183
183
180
176
171
169
166
165
156
152
149
143
141
141
138
138
136
126
126
125
123
123
122
118
110
109
108
107
107
105
100
100
98
94
94
94
93
91
91
89
87
79
77
77
76
72
72
71
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
15
15
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
31
31
33
34
34
36
37
37
39
40
41
42
43
44
44
46
47
47
49
50
50
50
53
54
54
56
57
58
59
59
61
62
62
64
64

69
68
67
66
65
61
55
52
49
49
45
43
42
42
42
42
41
41
40
40
39
39
39
39
38
38
38
36
35
33
32
32
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
26
26
25
25
25
25
25
24
24
24
23
23
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
19

66
67
68
69
70
71
72
73
74
74
76
77
78
78
78
78
82
82
84
84
86
86
86
86
90
90
90
93
94
95
96
96
98
98
98

101
101
101
101
105
105
105
108
108
110
110
110
110
110
115
115
115
118
118
120
121
121
121
121
125
125
125
125
125
130

19
19
19
19
19
18
16
16
16
16
16
15
15
14
14
13
12
12
11
11
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3

130
130
130
130
130
136
137
137
137
137
137
142
142
144
144
146
147
147
149
149
151
152
152
152
152
152
152
158
158
158
161
161
161
164
164
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164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
189
189
189
189
193

-
-

シエラレオネ
ニジェール
アンゴラ
アフガニスタン
リベリア
ソマリア
マリ
ギニアビサウ
ブルキナファソ
コンゴ民主共和国
チャド
モザンビーク
ザンビア
ブルンジ
マラウイ
モーリタニア
ナイジェリア
ルワンダ
中央アフリカ
コートジボワール
エチオピア
ギニア
カメルーン
タンザニア
ベニン
赤道ギニア
スワジランド
ジブチ
トーゴ
ウガンダ
カンボジア
セネガル
マダガスカル
ガンビア
東ティモール
イラク
ハイチ
ジンバブエ
ケニア
サントメプリンシペ
ボツワナ
ミャンマー
コンゴ
パキスタン
イエメン
アゼルバイジャン
ガーナ
ラオス
トルクメニスタン
ブータン
パプアニューギニア
スーダン
インド
ガボン
ネパール
エリトリア
レソト
コモロ
バングラデシュ
モルディブ
カザフスタン
ガイアナ
タジキスタン
ボリビア
モンゴル

キリバス
ウズベキスタン
ナミビア
マーシャル諸島
南アフリカ
キルギス
朝鮮民主主義人民共和国
ツバル
アルジェリア
グアテマラ
インドネシア
モロッコ
ホンジュラス
イラン
トルコ
バヌアツ
エジプト
ニカラグア
ベリーズ
スリナム
中国
エルサルバドル
ペルー
ベトナム
カボヴェルデ
ドミニカ共和国
フィリピン
ブラジル
アルメニア
ヨルダン
レバノン
モルドバ
アルバニア
ナウル
パラグアイ
エクアドル
グルジア
メキシコ
パラオ
サウジアラビア
シリア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
チュニジア
グレナダ
パレスチナ自治区
パナマ
セントビンセント・グレナディーン
サモア
ミクロネシア連邦
セントクリストファーネーヴィス
ソロモン諸島
コロンビア
クック諸島
ベネズエラ
フィジー
ラトビア
ルーマニア
ロシア
ベラルーシ
ジャマイカ
トンガ
トリニダードトバゴ
ウクライナ
アルゼンチン

リビア
モーリシャス
セントルシア
セルビア・モンテネグロ
スリランカ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
バハマ
バーレーン
ブルガリア
カタール
セーシェルズ
ドミニカ
ウルグアイ
アンティグアバーブーダ
バルバドス
オマーン
チリ
エストニア
コスタリカ
リヒテンシュタイン
クウェート
キューバ
ハンガリー
リトアニア
ポーランド
スロバキア
アラブ首長国連邦
クロアチア
マレーシア
米国
アンドラ
カナダ
英国
オーストラリア
ベルギー
ブルネイ
キプロス
フランス
アイルランド
イスラエル
イタリア
ニュージーランド
ポルトガル
サンマリノ
スペイン
スイス
オーストリア
チェコ
フィンランド
ドイツ
ギリシャ
日本
韓国
ルクセンブルク
マルタ
モナコ
オランダ
スロベニア
デンマーク
アイスランド
ノルウェー
シンガポール
スウェーデン
バチカン
ニウエ

５歳未満児死亡率の順位

以下のリストは、子どもの福祉のきわめて重要な指標の一つである５歳未満児死亡率（U5MR、出生1000人当たりの死亡数であらわす）
の2002年の推定値が高かった順に各国を配列したものである。統計表では、各国は英語名のアルファベット順に配列してある。

国
U5MR
の値

U5MR
の順位 国

U5MR
の値

U5MR
の順位 国

U5MR
の値

U5MR
の順位

データなし
データなし
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表1 基本統計

国・地域

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

4
98
74

161
3

144
130
94

164
177
46

137
137
59

144
125
164
84
25
50
64

136
41
93

164
137

9
14
31
23

161
90
19
11

147
86

118
58
43
10

118
149
20

158
152
164
177
189
28

142
90

101
82
86
26
56

147
21

121

360 257 215 165 22930 1101 283 250x 43 36 36 - -
151 30 112 26 3141 57 2 1380 74 - 98 - -
280 49 164 39 31266 718 35 1720 70 63 98 19 43

- 7 - 6 69 1 0 d - - - - -
345 260 208 154 13184 695 181 660 40 - 37 - -

- 14 - 12 73 1 0 9390 - 82x 98 - -
72 19 60 16 37981 725 14 4060 74 97 100 - -

- 35 - 30 3072 29 1 790 72 98 69 18 45
24 6 20 6 19544 242 1 19740 79 - 96 18 41
43 5 37 5 8111 70 0 23390 78 - 91 20 38

- 105 - 74 8297 148 16 710 72 97x 88 19 45
68 16 51 13 310 6 0 14860x 67 95 83 - -

160 16 110 13 709 14 0 11130x 74 88 96 - -
248 77 149 51 143809 4192 323 360 61 40 89 22 41
90 14 74 12 269 3 0 9750x 77 100 100 - -
47 20 37 17 9940 87 2 1360 70 100 100 21 39
35 6 31 5 10296 112 1 23250 79 - 100 22 37

104 40 74 34 251 6 0 2960 72 93 100 - -
296 156 176 93 6558 274 43 380 51 37 54 - -
300 94 175 74 2190 76 7 590 63 47 53 - -
255 71 152 56 8645 255 18 900 64 85 97 13 49
160 18 105 15 4126 39 1 1270 74 93x 86 - -
173 110 118 80 1770 54 6 2980 41 77 84 7 70
177 36 115 30 176257 3506 126 2850 68 87 97 8 64
87 6 63 6 350 8 0 24100x 76 92 91x - -
70 16 49 14 7965 62 1 1790 71 98 94 20 39

315 207 181 107 12624 606 125 220 46 24 36 12 61
250 190 148 114 6602 292 55 100 41 48 54 15 48

- 138 - 96 13810 468 65 280 57 68 95 18 48
255 166 151 95 15729 560 93 560 47 71 74 13 53
33 7 28 5 31271 322 2 22300 79 - 99 20 39

- 38 - 29 454 12 0 1290 70 74 99 - -
327 180 187 115 3819 144 26 260 40 47 55 7 65

- 200 - 117 8348 405 81 220 45 43 58 - -
155 12 118 10 15613 285 3 4260 76 96 89 10 61
225 39 150 31 1294867 18857 735 940 71 85 93 16 47
125 23 79 19 43526 975 22 1830 72 92 89 10 61
265 79 200 59 747 27 2 390 61 56 56 - -
220 108 143 81 3633 161 17 700 48 81 96x - -
302 205 174 129 51201 2594 532 90 41 61 51 - -

- 23 - 19 18 0 0 - - - 85 - -
123 11 87 9 4094 78 1 4100 78 96 91 13 51
290 176 195 102 16365 583 103 610 41 49 64 18 44
98 8 70 7 4439 49 0 4640 74 98 72 21 40
54 9 39 7 11271 131 1 1170x 77 97 97 - -
36 6 30 5 796 10 0 12320x 78 97 95 - -
25 5 22 4 10246 90 0 5560 75 - 90 25 36
25 4 22 4 5351 63 0 30290 77 - 99 23 36

289 143 186 100 693 27 4 900 46 65 33 - -
- 15 - 13 78 2 0 3180 - - 89 - -

149 38 102 32 8616 202 8 2320 67 84 93 14 53
178 29 107 25 12810 297 9 1450 71 92 99 15 50
282 41 189 35 70507 1875 77 1470 69 55 93 21 44
191 39 130 33 6415 163 6 2080 71 79 81 11 56
316 152 188 101 481 20 3 700x 49 83 72 - -

- 89 - 47 3991 160 14 160 53 56 61 - -
52 12 40 10 1338 11 0 4130 72 100 98 18 45

269 171 180 114 68961 2948 504 100 46 39 47 9 61
97 21 71 17 831 19 0 2160 70 93 99 - -

５歳未満児
死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

1960 2002

乳児死亡率
（1歳未満）

1960 2002

総人口
（1000人）
2002

年間出生数
（1000人）
2002

5歳未満児の
年間死亡数
（1000人）
2002

１人
当たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

出生時の
平均余命
（年）
2002

成人の
総識字率
（％）
2000

初等教育
純就学/
出席率
（％）

1996-2002*

世帯当たりの
所得の分布
（％）

1990-2000*

最下位 最上位
40％ 20％
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フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ

177
164
54
34

101
177
47

177
110
74
22
8

62
37

-
78

152
189
53
76
78
36

164
164
164
125
177
95
61
39
66
72

177
151
71
47

121
96
57
5

130
149
152
177
33
15

158
59
7

177
69
15

130
101
115
96

177

28 5 22 4 5197 56 0 23510 78 - 100 25 35
34 6 29 4 59850 772 5 22010 79 - 100 20 40

- 91 - 60 1306 41 4 3120 57 71 93 - -
364 126 207 91 1388 50 6 280 54 37 69 12 55
70 29 52 24 5177 53 2 650 74 100x 95 17 45
40 5 34 4 82414 722 4 22670 78 - 87 16 45

215 100 126 57 20471 658 66 270 58 72 58 16 47
64 5 53 5 10970 100 1 11660 78 97 97 19 44

- 25 - 20 80 2 0 3500 - - 84 - -
202 49 136 36 12036 415 20 1750 66 69 84 11 61
380 169 215 109 8359 361 61 410 49 41 47 17 47

- 211 - 130 1449 72 15 150 45 38 41 14 53
126 72 100 54 764 16 1 840 63 99 87 14 50
253 123 169 79 8218 249 31 440 49 50 54 - -

- - - - 1 - - - - - - - -
204 42 137 32 6781 205 9 920 69 75 88 8 61
57 9 51 8 9923 87 1 5280 72 99 90 25 34
22 4 17 3 287 4 0 27970 80 - 100 - -

242 93 146 67 1049549 25221 2346 480 64 57 76 20 46
216 45 128 33 217131 4532 204 710 67 87 92 20 43
281 42 164 35 68070 1380 58 1710 70 76 74 15 50
171 125 117 102 24510 867 108 2170x 60 39 76 - -
36 6 31 6 3911 56 0 23870 77 - 90 18x 43x
39 6 32 6 6304 125 1 16710x 79 95 100 18 44
50 6 44 4 57482 511 3 18960 79 98 100 18 43
74 20 56 17 2627 54 1 2820 76 87 95 17 46
40 5 31 3 127478 1172 6 33550 81 - 100 25 36

139 33 97 27 5329 150 5 1760 71 90 94 19 44
- 76 - 61 15469 252 19 1510 66 99 89 21 40

205 122 122 78 31540 1031 126 360 45 82 69 15 51
- 69 - 51 87 2 0 810 - - 71 - -

120 55 85 42 22541 372 20 a 63 98 - - -
127 5 90 5 47430 574 3 9930 75 98 100 21 37
128 10 89 9 2443 49 0 18270x 76 82 66 - -
180 61 135 52 5067 112 7 290 68 - 83 22 38
235 100 155 87 5529 198 20 310 54 65 81 19 45
44 21 35 17 2329 18 0 3480 71 100 92 20 40
85 32 65 28 3596 69 2 3990 73 86 74 - -

203 87 136 64 1800 55 5 470 36 83 78 5 71
288 235 190 157 3239 161 38 150 41 54 83 - -
270 19 159 16 5445 126 2 5540x 73 80 96x - -

- 11 - 10 33 0 0 d - - - - -
70 9 52 8 3465 30 0 3660 73 100 95 21 40
41 5 33 5 447 5 0 38830 78 - 97 21 40

186 136 112 84 16916 708 96 240 53 67 68 17 45
361 183 205 114 11871 531 97 160 38 60 100 13 56
105 8 73 8 23965 546 4 3540 73 87 99 13 54
300 77 180 58 309 11 1 2090 67 97 99 - -
500 222 285 122 12623 631 140 240 49 26 39 13 56
42 5 37 5 393 4 0 9200x 78 92 99 - -

- 66 - 54 52 1 0 2270x - - 100 - -
310 183 180 120 2807 118 22 410 52 40 44 18 44
92 19 67 17 1210 19 0 3850 72 85 95 - -

134 29 94 24 101965 2305 67 5910 73 91 100 11 58
- 24 - 20 108 3 0 1980 68 67 - - -

88 32 64 27 4270 49 2 460 69 99 78 19 44
- 5 - 4 34 0 0 d - - - - -

５歳未満児
死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

1960 2002

乳児死亡率
（1歳未満）

1960 2002

総人口
（1000人）
2002

年間出生数
（1000人）
2002

5歳未満児の
年間死亡数
（1000人）
2002

１人
当たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

出生時の
平均余命
（年）
2002

成人の
総識字率
（％）
2000

初等教育
純就学/
出席率
（％）

1996-2002*

世帯当たりの
所得の分布
（％）

1990-2000*

最下位 最上位
40％ 20％
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104 統計

モンゴル
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファー
ネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・
グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ

64
77
12
42
68
98
54

177
164
82
2

15
-

189
110
146
44

101
110
50
98
86
90

152
164
137
121
121
15

115
130

110
110
164
40

105
31

130
137

1
189
152
177
115

6
70

164
130
50
84
27

193
164
105
62
24

105

- 71 - 58 2559 58 4 440 64 98 89 16 51
211 43 132 39 30072 702 30 1190 68 49 78 17 47
313 197 180 125 18537 769 151 210 38 44 54 17 47
252 109 169 77 48852 1182 129 220x 57 85 83 - -
206 67 129 55 1961 66 4 1780 45 82 82 4 79

- 30 - 25 13 0 0 - - - 81 - -
315 91 212 66 24609 817 74 230 60 42 73 19 45
22 5 18 5 16067 196 1 23960 78 - 100 20 40
26 6 22 6 3846 54 0 13710 78 - 99 18 44

193 41 130 32 5335 170 7 370x 69 64 77 8 64
354 265 211 156 11544 642 170 170 46 16 30 10 53
207 183 123 110 120911 4764 872 290 52 64 56 13 56

- - - - 2 0 - - - 81 99 - -
23 4 19 4 4514 54 0 37850 79 - 100 24 36

- 25 - 23 3433 134 3 930 72 - 97 - -
280 13 164 11 2768 88 1 7720x 72 72 65 - -
227 107 139 83 149911 5415 579 410 61 43 56 21 42

- 29 - 24 20 0 0 6780x - - 100 - -
88 25 58 19 3064 69 2 4020 75 92 100 12 53

214 94 143 70 5586 178 17 530 57 64 84 12 57
90 30 66 26 5740 171 5 1170 71 93 92 8 61

234 39 142 30 26767 628 24 2050 70 90 93 13 51
110 38 80 29 78580 2009 76 1020 70 95 93 14 52
70 9 62 8 38622 367 3 4570 74 100 98 21 40

112 6 81 5 10049 112 1 10840 76 92 100 17 46
140 16 94 11 601 10 0 12000x 72 94 95 - -
82 21 69 19 22387 232 5 1850 71 98 93 21 38
64 21 48 18 144082 1227 26 2140 67 100 93x 14 51

206 183 122 96 8272 358 66 230 39 67 67 23x 39x

- 24 - 20 42 1 0 6370 - - 89 - -
- 19 - 17 148 3 0 3840 72 - 100 15 48

- 25 - 22 119 2 0 2820 74 - 84 - -
210 25 134 20 176 5 0 1420 70 99 97 - -

- 6 - 4 27 0 0 d - - - - -
- 118 - 75 157 5 1 290 70 - 68 - -

250 28 170 23 23520 751 21 8460x 72 76 58 - -
300 138 173 79 9855 368 51 470 53 37 63 17 48
120 19 87 16 10535 124 2 1400 73 98x 97y - -

- 16 - 12 80 3 0 6530x - - 100 - -
390 284 220 165 4764 239 68 140 34 36 41 3x 63x
40 4 31 3 4183 43 0 20690 78 92 93x 14 49
40 9 33 8 5398 54 0 3950 74 100 89 24 35
45 5 37 4 1986 16 0 9810 76 100 93 22 38

185 24 120 20 463 15 0 570 69 - - - -
- 225 - 133 9480 499 112 130x 48 - 11 - -
- 65 - 52 44759 1016 66 2600 49 85 89 6 67

57 6 46 4 40977 381 2 14430 79 98 100 20 40
133 19 83 17 18910 312 6 840 73 92 97 20 43
208 94 123 64 32878 1098 103 350 56 58 53 - -

- 40 - 31 432 9 0 1960 71 94 92 - -
225 149 150 106 1069 37 6 1180 36 80 93 9 64
20 3 16 3 8867 91 0 24820 80 - 100 24 35
27 6 22 5 7171 63 0 37930 79 - 99 20 40

201 28 136 23 17381 485 14 1130 72 74 96 - -
140 72 95 53 6195 152 11 180 69 99 100 21 40
241 165 142 104 36276 1431 236 280 44 75 47 18 45
148 28 103 24 62193 1088 30 1980 69 96 85 16 50

５歳未満児
死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

1960 2002

乳児死亡率
（1歳未満）

1960 2002

総人口
（1000人）
2002

年間出生数
（1000人）
2002

5歳未満児の
年間死亡数
（1000人）
2002

１人
当たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

出生時の
平均余命
（年）
2002

成人の
総識字率
（％）
2000

初等教育
純就学/
出席率
（％）

1996-2002*

世帯当たりの
所得の分布
（％）

1990-2000*

最下位 最上位
40％ 20％
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表1

注 a：735米ドル以下。
b：736－2935米ドル。
c：2936－9075米ドル。
d：9076米ドル以上。

－データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によら
ないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。

ｙデータが標準的な定義によらないかまたは国内の一部地域のみに関するものであるが、地
域別および世界の平均値に含まれていることを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のもので
あることを示す。

旧ユーゴスラビア・
マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ
トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

108
34
29

125
125
108
78
49
73
29

125
152
161
158
142
67
78

120
86
44
13
37

177 26 120 22 2046 29 1 1700 74 96 92 22 37
- 126 - 89 739 17 2 520x 49 - 75 - -

267 141 158 79 4801 185 26 270 50 57 92 - -
- 20 - 16 103 2 0 1410 68 - 92 - -

73 20 61 17 1298 17 0 6490 71 98 92 16 46
254 26 170 21 9728 165 4 2000 73 71 99 16 48
219 42 163 36 70318 1485 62 2500 70 85 88 17 47

- 98 - 76 4794 106 10 1200 67 - 85 16 47
- 52 - 38 10 0 0 - - - 100 - -

224 141 133 82 25004 1277 180 250 46 67 87 18 45
53 20 41 16 48902 412 8 770 70 100 72 22 38

223 9 149 8 2937 49 0 18060x 75 76 87 - -
27 7 23 5 59068 654 5 25250 78 - 99 18 43
30 8 26 7 291038 4228 34 35060 77 - 95 16 46
56 15 48 14 3391 57 1 4370 75 98 90 14 50

- 68 - 52 25705 559 38 450 70 99 78 23 36
225 42 141 34 207 6 0 1080 69 - 96 - -
75 22 56 19 25226 580 13 4090 74 93 88 11 53

105 39 70 30 80278 1629 64 430 69 93 95 19 45
340 107 220 79 19315 873 93 490 60 46 67 20 41
213 192 126 108 10698 452 87 330 33 78 67 11 57
159 123 97 76 12835 412 51 470x 34 89 80 13 56

262 174 157 106 650452 26494 4610 460 46 50 59 10 59
250 58 157 46 355997 9640 559 1359 67 53 78 18 46
244 97 148 70 1412216 37145 3603 461 63 47 74 20 45
207 43 137 33 1910686 31814 1368 1232 69 81 92 17 45

153 34 102 27 530242 11587 394 3362 70 85 94 10 59

112 41 84 33 411721 5311 218 1742 69 96 86 17 47
39 7 33 5 938580 10796 76 26214 78 97 97 19 43

222 90 140 62 5009993 119701 10773 1154 62 67 80 15 50
278 158 170 99 700897 27409 4331 277 49 43 63 18 46
196 82 126 56 6209895 132787 10889 5073 63 70 81 18 44

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

指標の定義 データの主な出典
5 歳未満児死亡率－出生時から満5歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。

乳児死亡率－出生時から満1歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。

1 人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価
額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの1 次所得（被用者の報酬
および所得税）の正味受取額を加えた総額である。1 人あたりのGNIは、国民総所得を年央の人口で
割って算出する。1 人あたりのGNIの米ドル換算値は世界銀行アトラス計算法によるものである。

出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。

成人の識字率－15歳以上で読み書きできる者の比率。

初等教育純就学／出席率－国連教育科学文化機関（ユネスコ）統計研究所が報告している初等教育
純就学率と、国別世帯調査で報告された初等教育出席率から算出されたもの。

所得の分布－所得の受取額から見て上位20％の世帯と下位40％の世帯がそれぞれ受け取っている所
得の比率。

5 歳未満児死亡率－ユニセフ、国連人口局、国連統計局。

総人口－国連人口局。

出生数－国連人口局。

5 歳未満児の死亡数－ユニセフ。

1 人あたりのGNI－世界銀行。

平均余命－国連人口局。

成人の総識字率－ユネスコ統計研究所。万人のための教育2000評価（EFA2000）の
結果を含む。

就学・出席率－ユネスコ統計研究所およびユネスコ。EFA2000、複数指標クラ
スター調査（MICS）および人口動態・保健調査（DHS）の結果を含む。

世帯の所得－世界銀行。

各地域の国名は136ページを参照。

５歳未満児
死亡率
の順位

５歳未満児
死亡率

1960 2002

乳児死亡率
（1歳未満）

1960 2002

総人口
（1000人）
2002

年間出生数
（1000人）
2002

5歳未満児の
年間死亡数
（1000人）
2002

１人
当たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

出生時の
平均余命
（年）
2002

成人の
総識字率
（％）
2000

初等教育
純就学/
出席率
（％）

1996-2002*

世帯当たりの
所得の分布
（％）

1990-2000*

最下位 最上位
40％ 20％



表2 栄養指標
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国・地域

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

- - - - 48 - 25 52 84t 2
3 6 24 6 14 4 11 32 - 62
7 13 38 22 6 1 3 18 - 69
- - - - - - - - - -

12 11 77 37 31 8 6 45 75 35
8 - - - 10x 4x 10x 7x - -
7 - - - 5 1 3 12 - 90x
7 30 51 13 3 0 2 13 - 84
7 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -

11 7 39 16 7 1 2 13 - 26
7 - - - - - - - - -
8 34k 65 41 9 2 5 10 - -

30 46 78 87 48 13 10 45 90t 70
10x - - - 6x 1x 5x 7x - -
5 - - - - - - - - 37
8x - - - - - - - - -
6 24k 54 23 6x 1x - - - 90x

16 38 66 62 23 5 8 31 95 72
15 - - - 19 3 3 40 - 82x
9 39 76 36 10 2 2 26 31 65
4 6 - - 4 1 6 10 - 77

10 34 57 11 13 2 5 23 85 66
10x 42k 30 17 6 1 2 11 - 95x
10 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
19 6 49 87 34 12 13 37 97 23x
16 62 46 85 45 13 8 57 95 96
11 12 72 59 45 13 15 45 57 14
11 12 72 29 21 4 5 35 100 84
6 - - - - - - - - -

13 57k 64 13 14x 2x 6x 16x - 0x
14 17 77 53 24 6 9 39 90 86
17x 10 68 51 28 9 11 29 91t 58
5 73k - - 1 - 0 2 - 100
6 67k - - 11 - - 16 - 93
9 32 58 25 7 1 1 14 - 92

25 21 34 45 25 9 12 42 - 82
- 4k 94 13 14 3 4 19 100 -

12 24 79 52 31 9 13 38 98 72
3 19k - - - - - - - -
7 35x,k 47x 12x 5 0 2 6 - 97x

17 10 54 42 21 5 8 25 97 31
6 23 - - 1 - 1 1 - 90
6 41 42 9 4 0 2 5 - 73
- - - - - - - - - -
7 - - - 1x 0x 2x 2x - -
5 - - - - - - - - -
- - - - 18 6 13 26 91 -

10 - - - 5x 0x 2x 6x - -
14 11 26 6 5 1 2 6 35 18
16 29k 52x 34x 15 2 - 27 50 99
12 57 71 30 11 3 5 21 - 28
13 16 77 40 12 1 1 23 - 91x
13 24 - - 19 4 7 39 - 20x
21x 52 43 62 44 17 16 38 61 97
4 - - - - - - - - -

15 55 43 77 47 16 11 52 16 28
10 47k - - 8x 1x 8x 3x - 31x

低出生体重児
出生率
（％）

1998-2002*

ビタミンA
の補給率

（6-59カ月児）
（％）
2001

ヨード
添加塩を
使う世帯
（％）

1997-2002*
母乳のみ

（6カ月未満）

低体重

中・重度 重度 中・重度 中・重度

消耗症 発育阻害母乳と
補助食品
（6-9カ月）

母乳育児継続
（20-23カ月）

子どもの比率（％）1995-2002* 栄養不良の5歳未満児の比率（％）1995-2002*
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低出生体重児
出生率
（％）

1998-2002*

ビタミンA
の補給率

（6-59カ月児）
（％）
2001

ヨード
添加塩を
使う世帯
（％）

1997-2002*
母乳のみ

（6カ月未満）

低体重

中・重度 重度 中・重度 中・重度

消耗症 発育阻害母乳と
補助食品
（6-9カ月）

母乳育児継続
（20-23カ月）

子どもの比率（％）1995-2002* 栄養不良の5歳未満児の比率（％）1995-2002*

フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

4 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -

14 6 62 9 12 2 3 21 89 15
17 26 37 54 17 4 9 19 91 8
6 18k 12 12 3 0 2 12 - 8
7 - - - - - - - - -

11 31 70 57 25 5 10 26 100t 28
8 - - - - - - - - -
9 39k - - - - - - - -

13 39 76 45 24 5 3 46 - 49
12 11 28 73 23 5 9 26 93 12
22 37 36 67 25 7 10 30 100 2
12 11 42 31 14 3 11 11 - -
21 24 73 30 17 4 5 23 - 11

- - - - - - - - - -
14 35 61 34 17 - 1 29 62 80
9 - - - 2x 0x 2x 3x - -
4 - - - - - - - - -

30 37k 44 66 47 18 16 46 25 50
10x 42 81 65 26 8 - - 61 65
7x 44 - 0 11 2 5 15 - 94

15 12 51 27 16 2 6 22 - 40
6 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
9 - - - 6 - 3 6 - 100
8 - - - - - - - - -

10x 34 70 12 5 1 2 8 - 88
8 36 73 17 4 0 2 10 - 20

11 5 67 24 21 6 6 35 90 91
5 80x,k - - 13x - 11x 28x - -
7 97k - - 21 - 8 42 99t -
4 - - - - - - - - -
7 12k 26 9 10 3 11 24 - -
7x 24 77 21 11 2 3 25 - 27

14 23 10 47 40 13 15 41 70t 75
5 - - - - - - - - -
6 27k 35 11 3 0 3 12 - 87

14 15 51 58 18 4 5 46 - 69
- 35 70 45 26 8 6 39 100t -
7x - - 23 5 1 3 15 - 90x
- - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -

14 41 82 43 33 11 14 49 73 52
16 44 93 77 25 6 6 49 63 49
10 29k - 12 12 1 - - - -
22 10 85 - 30 7 13 25 - 44
23 38 66 62 33 11 11 38 74 74
6 - - - - - - - - -

12 63x,k - - - - - - 51 -
42 20 78 57 32 10 13 35 98 2
13 16x,k 29x - 15 2 14 10 - 0x
9 38x,k 36x 21x 8 1 2 18 - 90

18 60k - - - - - - 71 -
5 - - - 3 - 3 10 - 33
- - - - - - - - - -
8 51 55 57 13 3 6 25 93 45

11x 66k 53 21 9 2 4 24 - 41
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モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファーネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・グレナ
ディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ

14x 30 87 58 26 - 6 44 71 62x
15 11 67 67 35 8 9 34 97t 48
16x 26k - - 24 5 9 24 84 63

- - - - - - - - - -
21 69 66 92 48 13 10 51 98t 63

- - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - 83

13 31 68 39 10 2 2 20 - 96
17 1 56 61 40 14 14 40 89t 15
12 17 63 35 36x 12x 9x 43x 77 98
0 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
9 29k 78 11 4 1 3 9 - 37
8 - 92 73 24 4 13 23 - 61

19x 16k 31 56 38 12 13 37 100t 17
9 59k - - - - - - - -

10x 25 38 21 7 - 1 14 - 95
11x 59 74 66 35x - - - - -
9x 7k 59 15 5 - 1 11 - 83

11x 71 76 49 7 1 1 25 6 93
20 37 57 23 28 - 6 30 84t 24
6 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -

10 12k 48 21 6 - 2 8 - -
9 - - - 6x 1x 3x 8x - -
6 - - - 3 1 4 13 - 30x
9 84 79 71 27 7 6 41 94 90
9 56k - - - - - - - 100
8 - - - 14x - 6x 11x - -

10 - - - - - - - - -
4x - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 56 53 42 13 2 4 29 - 41

11x 31k 60 30 14 3 11 20 - -
18 24k 64 49 23 6 8 25 85t 16
4 11k 33 11 2 0 4 5 - 73
- - - - 6x 0x 2x 5x - -
- 4 51 53 27 9 10 34 91t 23
8 - - - 14x - 4x 11x - -
7 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -

13x 65k - - 21x 4x 7x 27x - -
- 9 13 8 26 7 17 23 62 -

15 7 67 30 12 2 3 25 - 62
6x - - - - - - - - -

22 54k - 62 29 - 14 14 - 88
31 16 47 40 17 7 - - 92t 1
13 9 25 11 13 2 7 10 - -
9 24 60 25 10 2 1 30 - 59
4 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
6 81k 50 6 7 1 4 18 - 40

15 14 35 35 - - - - - 20
13 32 64 48 29 7 5 44 93t 67
9 4k 71 27 19x - 6x 16x - 74
5 37 8 10 6 1 4 7 - 100

10 44 63 10 43 13 12 47 - 72
15 18 65 65 25 7 12 22 77 67
0 62k - - - - - - - -

低出生体重児
出生率
（％）

1998-2002*

ビタミンA
の補給率

（6-59カ月児）
（％）
2001

ヨード
添加塩を
使う世帯
（％）

1997-2002*
母乳のみ

（6カ月未満）

低体重

中・重度 重度 中・重度 中・重度

消耗症 発育阻害母乳と
補助食品
（6-9カ月）

母乳育児継続
（20-23カ月）

子どもの比率（％）1995-2002* 栄養不良の5歳未満児の比率（％）1995-2002*
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トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

23 2 19 10 7x 0x 4x 5x - 1
7 46 - 22 4 1 2 12 - 97

16 7 34 21 8 1 2 16 - 64
6 13 71 27 12 2 6 22 - 75
5 - - - - - - - - -

12 65 75 50 23 5 4 39 37 95
5 22 - - 3 1 6 15 - 5

15x 34k 52 29 14 3 15 17 - -
8 - - - - - - - - -
8 - - - 1x 0x 1x 2x - -
8 - - - 5 1 1 8 - -
7 16 45 36 19 5 12 31 - 19
6 50k - - 20x - - 19x - -
7 7k 50 31 5x 1x 3x 13x - 90
9 31 29 20 33 6 6 36 59 40

32x 18 79 41 46 15 13 52 100 39
10 40 87 58 28 7 5 47 83t 68
11 33 90 35 13 2 6 27 - 93

注 －データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
ものであることを示す。

ｋ生後４カ月未満の乳児への母乳のみの育児を表す。
＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。
ｔ 2回目のビタミンA投与の実施率が70％以上の国を示す。

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカとカリブ海諸国
CEE／CISとバルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

指標の定義 データの主な出典
低出生体重－出生時の体重が2,500グラム未満であること。

低体重－中・重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマ
イナス2 未満であること。重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標
準偏差がマイナス3 未満であること。

消耗症－中・重度：身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマ
イナス2 未満であること。

発育阻害－中・重度：年齢相応の身長を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差が
マイナス2 未満であること。

ビタミンAの補給率－2001年に高単位のビタミンAカプセルの補給を受けた生後6 ～59カ
月児の比率。

低出生体重－人口動態・保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の
国別世帯調査、定期報告制度によるデータ。

母乳育児－DHS、MICS、ユニセフ。

低体重・消耗症・発育阻害－DHS、MICS、WHO、ユニセフ。

ヨード添加塩－MICS、DHS、ユニセフ。

ビタミンA－ユニセフ現地事務所、WHO。

各地域の国名は136ページを参照。

14 28 65 50 29 8 9 38 75 66
15 37 59 25 14 4 6 22 - 51
30 36 46 67 46 17 15 44 46 49
8 54 - - 17 - - 20 - 82

10 38 48 25 8 1 2 16 - 84
9 14 41 23 7 1 4 16 - 39
7 - - - - - - - - -

17 39 55 51 27 10 10 32 59 66
18 35 66 63 36 10 11 43 78 52
16 39 55 51 27 10 10 31 59 66

低出生体重児
出生率
（％）

1998-2002*

ビタミンA
の補給率

（6-59カ月児）
（％）
2001

ヨード
添加塩を
使う世帯
（％）

1997-2002*
母乳のみ

（6カ月未満）

低体重

中・重度 重度 中・重度 中・重度

消耗症 発育阻害母乳と
補助食品
（6-9カ月）

母乳育児継続
（20-23カ月）

子どもの比率（％）1995-2002* 栄養不良の5歳未満児の比率（％）1995-2002*
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改善された
水源を利用
する人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

適切な衛生施
設を利用する
人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
購入の率
（％）
2002

完全に予防接種を受けた比率（％）2002

5歳未満児の
急性呼吸器
感染症（ARI）
の有病率
(％)

ARIを発病し
た5歳未満児
のうち適切な
保健措置を受
けた比率
(％)

ORTの
使用率
（％）
1994-2002*

蚊帳の下
で眠る5
歳未満児
の比率

マラリア1999－2001
殺虫処理
を施した
蚊帳で眠
る5歳未
満児の
比率

発熱した5歳
未満児のうち
抗マラリア剤
を与えられた
比率

１歳児

結核 ３種混合 ポリオ はしか B型肝炎
妊婦
破傷風 1998-2002*

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

13 19 11 12 25 8 0 59 47 48 44 - 34 - - 40 - - -
97 99 95 91 99 85 20 94 98 98 96 96 - 1 84 48 - - -
89 94 82 92 99 81 100 98 86 86 81 - - - - 24 - - -

100 100 100 100 100 100 - - 90 90 90 75 - - - - - - -
38 34 40 44 70 30 13 82 47 42 74 - 62 - - 7 10 2 63
91 95 89 95 98 94 100 - 98 90 99 99 - - - - - - -

- - - - - - 100 99 88 91 97 - - - - - - - -
- - - - - - 1 97 94 96 91 91 - 11 25 40 - - -

100 100 100 100 100 100 100 - 93 93 94 95 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 - - 83 82 78 82 - - - - - - -
78 93 58 81 90 70 10 99 97 99 97 97 - 3 36 27 12 1 1
97 98 86 100 100 100 - - 98 98 92 21 - - - - - - -

- - - - - - 100 - 98 98 99 98 - - - - - - -
97 99 97 48 71 41 100 95 85 85 77 - 89 18 27 49 - - -

100 100 100 100 100 100 94 - 84 86 92 17 - - - - - - -
100 100 100 - - - 100 99 99 99 99 99 - - - - - - -

- - - - - - - - 90 95 75 50 - - - - - - -
92 100 82 50 71 25 100 97 89 93 89 97 - - - - - - -
63 74 55 23 46 6 84 94 79 72 78 15 66 12 29 35 32 7 60
62 86 60 70 65 70 0 83 86 89 78 83 - - - - - - -
83 95 64 70 86 42 40 94 81 79 79 81 - 11 54 40 - - -

- - - - - - 45 91 80 86 89 - - 2 80 11 - - -
95 100 90 66 88 43 100 99 97 97 90 46 - 39 14 - - - -
87 95 53 76 84 43 100 99 96 97 93 89 - - - 18 - - -

- - - - - - 100 99 99 99 99 99 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 - 98 94 94 90 93 - - - - - - -
42 66 37 29 39 27 100 72 41 42 46 - 44 14 22 37 - - -
78 91 77 88 68 90 6 84 74 69 75 - 42 13 40 10 3 1 31
30 54 26 17 56 10 6 63 54 54 52 - 36 - - - - - -
58 78 39 79 92 66 100 77 48 48 62 - 65 7 25 23 11 1 66

100 100 99 100 100 99 - - 97 89 96 - - - - - - - -
74 64 89 71 95 32 80 92 94 94 85 40 - - - - - - -
70 89 57 25 38 16 0 70 40 40 35 - 63 10 32 34 31 2 69
27 31 26 29 81 13 75 67 40 40 55 - 39 12 22 36 27 1 32
93 99 58 96 96 97 100 94 94 95 95 - - - - - - - -
75 94 66 40 69 27 100 77 79 79 79 - - - - 29 - - -
91 99 70 86 96 56 100 85 85 81 89 76 - 13 51 - 24 1 -
96 98 95 98 98 98 0 90 89 98 71 - 41 10 49 22 36 9 63
51 71 17 - 14 - 0 51 41 41 37 - 41 - - 13 - - -
45 89 26 21 54 6 0 55 43 45 45 - 44 11 36 11 12 1 45

100 100 100 100 100 100 - 95 99 99 98 99 - - - - - - -
95 99 92 93 89 97 0 91 94 94 94 94 - - - - - - -
81 92 72 52 71 35 58 66 54 54 56 48 80 4 38 25 10 1 58

- - - - - - 100 99 95 95 95 - - - - - - - -
91 95 77 98 99 95 99 99 99 98 98 98 - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 25 - 98 98 86 89 - - - - - - -
- - - - - - - 97 98 97 - 86 - - - - - - -

100 100 100 - - - - - 98 98 99 - - - - - - - -
100 100 100 91 99 50 85 52 62 62 62 - - - - - - - -
97 100 90 83 86 75 70 98 98 98 98 - - - - - - - -
86 90 78 67 70 60 65 99 72 73 92 63 - 19 68 22 - - -
85 90 75 86 92 74 100 99 89 90 80 85 - - - - - - -
97 99 96 98 100 96 100 98 97 97 97 97 70 10 66 - - - -
77 91 64 82 89 76 100 92 81 81 93 75 - - - - - - -
44 45 42 53 60 46 0 73 33 39 51 - 52 - - - 15 1 49
46 63 42 13 66 1 0 91 83 83 84 - 50 19 44 30 - - 4

- - - - 93 - - 99 97 98 95 - - - - - - - -
24 81 12 12 33 7 18 76 56 57 52 - 24 24 16 - - - 3
47 43 51 43 75 12 100 99 92 99 88 78 - - - - - - -

国・地域
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フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

100 100 100 100 100 100 - 99 98 95 96 - - - - - - - -
- - - - - - - 83 98 98 85 27 - - - - - - -

86 95 47 53 55 43 100 89 38 31 55 - 50 13 48 - - - -
62 80 53 37 41 35 100 99 90 90 90 90 - 8 75 27 42 15 55
79 90 61 100 100 99 10 91 84 89 73 51 - 4 99 33 - - -

- - - - - - - - 97 95 89 29 - - - - - - -
73 91 62 72 74 70 28 91 80 80 81 80 73 14 26 22 - - 61

- - - - - - - 88 88 87 88 88 - - - - - - -
95 97 93 97 96 97 100 - 98 98 94 98 - - - - - - -
92 98 88 81 83 79 100 96 84 84 92 - - 19 37 15 6 1 -
48 72 36 58 94 41 20 71 47 44 54 - 43 16 39 21 - - -
56 79 49 56 95 44 0 70 50 50 47 - 41 10 64 13 67 7 58
94 98 91 87 97 81 90 91 91 93 95 85 - 5 78 7 67 8 3
46 49 45 28 50 16 30 71 43 43 53 - 52 39 63 - - - 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
88 95 81 75 93 55 100 94 95 95 97 95 - - - - - - -
99 100 98 99 100 98 - 99 99 99 99 - - - - - - - -

- - - - - - - - 92 91 88 - - - - - - - -
84 95 79 28 61 15 98 81 70 70 67 - 78 19 64 - - - -
78 90 69 55 69 46 90 77 75 74 76 67 81 9x 69x 5 32 0 4
92 98 83 83 86 79 100 99 99 99 99 99 - 24 93 - - - -
85 96 48 79 93 31 100 93 81 84 90 70 70 7 76 21 - - -

- - - - - - - 90 84 84 73 - - - - - - - -
- - - - - - 100 - 97 93 95 98 - - - - - - -
- - - - - - - - 95 96 70 95 - - - - - - -

92 98 85 99 99 99 98 90 87 86 86 - - - - 2 - - -
- - - - - - 100 - 95 81 98 - - - - - - - -

96 100 84 99 100 98 100 - 95 95 95 95 - 10x 76x - - - -
91 98 82 99 100 98 100 99 95 95 95 95 - 3 48 20 - - -
57 88 42 87 96 82 5 91 84 83 78 84 60 20 57 30 16 3 65
48 82 25 48 54 44 - 99 99 96 88 99 - - - - - - -

100 100 100 99 99 100 80 - - - - - - - - 18 - - -
92 97 71 63 76 4 45 89 97 99 97 92 - - - - - - -

- - - - - - 100 - 98 94 99 95 - - - - - - -
77 98 66 100 100 100 11 99 98 99 98 99 - - - 13 - - -
37 61 29 30 67 19 0 65 55 55 55 - 35 1 36 20 - - -

- - - - - - - 99 97 98 98 98 - - - - - - -
100 100 100 99 100 87 50 - 92 92 96 88 - 4 74 30 - - -
78 88 74 49 72 40 15 83 79 78 70 - - 7 49 10 - - -

- - - - - - 0 67 51 50 57 - 41 39 70 26 - - -
72 72 68 97 97 96 2 99 93 93 91 91 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 99 95 97 98 94 - - - - - - -
- - - - - - - - 98 98 91 49 - - - - - - -

47 85 31 42 70 30 1 73 62 61 61 62 35 6 47 30 30 0 61
57 95 44 76 96 70 0 78 64 79 69 64 82 27 27 - 8 3 27

- - 94 - - 98 100 99 96 97 92 95 - - - - - - -
100 100 100 56 100 41 98 98 98 98 99 98 - 22 22 - - - -
65 74 61 69 93 58 100 73 57 57 33 - 32 10 43 22 37 - -

100 100 100 100 100 100 - - 95 95 65 - - - - - - - -
- - - - - - - 90 80 80 80 80 - - - - - - -

37 34 40 33 44 19 100 98 83 82 81 - 40 10 39 - - - -
100 100 100 99 100 99 100 87 88 88 84 88 - - - - - - -
88 95 69 74 88 34 100 99 91 92 96 91 - - - - - - -

- - - - - - 5 39 75 79 84 81 - - - - - - -
92 97 88 99 100 98 37 99 97 98 94 99 - 1 78 19 - - -

100 100 100 100 100 100 - 99 99 99 99 - - - - - - - -
60 77 30 30 46 2 20 98 98 98 98 98 - 2 78 32 - - -
80 98 56 68 86 44 100 90 94 94 96 92 - 9x 28x - - - -

改善された
水源を利用
する人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

適切な衛生施
設を利用する
人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
購入の率
（％）
2002

完全に予防接種を受けた比率（％）2002

5歳未満児の
急性呼吸器
感染症（ARI）
の有病率
(％)

ARIを発病し
た5歳未満児
のうち適切な
保健措置を受
けた比率
(％)

ORTの
使用率
（％）
1994-2002*

蚊帳の下
で眠る5
歳未満児
の比率

マラリア1999－2001
殺虫処理
を施した
蚊帳で眠
る5歳未
満児の
比率

発熱した5歳
未満児のうち
抗マラリア剤
を与えられた
比率

１歳児

結核 ３種混合 ポリオ はしか B型肝炎
妊婦
破傷風 1998-2002*
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モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファーネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ

57 81 41 43 68 26 21 78 60 55 58 60 67 12x 39x 27 - - -
72 89 66 64 84 57 0 80 77 77 75 - 71 4 48 11 - - -
77 100 67 41 96 17 100 83 77 78 68 - 85 18x 67x 8 - - -

- - - - - - 100 95 80 59 40 75 - - - - - - -
88 94 87 28 73 22 60 85 72 72 71 - 69 23 24 11 - - -

100 100 100 100 100 100 - - 98 98 96 - - - - - - - -
- 100 - - - - 100 - 90 82 85 90 - - - - - - -

77 91 59 85 95 72 54 84 84 85 98 84 - 31 57 18 - - -
59 70 56 20 79 5 100 47 23 25 48 - 36 12 27 38 17 1 48
62 78 49 54 66 45 100 54 26 25 40 - 44 11 50 24 - - -

100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 - - - - - - -
100 100 100 - - - - - 91 91 88 - - - - - - - -
86 97 86 100 100 100 - 96 97 97 94 92 - 17 65 43 - - -
39 41 30 92 98 61 100 98 99 99 99 99 - - - 88 - - -
90 95 87 62 95 43 100 67 63 63 57 - 56 - - 19 - - -
79 100 20 100 100 100 5 - 99 99 99 99 - - - - - - -
90 99 79 92 99 83 100 92 89 85 79 - - - - 7 - - -
42 88 32 82 92 80 100 71 57 46 71 60 34 13x 75x - - - -
78 93 59 94 94 93 100 65 77 78 82 - - - - - - - -
80 87 62 71 79 49 100 90 89 90 95 - - 20 58 29 - - -
86 91 79 83 93 69 100 75 70 70 73 40 87 16 65 28 - - -

- - - - - - - 95 99 98 98 99 - - - - - - -
- - - - - - - 82 96 96 87 58 - - - - - - -
- - - - - - 100 99 96 96 99 98 - - - - - - -

58 91 16 53 86 10 100 99 99 99 98 99 - - - - - - -
99 100 96 - - - 100 97 96 97 98 82 - - - - - - -
41 60 40 8 12 8 20 99 88 85 69 88 83 12 20 4 6 5 13
98 - - 96 - - 97 99 98 97 99 97 - - - - - - -
98 - - 89 - - 100 95 74 90 97 - - - - - - - -
93 - - 96 - - 100 90 99 99 99 - - - - - - - -
99 95 100 99 95 100 100 98 96 96 99 98 - - - - - - -

- - - - - - - - 96 96 74 94 - - - - - - -
- - - - - - - 99 92 93 85 - - 5 47 25 43 23 61

95 100 64 100 100 100 100 98 95 95 97 97 - - - - - - -
78 92 65 70 94 48 100 70 60 60 54 - 75 7 27 33 15 2 36
98 99 97 100 100 99 - 95 95 95 92 - - 3 97 - - - -

- - - - - - 100 99 99 99 98 98 - - - - - - -
57 75 46 66 88 53 10 70 50 50 60 - 60 9 50 29 15 2 61

100 100 - 100 100 - 100 98 92 92 91 92 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 98 99 98 99 99 - - - - - - -
100 100 100 - - - - 98 92 93 94 - - - - - - - -
71 94 65 34 98 18 - 76 71 68 78 78 - - - - - - -

- - - - - - 0 60 40 40 45 - 60 - - - 16 0 19
86 99 73 87 93 80 100 94 82 84 78 83 52 19 75 - - - -

- - - - - - - - 96 96 97 80 - - - - - - -
77 98 70 94 97 93 100 99 98 98 99 - - - - - - - -
75 86 69 62 87 48 5 48 40 40 49 - 35 5 57 13 23 0 50
82 93 50 93 99 75 100 - 73 73 73 - - 4 58 24 77 3 -

- - - - - - 100 95 77 76 72 78 - 10 60 7 0 0 26
100 100 100 100 100 100 - - 99 99 94 - - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 - - 95 94 79 - - - - - - - -
80 94 64 90 98 81 100 99 99 99 98 98 - - - - - - -
60 93 47 90 97 88 0 98 84 85 84 35 - 1 51 20 6 2 69
68 90 57 90 99 86 20 88 89 91 89 89 86 14 68 21 21 2 53
84 95 81 96 96 96 100 99 96 97 94 95 - - - - - - -

- - - - - - 80 91 96 97 98 - - - - - - - -
- - - - - - 0 83 57 56 47 - - 14 57 7 - - -

54 85 38 34 69 17 0 84 64 63 58 - 38 9 30 15 15 2 60
100 100 100 - - - 100 99 90 90 90 96 - - - - - - -

改善された
水源を利用
する人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

適切な衛生施
設を利用する
人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
購入の率
（％）
2002

完全に予防接種を受けた比率（％）2002

5歳未満児の
急性呼吸器
感染症（ARI）
の有病率
(％)

ARIを発病し
た5歳未満児
のうち適切な
保健措置を受
けた比率
(％)

ORTの
使用率
（％）
1994-2002*

蚊帳の下
で眠る5
歳未満児
の比率

マラリア1999－2001
殺虫処理
を施した
蚊帳で眠
る5歳未
満児の
比率

発熱した5歳
未満児のうち
抗マラリア剤
を与えられた
比率

１歳児

結核 ３種混合 ポリオ はしか B型肝炎
妊婦
破傷風 1998-2002*



改善された水源を利用する人および適切な衛生設備を利用する人の比率－ユニセフ、世
界保健機関（WHO）、複数指標クラスター調査（MICS）、人口動態・保健調査（DHS）。

政府資金によるワクチン購入－ユニセフ、WHO。

予防接種－ユニセフ、WHO。

急性呼吸器感染症－DHS、MICS その他の国別世帯調査。

ORTの使用率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

マラリア－MICS、DHS。
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トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

90 - - 99 - - 100 - 89 89 88 - - 3 74 6 - - -
80 92 58 84 96 62 100 97 96 96 94 94 - - - - - - -
82 81 86 90 97 70 100 77 78 78 82 72 37 12x 37x 15 - - -

- - - - - - 100 99 98 99 88 96 - 1 51 31 - - -
100 100 100 100 100 100 100 99 98 98 99 99 - - - - - - -
52 80 47 79 93 77 100 96 72 73 77 42 50 23 65 - 7 0 -
98 100 94 99 100 98 100 98 99 99 99 48 - - - - - - -

- - - - - - 100 98 94 94 94 92 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 - - 91 91 83 - - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 56 - 94 90 91 88 - - - - - - -
98 98 93 94 95 85 100 99 93 93 92 93 - - - - - - -
85 94 79 89 97 85 25 98 98 99 97 92 - 0 57 19 - - -
88 63 94 100 100 100 100 90 54 53 44 54 - - - - - - -
83 85 70 68 71 48 100 90 63 77 78 60 - 9 72 10 - - -
77 95 72 47 82 38 50 97 75 92 96 65 89 9 60 20 96 16 7
69 74 68 38 89 21 100 74 69 69 65 34 39 23x 32x - - - -
64 88 48 78 99 64 0 92 78 79 85 - 60 15 69 28 6 1 58
83 100 73 62 71 57 100 80 58 74 58 58 77 16 50 50 3 - -

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

各地域の国名は136ページを参照。

57 83 44 53 73 43 66 73 55 55 58 24 51 15 43 24 16 2 41
87 95 77 83 93 70 85 89 86 86 87 70 - 12 73 - - - -
85 94 80 34 67 22 95 80 71 71 67 0 75 19 58 - - - -
76 93 67 48 73 35 89 79 78 79 80 23 - - - 25 - - -

86 94 66 77 86 52 95 95 88 89 91 66 - - - 19 - - -

91 95 82 91 97 81 73 92 91 92 92 79 - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 - - 95 91 90 77 - - - - - - -
78 92 69 52 77 35 87 81 73 73 73 26 66 16 54 25 - - -
62 82 55 44 71 35 54 77 63 63 63 14 56 15 37 28 17 2 37
82 95 71 61 85 40 - 81 75 75 75 30 66 16 54 25 - - -

注 －データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
ものであることを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。

指標の定義

データの主な出典

政府資金による定期EPIワクチン購入の率－子どもを守るために定期的に実施される予防
接種のワクチンのうち政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの比率。

EPI－拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、三種混合、
ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風の予防のための妊婦に対する予防接種が
含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎や黄熱病の）予防接種を含めている国もある。

三種混合（DPT3）－ジフテリア、百日咳、破傷風の予防接種を３回受けた乳幼児の率。

B型肝炎－B型肝炎の予防接種を３回受けた乳幼児の率。

5歳未満児の急性呼吸器感染症（ARI）の有病率(％)― 0－4歳の子どもで過去２週間に急
性呼吸器感染症にかかった子どもの比率。

ARIを発病した5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率(％)―過去２週間にARIを発
病した0-4歳の子どものうち適切な保健措置を受けた比率。

ORT使用率－過去2週間のうち下痢をした5 歳未満児のうち、発症中に水分補給の増加お
よび授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア

蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率（％）―0-4歳の子どもで蚊帳の下で眠った子どもの比率。

殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率（％）―0-4歳の子どもで殺虫処理を施した
蚊帳の下で眠った子どもの比率。

発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率（％）―過去２週間に発熱した0-
4歳の子どものうち（現地の定義による）適切な抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

改善された
水源を利用
する人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

適切な衛生施
設を利用する
人の比率
（％）
2000

全国 都市 農村

政府資金
による定
期EPI用
ワクチン
購入の率
（％）
2002

完全に予防接種を受けた比率（％）2002

5歳未満児の
急性呼吸器
感染症（ARI）
の有病率
(％)

ARIを発病し
た5歳未満児
のうち適切な
保健措置を受
けた比率
(％)

ORTの
使用率
（％）
1994-2002*

蚊帳の下
で眠る5
歳未満児
の比率

マラリア1999－2001
殺虫処理
を施した
蚊帳で眠
る5歳未
満児の
比率

発熱した5歳
未満児のうち
抗マラリア剤
を与えられた
比率

１歳児

結核 ３種混合 ポリオ はしか B型肝炎
妊婦
破傷風 1998-2002*



年
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成人の
有病率

（15-49歳）
2001年末

成人と
子ども

（0-49歳）
子ども

（0-14歳）

すべて
の地域

（調査地数）
首都

（調査地数）

その他
の都市

（調査地数）
地方

（調査地数）

コンドーム
がHIVの感染
を予防する
ことを知っ
ている比率
(％)

男 女 男 女 女

健康にみえ
る人もHIVを
保有する可
能性を知っ
ている比率
(％)

HIVについて
の包括的な
知識をもつ
比率
(％)

男 女

リスクの高い
最後の性交渉
でコンドーム
を使用した人
の比率(％)
1996-2002*
（15‐24歳）

エイズに
より孤児
となった
子どもの数
（0-14歳）
2001

孤児の
学校への
出席率

（1996-2001*）

HIV/エイズと
ともに生きている
人の推定数
2001年末

成人有病率が1％を超える国における妊娠
した女性(15-24歳）の平均HIV感染率

HIVの予防率　1996-2002*
（15‐24歳）

孤児

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 42 - 40 0 - - - -

0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

5.5 350000 37000 2001 5.1 [3] 6.3 [1] - 4.0 [2] - 30 - 43 - - - 104000 90
- - - - - - - - - - - - - - - - -

0.7 130000 3000 - - - - - - - - - - - - 25000 -
0.2 2400 <100 - - - - - 56 42 - 53 - 43y - - -
0.1 12000 140 -. - - - - - - - - - - - - -
0.2 9900 <100 - - - - - - - - - - - - - -

<0.1 1400 - - - - - - - 11 - 35 2 - - - -
3.5 6200 <100 1995 3.6y - - - - - - - - - - 2900 -
0.3 <1000 - - - - - - - - - - - - - - -

<0.1 13000 310 - - - - - - - 29 22 - - - 2000 -
1.2 - - - - - - - - - - - - - - 1000 -
0.3 15000 - - - - - - - - - - - - - - -
0.2 8500 330 - - - - - - - - - - - - - -

2 2500 180 - - - - - - - - - - - - 1000 -
3.6 120000 12000 2002 1.7 [36] - - - 71 50 69 56 - 34 19 34000 -

<0.1 <100 - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 4600 160 - - - - - - 56 82 55 22 22y 8 1000 82

<0.1 - - - - - - - - 53 - 74 - - - - -
38.8 330000 28000 2002 31.1 [22] - 31.2 [9] 30.4 [10] - 76 - 79 28 88 75 69000 99
0.7 610000 13000 - - - - - - - 79 79 - 59 32 127000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
6.5 440000 61000 2002 4.8 5.4 - 3.1y - - 64 42 - 55 41 268000 -
8.3 390000 55000 2002 - 5.9 [1] 9.8 [3] 1.9 [2] - 47 - 66 24 - - 237000 70
2.7 170000 12000 2000 2.6 3.3 3.1 1.8y - 64 - 62 37 - 43y 52000 71

11.8 920000 69000 2000 11.9 [27] - - - - 46 63 54 16 31 16 210000 94
0.3 55000 <500 - - - - - - - - - - 72 72 - -

- - - - - - - - - - 60 53 - - - - -
12.9 250000 25000 2002 - - 13.9 [25] 13.3 [14] - 20 72 46 5 - - 107000 91
3.6 150000 18000 2002 5.3 [11] 7.3 [1] - 4.8 [10] - 21 - 28 5 2 3 72000 -
0.3 20000 <500 - - - - - - 74 - - - 33y 18 4000 -
0.1 850000 2000 - - - - - - - - - - - - 76000 -
0.4 140000 4000 - - - - - - 67 - 83 - - 29 21000 -

- - - - - - - - - 41 - 55 10 - - - -
7.2 110000 15000 2002 4.7 [3]y - 4.7 [1]y - - - - - - - 12y 78000 -
4.9 1300000 170000 - - - - - - 46 - - - - 13 927000 72

- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.6 11000 320 - - - - - - - - - - - - 3000 -
9.7 770000 84000 2001 7.9 [24] 10 [1] 7.7 [9] 3.8 [4] - 53 67 51 16 56 25 420000 83

<0.1 200 <10 - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 3200 <100 - - - - - - 89 - 91 52 - - 1000 -
0.3 <1000 - - - - - - - - - - - - - - -

<0.1 500 <10 - - - - - - - - - - - - - -
0.2 3800 <100 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 6000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5 130000 4700 1999 1.8 - - - - 73 92 89 33 48 12 33000 87
0.3 20000 660 - - - - - - - - 59 - - - 7000 -

<0.1 8000 - - - - - - - - - - - - - - -
0.6 24000 830 - - - - - - - - 68 - - - 13000 -
3.4 5900 420 - - - - - - 26 - 46 4 - - <100 95
2.8 55000 4000 2001 1.3 [n] - - - - - - - - - - 24000 -

1 7700 - - - - - - - - - - - - - - -
6.4 2100000 230000 2001 12.1 [34] - - - 63 37 54 39 - 30 17 989000 60
0.1 300 - - - - - - - - - - - - - - -

国・地域
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フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ

<0.1 1200 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.3 100000 1000 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 88 79 81 72 - 48 33 9000 98
1.6 8400 460 - - - - - - 52 - 53 15 - - 5000 85

<0.1 900 - - - - - - - - - 47 - - 0y - -
0.1 41000 550 - - - - - - - - - - - - - -

3 360000 34000 2002 1.5 [24] 2.3 [4] 2.7 [8] 1.4 [12] - 70 77 71 - 33y 20 204000 93
0.2 8800 <100 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 67000 4800 - - - - - - - - - - - - 32000 98
- - - 2001 2.7 [5] 0.5 - 2.4 [4] - - 56 60 - 32 17 29000 -

2.8 17000 1500 - - - - - - 32 - 31 8 - - 4000 103
2.7 18000 800 - - - - - - 69 - 84 36 - - 4000 -
6.1 250000 12000 2000 3.8 [10]y - - - 72 46 78 68 14 30 19 200000 82

- - - - - - - - - - - - - - - - -
1.6 57000 3000 - - - - - - 35 - 78 - - - 14000 -
0.1 2800 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.2 220 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.8 3970000 170000 - - - - - 63y 62 - - - 51y 40 - -
0.1 120000 1300 - - - - - 78y 23 - 32 7 - - 18000 -

<0.1 20000 <200 - - - - - - - - - - - - <100 -
<0.1 <1000 - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 2400 190 - - - - - - - - - - - - - -
0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
0.4 100000 770 - - - - - - - - - - - - - -
1.2 20000 800 - - - - - - - - - - - 38y 5000 -

<0.1 12000 110 - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 <1000 - - - - - - - - - 58 - - - - -
0.1 6000 <100 - - - - - - - 66 63 - 28 65 - -
15 2500000 220000 2002 9.8 [34] - 11.9 8.3 - 52 80 75 26 43 14 892000 74

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1000 -

<0.1 4000 <100 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

<0.1 500 - - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 1400 <100 - - - - - - - - - - - - <100 -
0.4 5000 <100 - - - - - - - - - - 69y 66 - -

- - - - - - - - - - - - - 69y 69 - -
31.0 360000 27000 2000 16.1 - 22.0 16.1 - 58 - 46 18 - - 73000 87

- - - - - - - - 55y 49 - - - - - 39000 -
0.2 7000 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 1300 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.2 - - - - - - - - - - - - - - - -
0.3 22000 1000 - - - - - - 33 - 27 - -y 13 6000 65

15.0 850000 65000 2001 17.2 [19] - 20.2 [10] 16.6 [8] 76 66 89 84 34 38 32 468000 93
0.4 42000 770 - - - - - - - - - - - - 14000 -
0.1 <100 - - - - - - - - - - - - - - -
1.7 110000 13000 2002 3.2 [9] 2.6 [3] 2.4 [6] - - - 59 46 - 30 14 70000 72
0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 30 17 39 30 - - - - -

0.1 700 <100 - - - - - - - - - - 26 - - -
0.3 150000 3600 - - - - - - - - - - 57y 57 27000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.2 5500 - - - - - - - 56 - 79 19 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

年

成人の
有病率

（15-49歳）
2001年末

成人と
子ども

（0-49歳）
子ども

（0-14歳）

すべて
の地域

（調査地数）
首都

（調査地数）

その他
の都市

（調査地数）
地方

（調査地数）

コンドーム
がHIVの感染
を予防する
ことを知っ
ている比率
(％)

男 女 男 女 女

健康にみえ
る人もHIVを
保有する可
能性を知っ
ている比率
(％)

HIVについて
の包括的な
知識をもつ
比率
(％)

男 女

リスクの高い
最後の性交渉
でコンドーム
を使用した人
の比率(％)
1996-2002*
（15‐24歳）

エイズに
より孤児
となった
子どもの数
（0-14歳）
2001

孤児の
学校への
出席率

（1996-2001*）

HIV/エイズと
ともに生きている
人の推定数
2001年末

成人有病率が1％を超える国における妊娠
した女性(15-24歳）の平均HIV感染率

HIVの予防率　1996-2002*
（15‐24歳）

孤児
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モンゴル
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファー
ネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・
グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・
マケドニア
東ティモール

<0.1 <100 - - - - - - - 77 - 57 32 - - - -
0.1 13000 - - - - - - - - - - - - - - -

13.0 1100000 80000 2002 13.1 [36] - 14.7 12.4 - - 59 62 - - - 418000 47
- - - 2000 2.8 [10] - - - - - - - - - - 40000 -

22.5 230000 30000 2002 17.9 [21] - - - - 86 - - - - - 47000 92
- - - - - - - - - - - - - - - - -

0.5 58000 1500 - - - - - 81y 39 79y 42 - 52y - 13000 -
0.2 17000 160 - - - - - - - - - - - - - -
0.1 1200 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.2 5800 210 - - - - - - - 82 79 - - 17 2000 -

- - - - - - - - - 30 43 22 5 - - 33000 -
5.8 3500000 270000 2001 6.0 [86] - - - - - 51 45 - 38y 21 995000 87

- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 1800 <100 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 38 - 49 - - - - -
0.1 1300 - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 78000 2200 - - - - - - - - - - - - 25000 -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
1.5 25000 800 - - - - - - - - - - - - 8000 -
0.7 17000 500 - - - - - - - - - - - - 4000 -

- - - - - - - - - - - - - - 79y 2000 -
0.4 53000 1500 - - - - - - 34 - 72 - - 19 17000 -

<0.1 9400 <10 - - - - - - 50 - 67 - - - 4000 -
0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
0.5 27000 350 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 6500 4000 - - - - - - 92 76 70 23 - - - -
0.9 700000 - - - - - - - - - - - - - - -
8.9 500000 65000 1999 9.3 [10] 12.1 [3] 12.9 [1] 6.7 [6] 76 63 69 64 - 55 23 264000 80

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - .- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 32 - 65 11 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

0.5 27000 2900 - - - - - - 49 66y 46 - - - 15000 74
0.2 10000 - - - - - - - 63 - 65 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
7.0 170000 16000 - - - - - - 30 - 35 16 - - 42000 71
0.2 3400 <100 - - - - - - - - - - - - - -

<0.01 <100 - - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 280 <100 - - - - - - - - - - 17 18 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
1.0 43000 - - - - - - - 2 - 11 - - - - 65

20.1 5000000 250000 2002 23.7 [400] - - - - 83 - 54 20 - 20 662000 95
0.5 130000 1300 - - - - - - - - - - 49 33 - -

<0.1 4800 <100 - - - - - - - - - - 44 - 2000 -
2.6 450000 30000 - - - - - - 12 16 18 - - - 62000 96
1.2 3700 190 - - - - - - 58 - 70 27 - - 2000 89

33.4 170000 14000 2002 39.4 [17] - 40.6 37.1 - 63 - 81 27 - - 35000 91
0.1 3300 <100 - - - - - - - - - - - - - -
0.5 19000 300 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
<0.1 200 - - - - - - - 5 - 8 - - - - -
7.8 1500000 170000 2002 6.1 [24] 7.3 [4] 7.0 [5] 5.3 [14] 72 62 68 65 26 31 21 815000 74
1.8 670000 21000 - - - - - - - - - - - - 289000 -

<0.1 <100 <100 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

年

成人の
有病率

（15-49歳）
2001年末

成人と
子ども

（0-49歳）
子ども

（0-14歳）

すべて
の地域

（調査地数）
首都

（調査地数）

その他
の都市

（調査地数）
地方

（調査地数）

コンドーム
がHIVの感染
を予防する
ことを知っ
ている比率
(％)

男 女 男 女 女

健康にみえ
る人もHIVを
保有する可
能性を知っ
ている比率
(％)

HIVについて
の包括的な
知識をもつ
比率
(％)

男 女

リスクの高い
最後の性交渉
でコンドーム
を使用した人
の比率(％)
1996-2002*
（15‐24歳）

エイズに
より孤児
となった
子どもの数
（0-14歳）
2001

孤児の
学校への
出席率

（1996-2001*）

HIV/エイズと
ともに生きている
人の推定数
2001年末

成人有病率が1％を超える国における妊娠
した女性(15-24歳）の平均HIV感染率

HIVの予防率　1996-2002*
（15‐24歳）
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トーゴ
トンガ
トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

6.0 150000 15000 2001 - 5.4 [1] - - - 63 73 67 20 41 22 63000 96
- - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5 17000 300 - - - - - - 54 - 95 33 - - 4000 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

<0.1 - - - - - - - - - 76y 73 - - - - -
<0.1 <100 - - - - - - - 21 - 42 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
5.0 600000 110000 2002 - - - 8.7 [1] 81 68 83 76 28 62 44 884000 95
1.0 250000 - - - - - - - 57 - 78 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.1 34000 550 - - - - - - - - - - - - - -
0.6 900000 10000 - - - - - - - - - - 65y 65 - -
0.3 6300 100 - - - - - - - - - - - - 3000 -

<0.1 740 <100 - - - - - - 22 - 41 3 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

0.5 - - - - - - - - 28 - 78 - - - 17000 -
0.3 130000 2500 - - - - - - 60 - 63 25 - - 22000 -
0.1 9900 - - - - - - - - - - - - - - -

21.5 1200000 150000 2002 18.8 [24] 20.9 [4] 21.8 [8] 7.9 [12] 69 59 84 75 26 42 33 572000 87
33.7 2300000 240000 2001 25.2 [19] - 30.1 [8] 23.7 [10] 81 73 83 74 - 69 42 782000 85

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

各地域の国名は136ページを参照。

注 －データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもので
あることを示す。

ｙデータが標準的な定義によらないかまたは国内の一部地域のみに関するものであるが、地域別および世界の平均値に含まれていることを示す。
＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。

指標の定義

データの主な出典
成人の有病率－2001年末時点でHIV/エイズとともに生きている成人の比率。

HIV/エイズとともに生きている人の推定数－2001末時点でHIV/エイズとともに生きている成人と子ども
の推定数。

妊娠した女性のHIV感染率－選択された妊産婦診療所で「関連のない無記名の」観察調査で実施され
た15-24歳の妊娠した女性の血液検査でHIVに陽性だった比率。

コンドームがHIVの感染を予防することを知っている比率－15-24歳の若い男女のうち質問に対してコ
ンドームがHIVの感染を予防すると報告した割合。

健康にみえる人もHIVを保有する可能性を知っている比率－15-24歳の若い男女のうち健康にみえる人
もエイズウィルスを保有する可能性を知っている比率。

HIVについての包括的な知識をもつ比率－15-24歳の若い女性のうち、ふたつの主なHIV感染を予防す
る方法（コンドームの使用と、ひとりの忠実でHIVに感染していない相手のみと性交渉をもつこと）
を認識し、HIV感染についての２つの主要な現地の誤解を否定し、健康にみえる人もHIVウィルスを
保有する可能性を知っている割合。

リスクの高い最後の性交渉でコンドームを使用した人の比率－結婚しておらず、同居していない相
手と過去12カ月に性交渉をもった15-24歳の男女のうち、最後の性交渉でコンドームを使用した人の
割合。

エイズにより孤児となった子ども－2001年末時点で、エイズにより片親もしくは両親を失った0-14歳
の子どもの推定数。

成人の有病率－国連合同エイズ計画（UNAIDS）、世界におけるHIV/エイズの蔓延に関する報告書、
2002年。

HIV/エイズとともに生きている人の推定数－UNAIDS、世界におけるHIV/エイズの蔓延に関する報告
書、2002年。

妊娠した女性のHIV有病率－国別観察調査報告書（1997-2003年）、米国国勢調査局、HIV/エイズ観察デ
ータベース、2003年。

コンドームがHIVの感染を予防することを知っている比率－人口動態・保健調査（DHS）、複数指標ク
ラスター調査（MICS）、行動観察調査（BSS）、リプロダクティブ・ヘルス調査（RHS）（1997-2002）。

健康にみえる人もHIVを保有する可能性を知っている比率－DHS、BSS、RHS、MICS（1997-2002）。

HIVについての包括的な知識をもつ比率－DHS、BSS、RHS、MICS（1997-2002）。

リスクの高い最後の性交渉でコンドームを使用した比率－DHS、BSS、RHS、MICS（1997-2002）。

エイズにより孤児となった子ども－UNAIDS、ユニセフ、米国国際開発庁、危機にある子どもたち、2002年。

孤児の学校への出席率－MICS、DHS（1997-2002）。

孤児の学校への出席率－生物学上の両親を失ない現在通学している10-14歳の子どもの、少なくとも
片親と住んでいて通学している同年齢の子どもに対する比率。

9 28500000 2600000 - 10.2 .- .- .- - 52 63 53 - 31 21 - 80
0.4 520000 35100 - .- .- .- .- - - - - - - - - -
0.6 4433800 178060 - .- .- .- .- 63 62 - - - 51 40 - -
0.2 2134200 44225 - .- .- .- .- - - - - - - - - -

0.6 1920300 60000 - .- .- .- .- - - - 78 - 44 36 - -

0.5 1018640 15050 - .- .- .- .- - - - 63 - - - - -
0.3 1508400 15450 - .- .- .- .- - - - - - - - - -
1.4 37476000 2928000 - .- .- .- .- - - - - - - - - -
4.1 13348000 1428000 - .- .- .- .- - 43 51 41 - - - - 77
1.2 40000000 3000000 - .- .- .- .- - - - - - - - - -

年

成人の
有病率

（15-49歳）
2001年末

成人と
子ども

（0-49歳）
子ども

（0-14歳）

すべて
の地域

（調査地数）
首都

（調査地数）

その他
の都市

（調査地数）
地方

（調査地数）

コンドーム
がHIVの感染
を予防する
ことを知っ
ている比率
(％)

男 女 男 女 女

健康にみえ
る人もHIVを
保有する可
能性を知っ
ている比率
(％)

HIVについて
の包括的な
知識をもつ
比率
(％)

男 女

リスクの高い
最後の性交渉
でコンドーム
を使用した人
の比率(％)
1996-2002*
（15‐24歳）

エイズに
より孤児
となった
子どもの数
（0-14歳）
2001

孤児の
学校への
出席率

（1996-2001*）

HIV/エイズと
ともに生きている
人の推定数
2001年末

成人有病率が1％を超える国における妊娠
した女性(15-24歳）の平均HIV感染率

HIVの予防率　1996-2002*
（15‐24歳）
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表5 教育指標

成人の識字率（％）
人口100人当たり

の数
2001

初等教育就学率（％）

総就学率
1997-2000*

純就学率
1997-2000*

初等教育
純出席率
（％）

1992-2002*

小学校の第１学年に
入学した生徒が第５
学年に在学する率

（％）

中等教育
総就学率
（％）

1997-2000*
政府データ
1995-1999*

調査データ
1995-2001電話 インターネット

ユーザー

1990

男 女 男 女 男 女 男 女男 女

2000

男 女

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

40 12 51 21 0 - 29 0 42x 15x 58 14 49 - 32x 11x
- - - - 15 0 107 107 98 97 - - 82x - 77 80

66 39 75 51 6 1 116 107 100 97 92 90 97 95 68 73
- - - - 74x 9x - - - - - - - - - -
- - - - 1 0 78 69 39 35 55 56 4 76 18 13

90 87 80x 83x 80 9 - - - - - - - - - -
96 96 97 97 42 10 120 120 100 100 - - 90 - 94 100
99 96 99 98 15 2 78 79 69 70 97 98 - 100 71 76

- - - - 112 37 102 102 95 96 - - 99x - 160 161
- - - - 129 39 104 103 90 92 - - 96 - 101 97

99 96 99x 96x 21 0 97 99 90 93 88 88 98 99 80 80
94 95 95 96 60 5 92 89 86 80 - - 78 - 85 83
87 75 91 83 73 20 103 103 95 97 85 84 100 99 98 105
44 24 49 30 1 0 100 101 88 90 77 78 72y 86 45 47
99 99 100 100 68 6 110 110 100 100 - - - - 101 102

100 99 100 100 30 4 109 108 100 100 - - 72y - 83 86
- - - - 124 31 105 105 100 100 - - - - 138 153

90 88 93 93 30 7 130 126 98 100 - - 78 - 71 77
38 16 52 24 3 0 113 78 83 57 61 47 84 92 30 14
51 23 61 34 3 1 82 62 58 47 - - 90 - 7x 2x
87 70 92 79 16 2 117 115 97 97 93 91 83 96 81 78
92 85 98x 89x 17 1 100 100 100 100 87 85 - 99 - -
66 70 75 80 27 3 108 108 83 86 82 85 87 96 90 96
83 81 87 87 39 5 166 159 100 94 95y 95y 66 84 103 114
91 79 95 88 66 10 106 102 90x 91x - - 92 - 109 116
98 96 99 98 55 7 105 102 95 93 - - 91 - 95 93
25 8 34 14 1 0 52 37 42 29 32 22 69 81 12 8
48 27 56 40 1 0 73 58 59 49 49 44 58 80 12 9
78 49 80 57 2 0 117 103 100 90 66 65 63 93 24 14
69 48 79 64 3 0 115 100 81x 71x 76 71 81 93 22 17

- - - - 104 47 99 99 99 99 - - 99x - 102 103
76 54 85 66 21 3 140 137 98 99 97 96 91 - 50 50
47 21 60 35 1 0 89 61 64 45 47 39 24x 71 15x 6x
37 19 52 34 0 0 90 57 70 47 46 33 54 96 18 5
94 94 96 96 57 20 104 101 89 88 - - 100 - 86 64
87 69 92 78 25 3 105 108 93 93 - - 97 - 66 60
89 88 92 92 25 3 113 112 89 88 90 90 71y 87 67 73
61 46 63 49 1 0 92 80 60 52 31 30 77 24 23 19
77 58 88 74 6 0 101 93 99x 93x - - 55 - 46 38
61 34 73 50 0 0 49 45 33 32 55 48 64 54 24 13

- - - - 34 16 98 93 86 83 - - 52 - 58 63
94 94 96 96 31 9 108 105 91 91 - - 80 - 58 63
51 26 60 37 6 0 92 70 73 55 62 52 91 94 30 17
99 95 99 97 76 11 91 89 72 72 - - 98x - 83 86
95 95 97 97 5 1 104 100 98 97 - - 95 99 83 87
98 91 99 95 109 22 97 97 95 95 - - 99 - 93 94

- - - - 106 15 105 104 90 90 - - 100y - 93 96
- - - - 146 43 102 102 99 99 - - 100x - 125 131

67 40 76 54 2 1 46 35 37 28 73y 62y 77 - 13 17
- - - - 40 12 93 105 89 89 - - 86 - - -

80 79 84 84 26 2 126 122 92 93 92 93 75 89 53 67
90 85 93 90 17 3 115 115 99 100 90 90 78 - 57 58
60 34 67 44 15 1 103 96 95 90 87 83 99y 99 88 83
76 69 82 76 24 2 112 107 75 88 - - 71 - 50 50
86 61 93 74 5 0 126 115 76 68 60 61 16 75 43 19
59 35 67 45 1 0 65 54 44 38 63 59 69y 69 34 23

100 100 100 100 81 30 105 101 98 97 - - 99 - 91 92
37 20 47 31 0 0 76 52 53 41 33 28 64 65 22 14
92 86 95 91 21 2 111 110 99 100 - - 92 - 64x 65x

国・地域
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フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

- - - - 135 43 102 101 100 100 - - 100 - 120 133
- - - - 118 26 106 104 100 100 - - 99y - 107 108

68 45 80 62 23 1 144 143 89 87 94 93 59 91 61 58
32 20 44 30 7 1 86 78 71 66 47 40 69 98 43 30

100 98 100x 99x 23 1 95 96 95 95 99 100 98 - 72 74
- - - - 132 37 104 104 86 88 - - 100x - 100 99

70 47 80 63 2 0 84 77 60 57 74 74 66 94x 40 33
98 92 99 96 128 13 99 99 97 97 - - 100x - 98 99

- - - - 39 5 - - - - - - - - - -
69 53 76 61 16 2 107 98 86 82 79 75 62y 72 39 35
45 18 55 27 1 0 78 56 52 42 45 33 84 91 20 7
42 13 54 24 1 0 99 66 63 45 44 38 38 85 26 14
98 96 99 98 18 11 122 118 99 97 86 88 91 97 80 82
43 37 52 48 2 0 153 155 78 83 52 57 41 88 21x 20x

- - - - - - - - - - - - - - - -
69 67 75 75 8 1 105 107 87 88 - - 58 - 29x 37x
99 99 100 99 87 15 103 101 91 90 - - 98x - 98 99

- - - - 153 60 102 102 100 100 - - 99x - 105 113
62 36 68 45 4 1 111 92 78 64 79 73 68 92 57 40
87 73 92 82 7 2 111 109 93 92 86 86 97 94 58 56
72 54 83 69 20 2 88 85 74 73 98 96 98y - 81 75
51 20 55 23 3 - 111 91 100 86 83 70 72x 89 47 29

- - - - 126 23 120 119 90 90 - - 99 - 119 127
95 88 97 93 137 28 114 114 100 100 - - 100x - 94 93
98 97 99 98 135 27 101 101 100 100 - - 99y - 97 95
78 86 83 91 45 4 100 99 95 95 77 80 89 92 82 85

- - - - 117 38 101 101 100 100 - - 100x - 102 103
90 72 95 84 30 5 101 101 93 94 89y 89y 98 - 86 89

100 98 100 99 16 1 99 98 89 88 87 88 92 99 90 87
81 61 89 76 3 2 95 93 68 69 71 73 71 88 32 29

- - - - 5 2 127 129 - - - - 95 - - -
98 93 99 96 2 0 108x 101x - - - - 100 - - -
98 93 99 96 111 52 101 102 99 100 - - 99 - 94 94
79 73 84 80 59 9 85 84 68 65 - - 97 - 55 56

- - - - 8 3 103 100 84 81 95y 94y 89 100 86 86
70 43 76 53 2 0 122 104 85 78 64 59 59y 93 44 31

100 100 100 100 59 7 101 100 92 92 - - 96 - 90 92
88 73 92 80 42 8 101 97 74 74 97 96 97 95 72 79
65 90 73 94 4 0 112 118 75 82 62 68 75 89 30 36
55 23 70 37 0 0 140 96 96 71 59y 53y 33 - 45 32
83 51 91 68 12 0 115 117 97x 96x - - 89x - 88 91

- - - - 106 45 - - - - - - - - - -
100 99 100 100 59 7 102 101 95 94 - - 98 - 96 95

- - - - 170 36 101 101 96 97 - - 99 - 92 97
66 50 74 60 1 0 105 101 67 68 60 63 46y 40 15 14
69 36 75 47 1 0 139 135 97 100 69 73 49 79 41 31
87 74 91 83 51 27 99 99 98 99 - - 99 - 67 74
95 95 97 97 17 4 131 131 99 99 - - 98 - 53 57
28 10 36 16 1 0 71 51 51 36 44 33 95 94 20 10
88 89 91 93 114 25 106 107 98 100 - - 100 - 89 89

- - - - 9 2 134x 133x 100x 100x - - - - - -
46 24 51 30 5 0 86 80 66 62 46 42 61 83 22 20
85 75 88 81 48 13 109 108 95 95 - - 100 - 79 75
91 84 93 89 35 4 114 113 100 100 97 97 89 - 73 77
63 63 66 67 9 4 136 149 - - - - - - 127 137
99 96 100 98 20 1 84 84 79 78 86 87 93 99 70 72

- - - - 153 47 - - - - - - 98x - - -
99 97 99 98 13 2 97 101 87 91 76 77 - 95 55 67
53 25 62 36 20 1 101 88 82 74 67y 50y 80 82x 44 35

成人の識字率（％）
人口100人当たり

の数
2001

初等教育就学率（％）

総就学率
1997-2000*

純就学率
1997-2000*

初等教育
純出席率
（％）

1992-2002*

小学校の第１学年に
入学した生徒が第５
学年に在学する率

（％）

中等教育
総就学率
（％）

1997-2000*
政府データ
1995-1999*

調査データ
1995-2001電話 インターネット

ユーザー

1990

男 女 男 女 男 女 男 女男 女

2000

男 女
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モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファーネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・
グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ

49 18 60 29 1 0 104 79 59 50 53y 47y 58y 55 15 9
87 74 89 81 1 0 89 89 84 83 68 68 65y 94 40 38
77 72 83 81 12 2 112 113 79 85 77 78 92 95 58 66

- - - - 29 - 80 82 80 82 - - - - 52 56
47 14 59 24 1 0 128 108 77 67 79 66 71y 92 58 43

- - - - 139 49 109 106 100 100 - - 96x - 126 122
- - - - 108 46 100 100 99 99 - - 97 - 109 116

61 61 64 64 6 1 103 104 80 81 75 80 48 87 50 58
18 5 24 9 0 0 42 29 36 24 36 25 74 89 8 5
59 38 72 56 1 0 75x 65x 38x 33x 58 54 80x 95 33x 28x
77 76 80 83 75 31 99 98 99 98 - - - - 93 103

- - - - 155 46 101 102 100 100 - - 100x - 113 116
- - - - 18 2 107 109 96 98 91 92 98 99 80 86

67 38 80 62 21 5 74 71 65 65 - - 96 - 69 68
49 20 57 28 3 0 93 54 83 48 62 51 50 91 29 19

- - - - - - 113 109 100 100 - - - - 83 86
90 88 93 91 29 4 113 110 100 100 - - 92 - 67 71
64 48 71 57 1 1 88 80 88 80 32y 31y 60 - 24 18
92 88 94 92 26 1 113 110 92 93 81x 84x 76 90x 59 61
92 79 95 85 14 8 128 127 100 100 93 93 88 97 83 78
92 91 95 95 19 3 113 113 92 93 80 83 69 89 74 81

100 100 100 100 55 10 100 99 98 98 - - 99 - 103 100
91 84 95 90 120 28 122 120 100 100 - - 97 - 111 117
92 92 94 94 57 7 105 105 95 96 - - 88 - 86 92
99 96 99 97 36 4 100 98 93 93 - - 96 - 82 83

100 99 100 99 30 3 108x 107x 93x 93x - - - - 80 86
63 44 74 60 1 0 119 118 97 98 67 67 39 78 12 12

- - - - 54 8 101 94 92 86 - - - - - -
- - - - 33 8 115 109 100 100 - - 95x - 77 100

- - - - 29 5 99 83 90 78 - - - - - -
99 97 99 98 7 2 105 101 98 95 - - 83 - 73 79

- - - - 135 51 - - - - - - 100 - - -
- - - - 4 6 - - - - 67 69 - 71 - -

76 50 83 67 26 1 69 66 60 56 - - 94 - 71 64
38 19 47 28 6 1 79 70 66 60 51 44 72 93 21 14
97x 88x 99x 97x 42 6 65 67 50 51 98y 96y 100x 94 59 62

- - - - 80 11 101 101 100 100 - - 99y - - -
40 14 51 23 1 0 106 80 68 63 43 39 - 94 29 24
94 83 96 88 120 41 95x 93x 93x 92x - - 100x - 70x 77x

100 100 100 100 69 13 103 103 89 90 - - 97x - 87 88
100 100 100 100 114 30 101 100 94 93 - - 98x - 97 100

- - - - 2 0 104x 90x - - - - 81 - 21x 14x
- - - - 0x 0 18x 9x 13x 7x 12 10 - 79 10x 6x

82 80 86 85 35 6 115 108 90 88 86 84 65 99 83 91
98 95 99 97 117 18 105 105 100 100 - - 98x - 113 119
93 85 94 89 8 1 107 104 97 97 - - 97 - 70 75
60 32 69 46 2 0 59 51 51 42 54 51 87 73 22 36
94 89 96 93 37 3 127 127 94 90 88 91 99x 84 80 94
74 70 81 79 9 1 128 121 92 94 71 71 84 94 60 60

- - - - 153 52 109 111 100 100 - - 97 - 132 167
- - - - 146 31 108 107 99 99 - - 100 - 103 96

82 48 88 60 12 0 113 105 99 94 - - 92 - 46 41
99 97 100 99 4 0 108 100 100 99 79 81 - 94 86 71
76 51 84 67 2 0 63 63 46 48 47 51 82 96 6 5
95 90 97 94 22 6 97 93 87 84 - - 97 - 84 80
96 91 97 94 37 3 99 99 92 92 - - 95 - 85 83

- - - - - - - - - - 76 75 - - - -
61 29 72 43 4 3 138 110 100 83 67 59 74 88 54 24

- - - - 11 3 114 112 92 90 - - 92 - 97 103

成人の識字率（％）
人口100人当たり

の数
2001

初等教育就学率（％）

総就学率
1997-2000*

純就学率
1997-2000*

初等教育
純出席率
（％）

1992-2002*

小学校の第１学年に
入学した生徒が第５
学年に在学する率

（％）

中等教育
総就学率
（％）

1997-2000*
政府データ
1995-1999*

調査データ
1995-2001電話 インターネット

ユーザー

1990

男 女 男 女 男 女 男 女男 女

2000

男 女
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トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

98 96 99 98 44 9 101 99 93 92 94 95 100 100 78 84
72 47 81 61 15 4 120 115 100 99 95y 93y 93 - 76 80
89 66 93 77 58 6 105 96 93 82 73 69 99 98 67 48

- - - - 8 0 - - - - 86 84 - - - -
- - - - 7 10 106 101 100 100 - - 96 - 83 73

69 44 78 57 1 0 143 129 100 100 87 87 45 89 21 16
100 99 100 100 26 1 79 77 72 71 - - 98x - 111 99
71 71 75 79 96 31 99 99 86 87 - - 98 - 71 80

- - - - 136 33 99 99 99 99 - - - - 144 169
- - - - 112 50 101 101 94 96 - - 99x - 95 96

96 97 97 98 44 12 110 109 90 91 - - 91 - 92 105
100 98 100 99 7 1 100 100 87 89 78 78 - 89 99x 87x

- - - - 4 3 113 121 92 100 - - 100 - 31 26
90 88 93 92 37 5 103 101 87 89 82 83 91 96 54 65
94 87 95 91 5 1 109 102 98 92 87 86 89y 94 70 64
55 13 68 25 3 0 97 61 84 49 70y 41y 74 - 69 25
79 59 85 72 2 0 80 76 66 65 67 67 81 85 26 21
87 75 93 85 5 1 97 93 80 80 84 86 73 94 47 42

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

各地域の国名は136ページを参照。

注 －データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
ものであることを示す。

ｙ標準的な定義によらないデータまたは国内の一部地域のみに関するデータではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計
算に入れられたことを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。

指標の定義 データの主な出典
成人の識字率－15歳以上で読み書きできる者の比率。

初等・中等教育総就学率－年齢に関わらず初等・中等学校に就学する子どもの人数を、
公式の就学年齢に相当する子どもの人口で割ったもの。

初等教育純就学率－公式の就学年齢に相当する子どもであって初等学校に就学する子ど
もの人数を、当該年齢の子どもの人口で割ったもの。

初等教育純出席率－公式の就学年齢に相当する子どものうち初等学校に通学する者の比
率。データは国別世帯調査で得られたもの。

小学校の第１学年に入学した生徒が第５学年に在学する率－小学校の第1学年に入学した
子どものうち第5 学年に達した者の比率。

成人の識字率－ユネスコ統計研究所。万人のための教育2000評価（EFA2000）の結果を含む。

電話・インターネット利用－国際電気通信連合、統計年鑑（1992-2001）。

初等・中等教育就学率－ユネスコ統計研究所。万人のための教育2000評価（EFA2000）
の結果を含む。

初等教育純出席率－人口動態・保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）。

第5学年に在学する率－政府によるデータ、ユネスコ統計研究所。万人のための教育2000
評価（EFA2000）の結果を含む、調査データ、DHS、MICS。

60 40 69 53 4 1 89 78 63 58 58 54 65 82 29 23
66 39 74 52 15 2 95 86 83 75 82 74 93 - 68 62
59 34 66 42 4 1 107 87 80 65 76 69 66 91 53 39
88 72 93 81 23 4 106 106 93 92 - - 94 - 65 61

87 83 90 88 32 5 126 123 96 94 91 91 77 87 82 87

98 94 99 96 33 3 99 95 88 84 79 76 - 96 81 78
- - - - 117 37 102 102 96 97 - - - - 105 108

76 59 81 67 16 3 105 96 84 77 74 70 79 89 59 52
54 32 62 42 1 0 87 76 67 61 58 53 66 79 30 25
81 69 84 74 32 8 104 96 85 79 74 70 80 89 65 59

成人の識字率（％）
人口100人当たり

の数
2001

初等教育就学率（％）

総就学率
1997-2000*

純就学率
1997-2000*

初等教育
純出席率
（％）

1992-2002*

小学校の第１学年に
入学した生徒が第５
学年に在学する率

（％）

中等教育
総就学率
（％）

1997-2000*
政府データ
1995-1999*

調査データ
1995-2001電話 インターネット

ユーザー

1990

男 女 男 女 男 女 男 女男 女

2000

男 女



表6 人口統計指標
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人口
（1000人）
2002

人口の
年間増加率
（％） 粗死亡率

1970-90 1990-2002 1970 2002 1970 2002
18歳
未満

5歳
未満 1970-90 1990-2002

粗出生率

1970 2002

平均余命（年）
合計
特殊
出生率
2002

都市人口
の比率
（％）
2002

都市人口の
年間平均増加率
（％）

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1
1069 278 2.2 -0.4 8 5 33 18 67 74 2.3 44 2.8 1.2

12652 3308 3.0 1.9 16 6 49 23 53 70 2.8 58 4.3 2.9
13 3 5.1 2.3 - - - - - - - 92 5.0 2.0

7128 2609 2.6 2.9 27 24 49 53 37 40 7.2 36 5.6 5.0
25 7 -0.2 1.2 - - - - - - - 37 0.0 1.6

12326 3527 1.5 1.3 9 8 23 19 66 74 2.5 88 2.0 1.5
845 150 1.7 -1.2 5 8 23 10 72 72 1.2 67 2.3 -1.2

4747 1246 1.5 1.2 9 7 20 12 71 79 1.7 92 1.5 1.8
1604 384 0.2 0.4 13 10 15 9 70 78 1.3 68 0.1 0.5
3024 688 1.6 1.2 7 6 29 18 68 72 2.1 52 2.0 0.9
108 30 2.0 1.6 7 8 30 20 66 67 2.3 89 2.8 2.2
241 71 4.0 3.1 9 3 40 20 62 74 2.7 93 4.5 3.6

64736 19399 2.5 2.3 21 8 46 29 44 61 3.5 26 7.3 4.6
66 17 0.4 0.4 9 8 22 12 69 77 1.5 51 1.3 1.5

2208 423 0.6 -0.3 8 13 16 9 71 70 1.2 70 2.7 0.2
2136 560 0.2 0.3 12 10 14 11 71 79 1.7 97 0.3 0.3
113 32 2.1 2.5 8 5 40 27 66 72 3.2 48 1.8 2.5

3463 1145 2.7 2.9 25 14 53 42 42 51 5.7 44 6.3 4.9
1065 336 2.4 2.1 22 9 42 35 42 63 5.1 8 4.9 5.5
3922 1193 2.3 2.2 20 8 46 30 46 64 3.9 64 4.0 3.3
924 204 0.9 -0.4 7 8 23 10 66 74 1.3 44 2.8 0.6
834 247 3.3 2.2 13 20 49 31 55 41 3.7 50 11.5 3.6

60616 16579 2.2 1.4 11 7 35 20 59 68 2.2 82 3.6 2.2
126 39 3.4 2.6 7 3 36 24 67 76 2.5 73 3.7 3.5

1498 307 0.1 -0.8 9 15 16 8 71 71 1.1 68 1.4 -0.6
7058 2493 2.5 2.9 25 18 53 48 40 46 6.7 17 6.8 4.9
3604 1161 2.3 1.4 20 21 44 44 44 41 6.8 10 7.2 5.0
6949 2086 1.7 2.9 19 10 42 34 43 57 4.8 18 2.1 5.9
7768 2423 2.8 2.5 21 17 46 36 44 47 4.7 51 6.2 4.4
6998 1688 1.2 1.0 7 8 16 10 73 79 1.5 79 1.3 1.3
216 60 1.3 2.2 12 5 40 28 56 70 3.4 65 5.4 5.4

1902 617 2.3 2.2 22 22 42 38 42 40 5.0 42 3.4 3.2
4443 1593 2.3 3.0 27 20 48 49 38 45 6.7 25 5.2 4.3
5152 1426 1.6 1.5 10 6 29 18 62 76 2.4 86 2.1 1.8

373266 93918 1.6 1.0 8 7 33 15 61 71 1.8 38 3.9 3.6
16504 4743 2.2 1.8 9 6 38 22 61 72 2.6 76 3.2 2.7

369 121 3.3 2.9 18 9 50 37 48 61 4.9 35 5.1 4.7
1943 676 3.2 3.1 14 16 44 44 54 48 6.3 67 5.8 4.6

27467 9800 3.0 2.6 20 22 48 51 45 41 6.7 31 2.6 3.6
8 2 -0.6 0.0 - - - - - - - 59 -0.2 0.2

1501 394 2.6 2.4 7 4 33 19 67 78 2.3 60 4.2 3.3
8062 2467 4.1 2.2 20 20 51 36 44 41 4.8 45 6.0 3.2
921 240 0.7 -0.7 10 12 15 11 69 74 1.6 59 2.2 -0.1

2787 686 1.1 0.5 7 7 30 12 69 77 1.6 76 2.1 0.7
215 52 0.5 1.3 10 8 19 13 71 78 1.9 71 2.8 2.0

1989 438 0.2 0.0 13 11 16 9 70 75 1.2 75 2.1 -0.1
1159 325 0.2 0.3 10 11 16 12 73 77 1.8 85 0.5 0.4
343 116 6.1 2.3 24 18 50 40 40 46 5.7 84 7.4 2.6
27 7 0.1 0.7 - - - - - - - 72 1.9 1.2

3359 947 2.3 1.7 11 7 42 24 58 67 2.7 67 4.2 2.8
5056 1427 2.7 1.8 12 6 42 23 58 71 2.8 64 4.4 3.1

29670 8537 2.3 2.0 17 6 40 27 51 69 3.3 43 2.4 1.8
2636 790 1.8 1.9 12 6 44 25 57 71 2.9 63 2.9 3.9
241 84 0.9 2.6 23 17 39 43 40 49 5.9 51 2.4 5.4

2090 698 2.6 2.1 21 12 47 40 43 53 5.5 20 4.1 3.9
288 58 0.7 -1.4 11 14 15 9 70 72 1.2 69 1.2 -1.6

36134 12235 2.6 2.9 23 18 49 43 41 46 6.2 16 4.6 4.9
322 96 1.6 1.2 8 6 34 24 60 70 2.9 51 2.5 2.8

国・地域
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人口
（1000人）
2002

人口の
年間増加率
（％） 粗死亡率

1970-90 1990-2002 1970 2002 1970 2002
18歳
未満

5歳
未満 1970-90 1990-2002

粗出生率

1970 2002

平均余命（年）
合計
特殊
出生率
2002

都市人口
の比率
（％）
2002

都市人口の
年間平均増加率
（％）

フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

1119 286 0.4 0.3 10 10 14 11 70 78 1.7 59 1.4 0.0
13500 3763 0.6 0.4 11 9 17 13 72 79 1.9 76 0.8 0.6

623 190 2.9 2.6 21 12 35 32 47 57 4.0 83 6.9 4.3
654 218 3.5 3.3 28 13 50 36 36 54 4.8 32 6.0 5.4

1247 278 0.7 -0.4 9 10 19 10 68 74 1.4 57 1.5 -0.2
15406 3815 0.1 0.3 12 11 14 9 71 78 1.3 88 0.4 0.6
9679 2937 2.9 2.4 17 10 48 32 49 58 4.2 37 3.6 3.2
1996 512 0.7 0.6 8 10 17 9 72 78 1.3 61 1.3 0.9

28 8 -0.4 -0.5 - - - - - - - 39 -0.1 0.6
6005 1909 2.6 2.7 15 7 45 35 52 66 4.5 40 2.9 3.1
4235 1467 2.3 2.6 28 16 51 43 37 49 5.9 28 4.9 4.2
774 283 2.8 3.0 29 20 49 50 36 45 7.1 33 5.0 5.8
274 80 0.2 0.4 11 9 38 22 60 63 2.3 37 0.8 1.3

3854 1120 2.1 1.4 19 15 39 30 47 49 4.0 37 4.1 3.3
- - - - - - - - - - - 100 - -

3223 976 3.2 2.8 15 6 49 30 52 69 3.8 55 5.0 5.0
1989 464 0.0 -0.4 11 14 15 9 69 72 1.2 65 1.2 0.0

79 21 1.1 1.0 7 7 21 14 74 80 2.0 93 1.4 1.2
413623 119524 2.1 1.8 17 9 40 24 49 64 3.1 28 3.4 2.6
78108 21672 2.1 1.5 17 7 41 21 48 67 2.4 43 5.0 4.3
27823 5989 3.4 1.5 14 5 43 20 54 70 2.4 65 4.9 2.8
11804 3766 3.1 2.9 16 9 49 35 55 60 4.8 68 4.2 2.6
1009 271 0.9 0.9 11 8 22 14 71 77 1.9 60 1.3 1.3
2082 628 2.2 2.8 7 6 27 20 71 79 2.7 92 2.6 2.9
9845 2590 0.3 0.1 10 11 17 9 72 79 1.2 67 0.4 0.2
971 264 1.2 0.9 8 6 35 21 68 76 2.4 57 2.3 1.7

22406 6001 0.8 0.3 7 8 19 9 72 81 1.3 79 1.3 0.4
2375 728 3.5 4.1 16 4 50 28 54 71 3.6 79 4.7 4.9
4974 1151 1.2 -0.7 9 10 26 16 64 66 2.0 56 1.9 -0.9

15771 4630 3.6 2.4 17 17 52 33 50 45 4.1 35 7.9 5.7
36 11 1.9 1.6 - - - - - - - 39 3.4 2.6

6998 1857 1.6 1.0 9 11 34 17 61 63 2.0 61 2.0 1.4
11723 2986 1.5 0.8 9 6 31 12 60 75 1.4 83 4.5 1.8

743 242 5.3 1.1 6 2 47 20 66 76 2.7 96 6.3 1.2
1986 525 2.0 1.2 11 7 31 22 62 68 2.7 34 2.0 0.4
2695 856 2.1 2.4 23 13 45 36 40 54 4.8 20 4.5 4.7
497 91 0.7 -1.3 11 14 14 8 70 71 1.1 60 1.3 -2.5

1280 335 0.5 2.4 11 5 35 19 64 73 2.2 90 2.2 2.9
860 245 2.1 1.1 17 25 42 31 49 36 3.9 30 6.4 4.4

1732 617 2.2 3.5 22 21 50 50 42 41 6.8 46 4.6 4.3
2111 588 3.9 2.0 16 4 50 23 52 73 3.1 88 6.8 2.6

7 2 1.6 1.2 - - - - - - - 22 1.7 1.7
828 177 0.9 -0.6 9 12 17 9 71 73 1.3 69 2.4 -0.5
100 28 0.5 1.4 12 8 13 13 70 78 1.7 92 1.7 2.0

8638 2996 2.7 2.9 21 13 46 42 44 53 5.7 31 5.3 5.1
6232 2234 3.7 1.9 24 24 56 45 40 38 6.1 16 7.0 4.3
9344 2720 2.5 2.5 10 5 37 23 61 73 2.9 59 4.5 3.8
155 50 2.9 3.0 17 6 40 36 50 67 5.4 29 6.1 3.8

7099 2500 2.4 2.8 26 16 52 50 38 49 7.0 32 4.9 5.2
93 23 0.9 0.7 9 8 17 12 70 78 1.8 91 1.5 1.1
22 6 3.7 1.4 - - - - - - - 66 3.8 1.6

1390 485 2.4 2.7 21 14 46 42 42 52 5.8 61 8.2 5.4
363 98 1.2 1.1 7 7 28 16 62 72 2.0 42 1.0 1.4

39808 11207 2.5 1.7 10 5 45 23 61 73 2.5 75 3.5 2.0
51 14 2.3 1.0 9 6 40 28 62 68 3.8 29 2.7 1.8

1153 240 1.0 -0.2 10 11 18 12 65 69 1.4 42 2.9 -1.1
7 2 1.2 1.1 - - - - - - - 100 1.2 1.1

1033 265 2.8 1.2 14 7 42 23 53 64 2.4 57 4.0 1.2
11517 3254 2.4 1.7 17 6 47 23 52 68 2.8 57 4.0 3.0



表6 人口統計指標

124 統計

モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファーネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・
グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ

9397 3089 1.8 2.7 24 24 48 42 40 38 5.7 35 8.3 6.8
18728 5342 2.1 1.6 18 11 41 24 48 57 2.9 29 2.4 2.8

974 307 2.8 2.8 18 17 45 34 48 45 4.6 32 4.6 4.3
5 2 1.9 2.5 - - - - - - - 100 1.9 2.5

11504 3645 2.2 2.3 22 10 42 33 42 60 4.3 13 6.3 5.2
3529 975 0.7 0.6 8 9 17 12 74 78 1.7 90 0.8 0.7
1040 273 0.9 1.1 9 8 22 14 71 78 2.0 86 1.1 1.2
2609 811 2.9 2.8 14 5 48 32 54 69 3.8 57 3.5 3.4
6535 2452 3.1 3.4 28 19 56 56 37 46 8.0 22 6.3 5.9

62226 20552 2.9 2.8 22 14 48 39 43 52 5.5 46 5.7 5.1
1 0 -3.9 -1.3 - - - - - - - 33 -2.0 -0.7

1055 285 0.4 0.5 10 10 17 12 74 79 1.8 75 0.9 0.9
1809 629 3.4 3.9 20 4 52 39 54 72 5.6 67 4.2 4.3
1199 393 4.5 3.4 17 3 50 32 50 72 5.0 77 13.0 5.2

72286 23074 2.9 2.5 18 10 43 36 48 61 5.1 34 3.9 3.4
8 2 1.5 2.3 - - - - - - - 69 2.3 2.3

1132 337 2.4 2.0 8 5 38 23 65 75 2.7 57 3.0 2.5
2659 833 2.4 2.5 19 10 42 32 43 57 4.1 18 4.5 4.0
2617 791 2.9 2.6 9 5 37 30 65 71 3.9 57 4.3 3.9

10648 3049 2.5 1.7 14 6 42 24 53 70 2.9 74 3.4 2.3
33913 9790 2.6 2.1 11 5 40 26 57 70 3.2 60 4.5 3.9
8833 1909 0.8 0.1 8 10 17 10 70 74 1.3 63 1.5 0.4
2021 561 0.7 0.1 11 11 21 11 67 76 1.5 67 3.6 3.1
187 58 7.2 2.1 13 4 35 18 60 72 3.3 93 7.8 2.4

4834 1139 0.7 -0.3 9 13 21 10 68 71 1.3 55 1.9 0.0
31004 6197 0.6 -0.2 9 15 15 9 70 67 1.2 73 1.4 -0.3
4327 1486 2.9 1.7 20 22 52 43 44 39 5.8 6 5.5 3.2

14 4 -0.7 0.2 - - - - - - - 34 -0.7 0.2
54 14 1.4 1.0 8 6 41 21 64 72 2.3 38 1.0 1.2

45 11 1.0 0.7 11 6 41 20 61 74 2.2 57 3.0 3.5
83 25 0.6 0.8 10 6 39 29 55 70 4.2 23 0.8 1.3
5 1 0.9 1.4 - - - - - - - 91 2.9 1.4

75 24 2.3 2.5 13 6 46 34 55 70 4.0 48 4.8 4.3
10583 3458 5.3 2.9 19 4 48 32 52 72 4.6 87 7.7 3.8
4970 1599 2.8 2.4 25 12 49 37 41 53 5.0 49 3.7 4.1
2513 624 0.8 0.3 9 11 19 12 68 73 1.7 52 2.1 0.5

42 14 1.5 1.0 - - - - - - - 65 5.1 2.7
2408 864 2.1 1.3 30 30 49 50 34 34 6.5 38 4.8 3.4
1046 253 1.9 2.7 5 5 23 10 69 78 1.4 100 1.9 2.7
1248 276 0.7 0.2 10 10 19 10 70 74 1.3 58 2.3 0.4
376 87 0.7 0.3 10 10 17 8 70 76 1.2 49 2.2 0.1
230 74 3.4 3.1 10 5 46 34 54 69 4.5 21 5.9 6.1

5170 1931 3.4 2.3 24 18 50 53 40 48 7.3 29 4.3 3.7
17833 4810 2.4 1.6 14 16 38 23 53 49 2.6 58 2.5 3.1
7216 1921 0.8 0.3 9 9 20 9 72 79 1.2 78 1.4 0.6
5797 1507 1.6 1.0 8 7 29 17 64 73 2.0 23 1.4 1.8

15147 4865 2.7 2.3 22 12 48 33 43 56 4.4 38 5.1 5.3
163 47 0.4 0.6 8 6 37 22 63 71 2.5 75 2.1 1.8
549 166 3.2 1.9 20 25 50 35 46 36 4.6 27 7.7 3.0

1908 440 0.3 0.3 10 11 14 10 74 80 1.6 83 0.4 0.3
1408 344 0.5 0.4 9 10 16 9 73 79 1.4 67 1.0 1.4
7979 2292 3.4 2.6 13 4 47 28 55 72 3.4 52 4.0 3.1
2770 740 2.9 1.3 10 6 40 25 63 69 3.1 28 2.2 0.2

19028 6159 3.2 2.8 20 18 50 40 45 44 5.2 34 9.1 6.6
19257 5270 2.0 1.1 9 7 37 18 60 69 1.9 20 3.7 1.8

548 144 1.0 0.6 8 8 24 15 66 74 1.9 60 2.0 0.8
358 79 1.0 0.0 22 14 47 24 39 49 3.9 8 0.1 -0.2

2432 800 2.7 2.7 20 15 47 39 44 50 5.4 35 6.6 4.4
45 13 0.3 0.3 8 7 36 27 62 68 3.8 33 2.0 0.8

人口
（1000人）
2002

人口の
年間増加率
（％） 粗死亡率

1970-90 1990-2002 1970 2002 1970 2002
18歳
未満

5歳
未満 1970-90 1990-2002

粗出生率

1970 2002

平均余命（年）
合計
特殊
出生率
2002

都市人口
の比率
（％）
2002

都市人口の
年間平均増加率
（％）
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トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

387 86 1.1 0.6 7 7 27 14 66 71 1.6 75 1.6 1.2
3409 811 2.4 1.4 14 6 39 17 54 73 2.0 67 3.7 2.6

25840 7105 2.3 1.7 13 6 39 21 56 70 2.5 67 4.6 2.4
1989 495 2.6 2.2 11 7 37 22 60 67 2.7 45 2.3 2.3

4 1 2.1 1.4 - - - - - - - 54 5.4 3.8
14238 5166 3.1 3.0 19 17 51 51 46 46 7.1 15 4.7 5.5
10369 2058 0.5 -0.5 9 14 15 8 71 70 1.2 68 1.5 -0.3

901 247 11 3.1 12 2 39 17 61 75 2.9 88 12.7 3.8
13340 3418 0.2 0.3 12 10 16 11 72 78 1.6 90 0.2 0.4
75441 20612 1.0 1.1 9 8 17 15 71 77 2.1 78 1.1 1.3

988 283 0.5 0.7 10 9 21 17 69 75 2.3 92 0.9 1.0
10668 2713 2.7 1.9 10 6 37 22 63 70 2.5 37 3.1 1.2

100 30 2.8 2.7 14 5 44 31 53 69 4.2 23 4.5 4.3
9887 2826 3.0 2.1 7 5 37 23 65 74 2.7 87 3.8 2.5

30785 7624 2.2 1.6 18 7 41 20 49 69 2.3 25 2.7 3.4
10779 3683 3.2 4.0 26 9 54 45 38 60 7.0 25 5.9 4.9
5734 1910 3.3 2.2 17 28 51 42 49 33 5.7 40 4.6 2.4
6561 1902 3.5 1.7 13 27 49 32 55 34 4.0 37 6.1 3.9

注 －データなし。

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカとカリブ海諸国
CEE／CISとバルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

指標の定義 データの主な出典
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きら
れる年数。

粗死亡率－人口1,000人あたりの年間の死亡数。

粗出生率－人口1,000人あたりの年間の出生数。

合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の
出生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生のあいだに産むことになる子
どもの人数。

都市人口－各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で暮ら
す人口の比率。

平均余命－国連人口局。

子どもの人口－国連人口局。

粗死亡率・粗出生率－国連人口局。

出生率－国連人口局。

都市人口－国連人口局。

各地域の国名は136ページを参照。

333271 110560 2.9 2.6 21 18 48 41 44 46 5.5 35 5.1 4.6
152767 43422 3.1 2.2 17 6 45 27 51 67 3.5 57 4.7 3.0
580603 171544 2.2 2.0 18 9 41 26 48 63 3.4 28 3.8 3.0
597903 155866 1.8 1.2 10 7 35 17 58 69 2.0 40 4.0 3.5
196905 55628 2.2 1.6 11 6 37 22 60 70 2.6 76 3.3 2.2
111709 25967 1.1 0.3 9 11 21 13 66 69 1.7 64 2.1 0.3
205992 54210 0.7 0.6 10 9 17 12 71 78 1.7 78 1.0 0.8

1916874 551493 2.2 1.7 14 9 39 24 53 62 3.0 41 3.9 3.2
347888 114789 2.6 2.6 22 15 47 39 43 49 5.2 27 5.3 4.7

2179150 617197 1.8 1.5 12 9 33 22 56 63 2.8 48 2.9 2.4

人口
（1000人）
2002

人口の
年間増加率
（％） 粗死亡率

1970-90 1990-2002 1970 2002 1970 2002
18歳
未満

5歳
未満 1970-90 1990-2002

粗出生率

1970 2002

平均余命（年）
合計
特殊
出生率
2002

都市人口
の比率
（％）
2002

都市人口の
年間平均増加率
（％）
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１人あ
たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

１人あたりの
ＧDＰの

年間平均増加率
（％）

年間
インフレ率
（％）
1990-2002

政府支出中の比率（％）
1992-2001*

政府開発援助
（ＯＤＡ）
の受け入れ額
（100万米ドル）
2001

ＯＤＡが受け入
れ国のＧＮIに
占める比率
（％）
2001

１日１米ドル
未満で暮らす
人の比率
（％）

1990-20011960-90 1990-2002 保健 教育 防衛

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める比率
（％）

1990 2001

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

250x 0.1x - - - - - - 402 - - -
1380 - 4.5 31 - 4 2 4 269 6 1 1
1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0 62 19

d - - - - - - - - - - -
660 - -0.4 584 - 6x 15x 34x 268 4 7 26

9390 - 2.6 2 - - - - 9 1 - -
4060 0.6 1.4 5 - 2 6 4 151 0 30 59
790 - 1.7 142 13 - - - 212 12 - 6

19740 2.0 2.7 2 - 15 8 7 - - - -
23390 3.3 1.8 2 - 14 9 2 - - - -

710 - 0.2x 79x 4 1 3 11 226 4 - 3
14860x 1.2 0.1x 3x - 16 20 3 - - - -
11130x - 1.9x 1x - 8 13 16 18 0 - -

360 0.2 3.1 4 36 5x 11x 10x 1024 2 18 7
9750x 3.0 2.1x 3x - - - - -1 0 14 4x
1360 - 0.2 284 2 4 4 4 - - - 2

23250 3.0 1.9 2 - 2x 12x 5x - - - -
2960 3.2 1.7 2 - 8 20 5 21 3 6 25
380 0.4 2.0 8 - 6x 31x 17x 273 11 7 6
590 - 3.6 9 - 10 15 - 59 4 5 3
900 -0.1 1.2 7 14 10 20 7 729 9 31 29

1270 - 18.0x 3x - - - - 639 13 - 18
2980 8.7 2.7 9 24 5 26 8 29 1 4 2
2850 3.6 1.3 140 10 6 6 3 349 0 20 73

24100x -1.8x -0.7x 1x - - - - - - - -
1790 - 0.0 84 5 5 4 8 - - 19 13
220 1.1 2.0 4 61 7 17 14 389 14 6 8
100 2.0 -3.9 13 58 2 15 23 131 20 41 29
280 - 2.3 19 - - - - 409 11 - 0
560 2.5 0.0 5 33 3 12 10 398 4 20 11

22300 2.3x 2.2 2 - 1 2 6 - - - -
1290 - 3.4 5 - - - - 76 13 5 5
260 -0.6 -0.1 4 67 - - - 76 8 8 12
220 -1.2 -0.1 6 - 8x 8x - 179 11 2 7

4260 1.2 4.4 7 2 12 18 8 58 0 20 28
940 5.5 8.6 5 16 0 2 12 1460 0 10 7

1830 2.3 0.6 19 14 9 20 13 380 0 39 35
390 - -1.4 4 - - - - 28 10 2 3
700 3.1 -1.4 9 - - - - 75 3 32 3
90 -1.4 -7.3 728 - 0 0 18 251 6 5 0

- - - - - - - - 5 - - -
4100 1.6 2.7 16 7 22 21 - 2 0 21 9
610 1.0 0.1 8 12 4x 21x 4x 187 2 26 11

4640 - 2.3 61 2 15 7 5 113 1 - 28
1170x - 3.7x 1x - 23x 10x - 51 - - -

12320x 6.2x 3.2 3x - 6 12 4 - - - -
5560 - 1.4 10 2 17 9 5 - - - 10

30290 2.1 2.0 2 - 1 13 4 - - - -
900 - -3.2 3 - - - - 55 9 - 4x

3180 - 1.3 3 - - - - 20 8 4 12
2320 3.0 4.2 9 2 11 16 4 105 1 7 6
1450 2.9 3.6 0 20 11x 18x 13x 171 1 27 21
1470 3.5 2.5 7 3 3 15 9 1255 1 20 8
2080 -0.4 2.1 6 21 5 24 7 234 2 14 5
700x - 18.0 18 - - - - 13 4 3 0
160 - 2.2x 9x - - - - 280 45 - 2

4130 - 2.2 40 2 16 10 5 - - - 7
100 - 2.5 5 82 6 16 9 1080 16 30 17

2160 1.9 1.8 3 - 9 18 6 26 1 12 2

国・地域
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１人あ
たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

１人あたりの
ＧDＰの

年間平均増加率
（％）

年間
インフレ率
（％）
1990-2002

政府支出中の比率（％）
1992-2001*

政府開発援助
（ＯＤＡ）
の受け入れ額
（100万米ドル）
2001

ＯＤＡが受け入
れ国のＧＮIに
占める比率
（％）
2001

１日１米ドル
未満で暮らす
人の比率
（％）

1990-20011960-90 1990-2002 保健 教育 防衛

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める比率
（％）

1990 2001

フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

23510 3.4 2.6 2 - 3 10 4 - - - -
22010 2.9 1.5 1 - 16x 7x 6x - - - -
3120 3.1 -0.2 5 - - - - 9 0 4 13
280 1.1x 0.1 5 59 7x 12x 4x 51 12 18 3
650 3.9x -4.0 225 2 3 4 4 290 9 - 7

22670 2.2x 1.2 2 - 17x 1x 7x - - - -
270 -1.3 1.9 26 45 7 22 5 652 11 20 9

11660 3.5 2.2 8 - 7 11 8 - - - -
3500 - 2.6 2 - 10 17 - 12 4 2 5x
1750 1.4 1.2 10 16 11 17 11 225 1 11 8
410 - 1.6 5 - 3x 11x 29x 272 8 18 10
150 0.1x -1.5 26 - 1x 3x 4x 59 26 21 40
840 -0.1 3.5 11 2 - - - 102 16 - 5
440 0.1 -2.4 19 - - - - 166 4 5x 4

- - - - - - - - - - - -
920 1.2 0.3 17 24 10x 19x 7x 678 11 30 10

5280 3.9 2.4 17 2 4 6 2 - - 30 37
27970 3.6 2.1 4 - 25 10 - - - - -

480 1.7 4.0 7 35 2 3 16 1705 0 25 12
710 4.3 2.1 16 7 2 6 4 1501 1 31 19

1710 -3.5x 2.1 25 2 7 19 14 115 0 1 5
2170x -1.1 - 0x - - - - 122 - - -

23870 3.1 6.8 4 - 16 14 3 - - - -
16710x 3.1 2.2x 10x - 13 14 17 - - - -
18960 3.3 1.4 4 - 11x 8x 4x - - - -
2820 0.1 -0.5 20 2 6 14 1 54 1 20 13

33550 4.8 0.9 0 - 2 6 4 - - - -
1760 2.5x 0.8 3 2 10 16 19 432 5 18 9
1510 - -0.6 141 2 2 4 4 148 1 - 31
360 2.3 -0.6 13 23 7 26 6 453 4 26 13
810 -5.5x 0.5 3 - - - - 12 17 - -

a - - - - - - - 119 - - -
9930 6.3 4.7 4 2 1 21 17 -55x 0x 10 10

18270x -6.2x -1.0x 2x - 7 15 17 - - - -
290 - -3.2 83 2 11 20 10 188 13 - 26
310 - 3.8 29 26 - - - 243 15 8 7

3480 4.0x 0.2 36 2 11 6 3 - - - 11
3990 - 3.1 13 - 2 7 11 241 2 1 46
470 4.4 2.0 9 43 9 27 7 54 6 4 12
150 -1.9 4.8 54 - 5x 11x 9x 37 9 - 0

5540x 1.1x - - - - - - 7x - - -
d - - - - - - - - - - -

3660 - 0.0 53 2 16 6 5 - - - 29
38830 2.6 4.0 2 - 2 10 2 - - - -

240 -1.3 -0.9 17 49 7 9 5 354 8 32 40
160 1.5 1.3 32 42 7x 12x 5x 402 22 23 7

3540 4.1 3.6 4 2 6 23 11 27 0 12 6
2090 - 3.5x 2x - 10 18 14 25 4 4 4
240 0.0x 1.8 7 73 2x 9x 8x 350 12 8 7

9200x 7.1 3.8x 3x - 10 11 2 2 0 0 3
2270x - -3.3x 5 - - - - 74 65 - -
410 0.8 1.2 6 29 4x 23x - 262 27 24 20

3850 2.9x 4.0 6 - 8 16 1 22 0 6 6
5910 2.4 1.4 17 8 4 26 3 75 0 16 25
1980 - -1.4 3 - - - - 138 60 - -
460 - -6.9 89 22 3 4 1 119 7 - 17

d - - - - - - - - - - -
440 - 0.2 46 14 6 9 9 212 21 - 6

1190 2.3 0.9 3 2 3 18 13 517 1 18 18



表7 経済指標

128 統計

モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファーネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・グレナ
ディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ

210 - 4.6 27 38 5x 10x 35x 935 24 21 3
220x 1.4 5.7x 25x - 3 8 29 127 - 9 3

1780 - 2.1 9 35 10x 22x 7x 109 3 - -
- - - 4x - - - - 7 - - -

230 0.8 2.3 7 38 5 15 5 388 6 10 5
23960 2.4 2.2 2 - 15 10 4 - - - -
13710 1.1 2.0 2 - 17 16 4 - - - -

370x -1.5 -0.1x 45x 82 13 15 6 928 34x 2 25
170 -2.2 -0.8 6 61 - - - 249 12 13 6
290 0.4 -0.3 25 70 1x 3x 3x 185 1 22 12

- - - - - - - - 3 - - -
37850 3.4 2.7 3 - 5 7 6 - - - -

930 - -3.3x 4x - - - - 636x 13x - -
7720x 7.6 0.9 2 - 7 15 33 2 - 12 14
410 2.9 1.2 9 13 1 1 18 1938 3 17 23

6780x - - 3x - - - - 34 26 - -
4020 1.8 2.5 2 8 17 4 12 28 0 3 12
530 0.9 0.4 8 - 7 22 4 203 6 37 12

1170 3.0 -0.5 11 20 7 22 11 61 1 12 10
2050 0.4 2.3 20 16 5x 16x 11x 451 1 6 18
1020 1.5 1.0 8 15 5 19 2 577 1 23 18
4570 - 4.2 20 2 2 5 4 - - 4 27

10840 4.1 2.6 5 2 9x 11x 6x - - - -
12000x - - - - - - - - - - -
1850 2.0x 0.1 84 2 14 10 5 - - 0 18
2140 3.8x -2.6 122 6 1 2 12 - - - 10
230 1.1 0.3 12 36x 5x 26x - 291 16 10 9

6370 3.7x 3.3 3 - - - - 11 4 3 14
3840 - 0.4 3 - - - - 16 3 2 6

2820 7.1 1.1 3 - 12 16 - 9 3 3 7
1420 - 3.2x 4x - - - - 43 17 5 7x

d - - - - - - - - - - -
290 - -0.5 43 - - - - 38 89 28 21

8460x 2.2 -1.1x 4x - 6x 14x 36x 27 0 - -
470 -0.6 1.2 4 26 3 14 7 419 9 14 11

1400 - 0.5x 54x - - - - 1306 13 - 1
6530x 3.1 -0.5 4 - 7 7 3 14 3 8 2
140 0.6 -5.9 27 57x 10x 13x 10x 334 52 8 18

20690 6.8 3.8 1 - 5 21 26 - - - -
3950 - 2.1 10 2 18 10 5 - - - 16x
9810 - 3.1 17x 2 - - - 126 1 - 16
570 2.4x -2.4 10 - - - - 59 22 10 7x
130x -1.0 - - - 1x 2x 38x 149 - 10 -

2600 1.3 0.4 9 2 - - - 428 0 - 11
14430 3.2 2.3 4 - 6 4 3 - - - -

840 2.8 3.4 9 7 6 10 18 330 2 10 8
350 0.2 3.4 52 - 1 8 28 172 2 4 0

1960 -0.6x 2.4 78 - - - - 23 3 - -
1180 2.0x 0.1 12 - 8 20 8 29 2 6 3

24820 2.2 1.8 2 - 2 7 6 - - - -
37930 1.6 0.4 1 - 20 2 5 - - - -
1130 2.9 1.6 7 - 3 10 25 153 1 20 2
180 - -8.1 175 10 2 3 10 159 14 - 7
280 - 0.6 19 20 6x 8x 16x 1233 13 25 10

1980 4.6 2.8 4 2 8 22 8 281 0 14 23
1700 - -0.7 56 2 - - - 248 7 - 12
520x - - - - - - - 195 53 - -
270 1.2 -0.6 6 - 5x 20x 11x 47 4 8 4

1410 - 2.0 2 - 7x 13x - 20 13 2 3

１人あ
たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

１人あたりの
ＧDＰの

年間平均増加率
（％）

年間
インフレ率
（％）
1990-2002

政府支出中の比率（％）
1992-2001*

政府開発援助
（ＯＤＡ）
の受け入れ額
（100万米ドル）
2001

ＯＤＡが受け入
れ国のＧＮIに
占める比率
（％）
2001

１日１米ドル
未満で暮らす
人の比率
（％）

1990-20011960-90 1990-2002 保健 教育 防衛

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める比率
（％）

1990 2001
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トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

6490 3.1 2.8 6 12 9 15 2 -2 0 18 4
2000 3.3x 3.1 4 2 6 18 5 378 2 22 12
2500 1.9x 1.3 72 2 3 10 8 167 0 27 36
1200 - -4.3 269 12 - - - 72 2 - 30x

- - - - - - - - 10 - - -
250 - 3.5 10 82 2x 15x 26x 783 12 34 5
770 - -6.1 183 3 2 6 5 - - - 8

18060x -5.0x -1.6x 2x - 7 17 30 - - - -
25250 2.1 2.4 3 - 15 4 7 - - - -
35060 2.2 2.1 2 - 21 2 15 - - - -
4370 0.9 1.3 26 2 6 7 4 15 0 31 32
450 - -1.0 184 19 - - - 153 1 - 24

1080 - -1.1 3 - - - - 32 15 2 1
4090 -0.5 -1.0 41 15 7 22 5 45 0 22 23
430 - 5.9 13 18 4 14 - 1435 4 7x 6
490 - 2.1 20 16 4 22 19 426 5 4 4
330 -1.2 -1.4 45 64 13 14 4 374 11 13 7
470x 1.1 -0.8 32 36 8 24 7 159 3 20 6

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカとカリブ海諸国
CEE／CISとバルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

指標の定義 データの主な出典
1 人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、
生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの1 次
所得（被用者の報酬および所得税）の正味受取額を加えた総額である。1 人あたりのGNI
は、国民総所得を年央の人口で割って算出する。1 人あたりのGNIの米ドル換算値は世界
銀行アトラス計算法によるものである。

1 人あたりのGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額
に、生産評価額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。
1 人あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算出する。

1 日1 米ドル未満で暮らす人の比率－1993年の国際価格のもとで1日1.08米ドル未満で暮ら
す人口の比率。(1985年の１日１米ドルに相当し、購買力平価で調整済みの数値。)

ODA－政府開発援助。

債務返済－公的および公的保証付の長期対外債務に対する金利の支払額および元本の返
済額の合計。

1 人あたりのGNI－世界銀行。

1 人あたりのGDP－世界銀行。

インフレ率－世界銀行。

1 日1 米ドル未満で暮らす人の比率－世界銀行。

保健・教育・防衛支出－国際通貨基金（IMF）。

ODA－経済開発協力機構（OECD）。

債務返済－世界銀行。

各地域の国名は136ページを参照。

460 1.1 0.4 43 50 - - - 12486 4 17 11
1359 2.8 1.9 14 3 5 17 14 4095 1 20 11
461 1.7 3.6 7 32 2 3 17 5871 1 22 12

1232 5.4 6.3 6 14 2 10 12 7252 0 14 11
3362 2.2 1.4 52 12 6 13 5 5176 0 20 34
1742 - -1.2 111 5 4 5 8 - - - 17

26214 2.9 1.8 2 - 12 4 10 - - - -
1154 3.5 3.6 27 23 3 11 10 36495 1 18 18
277 0.1 1.6 68 48 - - - 13389 8 11 8

5073 3.0 2.1 8 21 10 6 10 39317 1 17 18

注 a：735米ドル以下。
b：736－2935米ドル。
c：2936－9075米ドル。
d：9076米ドル以上。

－データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によら
ないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のもので
あることを示す。

１人あ
たりの
ＧＮI

（米ドル）
2002

１人あたりの
ＧDＰの

年間平均増加率
（％）

年間
インフレ率
（％）
1990-2002

政府支出中の比率（％）
1992-2001*

政府開発援助
（ＯＤＡ）
の受け入れ額
（100万米ドル）
2001

ＯＤＡが受け入
れ国のＧＮIに
占める比率
（％）
2001

１日１米ドル
未満で暮らす
人の比率
（％）

1990-20011960-90 1990-2002 保健 教育 防衛

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める比率
（％）

1990 2001
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出生時の
平均余命

（対男性比、％）
2002

成人の
識字率

（対男性比、％）
2000

総就学率
（対男性比、％） 避妊法の

普及率
（％）

1995-2002*

出産前のケアが
行われている率
（％）

1995-2002*

専門技術者
が付き添う
出産の比率
（％）

1995-2002*
初等教育
1997-2000*

中等教育
1997-2000*

妊産婦死亡率

報告値
1985-2002*

調整値
2000

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

100 41 0 34x 5 37 12 - 1900
108 - 100 104 58 95 99 20 55
104 68 92 107 64 79 92 140 140

- - - - - - - - -
105 - 88 72 6 66 45 - 1700

- 104x - - 53 100 100 150 -
110 100 100 106 74x 95x 98 41 82
110 98 101 107 61 92 97 22 55
108 - 100 101 76x 100x 100 - 8
108 - 99 96 51 100x 100x - 4
109 97x 102 100 55 66 84 25 94
109 102 97 98 62x - 99x - 60
106 91 100 107 62 97 98 46 28
102 61 101 104 54 40 12 380 380
107 100 100 101 55 89 91 0 95
115 100 99 104 50 100 100 14 35
108 - 100 111 78x - 100x - 10
104 100 97 108 56 96 83 140 140
110 45 69 47 19 81 66 500 850
103 55 76 29x 31 - 24 260 420
106 86 98 96 53 83 69 390 420
108 91x 100 - 48 99 100 10 31
105 107 100 107 48 91 94 330 100
113 100 96 111 77 86 88 160 260
107 93 96 106 - 100x 99 0 37
112 99 97 98 42 - - 15 32
102 42 71 67 12 61 31 480 1000
103 72 79 75 16 78 25 - 1000
107 71 88 58 24 38 32 440 450
104 81 87 77 26 75 60 430 730
106 - 100 101 75 - 98 - 6
109 78 98 100 53 99 89 76 150
105 58 69 40x 28 62 44 1100 1100
105 66 63 28 8 42 16 830 1100
108 100 97 74 56x 95x 100 23 31
106 85 103 91 87 90 76 53 56
109 100 99 109 77 91 86 78 130
105 77 87 83 26 74 62 - 480
106 85 92 83 - - - - 510
105 69 92 54 31 68 61 950 990

- - 95 109 63 - 100 6 -
105 100 97 109 75x 70 98 29 43
102 63 76 57 15 88 63 600 690
111 98 98 104 - - 100 2 8
105 100 96 105 73 100 100 30 33
105 97 100 101 - - 100 0 47
110 - 99 103 72 99x 99 3 9
107 - 100 105 78x - 100x 10 5
104 72 76 131 - - - 74 730

- - 113 - 50 100 100 67 -
108 100 97 126 65 98 98 230x 150
107 96 100 102 66 69 69 160 130
106 66 93 94 56 53 61 84 84
109 93 96 100 60 76 90 120 150
104 80 91 44 - 86 65 - 880
106 66 83 68 8 49 21 1000 630
117 100 96 101 70x - - 46 63
102 66 68 64 8 27 6 870 850
104 96 99 102x 44 - 100 38 75

国・地域
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出生時の
平均余命

（対男性比、％）
2002

成人の
識字率

（対男性比、％）
2000

総就学率
（対男性比、％） 避妊法の

普及率
（％）

1995-2002*

出産前のケアが
行われている率
（％）

1995-2002*

専門技術者
が付き添う
出産の比率
（％）

1995-2002*
初等教育
1997-2000*

中等教育
1997-2000*

妊産婦死亡率

報告値
1985-2002*

調整値
2000

フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ
モンゴル
モロッコ

109 - 99 111 77x 100x 100x 6 6
111 - 98 101 75x 99x 99x 10 17
104 78 99 95 33 94 86 520 420
104 68 91 70 10 91 55 - 540
112 100x 101 103 41 95 96 67 32
108 - 100 99 75x - 100x 8 8
105 79 92 83 22 88 44 210x 540
107 97 100 101 - - - 1 9

- - - - 54 98 99 1 -
110 80 92 90 38 60 41 190 240
100 49 72 35 6 71 35 530 740
107 43 67 54 8 62 35 910 1100
110 99 97 103 37 81 86 190 170
102 92 101 95x 27 79 24 520 680

- - - - - - - - -
108 100 102 128x 62 83 56 110 110
112 100 98 101 77x - - 5 16
105 - 100 108 - - - - 0
102 66 83 70 47 60 43 540 540
106 89 98 97 53 89 64 380 230
104 83 97 93 74 77 90 37 76
105 42 82 62 44 77 72 290 250
108 - 99 107 - - 100 6 5
105 96 100 99 68x - 99x 5 17
109 99 100 98 60 - - 7 5
105 109 99 104 66 99 95 97 87
109 - 100 101 59x - 100 8 10
103 89 100 103 56 96 97 41 41
118 99 99 97 66 91 99 50 210
105 85 98 91 39 76 44 590 1000

- - 102 - 21 88x 85 - -
108 97 94x - 62x - 97 110 67
110 97 101 100 81 - 100 20 20
105 95 99 102 50 95 98 5 5
111 - 97 100 60 97 98 44 110
106 70 85 70 32 27 19 530 650
117 100 99 102 48 - 100 25 42
104 87 96 110 63 87 89 100x 150
118 129 105 120 30 85 60 - 550
102 52 69 71 10 85 51 580 760
106 75 102 103 45 81 94 77 97

- - - - - - - - -
116 100 99 99 47 - - 13 13
108 - 100 105 - - 100x 0 28
106 81 96 93 19 71 46 490 550
100 62 97 76 31 91 56 1100 1800
107 91 100 110 55x - 97 30 41
99 100 100 108 32 81 70 350 110

102 45 72 50 8 57 41 580 1200
107 102 101 100 - - 98x - 0

- - 99x - 37x - 95 - -
106 59 93 91 8 64 57 750 1000
112 92 99 95 26 - 99 21 24
109 95 99 105 70 86 86 79 83
101 101 110 108 45 - 93 120 -
111 99 100 103 62 99 99 44 36

- - - - - - - - -
106 100 104 122 67 97 97 160 110
104 58 87 80 59 42 40 230 220
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モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファー
ネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・グレナ
ディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
旧ユーゴスラビア・
マケドニア
東ティモール

108 48 76 60 6 76 44 1100 1000
109 91 100 95 33 76 56 230 360
107 98 101 114 44 91 78 270 300

- - 103 108 - - - - -
98 40 84 74 39 28 11 540 740

107 - 97 97 79x - 100 7 16
107 - 100 106 75 95x 100 15 7
107 100 101 116 69 86 67 120 230
100 36 69 63 14 41 16 590 1600
102 78 87x 85x 15 64 42 - 800

- 103 99 111 - - 100 - -
108 - 101 103 74x - 100x 6 16
104 - 102 108 51 96 97 - 100
104 77 96 99 32 100 95 23 87
100 49 58 66 28 43 20 530 500

- - 96 104 47x - 100 0 -
107 99 97 106 58x 72 90 70 160
104 80 91 75 26 78 53 370x 300
107 98 97 103 57 89 71 190 170
107 90 99 94 69 84 59 190 410
106 100 100 109 50 86 58 170 200
111 100 99 97 49x - 99x 4 13
110 95 98 105 66x - 100 8 5
107 100 100 107 43 94x 98 5 7
110 98 98 101 64 - 98 34 49
120 100 99x 108 - - 99 37 67
103 82 99 100 13 92 31 1100 1400

- - 93 - 41 100x 99 130 -
104 - 95 130 47 100x 100 30 -

103 - 84 - 58 99 100 93 -
109 99 96 108 30 - 100 - 130

- - - - - - - - -
109 - - - 29 91 79 - -
104 81 96 90 32 90 91 - 23
108 59 89 67 11 79 58 560 690
107 98x 103 105 58 - 99 7 11

- - 100 - - - - - -
109 45 75 83 4 68 42 1800 2000
105 92 98x 110x 74x - 100 6 30
110 100 100 101 74x 98x - 16 3
111 100 99 103 74x 98x 100x 17 17
104 - 87x 67x 11 - 85 550x 130
107 - 50x 60x 1x 32 34 - 1100
113 98 94 110 56 94 84 150 230
109 98 100 105 81 - - 0 4
109 94 97 107 71 98 97 92 92
106 67 86 164 7 60 86x 550 590
109 97 100 118 42 91 85 110 110
109 97 95 100 28 87 70 230 370
106 - 102 127 78x - 100x 5 2
108 - 99 93 82 - - 5 7
104 68 93 89 48 71 76x 110x 160
108 99 93 83 34 71 71 45 100
102 79 100 83 25 49 36 530 1500
112 97 96 95 79 92 99 36 44

107 97 100 98 - 100 97 15 23
104 - - - 8 43 24 - 660

出生時の
平均余命

（対男性比、％）
2002

成人の
識字率

（対男性比、％）
2000

総就学率
（対男性比、％） 避妊法の

普及率
（％）

1995-2002*

出産前のケアが
行われている率
（％）

1995-2002*

専門技術者
が付き添う
出産の比率
（％）

1995-2002*
初等教育
1997-2000*

中等教育
1997-2000*

妊産婦死亡率

報告値
1985-2002*

調整値
2000



平均余命－国連人口局。

成人の識字率－国連教育科学文化機関（ユネスコ）。万人のための教育2000評価
（EFA2000）の結果を含む。

就学率－人口動態・保健調査（DHS）、ユネスコ。EFA2000の結果を含む。

避妊法の普及率－DHS、複数指標クラスタ調査（MICS）、国連人口局、ユニセフ。

出産前のケアが行われている率－DHS、MICS、世界保健機関（WHO）、ユニセフ。

専門技能者が付き添う出産の比率－DHS、MICS、WHO、ユニセフ。

妊産婦死亡率－WHO、ユニセフ。
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トーゴ
トンガ
トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

106 59 80 44 26 73 49 480 570
101 - 98 106 41 - 92 - -
109 99 98 108 38 92 96 70 160
106 74 96 105 66 92 90 69 120
107 82 91 72 64 68 81 130x 70
109 - - - 62 98 97 9 31

- - 95 88 - - 99 - -
102 73 90 76 23 92 39 510 880
117 100 97 89 89 - 100 18 35
105 106 100 113 28 97 96 3 54
107 - 100 117 82x - 99 7 13
108 - 100 101 76 99x 99 8 17
111 101 99 114 84 94 100 26 27
107 99 100 88x 67 97 96 34 24
104 - 107 84 15x - 89 68 130
108 99 98 120 77 94 94 60 96
106 96 94 91 74 68 70 95 130
103 37 63 36 21 34 22 350 570
100 84 95 81 34 93 43 650 750
100 91 96 89 54 93 73 700 1100

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

各地域の国名は136ページを参照。

注 －データなし。
ｘデータが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
ものであることを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。

指標の定義 データの主な出典
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生
きられる年数。

成人の識字率－15歳以上で読み書きできる者の比率。

総就学率：女性の対男性比－女子総就学率は、男子就学率で割り百分率で示した数値。
総就学率は、年齢に関わらず小・中学校に就学する子どもの人数を、公式の就学年齢に
相当する子どもの人口で割ったもの。

避妊法の普及率－男性と婚姻等の関係にある15～49歳の女性のうち避妊手段を使ってい
る者の比率。

出産前のケアが行われている率－妊娠中に少なくとも1 回、専門技能を有する保健従事者
（医師、看護婦または助産師）によるケアを受けた15～49歳の女性の比率。

専門技能者が付き添う出産の比率－専門技能を有する保健従事者（医師、看護婦または
助産師）が付き添う出産の比率。

妊産婦死亡率－出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」
は各国から報告された数字で、報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないも
の。

104 75 88 79 22 66 42 940
105 70 90 91 52 66 70 220
102 64 82 74 45 54 35 560
106 87 101 94 78 87 73 110

109 97 98 106 71 85 82 190

112 96 96 96 65 80 92 64
108 - 100 103 74 - 99 13
105 80 91 88 59 69 55 440
104 67 87 83 27 55 31 890
105 82 92 91 60 70 58 400

†「報告」と示した欄に揚げられた妊産婦死亡率のデータは各国当局が報告したもの。ユニセフ、
WHO、UNFPAは定期的にこれらのデータを評価し、十分な資料の裏付けのある妊産婦の死亡に
関する報告漏れや分類の誤りを調整し、データが存在しない国の推定値を開発している。「調整値」
の欄には、もっとも最近の評価を反映した2000年の概算値を示している。

出生時の
平均余命

（対男性比、％）
2002

成人の
識字率

（対男性比、％）
2000

総就学率
（対男性比、％） 避妊法の

普及率
（％）

1995-2002*

出産前のケアが
行われている率
（％）

1995-2002*

専門技術者
が付き添う
出産の比率
（％）

1995-2002*
初等教育
1997-2000*

中等教育
1997-2000*

妊産婦死亡率

報告値
1985-2002*

調整値
2000
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表9 子どもの保護

アフガニスタン
アルバニア
アンゴラ
アゼルバイジャン
バーレーン
ベニン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
中央アフリカ共和国
チャド
コロンビア
コモロ
コンゴ民主共和国
コートジボワール
ドミニカ共和国
エジプト
赤道ギニア
エリトリア
エチオピア
ガボン
ガンビア
グルジア
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
インド
インドネシア
イラク
ケニア
朝鮮民主主義人民共和国
ラオス
レバノン
レソト
マダガスカル
マラウイ
モルディブ
マリ
モーリタニア
モルドバ
モンゴル
ミャンマー
ネパール
ニジェール
ナイジェリア
パレスチナ自治区
フィリピン
ルワンダ
サントメプリンシペ
セネガル
シエラレオネ
ソマリア

- - - - - - - - - 10 - - - - - -
23 26 19 4 32 33 6 39 23 99 99 99 - - - -
22 21 23 18 33 34 12 25 20 29 34 19 - - - -
8 9 7 4 12 15 2 12 8 97 98 96 - - - -
5 6 3 - - - - 5 5 - - - - - - -
- - - - - - - - - 62 71 58 17 13 20 6

21 22 20 8 40 43 7 34 18 82 83 79 - - - -
11 12 10 5 14 - - 9 11 98 98 99 - - - -

- - - - - - - - - 58 66 52 - - - -
- - - - - - - - - - - - 72 82 70 40

24 26 23 12 25 27 19 25 24 75 71 75 - - - -
- - - - - - - - - 22 30 21 - - - -

51 52 50 39 58 59 36 54 49 79 94 72 - - - -
56 54 57 42 64 64 37 58 52 73 88 63 36 29 41 -
57 60 55 42 62 61 42 58 54 25 53 18 45 43 46 -
5 7 4 3 11 13 1 9 5 91 95 84 - - - -

27 27 28 28 27 32 24 29 23 83 87 83 - - - -
28y 26y 29y 20y 31y 31y 18y 30y 27y 34 30 37 - - - -
35 34 36 18 50 49 10 40 22 72 88 60 45 39 48 24
9 11 6 8 10 13 6 15 8 75 82 66 - - - -
6 6 5 3 8 12 1 8 3 - - - 97 95 99 49

27 27 27 14 38 36 14 31 26 32 43 24 - - - -
- - - - - - - - - - - - 89 86 91 63
- - - - - - - - - - - - 80 80 80 48
- - - - - - - - - 89 90 87 - - - -

22 23 22 10 28 29 9 23 15 32 37 29 - - - -
- - - - - - - - - 95 97 92 - - - -
- - - - - - - - - - - - 99 98 99 54

54 54 54 30 69 69 22 59 30 42 32 47 - - - -
19 21 17 14 21 27 13 11 19 97 99 96 - - - -

- - - - - - - - - 70 78 66 - - - -
- - - - - - - - - 35 54 29 - - - -
- - - - - - - - - 62 79 51 - - - -
8 11 5 6 12 12 10 9 6 - - - - - - -

25 26 24 6 29 33 5 30 23 63 82 56 38 23 42 11
- - - - - - - - - 99 99 99 - - - -

24 23 25 21 25 25 17 26 22 59 71 56 - - - -
6 8 4 - - - - 13 5 - - - - - - -

17 19 14 11 18 18 14 23 16 51 41 53 - - - -
30 35 26 21 33 31 17 34 28 75 88 72 - - - -
17 18 16 11 18 18 14 16 18 - - - - - - -

- - - - - - - - - 73 - - - - - -
30 33 28 18 35 35 18 32 20 - - - 92 90 93 73

- - - - - - - - - 55 72 42 71 65 77 66
28 29 28 18 35 41 13 42 28 98 98 98 - - - -
30 30 30 15 40 55 14 36 30 98 98 97 - - - -

- - - - - - - - - 39 65 31 - - - -
- - - - - - - - - 34 37 34 - - - -

65 68 62 42 69 73 50 67 50 46 85 40 5 2 5 4
- - - - - - - - - - - - 25 30 23 20
- - - - - - - - - 100 100 99 - - - -

11 12 10 9 12 11 8 15 11 83 87 78 - - - -
31 31 30 17 33 30 18 31 30 65 61 66 - - - -
14 15 13 13 15 17 12 15 14 70 73 67 - - - -
33 36 30 22 39 43 18 36 21 62 82 51 - - - -
57 57 57 48 60 65 45 59 46 46 66 40 - - - -
32 29 36 25 36 38 21 35 24 - - - - - - -

国・地域

児童労働（5-14歳）1999-2001*

全体 男 女 都市部 農村部
貧困層
20％

富裕層
20％

教育を受けて
いない母親

教育を
受けた母親 全体 都市部 農村部

出生登録
1999-2001*

女性
(15‐49歳)

娘
(全体)全体 都市部 農村部

女性器切除(FGM/C)
1998‐2002*



135世界子供白書　2004

表9

スーダン
スリナム
スワジランド
タジキスタン
タンザニア
トーゴ
トリニダードトバゴ
ウガンダ
ウズベキスタン
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

13 14 12 7 19 25 4 16 7 64 82 46 90 92 88 58
- - - - - - - - - 95 94 94 - - - -
8 8 8 14 8 8 10 8 8 53 72 50 - - - -

18 19 17 10 20 19 13 18 17 75 77 74 - - - -
32 34 30 20 35 41 17 35 28 6 22 3 18 10 20 7
60 62 59 46 67 65 40 64 53 82 93 78 - - - -
2 3 2 - - 5 2 3 2 95 - - - - - -

34 34 33 21 35 32 29 34 33 4 11 3 - - - -
15 18 12 9 18 16 8 - 15 100 100 100 - - - -
7 9 5 - - 8 3 9 6 92 - - - - - -

23 23 22 7 26 32 6 38 21 72 91 68 - - - -
- - - - - - - - - - - - 23 26 22 20
- - - - - - - - - 10 16 6 - - - -
- - - - - - - - - 40 54 33 - - - -

指標の定義 データの主な出典
児童労働－調査の時点に児童労働活動に従事した5～14歳の子どもの比率。子どもは、以下
の分類で児童労働に従事したとみなされる。(a) 5～11歳の子どもで調査期間の週に少なくと
も1時間の経済活動があるか、もしくは少なくとも28時間の家庭内労働がある。(b) 12～14歳
の子どもで調査期間の週に少なくとも14時間の経済活動に従事しているか、もしくは経済活
動と家庭内労働を合わせて少なくとも42時間従事している。

児童労働の背景変数－子どもの性別、都市部・農村部、世帯資産より構成された人口の
最貧困層20％・最富裕層20％(世帯資産の評価手法についての詳細はwww.childinfo.orgを
参照)、母親の教育は一定の水準の教育を受けているか、受けていないかを示す。

出生登録－調査期間中に、出生登録されていた5歳未満の子どもの比率。この指標は、調
査者によって出生証明書を確認された子どもや、母親や世話人によって出生登録が確認
されている子どもを含む。

女性器切除（FGM/C）－(a)女性‐15～49歳で女性器切除（FGM/C）を受けた女性の比率。
(b)娘‐少なくともひとりの娘がFGM/Cを受けた15～49歳の女性の比率。女性器切除
(FGM/C)は社会的理由で女性器を切り取る、または、変形させることをいう。一般的に、
3通りの認識されたFGM/Cのタイプがある：クリトリデクトミー、切除方式、縫合方式。
クリトリデクトミーは、女性器の包皮の除去をさし、クリトリスの一部または全部の切
除を伴う場合もある。切除方式は、小陰唇の一部もしくは全部とともに包皮とクリトリ
スを切り取ることを指す。縫合方式は、もっとも危険な方法で、外性器のすべて、また
は一部の切り取りにつづき、小陰唇の両側面を針と糸、または他のもので膣口を狭くす
るために縫い合わせる。このデータに関するさらに詳しい分析は、www.mesuredhs.com、
www.measurecommunication.org を参照。

児童労働－複数指標クラスター調査(MICS)、人口動態・保健調査(DHS)。

出生登録－MICS、DHS。

女性器切除（FGM/C）－DHSの1996‐2001年の調査、MICSの1999‐2001年の調査。

注 －データなし。
ｙ標準的な定義によらないデータまたは国内の一部地域のみに関するデータではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計
算に入れられたことを示す。

＊データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。

児童労働（5-14歳）1999-2001*

全体 男 女 都市部 農村部
貧困層
20％

富裕層
20％

教育を受けて
いない母親

教育を
受けた母親 全体 都市部 農村部

出生登録
1999-2001*

女性
(15‐49歳)

娘
(全体)全体 都市部 農村部

女性器切除(FGM/C)
1998‐2002*
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各統計表の末尾に掲げられた地域別
平均を算出するさいには、以下のよう
にグループ分けされた国のデータを用
いている。

サハラ以南のアフリカ

アンゴラ、ベニン、ボツワナ、ブルキ
ナファソ、ブルンジ、カメルーン、カ
ボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、
コモロ、コンゴ、コンゴ民主共和国、
コートジボワール、赤道ギニア、エリ
トリア、エチオピア、ガボン、ガンビ
ア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、
ケニア、レソト、リベリア、マダガス
カル、マラウイ、マリ、モーリタニア、
モーリシャス、モザンビーク、ナミビ
ア、ニジェール、ナイジェリア、ルワ
ンダ、サントメプリンシペ、セネガル、
セーシェルズ、シエラレオネ、ソマリ
ア、南アフリカ、スワジランド、タン
ザニア、トーゴ、ウガンダ、ザンビア、
ジンバブエ

中東と北アフリカ

アルジェリア、バーレーン、キプロス、
ジブチ、エジプト、イラン、イラク、
ヨルダン、クウェート、レバノン、リ
ビア、モロッコ、パレスチナ、オマー
ン、カタール、サウジアラビア、スー
ダン、シリア、チュニジア、アラブ首
長国連邦、イエメン

南アジア

アフガニスタン、バングラデシュ、ブー
タン、インド、モルディブ、ネパール、
パキスタン、スリランカ

東アジアと太平洋諸国

ブルネイ、カンボジア、中国、クック
諸島、フィジー、インドネシア、キリ
バス、朝鮮民主主義人民共和国、韓国、
ラオス、マレーシア、マーシャル諸島、
ミクロネシア、モンゴル、ミャンマー、
ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニュー
ギニア、フィリピン、サモア、シンガ
ポール、ソロモン諸島、タイ、東ティ
モール、トンガ、ツバル、バヌアツ、
ベトナム

ラテンアメリカとカリブ海諸国

アンティグアバーブーダ、アルゼンチ
ン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、

ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビ
ア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、
ドミニカ共和国、エクアドル、エルサ
ルバドル、グレナダ、グアテマラ、ガ
イアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャ
マイカ、メキシコ、ニカラグア、パナ
マ、パラグアイ、ペルー、セントクリ
ストファーネーヴィス、セントルシア、
セントビンセント・グレナディーン、
スリナム、トリニダードトバゴ、ウル
グアイ、ベネズエラ

CEE/CISとバルト海諸国

アルバニア、アルメニア、アゼルバイ
ジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘル
ツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、
チェコ、エストニア、グルジア、ハン
ガリー、カザフスタン、キルギス、ラ
トビア、リトアニア、モルドバ、ポー
ランド、ルーマニア、ロシア、スロバ
キア、タジキスタン、旧ユーゴスラビ
ア・マケドニア、トルコ、トルクメニ
スタン、ウクライナ、ウズベキスタン

先進工業国

アンドラ、オーストラリア、オースト
リア、ベルギー、カナダ、デンマーク、
フィンランド、フランス、ドイツ、ギ
リシャ、バチカン、アイスランド、ア
イルランド、イスラエル、イタリア、
日本、リヒテンシュタイン、ルクセン
ブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、
ニュージーランド、ノルウェー、ポル
トガル、サンマリノ、スロベニア、ス
ペイン、スウェーデン、スイス、英国、
米国

開発途上国

アフガニスタン、アルジェリア、アン
ゴラ、アンティグアバーブーダ、アル
ゼンチン、アルメニア、アゼルバイジ
ャン、バハマ、バーレーン、バングラ
デシュ、バルバドス、ベリーズ、ベニ
ン、ブータン、ボリビア、ボツワナ、
ブラジル、ブルネイ、ブルキナファソ、
ブルンジ、カンボジア、カメルーン、
カボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、
チリ、中国、コロンビア、コモロ、コ
ンゴ、コンゴ民主共和国、クック諸島、
コスタリカ、コートジボワール、キュー
バ、キプロス、ジブチ、ドミニカ、ド
ミニカ共和国、エクアドル、エジプト、
エルサルバドル、赤道ギニア、エリト
リア、エチオピア、フィジー、ガボン、

ガンビア、グルジア、ガーナ、グレナダ、
グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、
ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、
インド、インドネシア、イラン、イラク、
イスラエル、ジャマイカ、ヨルダン、
カザフスタン、ケニア、キリバス、朝鮮
民主主義人民共和国、韓国、クウェート、
キルギス、ラオス、レバノン、レソト、
リベリア、リビア、マダガスカル、マ
ラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、
マーシャル諸島、モーリタニア、モー
リシャス、メキシコ、ミクロネシア、
モンゴル、モロッコ、モザンビーク、
ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパー
ル、ニカラグア、ニジェール、ナイジェ
リア、ニウエ、パレスチナ、オマーン、
パキスタン、パラオ、パナマ、パプア
ニューギニア、パラグアイ、ペルー、
フィリピン、カタール、ルワンダ、セ
ントクリストファーネーヴィス、セン
トルシア、セントビンセント・グレナ
ディーン、サモア、サントメプリンシペ、
サウジアラビア、セネガル、セーシェ
ルズ、シエラレオネ、シンガポール、
ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、
スリランカ、スーダン、スリナム、スワ
ジランド、シリア、タジキスタン、タン
ザニア、タイ、東ティモール、トーゴ、
トンガ、トリニダードトバゴ、チュニ
ジア、トルコ、トルクメニスタン、ツ
バル、ウガンダ、アラブ首長国連邦、
ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌア
ツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、
ザンビア、ジンバブエ

後発開発途上国

アフガニスタン、アンゴラ、バングラ
デシュ、ベニン、ブータン、ブルキナ
ファソ、ブルンジ、カンボジア、カボ
ヴェルデ、中央アフリカ、チャド、コ
モロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤
道ギニア、エリトリア、エチオピア、
ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ハ
イチ、キリバス、ラオス、レソト、リ
ベリア、マダガスカル、マラウイ、モル
ディブ、マリ、モーリタニア、モザン
ビーク、ミャンマー、ネパール、ニ
ジェール、ルワンダ、サモア、サント
メプリンシペ、シエラレオネ、ソロモ
ン諸島、ソマリア、スーダン、タンザ
ニア、トーゴ、ツバル、ウガンダ、バ
ヌアツ、イエメン、ザンビア

国の分類
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人間開発の進展を測る
表10について

開発がいっそう人間の顔をしたもの
になるとすれば、それに対応して、経
済的進展とともに人間的進展を測定す
る手段が必要になる。とくにユニセフ
の観点からは、子どもの福祉水準とそ
の変化の度合いを測定する手段につい
ての合意が必要である。
表10（次頁）では、そのような進展

を示す主たる指標として5歳未満児死亡
率（U5MR）を用いた。
U5MRにはいくつかの利点がある。

第１に、それは発展過程の最終的結果
を測定するものであって、就学水準、
１人あたりのカロリー摂取率、人口
1,000人あたりの医師の人数のような
「インプット」を測定するものではない。
後者はいずれも目的達成のための手段
である。
第２に、U5MRは多種多様なインプ

ットの結果であることが知られている。
そのようなインプットには、母親の栄
養状態や保健知識、予防接種やORTの
利用水準、母子保健サービス（出生前
のケアを含む）の利用可能性、家族の
所得や食糧の入手可能性、清潔な水や
安全な衛生設備の利用可能性、子ども
の環境の全体的安全性などがある。
第３に、U5MRは、たとえば１人あ

たりのGNIなどに比べ、平均値という
落とし穴に陥る危険性が少ない。これ
は、人為的尺度では豊かな子どもが
1,000倍も多い所得を得ているというこ
とはありえても、自然の尺度ではその
ような子どもの生存可能性が1,000倍も
高いということはありえないからであ
る。言い換えれば、各国のU5MRは豊
かな少数者の存在にはるかに影響され
にくいので、大多数の子ども（および
社会全体）の健康状態を、完全からは
ほど遠いにしてもいっそう正確に描き
出すことができる。
以上のような理由から、ユニセフは

各国の子どもの状態を示す単一のもっ
とも重要な指標としてU5MRを採用し
ている。統計表において、世界の国々
を１人あたり国民総所得の多い順では
なく５歳未満児死亡率が高い順に順位
づけしているのもそのためである。
U5MR削減にあたっての進展の速さ

は、その年間平均削減率（AARR）を
算出することで測定することができる。
絶対的増減を比較するのとは異なり、
AARRは、U5MRが低くなるにつれて
それ以上の削減がますます困難になる
という事実を反映したものである。た

とえば、５歳未満児死亡率が低くなれ
ば、絶対的な低下のポイント数が同じ
であっても削減率は当然大きくなる。
したがってAARRは、たとえばU5MR
が10ポイント低くなった場合、５歳未
満児死亡率が低かったほど進展の度合
いが高かったということを示すもので
ある（U5MRが100から90に10ポイント
下がれば10％の削減が生じたことにな
るが、20から10に下がれば50％の削減
が生じたことになる）。
そのため、U5MRとその削減率を国

内総生産の成長率とあわせて用いるこ
とにより、いずれかの国または地域で、
いずれかの期間に、もっとも重要な人
間的ニーズの一部を充足することに向
けてどのような進展があったかがわか
ることになる。
表10が示しているように、U5MRの

年件削減率と１人あたり国内総生産の
年間成長率とのあいだには確固たる連
関は存在しない。このような比較は、
経済的発展と社会的発展との比率を決
定するような政策、優先順位その他の
要因を重視するうえで役に立つもので
ある。
最後に、表10には各国の合計特殊出

生率とその年間平均削減率もあわせて
示した。これにより、U5MRを大きく
削減できた国の多くは出生率も大きく
削減できていることがわかる。
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５歳未満
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率

1960 1990 2002

年間平均削減率
（％）

1990年
以降の
削減率
（％）

合計特殊出生率

1960 1990 20021960-90 1990-2002

１人あたりの
ＧDＰ年間
平均増加率
（％）

1960-90 1990-2002

年間平均減少率
（％）

1960-90 1990-2002

アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
アンドラ
アンゴラ
アンティグアバーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベニン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カボヴェルデ
中央アフリカ共和国
チャド
チリ
中国
コロンビア
コモロ
コンゴ
コンゴ民主共和国
クック諸島
コスタリカ
コートジボワール
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フィジー

4
98
74

161
3

144
130
94

164
177
46

137
137
59

144
125
164
84
25
50
64

136
41
93

164
137

9
14
31
23

161
90
19
11

147
86

118
58
43
10

118
149
20

158
152
164
177
189
28

142
90

101
82
86
26
56

147
21

121

360 260 257 1.1 0.1 1 0.1x - 7.7 7.1 6.8 0.3 0.4
151 45 30 4.0 3.4 33 - 4.5 5.9 3.0 2.3 2.3 2.2
280 69 49 4.7 2.9 29 2.4 0.3 7.3 4.7 2.8 1.5 4.3

- - 7 - - - - - - - - - -
345 260 260 0.9 0.0 0 - -0.4 6.4 7.2 7.2 -0.4 0.0

- - 14 - - - - 2.6 - - - - -
72 28 19 3.1 3.2 32 0.6 1.4 3.1 2.9 2.5 0.2 1.2

- 60 35 - 4.5 42 - 1.7 4.5 2.4 1.2 2.1 5.8
24 10 6 2.9 4.3 40 2.0 2.7 3.3 1.9 1.7 1.8 0.9
43 9 5 5.2 4.9 44 3.3 1.8 2.7 1.5 1.3 2.0 1.2

- 105 105 - 0.0 0 - 0.2x 5.5 2.8 2.1 2.3 2.4
68 29 16 2.8 5.0 45 1.2 0.1x 4.4 2.6 2.3 1.8 1.0

160 19 16 7.1 1.4 16 - 1.9x 7.1 3.8 2.7 2.1 2.8
248 144 77 1.8 5.2 47 0.2 3.1 6.8 4.6 3.5 1.3 2.3
90 16 14 5.8 1.1 13 3.0 2.1x 4.5 1.7 1.5 3.2 1.0
47 21 20 2.7 0.4 5 - 0.2 2.7 1.9 1.2 1.2 3.8
35 9 6 4.5 3.4 33 3.0 1.9 2.6 1.6 1.7 1.6 -0.5

104 49 40 2.5 1.7 18 3.2 1.7 6.5 4.5 3.2 1.2 2.8
296 185 156 1.6 1.4 16 0.4 2.0 6.9 6.7 5.7 0.1 1.3
300 166 94 2.0 4.7 43 - 3.6 5.9 5.8 5.1 0.1 1.1
255 120 71 2.5 4.4 41 -0.1 1.2 6.7 4.9 3.9 1.0 1.9
160 22 18 6.6 1.7 18 - 18.0x 4.0 1.7 1.3 2.9 2.2
173 58 110 3.6 -5.3 -90 8.7 2.7 6.7 4.8 3.7 1.1 2.2
177 60 36 3.6 4.3 40 3.6 1.3 6.2 2.8 2.2 2.6 2.0
87 11 6 6.9 5.1 45 -1.8x -0.7x 6.9 3.2 2.5 2.6 2.1
70 16 16 4.9 0.0 0 - 0.0 2.2 1.7 1.1 0.9 3.6

315 210 207 1.4 0.1 1 1.1 2.0 6.7 7.3 6.7 -0.3 0.7
250 190 190 0.9 0.0 0 2.0 -3.9 6.8 6.8 6.8 0.0 0.0

- 115 138 - -1.5 -20 - 2.3 6.3 5.6 4.8 0.4 1.3
255 139 166 2.0 -1.5 -19 2.5 0.0 5.8 5.9 4.7 -0.1 1.9
33 9 7 4.3 2.1 22 2.3x 2.2 3.8 1.7 1.5 2.7 1.0

- 60 38 - 3.8 37 - 3.4 7.0 5.2 3.4 1.0 3.5
327 180 180 2.0 0.0 0 -0.6 -0.1 5.6 5.6 5.0 0.0 0.9

- 203 200 - 0.1 1 -1.2 -0.1 6.0 6.7 6.7 -0.4 0.0
155 19 12 7.0 3.8 37 1.2 4.4 5.3 2.6 2.4 2.4 0.7
225 49 39 5.1 1.9 20 5.5 8.6 5.7 2.2 1.8 3.2 1.7
125 36 23 4.1 3.7 36 2.3 0.6 6.8 3.1 2.6 2.6 1.5
265 120 79 2.6 3.5 34 - -1.4 6.8 6.2 4.9 0.3 2.0
220 110 108 2.3 0.2 2 3.1 -1.4 5.9 6.3 6.3 -0.2 0.0
302 205 205 1.3 0.0 0 -1.4 -7.3 6.2 6.7 6.7 -0.3 0.0

- 32 23 - 2.8 28 - - - - - - -
123 17 11 6.6 3.6 35 1.6 2.7 7.2 3.2 2.3 2.7 2.8
290 155 176 2.1 -1.1 -14 1.0 0.1 7.2 6.5 4.8 0.3 2.5
98 13 8 6.7 4.0 38 - 2.3 2.3 1.7 1.6 1.0 0.5
54 13 9 4.7 3.1 31 - 3.7x 4.2 1.7 1.6 3.0 0.5
36 12 6 3.7 5.8 50 6.2x 3.2 3.5 2.4 1.9 1.3 1.9
25 11 5 2.7 6.6 55 - 1.4 2.3 1.8 1.2 0.8 3.4
25 9 4 3.4 6.8 56 2.1 2.0 2.6 1.6 1.8 1.6 -1.0

289 175 143 1.7 1.7 18 - -3.2 7.8 6.3 5.7 0.7 0.8
- 23 15 - 3.6 35 - 1.3 - - - - -

149 65 38 2.8 4.5 42 3.0 4.2 7.4 3.4 2.7 2.6 1.9
178 57 29 3.8 5.6 49 2.9 3.6 6.7 3.8 2.8 1.9 2.5
282 104 41 3.3 7.8 61 3.5 2.5 7.0 4.4 3.3 1.5 2.4
191 60 39 3.9 3.6 35 -0.4 2.1 6.8 3.7 2.9 2.0 2.0
316 206 152 1.4 2.5 26 - 18.0 5.5 5.9 5.9 -0.2 0.0

- 147 89 - 4.2 39 - 2.2x 6.9 6.2 5.5 0.4 1.0
52 17 12 3.7 2.9 29 - 2.2 2.0 1.9 1.2 0.2 3.8

269 204 171 0.9 1.5 16 - 2.5 6.9 6.9 6.2 0.0 0.9
97 31 21 3.8 3.2 32 1.9 1.8 6.4 3.4 2.9 2.1 1.3

国・地域
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５歳未満
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率

1960 1990 2002

年間平均削減率
（％）

1990年
以降の
削減率
（％）

合計特殊出生率

1960 1990 20021960-90 1990-2002

１人あたりの
ＧDＰ年間
平均増加率
（％）

1960-90 1990-2002

年間平均減少率
（％）

1960-90 1990-2002

フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
バチカン
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
朝鮮民主主義人民共和国
韓国
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
ミクロネシア連邦
モルドバ
モナコ

177
164
54
34

101
177
47

177
110
74
22
8

62
37

-
78

152
189
53
76
78
36

164
164
164
125
177
95
61
39
66
72

177
151
71
47

121
96
57
5

130
149
152
177
33
15

158
59
7

177
69
15

130
101
115
96

177

28 7 5 4.6 2.8 29 3.4 2.6 2.7 1.7 1.7 1.5 0.0
34 9 6 4.4 3.4 33 2.9 1.5 2.8 1.8 1.9 1.5 -0.5

- 92 91 - 0.1 1 3.1 -0.2 4.1 5.4 4.0 -0.9 2.5
364 154 126 2.9 1.7 18 1.1x 0.1 6.4 5.9 4.8 0.3 1.7
70 29 29 2.9 0.0 0 3.9x -4.0 2.9 2.1 1.4 1.1 3.4
40 9 5 5.0 4.9 44 2.2x 1.2 2.4 1.4 1.3 1.8 0.6

215 126 100 1.8 1.9 21 -1.3 1.9 6.9 5.7 4.2 0.6 2.5
64 11 5 5.9 6.6 55 3.5 2.2 2.2 1.5 1.3 1.3 1.2

- 37 25 - 3.3 32 - 2.6 - - - - -
202 82 49 3.0 4.3 40 1.4 1.2 6.9 5.6 4.5 0.7 1.8
380 240 169 1.5 2.9 30 - 1.6 7.0 6.6 5.9 0.2 0.9

- 253 211 - 1.5 17 0.1x -1.5 5.8 7.1 7.1 -0.7 0.0
126 90 72 1.1 1.9 20 -0.1 3.5 6.5 2.6 2.3 3.1 1.0
253 150 123 1.7 1.7 18 0.1 -2.4 6.3 5.4 4.0 0.5 2.5

- - - - - - - - - - - - -
204 59 42 4.1 2.8 29 1.2 0.3 7.5 5.1 3.8 1.3 2.5
57 16 9 4.2 4.8 44 3.9 2.4 2.0 1.8 1.2 0.4 3.4
22 5 4 4.9 1.9 20 3.6 2.1 4.0 2.2 2.0 2.0 0.8

242 123 93 2.3 2.3 24 1.7 4.0 5.9 4.0 3.1 1.3 2.1
216 91 45 2.9 5.9 51 4.3 2.1 5.5 3.3 2.4 1.7 2.7
281 72 42 4.5 4.5 42 -3.5x 2.1 7.0 5.0 2.4 1.1 6.1
171 50 125 4.1 -7.6 -150 -1.1 - 7.2 5.9 4.8 0.7 1.7
36 9 6 4.6 3.4 33 3.1 6.8 3.8 2.1 1.9 2.0 0.8
39 12 6 3.9 5.8 50 3.1 2.2x 3.9 3.0 2.7 0.9 0.9
50 10 6 5.4 4.3 40 3.3 1.4 2.4 1.3 1.2 2.0 0.7
74 20 20 4.4 0.0 0 0.1 -0.5 5.4 2.8 2.4 2.2 1.3
40 6 5 6.3 1.5 17 4.8 0.9 2.0 1.6 1.3 0.7 1.7

139 43 33 3.9 2.2 23 2.5x 0.8 7.7 5.4 3.6 1.2 3.4
- 67 76 - -1.1 -13 - -0.6 4.5 2.7 2.0 1.7 2.5

205 97 122 2.5 -1.9 -26 2.3 -0.6 8.0 6.1 4.1 0.9 3.3
- 88 69 - 2.0 22 -5.5x 0.5 - - - - -

120 55 55 2.6 0.0 0 - - 4.4 2.4 2.0 2.0 1.5
127 9 5 8.8 4.9 44 6.3 4.7 6.0 1.6 1.4 4.4 1.1
128 16 10 6.9 3.9 38 -6.2x -1.0x 7.3 3.6 2.7 2.4 2.4
180 83 61 2.6 2.6 27 - -3.2 5.1 3.7 2.7 1.1 2.6
235 163 100 1.2 4.1 39 - 3.8 6.2 6.1 4.8 0.1 2.0
44 20 21 2.6 -0.4 -5 4.0x 0.2 1.9 1.9 1.1 0.0 4.6
85 37 32 2.8 1.2 14 - 3.1 6.3 3.1 2.2 2.4 2.9

203 120 87 1.8 2.7 28 4.4 2.0 5.8 5.0 3.9 0.5 2.1
288 235 235 0.7 0.0 0 -1.9 4.8 6.7 6.9 6.8 -0.1 0.1
270 42 19 6.2 6.6 55 1.1x - 7.1 4.9 3.1 1.2 3.8

- - 11 - - - - - - - - - -
70 13 9 5.6 3.1 31 - 0.0 2.5 1.9 1.3 0.9 3.2
41 9 5 5.1 4.9 44 2.6 4.0 2.3 1.6 1.7 1.2 -0.5

186 168 136 0.3 1.8 19 -1.3 -0.9 6.9 6.3 5.7 0.3 0.8
361 241 183 1.3 2.3 24 1.5 1.3 6.9 7.0 6.1 0.0 1.1
105 21 8 5.4 8.0 62 4.1 3.6 6.8 3.8 2.9 1.9 2.3
300 115 77 3.2 3.3 33 - 3.5x 7.0 6.4 5.4 0.3 1.4
500 250 222 2.3 1.0 11 0.0x 1.8 7.1 7.0 7.0 0.0 0.0
42 14 5 3.7 8.6 64 7.1 3.8x 3.4 2.0 1.8 1.8 0.9

- 92 66 - 2.8 28 - -3.3x - - - - -
310 183 183 1.8 0.0 0 0.8 1.2 6.5 6.2 5.8 0.2 0.6
92 25 19 4.3 2.3 24 2.9x 4.0 5.8 2.2 2.0 3.2 0.8

134 46 29 3.6 3.8 37 2.4 1.4 6.9 3.4 2.5 2.4 2.6
- 31 24 - 2.1 23 - -1.4 7.0 5.0 3.8 1.1 2.3

88 37 32 2.9 1.2 14 - -6.9 3.3 2.4 1.4 1.1 4.5
- - 5 - - - - - - - - - -



表10 前進の速度

140 統計

モンゴル
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ニウエ
ノルウェー
パレスチナ自治区
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
ルーマニア
ロシア連邦
ルワンダ
セントクリストファー
ネーヴィス
セントルシア
セントビンセント・
グレナディーン
サモア
サンマリノ
サントメプリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
セ－シェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
スワジランド
スウェーデン
スイス
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ

64
77
12
42
68
98
54

177
164
82
2

15
-

189
110
146
44

101
110
50
98
86
90

152
164
137
121
121
15

115
130

110
110
164
40

105
31

130
137

1
189
152
177
115

6
70

164
130
50
84
27

193
164
105
62
24

105

- 104 71 - 3.2 32 - 0.2 6.0 4.1 2.4 1.3 4.5
211 85 43 3.0 5.7 49 2.3 0.9 7.2 4.0 2.8 2.0 3.0
313 235 197 1.0 1.5 16 - 4.6 6.5 6.3 5.7 0.1 0.8
252 130 109 2.2 1.5 16 1.4 5.7x 6.0 4.0 2.9 1.4 2.7
206 84 67 3.0 1.9 20 - 2.1 6.2 5.8 4.6 0.2 1.9

- - 30 - - - - - - - - - -
315 145 91 2.6 3.9 37 0.8 2.3 5.9 5.1 4.3 0.5 1.4
22 8 5 3.4 3.9 38 2.4 2.2 3.1 1.6 1.7 2.2 -0.5
26 11 6 2.9 5.1 45 1.1 2.0 4.0 2.1 2.0 2.1 0.4

193 68 41 3.5 4.2 40 -1.5 -0.1x 7.3 4.9 3.8 1.3 2.1
354 320 265 0.3 1.6 17 -2.2 -0.8 7.9 8.1 8.0 -0.1 0.1
207 190 183 0.3 0.3 4 0.4 -0.3 6.9 6.5 5.5 0.2 1.4

- - - - - - - - - - - - -
23 9 4 3.1 6.8 56 3.4 2.7 2.9 1.8 1.8 1.6 0.0

- 40 25 - 3.9 38 - -3.3x 7.7 6.4 5.6 0.6 1.1
280 30 13 7.4 7.0 57 7.6 0.9 7.2 6.7 5.0 0.2 2.4
227 130 107 1.9 1.6 18 2.9 1.2 6.3 6.0 5.1 0.2 1.4

- 34 29 - 1.3 15 - - - - - - -
88 34 25 3.2 2.6 26 1.8 2.5 5.9 3.0 2.7 2.3 0.9

214 101 94 2.5 0.6 7 0.9 0.4 6.3 5.1 4.1 0.7 1.8
90 37 30 3.0 1.7 19 3.0 -0.5 6.5 4.7 3.9 1.1 1.6

234 80 39 3.6 6.0 51 0.4 2.3 6.9 3.9 2.9 1.9 2.5
110 66 38 1.7 4.6 42 1.5 1.0 7.0 4.3 3.2 1.6 2.5
70 19 9 4.3 6.2 53 - 4.2 3.0 2.0 1.3 1.4 3.6

112 15 6 6.7 7.6 60 4.1 2.6 3.1 1.6 1.5 2.2 0.5
140 25 16 5.7 3.7 36 - - 7.0 4.4 3.3 1.5 2.4
82 32 21 3.1 3.5 34 2.0x 0.1 2.3 1.9 1.3 0.6 3.2
64 21 21 3.7 0.0 0 3.8x -2.6 2.7 1.8 1.2 1.4 3.4

206 178 183 0.5 -0.2 -3 1.1 0.3 8.1 6.9 5.8 0.5 1.4

- 36 24 - 3.4 33 3.7x 3.3 - - - - -
- 24 19 - 1.9 21 - 0.4 6.9 3.4 2.3 2.4 3.3

- 26 25 - 0.3 4 7.1 1.1 7.2 3.0 2.2 2.9 2.6
210 42 25 5.4 4.3 40 - 3.2x 7.3 4.8 4.2 1.4 1.1

- 10 6 - 4.3 40 - - - - - - -
- 118 118 - 0.0 0 - -0.5 5.9 5.2 4.0 0.4 2.2

250 44 28 5.8 3.8 36 2.2 -1.1x 7.2 6.2 4.6 0.5 2.5
300 148 138 2.4 0.6 7 -0.6 1.2 7.0 6.3 5.0 0.4 1.9
120 30 19 4.6 3.8 37 - 0.5x 2.7 2.1 1.7 0.8 1.8

- 21 16 - 2.3 24 3.1 -0.5 - - - - -
390 302 284 0.9 0.5 6 0.6 -5.9 6.2 6.5 6.5 -0.2 0.0
40 8 4 5.4 5.8 50 6.8 3.8 5.5 1.7 1.4 3.9 1.6
40 15 9 3.3 4.3 40 - 2.1 3.1 2.0 1.3 1.5 3.6
45 9 5 5.4 4.9 44 - 3.1 2.4 1.5 1.2 1.6 1.9

185 36 24 5.5 3.4 33 2.4x -2.4 6.4 5.8 4.5 0.3 2.1
- 225 225 - 0.0 0 -1.0 - 7.3 7.3 7.3 0.0 0.0
- 60 65 - -0.7 -8 1.3 0.4 6.5 3.6 2.6 2.0 2.7

57 9 6 6.2 3.4 33 3.2 2.3 2.8 1.4 1.2 2.3 1.3
133 23 19 5.8 1.6 17 2.8 3.4 5.7 2.6 2.0 2.6 2.2
208 120 94 1.8 2.0 22 0.2 3.4 6.7 5.5 4.4 0.7 1.9

- 48 40 - 1.5 17 -0.6x 2.4 6.6 2.7 2.5 3.0 0.6
225 110 149 2.4 -2.5 -35 2.0x 0.1 6.9 6.0 4.6 0.5 2.2
20 6 3 4.0 5.8 50 2.2 1.8 2.3 2.0 1.6 0.5 1.9
27 8 6 4.1 2.4 25 1.6 0.4 2.4 1.5 1.4 1.6 0.6

201 44 28 5.1 3.8 36 2.9 1.6 7.5 5.4 3.4 1.1 3.9
140 78 72 1.9 0.7 8 - -8.1 6.3 4.9 3.1 0.8 3.8
241 163 165 1.3 -0.1 -1 - 0.6 6.8 6.3 5.2 0.3 1.6
148 40 28 4.4 3.0 30 4.6 2.8 6.4 2.3 1.9 3.4 1.6

５歳未満
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率

1960 1990 2002

年間平均削減率
（％）

1990年
以降の
削減率
（％）

合計特殊出生率

1960 1990 20021960-90 1990-2002

１人あたりの
ＧDＰ年間
平均増加率
（％）

1960-90 1990-2002

年間平均減少率
（％）

1960-90 1990-2002



表10

141世界子供白書　2004

旧ユーゴスラビア・
マケドニア
東ティモール
トーゴ
トンガ
トリニダードトバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
米国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ

108
34
29

125
125
108
78
49
73
29

125
152
161
158
142
67
78

120
86
44
13
37

177 41 26 4.9 3.8 37 - -0.7 4.2 2.0 1.9 2.5 0.4
- 160 126 - 2.0 21 - - 6.4 5.0 3.9 0.8 2.1

267 152 141 1.9 0.6 7 1.2 -0.6 7.1 6.3 5.4 0.4 1.3
- 27 20 - 2.5 26 - 2.0 7.3 4.7 3.8 1.5 1.8

73 24 20 3.7 1.5 17 3.1 2.8 5.1 2.5 1.6 2.4 3.7
254 52 26 5.3 5.8 50 3.3x 3.1 7.1 3.6 2.0 2.3 4.9
219 78 42 3.4 5.2 46 1.9x 1.3 6.4 3.4 2.5 2.1 2.6

- 97 98 - -0.1 -1 - -4.3 6.4 4.3 2.7 1.3 3.9
- 56 52 - 0.6 7 - - - - - - -

224 160 141 1.1 1.1 12 - 3.5 6.9 7.1 7.1 -0.1 0.0
53 22 20 2.9 0.8 9 - -6.1 2.5 1.8 1.2 1.1 3.4

223 14 9 9.2 3.7 36 -5.0x -1.6x 6.9 4.2 2.9 1.7 3.1
27 10 7 3.3 3.0 30 2.1 2.4 2.7 1.8 1.6 1.4 1.0
30 10 8 3.7 1.9 20 2.2 2.1 3.5 2.0 2.1 1.9 -0.4
56 24 15 2.8 3.9 38 0.9 1.3 2.9 2.5 2.3 0.5 0.7

- 62 68 - -0.8 -10 - -1.0 6.7 4.0 2.5 1.7 3.9
225 70 42 3.9 4.3 40 - -1.1 7.2 4.9 4.2 1.3 1.3
75 27 22 3.4 1.7 19 -0.5 -1.0 6.6 3.5 2.7 2.1 2.2

105 51 39 2.4 2.2 24 - 5.9 6.9 3.7 2.3 2.1 4.0
340 142 107 2.9 2.4 25 - 2.1 8.3 8.1 7.0 0.1 1.2
213 189 192 0.4 -0.1 -2 -1.2 -1.4 6.6 6.3 5.7 0.2 0.8
159 80 123 2.3 -3.6 -54 1.1 -0.8 7.2 5.6 4.0 0.8 2.8

地域別要約

サハラ以南のアフリカ
中東と北アフリカ
南アジア
東アジアと太平洋諸国
ラテンアメリカと
カリブ海諸国
CEE／CISと
バルト海諸国
先進工業国
開発途上国
後発開発途上国
世界

指標の定義 データの主な出典
5 歳未満児死亡率－出生時から満5歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数
で表す。

1990年以降の削減率－1990年から2002年にかけての5 歳未満児死亡率（U5MR）の削減率。2000年
の国連ミレニアム宣言で1990年から2015年にかけてU5MRを3 分の2（67%） 引き下げるという目標
を定めた。そこで、この指標は、この目標に向けての現在の前進の評価を示す。

1 人あたりGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価
額に含まれないすべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。1 人あたりのGDPは、
国内総生産を年央の人口で割って算出する。成長率は現地通貨による固定物価GDPから算出したも
のである。

合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にし
たがって子どもを産むとして、その女性が一生のあいだに産むことになる子どもの人数。

5 歳未満児死亡率－ユニセフ、国連人口局、国連統計局。

1 人あたりのGDP－世界銀行。

出生率－国連人口局。

各地域の国名は136ページを参照。

262 180 174 1.3 0.3 3 1.1 0.4 6.8 6.3 5.5 0.3 1.1
250 81 58 3.8 2.8 28 2.8 1.9 7.1 5.0 3.5 1.2 3.0
244 128 97 2.2 2.3 24 1.7 3.6 6.0 4.3 3.4 1.1 2.0
207 58 43 4.2 2.5 26 5.4 6.3 5.8 2.5 2.0 2.8 1.9

153 54 34 3.5 3.9 37 2.2 1.4 6.0 3.2 2.6 2.1 1.7

112 48 41 2.8 1.3 15 - -1.2 3.2 2.3 1.7 1.1 2.5
39 10 7 4.5 3.0 30 2.9 1.8 2.8 1.7 1.7 1.7 0.0

222 103 90 2.6 1.1 13 3.5 3.6 6.0 3.6 3.0 1.7 1.5
278 181 158 1.4 1.1 13 0.1 1.6 6.7 5.9 5.2 0.4 1.1
196 93 82 2.5 1.0 12 3.0 2.1 5.0 3.2 2.8 1.5 1.1

注 －データなし。

５歳未満
死亡率
の順位

５歳未満児死亡率

1960 1990 2002

年間平均削減率
（％）

1990年
以降の
削減率
（％）

合計特殊出生率

1960 1990 20021960-90 1990-2002

１人あたりの
ＧDＰ年間
平均増加率
（％）

1960-90 1990-2002

年間平均減少率
（％）

1960-90 1990-2002



用語解説
AIDS：後天性免疫不全症候群

BRAC：バングラデシュ農村振興委員会

CIDA：カナダ国際開発庁

DAW：（国連）女性の地位向上局

DESA：（国連）経済社会局

EFA：万人のための教育

G-8：先進工業国８カ国（カナダ、フランス、

ドイツ、イタリア、日本、ロシア連邦、

英国および米国）のグループ

HIV：ヒト免疫不全ウィルス

ILO：国際労働機関

IMF：国際通貨基金

MDG：ミレニアム開発目標

MTSP：（ユニセフ）中期戦略計画

（2002年～2005年）

UNAIDS：国連HIV／エイズ合同計画

UNDG：国連開発グループ

UNDP：国連開発計画

UNESCO：国連教育科学文化機関

UNFPA：国連人口基金

UNHCR：国連難民高等弁務官事務所

UNICEF：国連児童基金

UNIFEM：国連女性開発基金

USAID：米国国際開発庁

U5MR：５歳未満児死亡率

WB：世界銀行

WFP：世界食糧計画

WHO：世界保健機関
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